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はじめに

都道府県及び政令指定都市は､地域における科学技術振興の最も重要な担い

手ですが､その振興施策の内容には変化が生じてきています｡

本研究所が実施した ｢地域における科学技術振興に関する調査研究 (第4回

調査 ･平成 11年 3月)によれば､科学技術政策に関する基本方針等を作成する

などして科学技術振興のための総合的推進体制を整えようとする動きがさかん

になるとともに､その科学技術関係経費のうち理科系高等教育機関に係る経費

が増加してきています｡

こうした中で､本研究所におきましては､平成 11年 3月に､全国の都道府県

及び政令指定都市の科学技術政策担当者の方々にお集まりいただきまして､

｢科学技術を活用して地域活性に如何にして取り組むか｣をテーマに研究会を

開催いたしました｡

この研究会の初日においては､午前中に富山国際大学の石坂誠一学長による

基調講演及び科学技術庁の木阪崇司長官官房審議官並びに通商産業省の羽山正

孝大臣官房審議官による講演が行われました｡午後に入ってからは､本研究所

研究員による調査研究成果に関する報告を行った後に､ご参加いただいた各地

方公共団体のご担当者の方から現在取り組まれている施策に関係するお話を紹

介していただきました｡また､2日目は本研究所の権田金治総括客員研究員に

よる講演の後に､参加者全員で自由討議を実施し､有意義な意見交換が行われ

ました｡

今回､これらの内容を報告書にまとめ､関係者の方々の参考に供することと

いたしました｡地域における科学技術政策推進に当たっての一助となれば幸い

に存じます｡

本研究会の開催及び本報告書の作成に当たり､各都道府県及び政令指定都市

からの参加者をはじめ､多くの方のご協力をいただきましたことに､心からお

礼申し上げます｡

平成 12年 1月

科学技術庁 科学技術政策研究所

第3調査研究グループ
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雲量

平成 10年度地域科学技術政策研究会の開催結果報告 (要旨)

科学技術庁 科学技術政策研究所

第3調査研究グループ

科学技術政策研究所は､平成 11年 3月16日及び 17日において､砂防会館(東

京都千代田区)において ｢平成 10年度地域科学技術政策研究会｣を開催した｡

本研究会では､都道府県及び政令指定都市の科学技術政策担当者等が参集し､

｢科学技術を活用して地域活性に如何にして取 り組むか｣というテーマの下､

学識経験者からの基調講演､関係省庁からの施策説明､本研究所における調査

研究内容の報告､地方公共団体の科学技術政策担当者等からの施策展開事例の

紹介､及び出席者全員による自由討議を行った｡なお､本研究会には､36道府

県及び6政令指定都市から65名の科学技術政策担当者の出席を得ることができ

た｡

本研究所では､このような研究会を通じ､地方公共団体における科学技術政

策の状況や国に対する意見 ･要望を生きた形で把握し､今後の地域における科

学技術に関する調査研究に反映させていきたいと考えている｡

今回の研究会において行われた講演､報告等の概要は､以下のとおりである｡

1日目

一基調講演一

地域科学技術に関し､参加者に共通の認識と知見を提供するために､学識経

験者による基調講演が行われた｡

講演者は富山国際大学の石坂誠一学長であり､｢地域科学技術振興と地域に

展開する大学の役割｣というテーマで､富山県における科学技術活動の実例を

紹介しながら､ミクロな観点からの地域科学技術振興について述べられるとと

もに､これからの地域における大学のありかたや役割についても言及された｡

一講演一

関係省庁が実施している地域科学技術関係施策に関して､科学技術庁の木阪

崇司長官官房審議官及び通商産業省の羽山正孝大臣官房審議官から講演が行わ

れた｡

まず､科学技術庁の木阪崇司長官官房審議官から ｢地域の科学技術政策につ

いて｣というテーマで､地域における科学技術活動､科学技術振興施策の現状

について説明がなされた後に､科学技術庁が実施している地域科学技術振興施

策及び地域における科学技術振興の課題等について述べられた｡
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次に､通商産業省の羽山正孝大臣官房審議官から ｢地域のプラットフォーム｣

について｣というテーマで､地域におけるプラットフォーム整備事業に関する

説明が行われるとともに,地域が各々の産業資源を生かして独自性を発揮し新

しい事業を創出していくことの重要性について述べられた｡

一科学技術政策研究所からの報告一

本研究所からは､｢地域における科学技術振興に関する調査研究 (第 4回)｣

に関して､権田金治客員総括研究官､中田上席研究官及び田中特別研究員が､

｢我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究｣に関して休井

特別研究員が､そして､｢地域科学技術指標に関する調査｣に関して中田上席研

究官がそれぞれ報告を行った｡

一地方公共団体の科学技術政策担当者等からの報告一

北海道､山形県及び広島県の科学技術政策担当者等から､各々の科学技術施

策に関する説明等が行われた｡

まず､北海道総合企画部経済企画室の山本雄三主査から ｢北海道経済の構造

改革と研究開発力 ･技術力｣というテーマで､北海道が作成している ｢経済白

書｣ を通じて北海道経済の特徴についての説明や北海道における研究開発活動

の活性化や新産業創出のための施策についての紹介がなされた｡

次に､山形県企画調整部企画調整課の阿部茂夫企画主査から ｢山形県の科学

技術振興施策について｣というテーマで､山形県が科学技術振興を産業政策の

基幹に据えて数々の取り組みを行ってきたことを代表的なものをあげながら説

明するとともに､現在取 り組んでいる地域結集型共同研究事業の概要について

も言及された｡

最後に､広島県産業科学技術研究所の阿部康則総務担当課長から ｢広島県産

業科学技術研究所の活動について｣ というテーマで､財団法人広島県産業技術

振興機構が運営する広島県産業科学技術研究所の組織人員､施設設備､研究内

容等について､開所までの経緯や現在の状況に関する話も交えた形で説明が行

われた｡

2日目

一講演一

本研究所の権田金治客員総括研究官から､｢地方公共団体は科学技術の活用

により地域再生に如何に挑むべきか｣というテーマで､地域における科学技術

振興を考える上での基本的となるべき理論的な内容に関する講演が行われた｡

一自由討議-

これまでの講演や説明等を踏まえた上で､参加者全員によって地域における

科学技術振興施策を巡る状況について自由討議を行い､活発な意見交換がなさ

れた｡
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平成 10年度 ｢地域科学技術政策研究会｣ プログラム

1 目 時 :平成 11年 3月 16日 (火) 9:30-17:00

3月 17日 (水) 9:30-12:00

2 場 所 :砂防会館別館 3階 ｢穂高｣

3 テーマ :｢科学技術を活用して地域再生に如何に取組むか｣

4 日 程 :

0 1日目 (3月 16日)

*****開場 ･受付開始 9:30‡*i**

(1)開会挨拶 科学技術政策研究所 総務研究官 国谷実

10:00-10:10(10分)

(2)基調講演 富山国際大学 学長 石坂誠一

｢地域科学技術 の振興 と地域 に展 開す る大学の役割｣

10:10-ll:10(60分)

(3)関係省庁からの講演

①科学技術庁 : 科学技術庁 長官官房審議官 木阪崇司

｢地域の科学技術施策について｣

11:10-ll:40(30分)

②通商産業省 : 通商産業省 大臣官房審議官 羽山正孝

｢地域プラットフォームの整備について｣

11:40-12:10(30分)

‡***‡昼休み 12:10-13:10(60分)*****

(4)科学技術政策研究所からの報告及び討議

① ｢地域における科学技術振興に関する調査研究 (第4回調査)｣

13:10-14:00(50分)

第 3調査研究グループ 客員総括研究官 権田金治

上席研究官 中田哲也

特別研究員 田中誠徳

② ｢我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究｣

14:00-14:30(30分)

第 3調査研究グループ 特別研究員 休井正人

③ ｢地域科学技術指標策定に関する調査｣

14:30-15:00(30分)

第 3調査研究グループ 上席研究官 中田哲也
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*****休憩 15:00-15:20(20分)*****

(5)地方公共団体政策担当者か らの報告

15:20-17:00

① ｢北海道経済の構造改革と研究開発力･技術力｣

北海道総合企画部経済企画室 主査 山本雄二郎

② ｢山形県の科学技術振興施策について｣

山形県企画調整部企画調整課 企画主査 阿部茂夫

③ ｢広島県産業科学技術研究所の活動について｣

広島県産業科学技術研究所 総務担当課長 河野康則

*‡‡*****意見交換会 17:30-18:30｢グリル砂防｣(砂防会館本館 Bl)*‡***‡**

02日目 (3月 17日)

(1)講演

9:30-10:20(50分)

｢地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何に挑むべきか｣

科学技術政策研究所 客員総括研究官 (東海大学教授) 権田金治

(2)全体討論

テーマ :｢地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何に取組むべきか

-現状と今後-｣

①参加者全員による自由討論

10:20-ll:40(80分)

司会 第 3調査研究グループ総括上席研究官 渡辺俊彦

②まとめ

11:40-ll:55(15分)

科学技術政策研究所 客員総括研究官 (東海大学教授) 権田金治

(3)閉会挨拶 (5分) 科学技術政策研究所 総務研究官 国谷 実
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松田喜洋 業務課課長
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静岡県 商工労働部技術開発課 河野康裕 主査
愛知県 商工部産業技術課 森田利洋 主査

三重県 科学技術振興センター 丸山勝巳 主幹
小林政夫 主幹

滋賀県 企画県民部企画課 竹元豊一一 主査

兵庫県 企画課 神 田泰宏 企画課長
商工部新産業創造課 安部則行 主査
知事公室審議員科学技術担当 近藤巧

(財)新産業創造研究機構 熱田稔雄 新産業創造研究所副所長
大熊 修 研究企画部担当部長

奈良県 奈良県工業技術センター 西岡久隆 研究企画担当 総括研究員
鳥取県 企画部企画課 堀部晴彦 企画員
島根県 商工部企業振興課 安井敏之 主任
岡山県 岡山県工業技術センター 重田和美

広島県 産業科学技術研究所 河野康則 総務担当課長 報告者政策企画課 津山直登 主任企画員
商工労働部産業技術課 天野昌裕 主任

山口県 商工労働部工業振興課 河本英一 課長補佐
徳島県 企画調整部政策調整課 森 口浩徳 主事

香川県 プロジェクト推進総室 川田浩司 副主幹
企画部政策企画総室 池下琢治 主事

高知県 産業技術委員会事務局産業技術振興課 藤田晃 主任

福岡県 商工部新産業技術振興課 木下義之 事務主査
商工部商工政策課 有働大輔 主任主事

佐賀県 (財)佐賀県地域産業支援センター-松本良介
山外敏之

長崎県 総合水産試験場企画開発推進室 池田義弘 室長
熊本県 企画調整課 岡崎光治 参事

鹿児島県 企画部新技術情報課 谷山重美 主幹兼新技術開発係長
新炉政志 主査

札幌市 東京事務所 川原正幸 シティ.セ一一ルス担当係長

横浜市 企画局政策部調査課 南 学 調査課長企画局企画課 金子延康 担当課長課長

大阪市 計画調整局企画調査課 山口あをい 主査
経済局経済政策課 塩谷尚俊 主査

北九｣什市 経済局産業振興部新規幸業振興課 井上浩之
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同体_名 所属課 出席者 役職 備考

富山国際大学 石坂誠一 学長 講演着
科学技術庁 木板崇司 長官官房審議官 講演着
通商産業省 羽 山正孝 大臣官房審議官 講演着

科学技術庁 研究基盤課地域科学技術振興室 根本光宏 室長
黒田平吉 研究基盤課専門職
佐藤 勝 主査(地域担当)
中尾-城 主査(地域担当)

JAREC 松井正雄 専務理事
企画課 石木田浩美 企画係長

科学技術政策研究所 園谷 実 総務研究官

権田金治 客員総括研究官 講演着
総務課 安藤忠志 課長

企画課 植田昭彦 課長
鈴木恵理子 事務補助

情報分析課 吉水正義 課長

第3調査研究グループ 渡辺俊彦 総括上席研究官

中田哲也 上席研究官 報告者
柿崎文彦 主任研究官 報告者
休井正人 特別研究員 報告者
田中誠徳 特別研究員 報告者
三島貢理 事務補助
西光信子 派遣職員
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第 1章 基調講演

｢地域科学技術の振興と地域に展開する大学の役割｣

富山国際大学 学長 石坂誠一



言茸音素者 略 歴 (敬 和 く田各)

富山国際大学 学長 石坂誠一

昭和 21. 9 東京帝国大学大学院特別研究生前期終了

22. 4 東京工業試験所 入所

33. 4

42. 6

48. 5

51.12

53. 6

58. 6

61. 3

在ワシントン日本大使館 科学アタッシェ

東京工業試験所 第三部長

東京工業試験所 次長

東京工業試験所 所長

工業技術院長

野村総合研究所 顧問

人事院人事官

平成 6. 4 富山国際大学学長

主な著書 ｢海洋開発概論｣(1969.9､海洋開発センター)(共著)

｢岩波講座現代化学｣(1980.3､岩波書店)(共著)
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基調講演

｢地域科学技術の振興と地域に展開する大学の役割｣

富山国際大学 学長 石坂誠一

【石坂】 皆様おはようございます｡

ただ今､ご紹介いただきました石坂でございます｡

きょうは大変難しい課題をいただきました｡と申

しますのは､ ｢科学技術とは何ぞや｡｣なんて学者

が集まってやりだすと､1時間たったって､2時間

たったって議論がとまらない｡そういうところへま

た､それを地域と結びつけるというわけですから大

変難しいのですが､きょうはそういう議論を避けま

して､もっと実質的な話を､私は富山に来て､もう

これで5年になりますので､今まで周りに起こった

こと等をお話ししてみたいと､こういうように考え

ております｡

私はずうっと中央におりまして､国全体の科学技術振興､特に産業技術振興というのを

長い間やってきたのですが､そういうことも大変必要でございますが､地域の科学技術と

いうことになりますと､これはやはり別の立場で考える必要があるのではないかというこ

とを､まず申し上げたいのであります｡

つまり､中央におりますと､いきおいマクロな全体の動きということになるわけですが､

地方におりますと､それよりももっと大事なミクロの問題がいっぱいあるわけです｡皆さ

んは県からお見えですから､よくおわかりいただけると思いますが､そういうミクロの観

点から取り上げる必要があるんじゃないか､ということも非常に重要なことではないかと

考える次第でございます｡きょうは､そういうこともありまして､富山県を1つのケース

スタディととらえまして,そのケーススタディを通して､何か普遍的なルールと申します

か､どこの地区でも当てはまるものを探し求めていきたいというふうに思っておるわけで

ございます｡

さて､皆さんご存じかとは思いますけれども､富山県の人口は113万人です｡これは

ちょうど日本全体の約 1%｡正確にいうと0.9%です｡それから､工業出荷額で申します
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と､3.8兆円､これは､ 1%よりもちょっと上でして､1.2%ぐらいだというようなとこ

ろかと思います｡日本にはたくさん県がございますけれども､富山県というのはまあ平均

的であって､工業出荷額が少し多いかなと､こういう感じの県でございます｡そういうこ

とをちょっと頭に入れながら話を聞いていただきたいと思っております｡

きょうは科学技術振興の話をして､時間があれば､大学の,私ども非常に新しい大学の

姿を考えておりますので､そういったことのご紹介もしたいと考えております｡

さて､科学技術と地域ということになりますと､一般の方は何を考えるのでしょうか?

今､ ｢すぼる｣ができて､いよいよ宇宙の写真が詳細に撮れるようになりましたけれども､

あれはハワイ島にありますよね､とこういうイメージがあるのですね｡あるいは種子島と

ロケット発射基地とか､あるいはここにありますように,富山県で言いますと岐阜と富山

の間に神岡鉱山がありまして､その鉱山の地下深いところでニュー トリノの観測をやって

います｡それらは､特別の場所で先端的なことをやっておられるのですが､地域との結び

つきということになりますと若干偏っている面があると思うのです｡ですから､きょうは

そういう話を避けまして､もっとわかりやすく､地域の技術というのがどういうように地

域社会と結びついてきたかということを考えながら､その上で現代の姿として科学技術が

地域に対してどんな役割を果たしたか､あるいは科学技術の振興ということもお話を申し

上げたいと思っております｡

1ページの下のところに先端産業､先端技術､科学技術とこう書いてございます｡その

下に成熟産業､成熟技術､熟練 ･技能と書いてございます｡この図のとおり､今の先端産

業は必ずしも先端技術だけを使っているわけではない｡成熟技術も非常に重要な役割を果

たしているし､今､盛んにそういうことが言われておりますように､またそれを支える熟

練 ･技能ということも今､大いに見直そうというムー ドが起こっている､こういうことだ

と思います｡

成熟産業のほうは､アメリカだと自動車産業などが成熟産業ですね｡もちろん鉄鋼とか

あるいは繊維とかが代表的なものだと思うのですが､これらは必ずしも成熟産業だからと

言って,成熟技術だけではない｡これらは先端技術を取り入れて､大変激烈な競争をやっ

ておる｡こういうことですから､これは科学技術と強く結びついてきているということで

ございます｡これが音と今の大きな違いではないかと思っておるわけでございます｡

以上､私見を述べさせていただきましたが､ここにありますように､技術というものは､

歴史的に見て､地域と結びついて盛衰があったわけでございます｡それはどういうことか
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と言いますと､やはり苦の地域の技術というのは､地域と非常に結びついている｡立地条

件ということを昔､私が学生のころ先生からよく聞きましたけれども､立地条件というも

のに支配されて､そして技術がそれに加わり､地域の振興につながったと､こういうふう

に言っていいかと思います｡

どうもそれが､いろんなことで､古い技術､つまり成熟した技術だけにとらわれている

と､先へと進めませんから､あるときに突然産業が衰退するということも起こる､こうい

うように考えております｡ですから､今の世の中では､先端技術だけでなく成熟技術も支

えている科学技術の振興ということが地域にとって非常に重要だということが言えると思

うのであります｡

さて本題に移りまして､歴史的な観点から見た地域と技術のお話をちょっと紹介させて

いただきますと､地域の技術というのは､非常に地域性があった｡特に資源 ･エネルギー

というものと結びついてきたということを最初にご紹介しようと思います｡

例えば富山県の場合で言いますと､鉱物資源が非常に重要であったわけです｡越中7金

山というのがございまして､2ページにありますように､松倉､虎谷 (トラダニ)､それ

から河原波､それから下田 (ゲダ)､それから吉野､これらは金山であります｡それから

亀谷 (カメガイ)は銀山と言われておりますし､長棟 (ナガト)は鉛の鉱山でございます｡

これらのものは､地域に大きな影響を与えたわけでございまして､例えば松倉､これは今

の魚津市にあったわけですが､坑道当たり､月､大判が500枚｡大判500枚というと83キロ

あるそうですから､1年で大体 1トンですね｡大変な生産量ですが､これは坑道当たりで

す｡ということですから､あそこは非常に繁盛いたしまして､遊廓もできるというような

ことで､1,000軒も集まったそうでございます｡それに対応するのが､亀谷でして､これ

は私の大学のある大山町の中にあるのですが､これは銀として6,300枚と書いてございま

すが､これは1トンに相当するそうでありますが,この数字は運上銀の数でございまして､

実際の生産額はこの5倍ぐらいではないかと言われております｡こちらもやはり1,000軒

ぐらいの大きな町ができあがった｡というのは､鉛も出たのですね｡それから長棟という

ところは､鉛が主製品で150から200トンも出たというのですoこれは大変なものでござい

ます｡これは余談ですけれども､瑞龍寺というのが最近国宝に指定されたのですが､その

屋根､47トンもの鉛の瓦がふいてあると言われています｡そしてこれは､250万発の弾丸

に相当するということですから､明らかにこの資源は軍事と申しますか､戦争と関連して

栄えていたということが言えると思います｡
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しかし､ここで強調したいのは､いずれもこれら7つの鉱山は､もう今は入口へもなか

なか到達できないような状態になっているわけでして､全く生産しておりません｡

そこで考えたいのは､やはり地域の技術と言っても､今までのように金銀の精錬なら鉛

灰吹法というのをご存じだと思いますが､分析に昔使った､その方法で生産しておったわ

けです｡この技術はその当時においては高かったのですが､それでは今度は別のものにと

いう､そういう感じはなかったわけでございまして､それが昔の技術の､あるいは産業の

姿であったと､こういうように思っておるわけでございます｡

それからエネルギーについて申し上げます｡今でも富山県の全発電量というのは､平成

9年の数字で申しまして､183億キロワットアワ-､これは相当大きいわけですが､その

うち､108億キロワットアワーが県内で使われておりますOそして残りは関西等に行って

おります｡全体の内訳を見ますと､水力が56%､火力が44%､今でも富山県は水力発電に

負っているということがこの数字でよくおわかりかと思いますOとにかく､デレ-ケとい

う人が治水のためにオランダから呼ばれまして､常願寺川を見て､これは川ではなくて滝

だと言ったという逸話が残っているぐらいの急峻な地形で､しかも立山連峰等から冬に積

もった雪が溶けて流れてくるわけですから､非常に安定した水が得られる｡むしろ洪水の

ほうが問題だということでございます｡そういうことですから､明治32年にはもう電灯が

灯ったのです｡ちょうど1900年､今から約100年前でございます｡それが10年もしますと､

今度は工業用の電力使用ということが起こりまして､カーバイ ドなどをつくるようになっ

た｡そして､昭和 5年になると､電気製鉄という会社ができたのですOそれから電気を使

う工業が栄えてきた｡実は､1936年に電気製鉄が工場拡張で電気を契約したときに､何と

1キロワットアワーあたり5厘 5毛という値段だったのです｡この数字は､このころ京浜

地区が2銭5厘でしたから､その4分の 1と5分の1の間ぐらいで､もう大変安い､ただ

みたいな電気だったわけです｡ですから､電気をたくさん使って､いろいろなものを生産

するということができたのです｡それが後で申しますように電力の値段の均等化というの

が起こりましたので､電気化学工業の富山に立地する優位性がなくなってきたということ

が起こってきておるわけでございます｡

昔はカーバイ トとか､そういう電気炉を使った製品､あるいは水溶液の電解､それから

溶融塩の電解､こういうようなものをみんなやっていたわけですね｡マグネシウムなどは,

実際は製品を出すに至りませんでしたけれども､私自身学生でありながら戦争中そういう

研究をやっていて､先生と一緒に富山の工場を見に行ったこともございました｡そこでは､
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過酸化水素までつくっておりました｡要するにそういうことで､電気化学工業のメッカと

言われていたわけです｡私も実は､東京の大学で電気化学を専攻したのです｡それは田舎

の電気化学工業のメッカというイメージがあったからでございますO今はそれが全くなく

なってしまった｡やはり非常に人為的なのですね｡電力の値段をどこの地区でも同じにす

れば､メリットはなくなるわけですから､そういう意味での立地条件がなくなった｡これ

は地域にとっては非常に大事なキーポイントでございます｡

それから次に､時間があまりないですからちょっと急いで申し上げますと､売薬のこと

がございます｡売薬は皆さん､配置薬で有名ですから､ここでお話しすることはないので

すが､売薬というのはただ売るだけだとお思いになられると､これは困ったことでござい

まして､それらの薬は富山でつくったわけですね｡反魂丹なんていうのは､非常に有名で

すが､これは富山でつくったわけです｡つくったわけですが､これは技術の移入でござい

ます｡岡山県の技術を入れたのですね｡そういう意味では､決して創造性が高かったとは

言えないかもしれません｡

そのころの薬というのは､合わせ薬とか合い薬とか言いまして､1種類ではなくて､い

ろいろなものを混ぜ合わせて効果を出す｡漢方医が見立てる､症状をよく見て､この症状

であればこういう薬を混ぜて飲んでいただくというのがいいと考えるのですが､この売薬

さんはそうじゃいけないのであって､いつも置いておいて､素人が飲んで効かないといけ

ないわけですから､配合が非常に難しいのですね｡その配合が秘伝である､ということで

ございます｡それが､今の現在の薬､製薬産業につながっているわけですから､ちょっと

それを記憶していただきたいと思います｡

さて､地域性の一番強い技術は農業でございます｡その例を幾つか申し上げたいのです

が､3ページの2-①に種籾の集団生産地と書いてございますOご存じでしょうが､この

庄川の扇状地帯というのは､日本全国のお米の種をつくる50%のシェアを持っておるの

ですね｡大変なシェアです｡それは､やはり理由があるんでして､向かい風が強いと言い

ますか､庄川の山からかけ降りてくる風が非常に強い｡そのため霜による被害がないとい

うことが 1つあります｡それからやはり土ですね｡庄川の土壌の問題｡それから､結実期

の気温というのが大事だと言われております｡これは朝晩で､あるいは夜昼で､10度ぐ

らいの温度差以上あると言われております｡もう一つは､メンタルな問題ですが､どうも

富山の人は新しい種を使うことが好きらしくて､自分でつくった種ではなくて､買い込ん

でいる｡これは90%に達する｡こういうことが種つくりを支えていると言えるでしょう｡
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私がきょう申し上げたいのは､お配りした資料の中の ｢技術｣という部分でございまし

て,これは明治以来､米の交配について着々と研究を重ねていったわけです｡盛永俊太郎

という方は､東京の農事試験所の所長さんで､そういう遺伝といいますか､種が変わって

いくようなことを勉強された方として有名な方ですが､そういう方を含めて､富山には一

生懸命な方が多かった｡ただ､私がここで言いたいのは､それだけでいいの､これからお

米の種をつくるなら､もっともっと新しいバイオテクノロジーの技術をここへ導入して､

革命を起こしてほしいなあと｡何せ､アメリカは化石水を使って作物をつくっています､

非常に大きな面積が化石水に委ねられていますから､化石水がなくなったら滅亡してしま

うのですね｡富山は雪が毎年降るわけですから､その雪が流れてくるので､水のことは全

然心配ない｡非常に有利な条件を持っておるわけですから､何とかうまくやっていけない

だろうかと､強く感ずるわけでございますO

次に資料の3ページ､2-②にまいりますが､チューリップのことが書いてございます｡

富山のチューリップはご案内のとおり新潟に続いて2位でございますOあんまり違わない

のですけれども､新潟のほうが上です｡

チューリップというとオランダですね｡オランダのチューリップ生産に対する技術は大

変高いものがございますから､とても足元に及ばない｡日本などでも､今､輸出は減少の

一途でございます｡特に富山県はゼロですが､これはオランダに勝てないということと､

円が高いということだと思いますが､それにしても､実は富山の地域には特徴があるので

す｡これはここにありますように､ヴィルスがフリーの状態でつくれる｡つまりアブラム

シがヴィルスを媒介するのですが,そのアブラムシの媒介ということがあまりないという

ように私は聞いております｡しかも､畑作の裏作でやるわけですから非常に有利な条件に

なっている｡ただ､1年は置かないとだめですので､連作はしておりません｡しかし､1

年とか2年置きに裏作でつくれますから､非常に有利になってくる｡また､休耕田対策と

しても意味があります｡

しかも､農事試験所その他が非常に応援しておりまして､技術もかなりのところまで来

ました｡開発した品種だけでも56種ある｡いろんな交配をやってここまで来たわけです

が､何にしても非常に時間がかかってしまうのです｡1つの色,形を安定させておくのに

17年もかかると言われておりますが､私はこれこそ近代のバイオテクノロジーをここに導

入して,何とかもっと合理的な方法で､例えば3年とかあるいは5年ぐらいで開発できれ

ば､すぼらしいことだし､つくり方もいろいろなやり方があるのではないかというように
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思っております｡もちろん富山県自身もこれは注目しておりまして､何とかしようという

気持ちが強いのですがね｡

3番目にサカタニ農産というところのことが書いてありますが､これは､農業生産の合

理化の関係でございまして､昭和42年にホリサカ農産という任意組合をつくり､さらに

法律が昭和45年に改正されて､47年からは､農事組合法人のサカタニ農産という形に

いたしました｡ここは非常な成功例でございまして､それをやったのが酒谷さんという人

ですけれども､酒谷さんが言われたのは､ ｢土作り 10年｣と ｢有機肥料｣､そして

｢多収穫を放棄｣ということでして､これは非常に大胆な政策をとられましたものだと思

います｡したがいまして､今､有機米ワール ドエースというのがありますが､キログラム

当たり､ついこの間まで600円でございました｡平成4年の数字で600円で､他地区

よりも高かったのですが､さらに乾燥方法を考えて､自然乾燥ワール ドエースというもの

を出しました｡これが700円で売れるのですね｡しかも700円でも注文に応じきれな

いぐらいの生産をしておる｡ですから､いろいろな着想を入れれば､農業というものは､

十分競争力を持つ地区もあるのだということを申し上げたいし､どうしてもそこに技術を

入れなきゃいけないんだということを言いたいわけであります｡ここでは今や 178ヘク

タールの土地の耕作を委託されておりますが､水稲が 145ヘクタール､これは平成3年

のデータです｡受託している農家は240軒､ここで私が 1つ申し上げたいのは､組合が

管理するエリアが常識以上に大きくなっていることです｡そうすると､小作の延長として

の小規模農家と言われた今までの農業形態での技術と全然違ったものがここになければな

らないと思います｡それから､例えば農業の耕作する機械にしても､今までは1町歩とか

2町歩という規模の農家に適したものを一生懸命開発している｡これからは､各地に大規

模農業というものを成立すれば､その考えは変えなきゃいけない｡大きな農業機械のほう

が安いし､性能もいいんですね｡ある農家から直接聞きましたけれども､やはり大きいほ

うが有利だということです｡そうであれば､もう少し考え方を新しくして､大規模農業に

対する技術というものをもっと徹底的に勉強すべきではないかというように思うのです｡

だから､農水省だ通産省だと言っている時代ではないと思うのです｡そこを特に強調して

申し上げたい｡

それから4番目として､これはおもしろいお話として聞いていただきたいのですが､イ

セ産業という卵の関係の仕事をしているところがあります｡大きな卵を1羽が 365個産

んだという記録を持っている人なのですけれども､これは伊勢俊太郎という方でございま
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す｡この方は､何と驚いたことにアメリカにイセアメリカというのをつくりまして､これ

がオハイオ州のクロトンに世界一のニワトリに関する農場をつくったそうです｡ギネス

ブックにも載ったそうですね､僕は見てないのですけれども｡そういう篤農家と申します

か､非常におもしろい方です｡私も今､お世話になっているのですが､悪玉のコレステ

ロールを下げてくれるような卵をつくって富山で売っているのです｡これは､全国的に

売っているのかもしれません｡こういうものを開発したのです｡まだ､医学的な裏付けは

十分とは言えないようですが､これはなかなかおもしろい着想です｡

それから､卵を産ませていても､鶏がだんだん年とってくると､卵を産まなくなります｡

そこへいろんな刺激を与えてまた卵を産むようにするという技術､これなども､鶏にとっ

ては随分かわいそうだなと僕は思うようなこともあるのですけれども､まあ､このように

大変一生懸命にやってきておられるのでございます｡特にここで申し上げたいのは､オ

ス ･メスの鑑定方法でございまして､昔は旺門のところを見て､メスとオスの分類をした

のですけれども､この人のところは､それこそ遺伝子組み換えで､羽毛の下にピンクの色

の羽が出るんだそうですね｡それを見つけてどっちがどっちだか僕は現場を見ていないの

で知りませんが､それを見てパッと分けられるようになった｡だから､ものすごく熟練し

た人でなくても､オス ･メスが分けられるようになった｡こういうこともやっているので

す｡

私は､この会社に注目しているのですが､ここの純利益率というのがこの資料に書いて

ありますとおり､残念ながら大きくないのです｡純利益というのは､税を引いた残りの儲

けでございます｡だから､平成4年で申しますと88億円売り上げがあったのですが､純

利益はその0.7%だったのですね｡あまり大きな数字ではございません｡しかし､とに

かくその事業内容は､非常に前向きであり､注目すべきものであると私は考えております

が､こういう会社を一つのモデルとして､何も鶏卵に限ったことではなく､いろいろな事

業に創造的な考え方を伸ばす､拡大するということが重要ではないかと思うのでございま

す｡

さて売薬のことを申し上げましたが､資料の3をご覧ください｡売薬網というのは確か

にまだございますけれども､昔に比べれば衰退しております｡しかし,その流れを汲んで､

何か珍しい薬をつくろうじゃないかという機運が非常に強いと思われます｡

これはやはり昔の製薬の技術が現代につながってきているのだというふうに考えてもい

いと思うのですね｡ここに2､3の例がございます｡1つは富士化学工業でございます｡
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ここの西田安正さん､私も彼が若いころから知っておりまして､立派な博物館までつくら

れた方なのですけれども､実は社長さんは体を悪くされて､今､あまりお目にもかかれな

い｡そういう状態でどんなだったかということを紹介したいのですが､ノイシリンという

のを出されていまして､これは大体無機の胃の制酸剤ですね｡ということもあって､平成

5年でいいますと､43億円の売り上げがあって､純利益が2.3億円ですから､5.3%の

純利益率だったのです｡その後 1年ごとに､ものすごく落っこっちゃっている｡これは､

やはりノインリンというのは､ずうっと売れて儲かったのですけれども､それに安住して

はいけないということを言っているのだと思うのですね｡ですから､富士化学さんも何か

やはり新しい薬を開発しないと､この流れはなかなかとめられない｡しかも､中心になる

方がご病気だということがこの数字にあらわれているのではないかというように私は想像

しております｡

それから2番目の富士薬品工業でございます｡富士化学さんと名前がちょっと似ており

ますが､ここは竹田さんという方が社長さんで､この会社はビタミン剤などをやっておら

れまして､これは外国にも売れるものです｡資料には､主製品パントニン酸カルシウムと

書いてありますが､145億円の売り上げで2.58億円､また別の年には149億円､

150億ぐらいの売り上げで4.2億円の純利益､純利益率2.8%ですから､今､かなり

いい会社と言われております｡これは､こういう薬品を兄いだしたということがこの会社

の利益につながっている例でございます｡

それから3番目のリー ドケミカルは､森さんというのが社長さんですが､非常に熱心な

方でございまして､資本金がまだ2億円以下､従業員が200名以下という小さな会社な

のですが､ここにありますように､76億円とか､そういうふうな売り上げをし､純利益

率が 10%をはるかに超えているというすぼらしい会社でございます｡これがなぜこう

なったかと言いますと､ここが考えたのは､貼り薬という､これは昔から膏薬と言って､

富山の売薬での一つの分野でございますが､貼り薬を貼ると自動的に皮膚のほうは､何か

異物が来るから､それを通すまいとして抵抗するわけですね｡彼自身か周りの人かは知り

ませんけれども､よく観察したところ､どうも水にふやけた状態にしてやるといいのでは

ないかという着想なのですね｡ですから､コロンブスの卵みたいなものですが､水性の高

分子､水を含む高分子がいろいろ研究されておりますから､そういうものを使って､まず

ふやかしながら､そこへその薬の大事な成分を皮膚を通して吸収させる｡これが非常に今､

当たっておりまして､日本では抗炎症剤､炎症をとめるとか､鎮痛薬を経皮､皮膚を通し
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て与えておりますけれども､どうも外国では高血圧とか心臓病にもこれを利用しているら

しいのですね｡そういうことがあって売れて売れてしょうがない｡今年のお金持ちの企業

に関するリス トがこの間発表されまして､リー ドケミカルさんは10年の4月から9月の

半期に所得として23億円をあげて､富山県で2位だったのですね｡大会社は富山に本社

を置いていませんから､富山の税務署の調べでは2位だった｡確かに純利益率などは､驚

くべき数字が出ていますね｡だから技術というものは大変怖いものだと思います｡あるい

は､科学技術というのは非常に大事だということを言いたいわけでございます｡

その次の金剛薬品､ここの米田さんは､皆さんもご承知かもしれません｡DNA関係の

研究の大家でございます｡金剛薬品という会社で仕事をしておられますが､日本ジーンズ

という子会社をつくりまして､ここでDNAに関する研究を盛んにやっておられる｡その

応用ですね｡ところが残念ながら､そこにありますように､あまり純利益というのが出て

ないわけでございます｡ここで私､ちょっと､皆さんに一つ申し上げたいのは､会社とい

うのはどうやって評価したらいいのか｡普通は､それこそ純利益率がいいとか､あるいは

株主に対して､1株あたり幾らもうけたとか､配当できたとか､そういうことが会社のい

い悪いの判断になっております｡最近､浜松のホトニクス､光の仕事で著名な会社ですね｡

昼馬さんという人とお話をしまして非常に感心したのですが､利益以外にもう-つ あるぞ

と｡それは何かというと､人間だというのですね｡その会社がすぐれた技術者あるいは研

究者をどのぐらい持っているかということが 1つの物差しではないか｡それからもう一つ

は､そうやってその人たちが働いてため込んだ知識､そういう集積があるわけです｡これ

が､会社の評価の 1つにならねばならないとO残念ながら､きょう私がお話ししたように､

お金で言うとすぐわかるけれども､そういう隠れた日本ジーンズでやっているような業績

というのは､いつ実るか､なかなかめどがつきませんので､これについては､それこそ科

学技術政策研究所の方で､何かうまい方程式でもつくってくださるとありがたいなと思っ

ております｡それが､私がきょう来た一つの理由でございます｡

それから､薬の話はそれぐらいにいたしまして､あとは金属加工のお話､金属に関する

お話をいたしたいと思います｡先ほど､富山県は水力発電というものを一つの立地の条件

としてエネルギーを使う産業が発達したが､今はそうではありませんということを申し上

げました｡それじゃ､そういう流れがどうなっているかと申しますと､アルミの精錬など

とてもとてもだめですね､マグネウシムもなかなかできない｡そうすると､結局はできた

金属をどうやって利用するかということに当然焦点が向けられるはずでございます｡そう
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いうことを考えますと､会社の名前として挙げなきやならないのは､YKKだと思います｡

昔､YKKは吉田チャックと言っておりました｡皆さんがそう言っておられたころから､

早くから外国に進出してしまいましたので､ちょっと日本ではあまり注目されていないか

もしれません｡しかし､平成7年 3月でいいますと､売上が2,100億円､これは大企

業ですよね｡

そこで申し上げたいのは､純利益で 100億円ぐらいもうけている｡利益率でいうと

5%ちょっと切ったぐらいですね｡なかなか大企業になると､こういう数字を出さないし､

出てこないのでありますが､依然としてキープしている｡今年あたりは苦しい苦しいと

言って､ ｢大学に寄付してくれないか｡ ｣とわたしが言ったって､ ｢いや､多くは出せな

い｡｣なんて言っておられますけれども､しかし､この不景気の中でも健闘していること

は間違いない｡

この会社の紹介もしたいのですが､考え方が凡人とは違うのですね｡ここは､昭和 9年

にスター トした会社で､ファスナーをやっていた会社なのですが､昭和 25年に米国の

ファスナーを作る自動機械を2台だったか4台だったか入れて､それから自動的に生産す

る仕事に夢中になった｡その後30年たって､昭和53年になりますと､1万台､生産機

械をつくるようになりました｡それはコンピュータでコントロールして大変みごとなもの

です｡ご存じの方はあるかもしれませんが､会社に行きましてちょっと見ると､誰も見え

ない｡ちょうど､昔の繊維工業みたいなものですよねOローラースケー トには乗っていま

せんけど､とにかくちらほらと女性の服が見える｡説明してくださるのも女性でございま

す｡非常に女性の使い方がうまい｡そういうこともあるだけじゃなくて､機械の改良とい

うようなことをものごく一生懸命やっていると同時に､会社はどんどん世界的な規模で大

きくしています｡工場をインドネシアとかいろんなところにつくっておりますよ｡工場を

つくってそこで生産させるのですが､決して自動機械はつくらせない､買わせない｡全部

黒部でつくる､富山でつくるのです｡ですから1万台とかになる｡最も近代的な先端技術

の集合であるファスナー｡ちょっと考えたって､なかなか難しいですね､ファスナーを自

動的につくるというのは｡材料として､布もあるし､アルミだけでなくて､プラスチック

スもありますが､いろんな種類の材料に適応するファスナー製造機械を開発しておられる.

また､材料も自前です｡これはもう､ ｢せっかくYKKさんに材料を納めたのに､結局

YKKさんが自分でつくり始めたものだから､売れなくなってしまった｡｣という泣き言

が耳に入るぐらいの会社でございます｡その一番の皮切りは,アルミの材料だったのです
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ねO普通のアルミの材料ではファスナーに向かない｡56Sというのがいいというので､

ほかの会社につくらせたらこれが全然使いものにならない｡しょうがない自分でつくろう

と言って､まあ､富山大学とか､千葉工大とか､あるいは東北大学などが金属をよくやっ

ておられますね､そういうところにお願いして,その知恵を借りて､自分でつくるように

なってしまった｡そういう経緯がございます｡

こちらでは､今､何をやっているのか｡今は､非常に強度の強いアルミの開発などを

やっておられるのです｡例えば､メガパスカルで言いますと､普通のアルミ合金は200

ぐらいのものですが､今､開発しているのは､900ぐらいのものです｡それはどういう

金属かというと､ここに挙げておきましたけれども､アルミニウム､ニッケル､ミッシュ

メタルの合金でして､大事なところは､非常に小さい粒子からなる金属板をつくるわけで

す｡ご案内のとおり､小さな粒子をつくるには､東北大学でもやっておられるように､急

冷でやるわけですね｡ものすごい急冷でやるとできるのですが､アモルファスまではいか

ないけれども､小さい粒子にすると非常に強度が上がるということを確認しているんです

ね｡ここはファスナーの会社だと思っていると､全く違うのですよ｡そこまでやっている

ということを申し上げたかったわけでございます｡

材料､機械等いろいろ努力しながら､今日があるのだと｡ちょうど､私は電気化学なも

んですから､大きな建材にも､どうやって模様をつけるかを見に行きましたけれども､そ

れはものすごい大きな機械で､私どもがちょうど若いころ､電解着色だとか､あるいは､

いろいろなコーティングとか､興味を持って､隣の研究室でそれをやっているのを見たり

していましたけれども｡それを全くものすごく大きなものにアプライしてやっておられる

ということでございまして､ほんとに頭の下がる思いがしたわけでございます｡

さて､②に銅の鋳造のことがございますが､銅の鐘を作っている｡全国のお寺の鐘を高

岡でつくっているわけです｡ほとんど全部をつくっているわけですが､そういう銅の合金

というものに足を置いて､いろんな製品をつくっております｡

最近はやはり表面処理ということが非常に重要になってまいりまして､かなりの高度の

技術がそこに入ってきつつあるということを申し上げたいと思います｡もちろんデザイン

ということが非常に大事でございますけれども､高岡地区はデザインについてはかなり自

信を持っているようでございます｡

さて､先ほどの流れというのは､やはり最終的には機械産業というところに来るかと思

います｡あるいは､もうちょっと行って､電気機械とか､そうなるかもしれません｡ここ
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でちょっと申し上げたいのは､不二越という会社でございますC不二越はご案内のとおり､

戦争中はドリルをつくっていた会社でございます｡今､不二越ってどんな会社かとイメー

ジすると､ロボットでしょう｡ファナックほど有名じゃございませんけれども､自走式の

ロボット､工業ロボットとか､いろいろなものを開発しておるわけですが､会社全体とし

てはあまり儲からないと言われます｡でも､この会社は非常に気っぷがいいといいますか､

この会社の気持ちは非常に地域的でございまして､不二越にいた方があっちこっちで商売

をしている｡子会社を丁寧に取り扱うというので評判がいいんですね｡今もいろいろな技

術の世話係をあえて引き受けてくださったりしておりまして､私は､心から尊敬しておる

わけでございます｡

ここに北村機械とか日平産業を挙げておきましたけれども､このほかに､竹内プレスと

いう会社はかなり有名でございまして､ご存じかもしれませんが､848名の従業員､7

億8,000万円の資本金の会社でございますが､今､純利益率が3.4%とか､4.6%とか､

純利益だけでも9億円か 10億円に近い､小さい会社にしては大変なもうけをしておりま

す｡製品が､要するに消費者と結びついているのです｡お薬のいろいろな入れ物や道具､

例えば歯ブラシのチューブとか､あるいはエアロゾルの缶とか､ビールの缶とか､製品は

いろいろあるのですが､それらを全自動でつくるわけです｡そこに私は注目をしておるわ

けでございます｡

さて､そういうことで､富山県の中小の企業は､非常に健闘しております｡私は､資料

の6ページの5に､富山テレビが5年前の 1994年に発表した､富山県で誇っていいこ

んな技術があるよというものを書いておきました｡この内容のご紹介はあえてしませんし､

私もあまり詳しく知らないのですが､いろいろな技術が出ておるCここでなければなかな

かつくってもらえないようなものも増えておるのです｡ただ一つ､ここには入ってないの

ですがこの後のところ､7ページの5行目に､コーセルという会社を挙げておきました｡

コーセルというのは,飴さんという大変な熱心な方が社長をやっています｡この社長さん

は若い方ですけれども､資本金を20億にして上場企業になった｡従業員は327名しか

いない｡しかし､売り上げは100億ぐらい､そのうち純利益が7億あるんですね｡7%

ぐらいの純利益率｡これは､実は平成 10年度4-9の半期で､所得の多い会社の順序が

発表されましたが､1位がこのコーセルですOコーセルは､約30億円の所得があったん

です｡税を引く前ですよ､富山県で第 1位｡ここでは､何をやっているのかというと､主

たる製品は､直流電源でございます｡要するに今､コンピュータにしろ何にしろ､安定し
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た直流電源がなければ,機械は動きません｡非常に丁寧に条件をそろえていかなければな

りません｡そこへ､直流電源に特化した企業として育っておりますOそれだけではなくて､

この飴さんという人は､非常に熱心でございまして､後で話します若い研究者を育てる会

の世話係をなさっていらっしゃいます｡また､経営については､ほんとに頭が下がる思い

で､かなり前から本社にいると､各事業所のデータが全部コンピュータにリアルタイムで

入ってくるぐらいの会社に育てておられます｡私が昔よく一般的な講演で述べたとおりの

ことを実現されているのです｡驚くべき会社でございます｡

その次に田中精密工業､田中儀一郎さんという方が社長さんの会社だったのですが､残

念ながらつい最近､田中さんは亡くなりまして､残念に思っております｡ここは､小さな

会社で､純利益率の高いということではございませんが､自動車部品を一生懸命つくって

おられる会社でございます｡だけど､特に申し上げたいのは7ページの6番でございまし

て､この方は富山県における中小企業の工業団地の推進に当たったということで､たくさ

んの中小企業業者から尊敬されている方でありますOこれは,昭和37年に工業団地第 1

号というのができたのですが､この工業団地の第 1号の前に昭和 32年ごろから､田中さ

んは一生懸命工業団地構想を説いておられた｡ご自分は､不二越から旋盤2台もらって､

会社をつくられたとおっしゃられていました｡そういう方でございまして､非常に運がよ

かったのは､本臼宗一郎さんと懇意になって､いろいろな意味での援助を得たということ

があったようでございます｡

そういう社長さんだったのでございますが､工業団地が昭和 37年に富山にできたのは､

まさにこの人のおかげと､みんな思っておるわけでございます｡

工業団地のその後でございますが､倒産が 10件あったりしておりますけれども､全国

の工業出荷率に比べると､非常に良い成績だと思います｡工業出荷が 10年で普通の団地

は平均すると2倍ぐらいだと言われておりますけれども､富山県では6から10倍ぐらい

の規模で発展しております｡そのうちのここに紹介したいのは､富山市のハイテクミニ団

地というのでございまして､これは10年間貸与なのですが､その借地料が5万1,500

円､185m2の月の借料が約5万円｡広い285m2あるところは7万7,250円､非常に

安いのですね.そういうこともありまして､昭和61年にスタ- トして43の企業がこれ

に入居して､いまやそのうちの8社は一人立ちをして出ていった0-人立ちという意味は､

ここに入りますと､無担保で融資が受けられる｡2,500万円まで借りられるのです｡

ですからそれを卒業したということは､よくわかりませんけれども､そういう賃貸関係は
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もう終わったということだし､団地から外へ出ていったということもあるのかもしれませ

ん｡そういう例もよく調べて､もうちょっと勉強したいと思っておりますが､私もこうい

う勉強は初めたばかりなものですから､この程度の知識しかございません｡

さて､あと10分ぐらいしかなくなったので､これから人間の重要性ということを述べ

たい.今､言いました田中儀一郎さん､飴さん､あるいは森さん､そして吉田さん､吉田

さんはYKKのチャックを初めてつくった方ですね｡この方たちはすぼらしい技術者です

よ｡吉田さんの書いたものも残っております｡ほんとうに徴に入り､細にわたってよく勉

強しておられる｡と同時にすぐれた経営者です｡ここが非常に大事でございまして､これ

は役所のほうから言えば､私もかつては役人をやっていましたから思うのですが､どうい

うところをプッシュすれば成果が上がりやすいかを考えるときに､やはり経営と技術とい

うことを両方わかっておられる方がいるか､あるいは2人非常に仲のいい別々の専門家が

グループをつくるというか､2人が一緒になってやるかどっちかでないとうまくいかない

なと思うのでございます.そういう意味で､私は､一人で二つの能力を持った方のご紹介

をいたしました｡

こういうすぐれた人が地方からどんどん出ていくということが一番望ましいと思うので

すが､私の頭にあるところは歴史的に見てやはり京都､ここはノーベル賞は京都からと意

気込んで一生懸命やっておられますよね｡それから工業的な､あるいは技術ということで

すと､東北大学､仙台地区がよくやっておる｡それからもうちょっと生産に近いところで

すと､浜松が非常によくやっている｡浜松ホ トニクスなんていうのはちょっと例外なんで

すけれども､機械産業､そして自動車､音楽というように､浜松からいっぱい出ましたよ

ね｡その理由をちょっと考えますと､すぐ頭に浮かぶのは京大があり､あるいは東北大学

があり､あるいは浜松高専があると､こうなるのです｡では､富山は何があるのというと､

なかなか見つからないのです｡ただ､高岡工芸高校を挙げた方があります｡これは高校で

すが､その卒業生が､今いろいろ活躍しておられます｡丸井の青井さんや藤子両氏がここ

の出身と聞いておりますが､製造業等での活躍等､もうちょっと裏付けが欲しいなと感じ

ています｡

さてあと3ページですが､富山の技術､あるいは科学技術振興で一番最大のネックは､

富山県の若い人が都会志向､東京､京都あるいは大阪を目指して､どんどん外に出ていっ

てしまうということであります｡平成 9年度の高校の教育状況というのを今日の資料の中

に出しておきましたが､富山県では高校卒業生が 1万4,100名もいるのですね｡その
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うち､短大と大学合わせて進学した方が6,445名｡ところが､富山県の大学や短大に

行った人は､i,740名しかいない｡ほかはみんな石川県だとか､東京だとかに行ってし

まった｡大学はもっと厳しゅうございまして､5,451名､これは入学者数で､高校卒

業者数とは違いまして､浪人も入っています｡そのうち､富山県の大学に入学したのは､

953名しかいないんですね｡全体の6分の1と5分の1の間ぐらい｡そして､それがど

うなるかというと､結局それは大きな都会で､大会社を目指して､みんな就職するから､

大組織で働けるような子はとにかく帰ってこないですよね｡定年になるまで帰ってこない｡

帰ってくるのは､戦いに敗れた人とかで､一流の企業等に入れなかった人々になってし串

う､正直に言うと｡富山県の人は反論あるかもしれないけど｡私はそれをさかんに言って

いるわけですよ｡

では､それはなぜかと｡まず､一つには富山にある大学に魅力がないからだと私は思っ

ているのです｡まあ､他にもいろいろあるのですけど｡やはり､そこをどうにかしなけれ

ばならない｡富山に残ってもらわねば､将来の夢を果たすことができない｡

今､富山は上昇傾向にあるのです､確か県民所得も全国で9位になったと聞いていて､

上昇傾向にある｡だからそれをより確かにするためには､いい大学をつくっていい学生を

そこにとどめなきゃいけないと私は思っております｡

次に申し上げたいのは､地域技術振興の現状でございます｡これは､科学技術庁の肝入

りで､地方のコーディネーター､RSPというのがございますが､コ-ディネ一夕-とし

て南口康夫という筑波大の元副学長に来ていただきました｡これは､今はただのコーディ

ネーターではなくて､富山県の工業センター長として､広い責任を持っておられますoな

おかつ富山技術開発財団というのがありますが､その財団をベースに特別顧問として活躍

しておられます｡ですから富山県全体の科学技術の責任者として､こういう人を中核に据

えようというのが私の考えであります｡

今後だんだんとうまくいくだろうと思うのですが､RSPプログラムとして､実際の地

域における科学技術振興のプログラムとして3つのテーマが選ばれていますo一つは､呼

気による診断技術｡これはお医者さん､小橋さんという方が､息からアンモニアを検出し

て診断するということをやっておられますが､それを診断する機械はどうするかというよ

うなことを勉強しています｡

それから真空技術は､これは昔からアルミの厚い板を溶接する技術､金山マシーナリイ

さんというところが一生懸命やられておりまして､これは富山大学等の援助を得て､盛ん
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に勉強しておるOこれは一つのテーマです｡

それから環境問題ですね｡これはゴミ処理と書いておりますが､環境問題は話せばきり

がない､ダイオキシン対策を含めてこのゴミをどうするかというこの3つの問題を取り上

げている｡

それからもう一つ､特に申し上げたいのは､若い研究者を育てる会というのがございま

す｡これはさっき申しました飴さんや民間の方も参画し､県立大学､富山大学､あるいは

工業試験所等皆集まりまして､それぞれの機関で若い研究者を教育しながら､研究の仕方

を教えたりしながら､その成果を発表させる｡発表会のときは私みたいな年寄りまで呼ば

れて､うっかりしていると､あなたは会の最後に意見を述べてまとめてくれとか言われま

して､大変厳しいんだけど､そういうことをやっておる｡

時間がなくなってきたので､詳しくは述べられませんが､ここではそういうわけでここ

に持ってきました報告書も出しております｡これはちょっとマンネリになったかなという

評判もございますけれども,興味のある方はごらんください｡私も大いに応援したいとい

うように思っております｡

あと､3番目に注目すべき技術としてこんなのがあるということを並べておきました｡

これからの発展しそうな技術でございます｡

それから､何と言ってもご紹介しなければならないのは､科学技術振興の広報活動でご

ざいまして､一つは柳田先生がまとめられたものですが､ 『とやまの科学技術』｡これは

富山でどんなことを研究しているかという主立ったものを取り上げて解説しているのです

ね｡これは高校生向けです｡しかし､私のような80近くになった人間が読んでもために

なるし､おもしろい｡それから 『元気な企業』とか､いろいろあります｡あるいは､きょ

う持ってきておりませんが､ 『富山の知的生産』｡この本は歴史的なこと､きょうお話し

したこともだいぶ入っておりますが､そんなことが9ページの④のところに紹介してござ

います｡

最後に一言だけ､時間がなくなりましたけれども､地域の大学との連携について申し上

げます｡富山には､富山大だとか､あるいは県立大学､何れにも工学部があるわけですね｡

あるいは富山大には農学部がある｡工学部や農学部というのは実学ですから､会社の情報

を取らないでやっていたものは宙に浮いてしまうわけですO興味があるテ-マをとらえ､

コンピュータで処理して､結論を出して外国で発表するOまあ､それは外国で発表すると

いうことは非常に楽しいと思うのですけれども､それだけでは困るのですよ｡やはり､先
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生方が城の中から出てきて､そして一般の方と､中小企業の方々と一緒に仕事をしてもら

わなきゃ困るのです､地方は｡それについては大いに反省をしなきゃならないというんで､

私もいろいろと言っております｡私の大学は､幸か不幸か文系でございまして､設立の時

に県立大学と仕分けをして､私どもは今のところ人文学しかない｡それで実は困っておる

わけですが｡そういうことですから､やはり ｢知の創出｣のようなことをしっかりやらな

きやならんということが盛んに言われ､実際もうじきそうなることを期待しています｡

それと関連して､立命館大学のコーディネーターの方に来ていただいて､お話を伺いま

した｡随分お金を集めてやっておられますよね｡ただ､特許料が幾ら入ったとかいう成畢

はまだ出ていないようです｡しかし､一生懸命やっておられる｡大いに参考にしてやりた

いと思っておりますが､そのときに､やはり立命館のような私学のほうが国立や公立より

もや りやすいのかなというような気がしましたOいろんな規制その他を乗り越えて､大学

と提携していくときのやり方論その他､どうも公立､国立とも難しい問題を抱えているよ

うに思えてなりませんoその中で,富山大の=学部長が､金沢大学とか福井の大学と一緒

になって､北陸3県で提携してやったらどうかということを言われました｡これも1つの

考え方です｡しかし､私は､まず富山大学がイニシアチブを取れるようにしなければだめ

じゃないの､と思っているのですけど｡

それで､そのへんでこの話はやめにして､では､今僕が何を考えているかということだ

け一言申し上げますと､詳しくは資料を読んでいただきたいと思いますけれども､来年の

4月から私どもは新しい学部を1つ増やします｡それは地域学部というものです｡今､地

域の時代と言っていても､地域を学問的に勉強している人はほとんどいないのです｡むし

ろ､中央が地域のことを考えているかもしれない｡地域自体が地域のことを考えなくては

いけない｡僕は富山県だけのための大学をつくるつもりはないのです｡いろいろな地域が

あるけれども､地域における普遍的なものを求めるのが地域学ですから､そういうものを

つくろうとしています｡それは､どういうことかというと､いろんな専門の人がみんな提

携して､いろんな角度から地域の問題を解いていくということだと思うのですねO今､そ

のために学生をどう育て､教育するかというのが大変問題なのですが､例えばデータベー

スをつくるにしても､大学に情報関係の専門家がいますと､それと例えば環境の専門家と

を組んで､地域のデータベースをつくるとか､あるいは産業界のデータベースを助けると

か､いろいろな解決ができるじゃないですか｡それを大学で､いわばシンクタンクのよう

な機能を果たしながら､実地の教育に生かしていこう､こういう理想をもって今､文部省
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と折衝中です｡どうやら気持ちだけは理解していただいているようでございます｡これか

らの地域における大学のあり方として､もしまたチャンスがあれば詳しくお話を申し上げ

たいと思います｡

ちょっと時間をオーバーして申しわけございません｡どうもご静聴ありがとうございま

した｡ (拍手)
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資料
1999､3､16於 砂防会館 地域科学技術政策研究会

地域科学技術の振興と地域に展開する大学の役割

富山凶際大学 石坂誠一

はじめに

地域科学技術の振興をはかるには先ずそれぞれの地域の現状を把捉することが必要であ

る｡ その上ではじめてどのような振興策をとるべきかが決まる｡

即ちマクロな見方ではなく､地域を論ずるにはミクロの観点が必要である｡

本日は富山県をケーススタディーとして取 り上げるが､それを通 して普遍的な考えが得

られると考える｡

富山県の人口は 113万人全国の 0､9%(平成9年次)

工業出荷額 (3､8兆円)全国の 1､2%(平成8年)

極 く普通の県であると認識 している｡

地域科学技術振興について述べた後､地域に存在する大学の新しい役割について述べる｡

科学技術と地域とを結び付けて考えると 次の例が頭に浮かぶ｡

-ワイ島 スバル望遠鏡

種子島 ロケット発射基地

神岡 ニュー トリノ観測基地

しかし､これは一般的でないし､今日の話の目的に沿わないO もっと分かり易く地域の

技術がどのように地域社会と結び付いて釆たかを考え､その上で､科学技術の役割及びそ

の振興を考えて見ることとしたい｡

上図に示すように､一般的にいって先端産業は先端技術によって支えられ､その先端技

術は科学技術と密着 している｡ 成熟産業は成熟技術を活用するが､成熟技術は熟練や技

能によって支えられている｡ しかし今日では成熟産業も先端技術の導入なしには存在で

きないO 地域の産業は歴史的に見て､地域と結び付いて盛衰があったO その原因は成

熟産業が立地条件という地域性と成熟技術とに支えられ､新たな展開が凶難であったから

である｡

今では地域の産業の多くが先端技術によって支えられるようになった｡ 従って先端技

楠を支えている科学技術の振興は地域にとって重要な課題である｡
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1 歴史的観点から見た地域と技術

地域の技術は資源エネルギーと強く結びついていた｡

W 地域の資源

代表的なものが､探鉱､冶金である｡

冨山でも 越中7金山と呼ばれる鉱山が栄えたO前田家の金蔵といえるものであった.

松倉 (魚津)金山 一 坑道当たり月大判 500枚 (83Kg)1､000軒の集落となる

虎谷 (魚津)金山

河原披 (魚津)金山

下 田(ゲダ)(上市)金山

吉野 (大訳野)金山

亀谷 (カ用イ)(大山)銀山 運上銀 6､300枚 1t/年 1､000軒 慶長元年(1596)

運上鉛21､000貰 79t/年 ～元和3年(1617)

長棟 (用り (大山)鉛鉱山 150-200t/年 1677-1700 1626年発見

射ま金､銀精錬用の他 弾丸用 (瑞竜寺の屋根瓦 47亡,250万発の弾丸に相当)

これらの鉱山と製綿場は資源の枯渇とともに廃山､今はその存在場所さえ見付けに

くくなっている｡

②地域とエネルギー

現在でも 富山県の全発電量は平成9年度 183億KWhであるが､内 水力 56%火力

44%である. 富山県の川は急峻な山から短い距離で海へ流れ下る｡ デレ-ケが

常願寺川を見て ｢これは川ではない｡滝である｣と言ったという｡ その為治水と

いう事が昔から重要であった｡

水力発電という技術が採用 され水害を変 じてエネルギー資源とすることが出来るよ

うになった｡ 神通川大久保に発電所が出来て電灯が日本海側で始めてともったの

は1900年､それから10年後にはカーバイ ドなどの電気化学工業が開始された｡

盛んに水力電気の開発を行 った結果一時は電力に余剰を生 じ電力の値段は低下 した｡

2､5銀/KWhの時代に富山では 0､55鼻針kwh(1936年) (電気製鉄)もあった｡

(少電力利用

電気炉 カーバイ ド､鉄鋼､合金鉄

水溶液電解 水竃解､食塩水の電解､過酸化水素

俸融塩竃解 アル ミニウム､マグネシュウム

電気化学工業のメッカといわれた富山県 も戦後日本中どこの電気料 も時々同じになっ

て衰微することとなったo

d売薬
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配置薬 (売薬) 流通業 (徳川後期から)として繁栄 した｡

嘉永年間(1848-53) 行商人 1､700名 売上12万両

文久年間(186卜63) 2､200 20万両

これに伴 って医薬品製造 も盛んになったO 有名な薬は反魂丹 (技術は1､683年

岡山より導入､合わせ薬､合い薬といわれるものの一例)

製薬の原料は大陸からの輸入と国内産の複合

2 農業技術の発展 と地域性

農業は地域性の強い産業の一例といえるo

W種籾集団生産地 庄川扇状地

全凶のシェアー 50% (全国の種籾の県間流通量の約 7割は富山産)

特徴 庄川嵐 (強い鳳によって箱の心配がない)

庄川の運んだ土壌が稲作にむいている

結実期の気温 24わの温度差 川o

富山は種子更新率 90%

技術 明治以来の交配等の技術の集積があるが今後はバイオテクノロジーの導

八が重要

②チューリップと技術

チューリップ生産技術はオランダが進んでいる｡

日本では新潟に次ぐ生産量 平成2年 55百万球 234ha

特長 ウィルス フリー (あぶ ら虫による媒介が少ない) (一､二年おきに

作る)

今後

円の裏作 (休耕地利用) (水野 豊造)

更なる先端技術の活用必要 (県の農事試験場 出町園芸分場の指導

で56品種開発｡ オランダで金賞を取 ったものもあった｡ 今まで

は交配によった｡ これには長期間を要 し17年以上かかった)

バイオテクノロジーの導入必要

③稲作技術の発想転換 サカタニ農産

請け負い耕作 (小作から請け負いへ)

福野町 (酒谷 実) 専門家による大規模化

任意組合 ｢ホリサカ農産｣(昭42年) -農事組合法人 ｢サカタこ農産｣(昭47年､

45年の農業法改正による)

｢土作 り 10年｣ ｢有機肥料｣ ｢多収穫放棄｣

有機米 ワ-ル ドエース 600円/kg

自然乾燥 ワ-ル ドエース 700円/kg

(他地区の米より高価であるが､予約に応 じ切れない諾要あり)
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受託面積 178ha (内 水稲 145ha) (1円或 3年)

受託農家 240

技術が新技術を生んだ例 大規模農業への対応技術の更なる発展が望まれ､こ

の面での科学技術の振興が必要

W鶏卵生産改革 イセ株式会社 (伊勢 俊太郎)資本金 0､42億円 従業員 83名

大卵 365個/年 Lit界記録

米国最大の農場 (イセ アメリカ) オ-イオ州 クロトン

コレステロールを減ずる卯等の新製品の開発実施

産卵力の再生

雌雄のひな分別方法 (先端技術)の開発成功

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

4 7 88､2 0､578 0､7

5 7 81､0 0､567 0､7

卯の生産業でも先端技術が必要となっていることを示す｡

3 売薬 と現代医薬品製造業

富山の医薬品は中小企業に特徴がある｡

めずらしい薬品が生まれている｡

売薬の歴史と関係がないとは言えない｡

Q)富士化学工業 (西田 安正) 資本金 0､75億円 従業員 259名

ノイシリン

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 3 43､5 2､3 5､3

6 3 45､9 1､2 2､7

輸出で大きな利益を待ても､一つの製品に頼 っていては必ずその寿命が来る.盗二

の開発の努力が必要｡

②富士薬品工業 (竹田 雄一郎) 資本金 9億円 従業員 453名

パン トニン酸カルシウム

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 3 145､2 2､58 1､8

6 3 142､3 3､59 2､5

7 3 149､0 4､20 2､8

現在よく売れている例である｡ 優れた経営者による指導力が注目される｡
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(3)リー ドケ ミカル (森 政雄) 資本金 1､9億円 従業員 196名

経皮吸収型医薬品 (貼 り薬)

皮膚を水でふやけた状態にして必要な薬品を透過させる｡

水性高分子化合物 (50-70% Cel)を使 うことに特徴がある｡

研究開発 1977～1989

抗炎症､鎮痛薬 等

外凶で活用 (高血圧､心臓)

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 5 74､6 10､05 13､5

6 5 76､3 9､18 12､0

7 5 76､6 9､44 12､3

10年 4-9月期 所待23億円 富山県 2位

応用が広い発明は効果が大きい｡

W金剛薬品 (米田 祐康) 資本金 5､000万円 従業員 100名

DNA関連技術の研究を傘下の日本ジーンズで行 っている｡

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

412 188､5 0､82 0､4

512 187､5 0､89 0､5

612 199､2 1､14 0､6

新 しい科学技術の成果はなかなか利益には結びつかない｡ 会社の格付けを行 うた

めに､利益をどの程度出しているかたけでは小足ではないか｡研究開発の蓄積と優

れた人材の保有量等をどのように会社の評価に入れるかが問われている｡

4 金属加工

富山県では水力発電による金属精練産業が次第に衰退 し､次のように変化 して来た｡

水力電気 - 金属精錬 - 金属加工 - 機械加工 - 自動化技術

(Dアル ミ加工

アル ミ精練から撤退 し､アル ミ加工が富山県製造業の中心 となっている｡

現在は最大製品のサッシュが低迷｡ 特色ある会社としてYKKをあげたい｡

YKK黒部事業所 (故吉田 忠雄) 資本金 56億円 従業員 9､611名

アル ミ建材 売上の70%､ファスナー25% (本社東京)
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決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 3 2234､8 102､9 4､6

6 3 2131､1 81､7 3､8

7 3 2100､0 96､9 4､6

注目すべきこと ィ､材料は自前で作る｡ 例えはファスナー用アル ミ合金(56S)杏

富山大､東北大､千葉工大の助力を得て自前で生産

ロ､ファスナー製造機械を富山県で集中的に作 り､これを外国の工

場へ送る方法で技術の流出を防 ぐことができた｡ 唱25年米

国から 4台の機械を輸入 昭53年 には 1万台を生産

-､アル ミの表面処理技術

今後の問題 として､高強度アル ミ合金を開発中 吉田工業研 (大寺 克呂) (1988年)

アル ミ､ニ ッケル､ ミッシュメタル合金

(結晶形を小 さくして普通の合金 200肝aから 900まで上げた)

②鋼鋳造 高岡地方

新表面処理技術､デザインの革新等により伝統産業からの脱皮が計 られている｡

③機械､工具､自動機械

ドリル (イ二二越) 各種産業用 ロボットへ進出

工作機械 (北村機械) FMS

自動機械 (日半産業) トランスファー マシン

竹内プレス工業 (秩) (竹内 繁和) 資本金7､8億円 従業員848名

薬用器､チューブ､エアロゾル等すべて自社開発の自動化装置で生産

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 4 208 7､04 3､4

6 4 204 9､40 4､6

7 4 217 9､11 4､2

5 富山が誇る新技術 (富山テレビ) 1994年

新幹線の車両軸受保持器

量楕工法 (PC)

アクアジェットメス

トンネル用鋼製型枠

多関節型重可搬ロボット

航空宇宙用設定型金属薄膜電子素子

細胞融合技術を応用 した汗腺繊維化診断薬

超精密非球面加工機
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レザー刻印､読み取 り装置

空圧式高速精密切断機

耐久ホースの無人化生産から販売店の省人化 までの一体 システム開発

筆者の注目している企業か ら以下の2社を紹介するO

コーセル (秩) (飴 久晴) 資本金 20億円 従業員 327名

昭和44年 7月 資本金 250万円で発足 直流安定電源で大成功

決算期年月 売上高億円 純利益億円 純利益率%

5 5 87､2 4､7 5､4

6 5 89､4 6､3 7､1

7 5 98､3 7､0 7､1

10年度 4-9月期 所得額 30億円 富山県 1位

技術力 と経営手腕を兼ね備えた飴社長は､富山県の若 い研究者の養成にも努力 さ

れている｡

田中精密工業 (樵) (故田中 儀一郎) 資本金 1､5億円 従業員 472名

四輪部品 80% 小二越か ら独立､本田 宗一郎氏の援助があった｡

決算期年月5 3 売上高億円154 純利益億円1､7 純利益率%1､1

6 3 150 1､4 0､9

7 3 149 1､2 0､8

中小企業特に下請け企業のあるべき姿を追求をされた｡

6 田中儀一郎と中小企業振興

昭和32年 中小企業 工業団地 発想

昭和37年 工業団地第-早 (富山機械工業団地)

10件 倒産

工業出荷の伸び 全凶 2倍/10年 に比 し 6-lo悟/10年

富山市-イテクミニ団地

10年間貸与 185m∠ 5l,500円/月

285m∠ 77,250円/月

昭和61年度スター ト 平成 2年まで43企業入居

無担保 融資 2､500万円 (当時) 内 8社 巣立 ち

7 人間の重要性

W製造業の関連では例示的に田中儀一郎､飴久晴､森政雄､吉田忠雄､等数名の著名経

営者の名をあげたO

何れも､す ぐれた経営者であると共に､立派な技術者といってもよい｡ ここに一
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つの特長を見いたす｡ 富山県の製造業はこれらの人々の影響が大きいと思われる｡

他の地域では､かつて京都､仙台が日本の知の発信基地 といわれたし､浜松が重要

な機械聞達技楠の婿卯地区であった｡ それは今 日まで及んでいると思われる｡ そ

れらの背景に京都大学､東北大学､浜松高専の力があったともいえるのではないか｡

冨山には､その意味でふさわ しい教育機関をあげるのは凶難である｡ 丸井の青井

氏や両藤子氏等を生んた高岡工芸高校を押す人もあるという表現に止めたい｡

(少冨LLJ児の科学技循振興にとって最大の問題点は期待される若い頭脳の流出であるO

富山県の平成 9年度の高等教育状況 (人)

富山県の高校卒業生 14､107

大学短大への進学者 6､445

内 富山県の大字短大 工740

大学への入学者 5､451

内 富山県の大学への入学 953

即ち若い人々の5/6近 くが県外の大学へ進学する｡

有名な大学に入ったものは､大企業や公務員として大都市で就職する｡ これらの

人々は退職 まで帰郷 しない｡

そこで､県内において優秀な若い人間がイ二足することとなるO これの改善が､基

本的tj:大問題であるo 県内大学に､魅力ある学部を増設 して創造力ある人材を育

てるo 優秀な外国人研究者の受け入れ､流出した頭脳のUターン等が対策として

考えられるが､一方集めた人材の活用方法につき研究する必要がある0

8 地域科学技術振興の現状

平成 9年 南日 康夫 (元筑波大副学長)をRSPコーディネーターとして迎

えたO 現在 富山県工業技循センター長､富山技術闘発財団顧問 兼務

Ql)RSP振興対象テーマ

ィ､ 呼気による診断技術 富山医科薬科大 小橋教授と装置の研究者の連携

ロ ､ 真空技術

厘肉アル ミ溶接等で研究業績のある金山マシーナリイ (金山宏明)と富山

県立大学 (石井成行)が一つの中心

-､ コミ処理 環境問題の一つのテーマ

(少若い研究者を育てる会

県の工業技術センター､県立大学や富山大工学部 と､県内の企業が協力 し､研究開

発に熱心な指導者が集まり､若い研究者を育てる会が活動 している｡

若い研究者が研究発表を行い､シこヤーな関係者がそれらについて討論を行 うO

改善の余地があるが､効果はあると思われるO

同様小企業の技術者が公開の席で発表するようになると面白いが､またそこまで気
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運が高まっていないO

L3)注目されている県内の技術開発 (前掲以外)

ィ､ 立山科学工業 (水口 昭一郎)

分散周波数通信､ 360OC見えるレンズ

ロ､ 林業試験所

材木へのメッキ

-､ サンテック (堀江 耕一)

コーティング技術 (ポリカーボネー トにSIO2､輸入技術,更に多様の成分

について研究中)

ガラスの鋭角的溶接

二､ 新光硝子工業 (上杉 貞雄) 曲げ硝子 合わせ硝子

ホ､ 富山県水産試験場 他 による深層水の利用研究

C4)啓蒙運動 (図書出版)

☆ とやまの科学技術

一 富山から聴こえる21世紀の鼓動 一

富山県 出版物 平成 6年 3月

柳田 友道 委員長等の努力によるもの｡ 高校生を対象としているが､

一般的啓蒙書として価値が高い｡ 様々の研究のその後の発展を調

査 し発表 されると重要な文献になるであろう｡

☆ 富山の知的生産 平成 5年10月

富山学 研究グループ編

発行所 北 日本新聞

☆ 北陸の元気な企業 50社 平成 8年 4月30日

財団法人 北陸産業活性化センター

☆ 北陸三県会社要覧 1996年 財団法人 北陸経済研究所

9 地域の大学 と科学技術振興

工学系教員は製造業と､農学系教員は農業系生産者との連絡無 しでは学問にならな

いo Lか し現実にはかなりの数の学者が自分の城に立て寵もってしまった0

従 って､TLOの話をしても､陳腐であるとは言い切れない面がある｡ 富山県で

も富山大学や富山県立大学が リエゾンオフィスの仕組みを作るという発表があったが

遅 さに尖するとの印象である｡ 立命館大学の現状が冨山の産学提携 シンポジウムで

発表されたが､公務員でない身分の方が自班で行動し易いことを感 じさせた｡ 同シ

ンポジウムに於いて冨大工学部長が､県別で産学連携するより幾つかの県がブロック

化 して産学の連携をする方が良いとし､富山一県より北陸3児の連合が必要であると

述べた事は印象に残 ったo これは一つの考え方であるが､若干逃げ腰 と受け止めら
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れる恐れがあるO

ここでは､理学部とか､文系特に社会学系の分野の人々に､科学技術についての理

解を求めることが重要であることを強調 したい｡ 幸いにして､産業 ･経営関連の教

員は製造業 (情報分野を含む)が大学や大学院と深 く結びついている米国の事例に注

目して､単なる連携たけでなく､ベンチャーキャピタルに支えられる新規事業開発の

重要性まで指摘するようになった｡ その中でも､科学技補を基盤 とするものへの期

待が高まっている｡

科学技術振興策が､社会学者と十分なる話 し合いの中で行われる事が重要である｡

屡々科学技術上の創造が､単なる研究費の増額や研究者に対する刺激等によって加速

されると考えられているが､米国と同じような状態に到達するには､それを生み出す

社会 日出城)の自然科学についての歴史的集積や認識が重要な要素であることを社会

学者を中心とする社会 (地域)の人々に十分理解 して貰 う必要がある｡

10 地域を考える新 しい大学への試み

富山国際大学では平成12年 4月を期 して新学部を創設する予定で現在文部省で審査

が行われている｡その名称は地域学部である｡

地域学部はそれが立地 している地域のための学部ではない｡地域学を勉強 しようと

する学部であり卒業する学生は社会学士である｡

地域の時代といわれながら､現実は中央依存が極めて大 きい｡その為にも地域学を

発展 させる事が急務 と考えている｡地域学では地域に起きる様々の事柄を､単に一つ

の面から見るのではなく､多面的有機的に研究 しようとするものであって､それには

様々の専門家が協力することが早道であると考えているO

具体的には､産業 ･経営､情事臥 人間環境の三 コースを置 くが､それらに属する教

員は常に協力 し合って､例えば研究対象として地域のデータベースの確立や地域の研

究開発拠点の育成等を取り上げる予走であるO 環境と産業を両立 させるには? と

いう課題 も重要な課題である｡

勿論学生に広 い知識を身につけさせるため､所属するコースたけでなく他のコース

の壇位もかなり取るように計画されているし､また基盤となる地域学の基礎を勉強さ

せる為相当数の科 目を履修 して貰 うことになっているO

この学部の特徴を次にまとめる｡

(i)文系､理工系の枠をはずす (教員の 2/3は理工系) 将来科学技術に理解ある

generallStを育てたい｡

(2)高校時代に理数系の勉強をしていない学生の為､数学について補習コースをつくるo

L3)コンピュータリテラシー重要視.

(4)世界共通言語としての英語教育重視o

L5)課題探究型の人材養成のため単なる少人数教育ではなく､学生､教員一体 となった体

験教育を実施する｡
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㈲インターンシップを重要視する｡

謝辞

本講演に当たって 8 (釦 記載凶書を参考 とし､またデータ等を引用させて貰っ

た｡ また､ 両 日 康夫､ 小川 弘､ 本郷 茂､ 三氏から様々の示唆を遁戴 した｡⊃

合わせてここにノ享く謝意を表明する｡ また文面で多くの場合敬称を省略させていただ

いたことをお詫び申し上げる｡
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第 2章 関係省庁からの講演

(1) ｢地域の科学技術施策について｣

科学技術庁 長官官房審議官 木阪崇司

(2) ｢地域プラットフォームの整備について｣

通商産業省 大臣官房審議官 羽山正孝



講 演 者 田各歴 (敬 称 田各)

科学技術庁 長官官房審議官 (科学技術振興局担当) 木阪 崇司

昭和46. 6 東京大学工学部 卒業

46. 7 科学技術庁入庁 (原子力局調査課)

53. 1 米国 ･アリゾナ大学留学 (53.1.21-53.ll.20)
62. 4 科学技術政策局調査課長

63. 7 外務省在アメリカ合衆国日本国大使館参事官

平成 3. 7 日本科学技術情報センター企画室調査役

4. 6 科学技術政策局計画課長

5. 1 原子力局動力炉開発課長

6. 7 原子力局政策課長

7. 7 動力炉 ･核燃料開発事業団企画部次長 副参事

8. 4 ′′ 技術協力部長

9. 7 長官官房秘書課長

10. 6 長官官房審議官 (科学技術振興局担当)

通商産業省 大臣官房審議官 (環境立地局担当) 羽山 正孝

昭和48. 3 京都大学法学部 卒業

48. 4 通産省入省 (工業技術院総務課)

62. 5 日本貿易振興会パリセンタ-産業調査員

平成 2. 6 機械情報産業局車両課長

3. 4 鹿児島県商工労働部長

6. 7 環境立地局環境政策課長

7. 6 資源エネルギー庁石炭部計画課長

9. 6 機械情報産業局総務課長

10. 6 大臣官房審議官 (環境立地局担当)
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関係省庁からの講演 1

｢地域の科学技術施策について｣

科学技術庁 長官官房審議官 木阪崇司

【木坂】 ただいま､ご紹介にあずかりました

科技庁の木阪でございます｡私が担当しています

科学技術振興局はいろいろな仕事をやっておりま

ますが､科学技術の振興基盤の整備全般にわたっ

て担当している､そのうちの一つとして､地域の

科学技術振興があるわけで､本日､科技庁として

の地域科学技術振興施策等について若干ご説明を

させていただきたいと思っております｡

皆様もご存じのとおり､科学技術政策の中では､

科学技術基本法及び基本計画､これが平成 7年､平成8年にできたわけでありますが､そ

の中で初めて科学技術振興におきます地域の責任ということが規定されたわけでございま

す｡これまでは地域の科学技術振興といいましても､中央に対して不利な条件を持った地

域の研究能力とか､あるいは技術水準とかそういったものの向上という意味での､ある意

味では消極的な意味合いでとらえられる傾向が非常に強かった｡それに対して､地方自治

体自身が科学技術というものを推進する責任があるということが規定されたことは特筆す

べきことであります｡それまではなかなかそういう観点で考えられていなかったわけでご

ざいますが､こういった基本法あるいは基本計画を契機に､だんだんとそういう認識が高

まりあるという状況であろうと思っております｡

現在では､既に29の道府県で､地域の科学技術振興指針､これは国の基本計画に相当

する地域版といえるようなものと考えていただいたらいいと思いますが､すでにこれが策

定されているという状況でありまして､そういう意味で地域におきます科学技術振興施策

というものが少しずつ形をなしつつあるというような状況にあるのではないかというふう

に私どもは考えているわけでございます｡

それで､今､申し上げた科学技術基本法は,約3年前でありますが､平成 7年の 11月
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に制定されました｡この科学技術基本法においては､国は総合的な科学技術施策の策定を

し､それを総合的に実施していくということが規定されておりますし､あわせて地方公共

団体は､国に準じた施策を講ずる､あるいは地方としての自主的な施策を策定し実施を

図っていこう､こういうことが規定されたわけでございます｡そういうことで､中央 ･地

方を問わず､協力して科学技術振興を進めるということがこの基本法において求められ､

科学技術の振興は当然に国の役割という従来の理解から､初めて地域の役割が追加され､

明確にされたということは､非常に特筆すべきことであるというふうに考えております｡

次に､平成8年6月には､これに基づきます科学技術基本計画が内閣総理大臣決定され

ました｡この基本計画は､基本法に基づいてその実行計画というふうに考えていただいて

いいと思いますが､その対象となる期間は､平成8年から12年までの5年間ということ

で､社会的経済的なニーズに対応した科学技術の推進､あるいは基礎研究の振興といった

ものの振興を求めているわけであります｡このような計画を円滑に進めるために必要な研

究基盤として柔軟で競争的研究環境の確立､あるいはボスドク制度対策等新しい研究開発

システムへの変革ということが求められている｡同時にこの間の政府の研究投資につきま

しては､対GDP比0.5%ぐらいがそのときの現状でございましたが､それを先進国並み

に早期に倍増していこうというような考え方から､とりあえず当面の5年間では17兆円

の研究投資という計画を明確にしたということでございます｡

科学技術の振興経費は､この基本計画策定後順調な伸びを示しております｡1995年

の研究投資が約2兆5,000億円でございましたが､基本計画の対象期間初年度である

1996年､平成8年度の予算としては､約3兆円に近い金額を計上するという状況にな

りました｡これは､この裏の上のはうに白いところがありますが､白いところが補正予算､

これは1,500億円ぐらいなのですが､補正予算を加えると､1996年､平成8年には

3兆円に到達しているという状況が見えると思います｡さらに10年度には､第 1次､第

3次の補正予算もつきましたので､ トータルとしては約4兆2,000億円ぐらいの数字に

なっている｡この補正予算の数字が大体 1兆1,000億ぐらいでありますので､具体的な

投資が行われた｡ベースになる当初予算ということでは､平成 7年までが大体 2兆数千億

という単位から､この基本計画ができて以降の5年間は､3兆円､あるいは3兆を超える

というベースに急激に上がったというのがこれによって見てとれるというふうに思います｡

これで考えてみますと､平成8年,9年､10年の3年間､既に現在平成 10年の終わ

りになろうとしている段階ですが､この3年間で 10兆2,000億円､平成 11年度の
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政府予算は､そこに書いてあります3兆 1,500億円ぐらいでありますので､これを追

加して 13兆3,000億円ぐらいにまでなっている｡これでやりますと､大体GDP比で

大体0.65ぐらいまでになっている｡倍増とまではもちろんまだ行きませんが､そういう

段階にまで達している｡若干､補正予算に依存しているという問題はあるわけであります

が､とりあえずこの5年間の研究投資､これは2000年度の予算で3兆7,000億円ぐ

らいがもし投ずることができれば､5年間で17兆円に到達するということでありますの

で､まだまだ非常に努力をしないといかんという状況ではありますが､17兆円､5年間

の計画達成ということについても､それなりに見えてきつつあるというような状況ではな

いかというふうに考えているわけであります｡

このことによって,資金が増えたということだけではなくて､明らかにこの我が国にお

きます戦略的な基礎研究､あるいは研究システムの改善､あるいは研究社会全体のいろん

な活性化といったものに大きく貢献をしたというふうに考えております｡我が国の科学技

術力の底上げに確実につながっているという評価を私どもはしているわけでありまして､

ますます科学技術の振興というものが政府全体として経済再生､あるいは将来の発展の要

としてますます重要視されてきているということをあらわしているというふうに思うわけ

であります｡

さらに､こうした科学技術重視の傾向の中で､基本法に基づきまして､ ｢地域における

科学技術活動の活性化に関する基本指針｣というのが､基本法ができて直後でありますが､

平成 7年 12月に策定されましたOこの基本指針におきましては､科学技術力の地域の活

性化の原動力と位置づけ､地域におきます知的資産を拡大し､地域経済社会の活力を確保

する､さらに地域の人材育成への取り組み､研究機関の整備､研究情報基盤の展開､連携

交流の促進､こういったものを含めて､地域におきます科学技術振興基盤の整備というも

の全般について指針として示したということでありまして､国としても､地域の研究活動

に対する支援を含めた政策の立案を､この基本指針に基づいて進めているというのが現状

でございます｡

さらに､社会発展の基本的な基盤として､科学技術の振興というのが期待されていく中

で､各地域におきまして,こういった国の基本指針に基づきまして､地方公共団体白身が

その指針を策定するという動きが出てまいりまして､これは平成7年､すなわち基本法､

あるいは基本指針､これができる以前に既に地方公共団体として振興指針を策定している

ところ､これが濃く塗りつぶしてあるところでありますが､それから､平成8年度以降に
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策定されたところが斜線で引いてあるところでございます｡

これ全体で､約30近くの道府県で既にこの地域独自の科学技術の振興指針が策定され

ているというのが現在の状況でありまして､特に平成 10年には顕著に各地方公共団体で

この指針の策定というのか進んでいるというのがおわかりいただけると思います｡

このような各県での指針の策定が相次いでいますのは､従来､地域固有の事業というこ

とで､福祉とかあるいは教育とかが認識されていたわけですが､こういったものに加えま

して､程度の差はありますが､科学技術振興というものが地域発展の活性化に欠かすこと

のできない地域行政の基本的な部分､こういったものに入り込んできたんだということを

あらわすものだというふうに認識しております｡従来からの国の役割に加えて､地方自治

体自身としてもこれを自分のものとして重要視し､地域の責任として対応していかなくて

はならないという動きをこういった指針の急速な策定ということを含めて､あらわすもの

であろうというふうに考えております｡

平成10年 12月までに策定された29県の指針の内容を､さきに述べました基本指針

との関係の中でちょっと整理をしたのがこの図でありますが､縦軸には､策定順に29県

全部書いてあります｡一番早いのが平成2年の1月､静岡県というふうになっております

が､直近では､栃木県が平成 10年12月に指針を策定したということであります｡

横軸には､国の基本指針に書いてある主な内容を示したものでございます｡それぞれの

県における指針の中で､大体こういうようなことが言及されておるというところについて

は斜線で塗りつぶしてございます｡白く空欄になっているところは､そこの県の指針の中

では必ずしも明確には書かれていない､全く言及されていないかどうかということになり

ますと若干自信はありませんが､明確には書かれていないというようなことでありまして､

これを見る限りにおいては､まず真ん中の左のほうは､振興の基盤に関することが中心に

項目が挙げられておりまして､拠点づくりとか国際交流とか､研究交流とか､産学官の連

携､あるいはコーディネーター､情報化の推進､広域連携､こういったことは県としても

重視し､すでに多くのところが取り組んでおられる｡真ん中のほうの項目は,例えば技術

移転とか､研究評価とか､経営マーケテイングとか､COE､あるいはものづくり､こう

いったところが白くなっているところでありまして､県の指針には､必ずしもこういった

ところを中心にやっていこうというところまでは至っていないというのが多くの県であろ

うと思いますが､最近のつくられているものにつきましては､若干そういうところにも目

がいきつつあるというのがこの傾向であろうと思います｡
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さらに右側のところは､学校教育､それから科学館､あるいは理解増進､研究者育成､

こういった項目でありますが､大体のところで､いわゆる研究の人材面についての項目に

ついては､各県とも重要視した計画になっているということができます｡このように地域

における科学技術の振興基盤の一般的整備は少しずつ進みつつありますが､地域に根ざし

た特定の技術や領域に着目して､継続的な知的生産の循環をおこし､技術による地域活性

化の核になるような科学技術の展開には末だ十分目がいきとどかない状況にあり､国とし

てはこのようなところを政策的にも先導していく必要があると感じています｡

一番右のところは､右側の2番目のところが体制問題ということで､各県における科学

技術関係の責任部署があるところ､それから科学技術の審議会をつくっているところ､こ

れが一番右側でございます｡そういう意味で言いますと､科学技術の振興指針､地域科学

技術を進める専任部署がまだできていない､そういうところが幾つかある｡最近では､で

きているところが非常に多くなってきているという状況にございます｡

それから審議会については､多くのところができて､地域としての科学技術は何をやっ

たらいいかという議論が盛んに行われているのではないかというふうに考えられるところ

でございます｡

さらに､地方自治体におきます科学技術の振興経費について､これは百分率で示したも

のですが､この部分がいわゆる教育関係､それから少し濃く書いてありますが､これが公

設試に対する経費､それから一番右の白いところが企業とか財団とか､そういったものに

対する投資でございます｡各県の研究関係の経費､これはばらばらでありますが､多いと

ころ少ないところいろいろありますが､それを比率に直してみますと､教育関係に重点を

置いて投資をしている､すなわち地方の県立大学とか､そういったところを中心にという

ことであろうと思いますが､そういうところと公設試を中心に出しているところ､これが

ほとんどであるということで､財団や企業とかそういったところを活用しながら､県の科

学技術の関係経費が使われているところは非常に少ない｡この中でいいますと､少ないな

がらも､例えば広島とか､静岡とか､神奈川とか､あるいは大阪では､そういったところ

を大いに活用しながら､地域におきます科学技術の振興を進めているというのがおわかり

いただけるのではないかということでございます｡

それから､これは都道府県におきます研究機関の立地数､これはちょっと縦軸と横軸と

で数字の単位が違うので､横軸のほうは単位が10ですが､縦軸のほうは単位が 100で

すから､ちょっと誤解を生じるかもしれませんが､これを見て言えることは､都道府県の
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中では､例えば大阪や神奈川､あるいは東京や兵庫や静岡､こういったところというのは､

民間の研究所が立地しているところが非常に多い｡それに対して北海道とか､茨城とか､

岐阜とかでは､民間の研究所ももちろんありますけれども､国立､あるいは公立の研究機

関が中心の研究活動になっておるというふうに見られるのではないかと思われます｡

それから､公設試の運営経費の性格ということを､大ざっばに農林水産系と商工系とい

うふうに分けてみますと､多くのところ､これも単位が若干違いますので､商工系のほう

は単位が1,000､それから農林系のほうは単位が2,000になっていますから､誤解を

生じるかもしれませんが､運営経費の性格ということを考えてみますと､圧倒的に農林水

産系の運営経費が多いということで､都道府県におきまして公設試というのは､農林水産

系の公設試が非常に多いということがここでおわかりいただけると思います｡自治体自ら

科学技術で鉱工業をおこしていくための支援をしているところは少ないと言えましょう｡

東京､大阪などは､若干農林水産系以外の商工系にもかなり力を入れた公設試ができてご

ざいます｡

それから､科学技術の総合的な推進に対する体制の整備の進捗状況ということで､政策

研で調べられたものでありますが､これを見ていただきますと､この一番上のところが大

綱とか基本計画の策定されたもの､すなわち今､策定中のものも含めて38ぐらいのとこ

ろまで来ておりますが､それに対して､一番下の､これは何かと言いますと､大体専任部

署なり審議会のできているものということでありますので､そういう意味では基本計画と

か､大綱とか､地域において今後何をしたらいいかという大綱的なものが先に先行してい

る｡それを実施する体制というのが､若干遅れて今まだ追いつかない状況になっている｡

現在の体制の中で地域における科学技術の振興施策をどういうふうに進めていったらいい

かという方針だけが出てきておるというのが､今の状況ではないかと思われるわけでござ

います｡

それから､研究交流,人の流動性ということにつきましては､これは国の国立試験研究

機関につきましては､任期付の任用制というものが既に導入されているわけでありますが､

地方におきましてもそういった必要があるかどうかということを調査したものであります

が､半分ぐらいの方々は､任期付の制度を導入したらどうかというような考え方があると

いうのが今の状況でございます｡

それで､今まで若干の資料をもとにして見てきたわけでありますが､単純比較はできま

せんけれども､ほとんどの地域で､投資の割合というのは農林水産系というものが多数を
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占めていることはお示ししたとおりでありまして､必然的に地方公設試の場合も農林系が

多い｡工業とか情報分野とか､こういった対応というのは､したがっていやおうなく､工

学部を有する大学に頼っているというような状況にならざるを得ないというのが現状であ

ろうと思っておりまして,最近の情報化とか国際化が進展していく中で､地域が直接その

世界とつながっていくようなグローバリゼーションの時代となっている今日におきまして､

現在の経済不振を脱却して､地域の活性化を図っていくというためには､こういった地域

の研究資源という観点から､農林系中心だけではなくて､これからは商工系あるいは機

械 ･情報 ･電子系､そういった分野の幅広い産業の活性化に対してどういうことができる

かということが1つの大きな課題になっているということではないかと思われます｡そう

いうことを考えてみますと､地域におきまして科学技術振興のための資源というもの､あ

るいは構造というものが､だんだん今の状況の中で､ある意味の転換を求められてきつつ

あるのではないかというふうに私どもは思っているわけでございます｡各自治体の振興指

針の策定状況がどんどん増えている､あるいは科学技術関係の財団や企業､こういったも

のに対する投資がだんだん増加している状況がございますが､従来研究というよりもむし

ろ試験所的な性格の強かった公設試そのもののあり方ということについても､研究おそら

く見直しをしていかなくてはならないという状況にあるのではないか｡最近では第三セク

ターのようなもの､あるいは財団のようなものを実質的な公設試と同じような機能として､

ある意味では柔軟性といいますか､経営の柔軟性というものを求めて､そういったものを

つくられて中核的役割を果たしつつあるというような県も見られているわけでありまして､

そういう意味では地域におきます研究活動の核となる､そういった研究機関のあり方その

ものについても少し動きが見られつつあるのではないかというふうに考えているわけでご

ざいます｡産学官連携によります共同研究とか､人材の多様性とか､人材のモビリティを

高める､より柔軟性の高い研究体制というものが地域においても求められてきつつあるの

ではないか｡また､既存の枠の中では十分対応できないというような側面が少しずつあら

われてきているというふうに考えているわけでありまして､そういったことを踏まえて､

地域での自立的な技術開発というものを進めるためには､研究基盤の整備に加えて､いわ

ゆるコーディネーター､やはり科学技術の核を育てながら､どういう戦略を持ちながら進

めていくかということで､コーディネーターが非常に大事になってきているというふうに

考えているわけであります｡

先ほどの石坂先生の中にもお話がありましたように､地域で科技庁としてはRSP事業
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というのをやりまして､その中でコーディネーターの方々におまかせして､その地域の核

となる技術をどういうふうに育てていくかということを進めているわけでありまして､先

ほどのお話にもございましたように､地域の新技術コーディネーターの方々は､単に科技

庁の持っている施策を責任持ってやるというだけではなくて､どういう方々がなっておら

れるかといいますと､やはりその地域におきます､例えば工業試験所の所長さんをやられ

た方とか､あるいはそこの県立あるいは国立大学の工学部長をやられた方とか､要するに

その県としての人材といいますか,研究活動をまとめ上げられるような､中核になってお

られるような方々をコーディネーターとしてお願いをしているということでございますの

で､そういう意味でRSPという事業そのものは､規模的には小さいものでありますが､

その地域の科学技術振興を進めていくという観点では､非常に大きな力をこれから発揮し

ていただけるのではないかというふうに私ども､非常に関心を持って見ているところであ

りますし､同時に､後でまたご説明しますが､そういうものの成果の中から､地域の結集

プロジェクトとか､実用化に向けた他の制度にその成果をつなげていくというための核と

なる方というふうに私どももまた期待しているところでございます｡

以上のようなことで､地域におきます科学技術振興の今後の課題について､私の立場か

ら少し触れてみたいと思いますが､まず第一に地域の自立的な取り組みの体制強化という

ことが挙げられるのではないかというふうに考えております｡今､申し上げたように､振

興指針の策定というのは､平成 10年度末に38団体になりそうでございますが､科学技

術を担当する組織横断的な部署の設置は18地域にまだとどまっております｡ビジョンづ

くり等の理想は高く掲げるものの､それを具体化する体制整備というものが若干遅れてい

るというのが現状ではないか｡今後増大していきます地域科学技術振興を核とした地域行

政の中で､科学技術振興のための自立的な取り組みができるだけの具体的な体制の強化と

いうのがぜひとも必要ではないかというふうに考えております｡

2番目は研究交流､人の流動性ということでありますが､特に地域におきましては､人

材の問題というのは､非常に大事でございまして､人材面では往々にして中央への集中と

いうものが厳然とした事実としてある中で､地域では地域の大学に期待するということが

非常に多くなってきておる｡優秀な人材を地域内から発掘するだけでなくて､内外からい

ろいろな方々に参画していただくということも非常に大事なのではないかと｡こういうこ

とに対応するために､先ほども申し上げたような国立研究機関やあるいは大学におきまし

ても､任期付の任用制というものが既にスタートされ導入されているわけでありまして､
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研究社会全体を流動化していこうという動きが進んでおります｡公設試におきましても､

任期付任用等人材のモビリティを高めるための措置というものが､これから考えていく必

要があるのではなかろうかというふうに考えているわけでございます｡

第三に､各省庁いろいろな政策プロジェクトを持っておりますが､その地域の科学技術

振興の中でさらに重要な点は､地域の段階で考えてみますと､例えば科技庁とか､通産省

とか文部省とか､そういった区分けは全く意味がないというふうに私は考えておりますが､

地域のニーズというものに沿った施策というものを大いに取り込んでいただきたいという

ふうに思います｡したがって､やはり地域におきますワンストップ型の拠点の形成という

ことが非常に大事ではないか､ワンス トップ型の拠点のところに各省庁の施策なり､そう

いったものが常に集中している､そこからいろんなものが選べるというような､そういう

体制が非常に大事ではないか､縦割りのままで推移するということのないようにしていく

ことが非常に大事ではないかというふうに考えております｡したがって､そういう意味で

先ほどから申し上げておりますような地域の立場から科学技術をコーディネートしていく｡

科学技術の地域におきますDNAのようなものを発掘発展させていく｡地域活性化の核と

なるような地域の自立的な活動というものを各省庁の政策ツールをうまくとりこみつつ育

てていくということが必要で､そのためにコーディネーターの役割というのは非常に大き

いのではないかというふうに考えております｡

先ほども申し上げたような地域研究開発促進拠点支援事業と言っておりますが､いわゆ

るRSP事業､この事業はそういう視点に立った施策として､科学技術庁として推進して

いるものでございまして､その役割を果たし､有効に機能しているのではないかというふ

うに考えております｡

私どもとしては､このRSP､非常に小さなお金ではあります｡今､4年間ということ

で､毎年4,000万円の規模になっておりますが､こういったRSPのコーディネーター

を通じまして､地域におきますコーディネート活動を促進し､ネットワークづくりを形成

していく｡地域におきます科学技術の振興と新技術､新産業の創出の促進を図るものでご

ざいまして､現在､20地域になっておりますが､さらに本年度､今､フイ-ジビリティ

スタディをやっているのが6県ございますので､また増えていくというふうに考えられる

わけでございます｡

平成8年以降のRSP事業についての評価を先日いたしました｡これは平成8年､9年

度に開始した13地域に限ったものでございますが､この13地域におきます研究会の開
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催件数は､ここに書いてございますように､270件､技術説明会も39件､それから

コーディネーターの指導します実証試験も130件､それから県内の企業だけではない､

広域連携というのも既に始まってきておりまして､2件既にスタートしております｡

それからこういったコーディネート活動の結果として､あるいは実証試験の成果も踏ま

えて､RSP事業からほかの事業に展開するということもだんだん出てまいりました｡科

技庁自身が進めております地域結集型の共同研究事業､これはご承知のように､大体4年

間で約20億円ぐらい､国費を科技庁が出して､地域としても､それに見合うような共同

研究を実施していくような制度でございますが､要するに地域としての科学技術的な課題

といいますか､それは何であるかということを､県によっては例えば技術開発のこういう

ものをつくりたいということもありますし､あるいは環境問題を含めて､例えば湖沼の問

題だとか､そういった問題を科学技術的に解決していきたいんだというようなことを地域

の非常に大きな命題として掲げておられるようなところもございます｡そういった地域と

しての課題を解決していくというために､地域結集型の共同研究事業､すなわちこういう

ものに地域の資源というものを結集してこれを進めていこうということで､私どもとして

は地域型のいわゆるCOE (センター ･オブ ･エクセレンス)を形成していく､こういっ

たものに5件既につながってきておりますし､それから地域先導研究に1件､あるいは独

創的な研究成果育成事業､こういったものに15件､それから県単独の事業とか､あるい

は通産省の各種のいろいろな制度がございますが､こういったものにもどんどんつながっ

ていっているということでございまして､RSP自身は非常に小さな活動ではございます

が､新技術コーディネーターの方が中心になって､こういった非常に広がりのある活動に

だんだん展開発展されつつあるというのが､今の状況ではないかというふうに考えている

ところでございます｡

さらに.RSPにつきましては､来年度もう少し新しいものを追加したいというふうに

考えておりまして､RSPの研究成果育成型というものを創設したいというふうに考えて

おります｡これは､年間で大体8,000万とか9,000万ぐらい､少し今のRSP事業

の倍ぐらいの規模にしたいと思っておりますが､RSP事業である程度のネットワークが

形成されて､そういう中で大学等の研究成果など何か核になるようなものをもう少し育て

ていきたい､それが地域の中で1カ所とかということではなくて､もう少し広がりのある､

そういうものにも対応できるような形にしていったらどうかということでございまして､

RSP事業の中でこのような研究成果育成型というものを来年から5件スタートをさせて
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いきたいということでございますので､こういうものについても､地域のほうでよくお考

えいただければいいのではないかというふうに考えております｡

それからさらに来年度の新規施策としましては､プレベンチャーというものを始めよう

としております｡これは､新規事業指向型開発成果展開事業ということで､大学とかそう

いったところにあります核となる研究成果､こういったものをベンチャー事業化できるの

ではないか｡事業化という視点に絞ってみて､いろいろなプランナーの人たちに集まって

いただいて､どういうふうにしたらベンチャー事業化できるだろうかということを科学技

術振興事業団の制度として､各地域に組織化させて技術の面を中心に事業化に対する計画

をつくっていくというそういうスキームでございます｡実際にベンチャー化するのはまた

さらに金融面などいろいろな制度がございますので､そちらのほうへつないでいくという

ことですが､ベンチャーになる前の技術の可能性をもう少しきちっとつくり上げていくと

いうことで,このプレベンチャーの推進事業というものを始めたいというふうに考えてい

るところでございます｡

こういった地域結集型のもの､あるいはプレベンチャー､あるいは大学を中心としたR

SPの研究成果育成型等も含めまして､やはり全体としてRSPを中心とした私どもワン

ストップ型の拠点の形成を通じて､こういったものの地域の発展の核となる技術開発の豊

かな展望というものが開けていくのではないか｡そのための施策を展開をしておるという

ことでございます｡

そこで､私ども､地域の科学技術の基盤の転換ということが非常に大事だということを

先ほども申し上げましたが､私ども､地域科学技術振興の特別部会というものを設置いた

しまして､これからどういうふうにしたらいいかということを勉強させていただきました｡

これは､いずれまた発表しますので､きょうはご説明いたしませんが､地域振興方策特別

部会において地域の科学技術振興にとって早期に取り組んでいくべき課題と､継続的に取

り組んでいくべき課題というものを少し整理をして､どういうことをやっていったらいい

か､長期的に見て地域の課題をどういうふうに進めていったらいいかということを整理し

たいと思っております｡

最後になりますが､私ども､地域の科学技術振興を進めるに当たりまして､何が大事な

のかということを考えてみますと､やはり､地域資源の総合化とかあるいは統合化とかい

うことが大事でございまして､それがネットワーク､あるいはその役割を果たすのがコー

ディネーターということになろうかと思いますが､こういうことが非常に大事であります｡

-57-



これからは地域が地域として科学技術を核として新しい価値観の創出が行われ､地域社会

の活性化という循環が継続的に起こっていく｡そういう状況､そういう環境というものを

形成されて初めて､技術革新による社会活性化基盤が各地域に根づいていくわけでござい

ます｡地域独自の科学技術資源を地域のニーズを踏まえてコーディネー トしながら､産学

官のネットワークをつくっていくということが非常に大事で､地域科学技術振興の当面の

政策上の目標というのは､そういった豊かな循環というものを引き起こしていくような環

境づくりをしていくということではないだろうかというふうに考えているわけでありまし

て､そういった観点からもRSPを中心としますネットワークの中から､小さいながらも

特徴のある新しいプロジェクトが出てくる可能性がございますし､そういう地域の科学技

術振興にとってDNAの核のようなものをつくり上げていく｡そこから地域科学技術振興

にそれぞれが携わっていく｡そういった関係をつくり上げていくということが非常に大事

なのではないかというふうに考えております｡

それから最後に､国におきましては､2001年に中央省庁の再編というものが予定さ

れているわけでございます｡その中で科学技術振興ということで申し上げますと､総合科

学技術会議の設立､それから科学技術庁と文部省を統合して教育科学技術省を設立する｡

従来の科学技術行政が大学等の学術研究とさらに一体的にすすめられ､今後の創造的な科

学技術行政というものを総合的に確立していこうという方向が示されているわけでござい

ます｡

一方､研究の現場というものに目を向けてみますと､先はど来申し上げておりますよう

な国立の研究所､これを独立の行政法人に変えていこうという改革をしていくということ

が挙げられております｡この行革の求めているものは何なのかということを考えてみます

と､より総合的で一体的な視点というものが求められている｡あるいは､より戦略性の高

い研究行政ということが求められる｡あるいは競争的でモビリティのある柔軟な研究社会

を実現していくのだと｡こういった科学技術が日本社会の抱えております文化的､あるい

は経済的､社会的､あるいは国際的な諸課題にいかにこたえていけるのかと｡そういう体

制への変革という中で､国立試験研究機関の独立行政法人化というのも1つ出てきたので

はないかという理解をしているわけでございまして､これは､何も国だけに限った問題で

はなくて､地域の科学技術にとりましても､同様の問題がおそらく求められているのでは

ないかというふうに考えております｡

今､すぐに地域の行革ということで､この間題が話題になることはまだないかもしれま
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せん｡やはりそういった変革変革に対する考え方というものを考えてみますと､地方公設

試のあり方､あるいは地域におきます研究のCOEをどういうふうに育成していくのか､

あるいは優秀な人材をどうやって輩出するか｡あるいはモビリティのある研究体制をどう

やって確立していくのか､こういった地域の抱えております科学技術の課題というものに

こたえていくというための地域におきます科学技術振興体制と言いますか､そういったも

のの変革というものが求められていて､科技庁としてはそれに対して､RSPも含めて､

全体としてそれを支援していきたいというふうに考えているわけでございます｡従来の試
7j

験場的な研究から､国のほうはどんどん先端的な研究所への脱皮ということが既に進んで

おります｡おそらく地方におきましても､試験所的な性格からさらにそういった新しい経

済再生に向かっての役割を果たせるような方向に向かっていくのではないかというふうに

考えておりまして､地方科学技術振興のある意味での転換､新たな立ち上がりの時期でも

あるというのが､今の状況ではないかと思います｡これから国のそういった科学技術の振

興体制というものがだんだん変わってまいりますが,地方におきます科学技術の振興体制

は今のままでいいのか､あるいはそれに基づいてどういうふうに変えていくのかというこ

とも大事な視点ではないかと｡今､それに対するビジョンを示すことはできませんけれど

も､どういう形でそれを進めていったらいいのかということについては､特に本日､お集

まりの地方の公共団体で科学技術振興を担っておられる方々には十分お考えをいただいて､

より活性のあるその地域の科学技術の体制というものを大いにつくっていただきたいとい

うふうに考えておりますし､科技庁としても､全面的にそれについてはご支援したいとい

うふうに思っております｡今後とも､国と地域というものが同じ目線でいろいろ議論がで

きるような関係をつくってまいりたいと思っております｡

若干時間をオーバ-しまして申しわけありません.どうもありがとうございました｡

(拍手)
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平成 10年度地域科学技術政策研究会

｢地域の科学技術施策について｣
科学技術庁 科学技術振興局 木阪崇司 官房審議官

1 科学技術基本法の意義

2 ｢基本計画｣の要点

3 地域における科学技術関係経費の推移

4 地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針

地方公共団体における科学技術振興指針等の策定状況

振興指針の特徴

5 地域における科学技術関係経費の推移 (政策研調査)

①企業支援関係 ･教育関係 ･公設試関係経費の割合 ( 〝 )

(参民間研究機関立地数 ･国公立研究機関立地数 ( 〝 )

③都道府県における公設試の運営経費の性格 ( 〝 )

6 地域における科学技術振興の課題

(9地域の自律的取り組み (科学技術の総合的推進に係る体制整備の進捗状況)

②研究交流 ･人の流動性 (研究者の任期付任用と研究交流)

③oNESTOP型拠点の形成 (RSP実施成果)

④大学を核とした成果の活用 (RSP研究成果育成型)

⑤新産業 ･ベンチャー育成 (プレベンチャー)
⑥理解増進 (サイエンス ･チャンネル)

特別部会中間報告



科学技術基本法の意義

1.国 ･地方公共団体の責務の明確化 (第3･4条)

国 :総合的施策の策定 ･実施

地方公共団体 :国に準じた施策 ･自主的施策の策定 ･実施

2.基本計画の策定 (第 9条)

よ 3.人材の養成 ･確保 (第 11条)■･.･J

4.民間の努力の助長 (第 17条)

5.国際交流の推進 (第 18条)



｢基本計画｣の要点

1.対象期間 :5年間 (平成 8-12年度)

2.基本方向 :基礎研究の推進

社会的 ･経済的ニーズ対応

3.新たな研究開発システム

柔軟 ･競争的研究環境

ボスドク1万人

セクター間の研究交流

4.政府研究投資 :計画期間中 約 17兆円が必要



国及び地域の科学技術関係経費の推移

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

年

02009911九19-87覗llへU鑑



地域における科学技術活動の活性化に関する基本指針
平成 7年11月 科学技術会議

1 地域における科学技術活動の活性化の基本方向

(1) 地域における科学技術振興の重要性
知的資産や科学技術力の蓄積により新たな技術革新を促進し､地域の活性化の原動力とな

って､その自立的全体として均衡ある発展を実現した国土の形成に資する｡

(2) 地域における科学技術活動の活性化のための基本的方策
･知的資産の拡大

･地域の経済､社会の活力の確保

･地域の科学技術活動により地域社会の発展の礎とする

2 地域における科学技術活動の活性化のための具体的方策の推進

(1) 人材育成 ･確保に関する地域の取り組み

(2) 研究機関等の施設 ･設備の整備

(3) 研究情報基盤の地域展開

(4) 連携と交流



地方公共団体における科学技術振興指針等の策定状況
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科学技術関係経費の割合
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都道府県における研究機関立地数
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都道府県における公設試の運営経費の性格
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科学技術の総合的推進に係る体制整備の進捗状況
科学技術庁科学技術政策研究所 (地域における科学技術振興に関する調査研究第4回調査)

- ■■専任部署の設置

Jq 協議会等の設置

E3『雫田審議会等の設置⊂::=:=:::コ 大綱.基本計画等の策定一一一 専任部署の設置

一一ム- 協議会等の設置

- ○ -審議会等の設置

元(89)前 2(90) 3(91) 4く92) 5(93) 6(94) 7(95) 8(96) 9(97) 10(98) ll(99)年度

注:1)縦棒は当該年度において整備された団体数(大綱･基本計画等は改訂を含む｡)､折れ線は整備済みの団体数
の累計である｡

2)計画･検討中のものを含む｡



研究交流 ･人の流動性
(財)全日本地域研究交流協会 (公設試鹸研究機関及び公立大学の研究交流に関する調査)

研究者の任期付任用と研究交流
1 任期付研究者の採用による研究の活性化
(1)任期付研究者導入制度｢招へい型任期制｣及び｢若手育成型任期制｣のニーズ

区 分 回答数
｢招へい型のみ必要｣ 67
｢若手育成型のみ必要｣ 30
どちらも必要 112
どちらも不要 99
どちらともいえない 132

(2) 招へい型任期制が必要である理由(重複回答可)
区 分 回答数

外部の先生を招へいできる 117
高名な学者を呼ぶことにより公設試のステイタス向上 38
研究意欲の向上 138
研究の質的向上 236

(3) 若手育成型任期制が必要である理由(重複回答可)

区 分 回答数
研究者間の刺激になる 154
フレッシュな考え方を導入できる 133
流動的な研究者の雇用ができる 126

(4) 任期付任用が不要である理由(重複回答可)
区 分 回答数

次の就職先のあっせんに不安がある 105
既存職員定数が圧迫され､全体 としてマイナス 111
現在の研究者で十分である i 43

(注)上記(2)～(4)の回答数には､必要とも不要とも判断がつかない公設試からの回答も含んでいる｡



RSP事業の成果

■実績 (平成 8･9年度開始 13地域)

研究会開催回数 270回 技術説明会 39回

実証試験数 130件 (実用化への検討段階6件 ･製品化 2件 ･新会社

設立 1件等)

広域連携 2件 (県内企業では対応できないシーズを県外企業へ)

■RSP事業から他事業への展開

地域結集型共同研究事業 5件 FS3件

地域先導研究 1件 FSl件

独創的研究成果育成事業 15件

その他､県単独の事業や通産省等への事業展開



地域研究開発促進拠点支援 (RSP)事業 研究成果育成型の創設

○昨今の経済情勢の中､独創的な新技術による新規事業の創出が緊急の課雷-大学等を核とした産学官民の共同研究開発及び
成果の活用が必要.

このような動きを一層促進し･大学の研究成果を育て実用化につなげ各動きを加速するた畦 ､先端的科学技術をいち早く掘り

起こして育成し､活用を促進するための摸動的な体制整備を図る｡

〔 公由 _______〕



新規事業志向型研究開発成果展開事業 (プレ･ベンチ ャ ー推進事業 )

1.趣旨
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大学､国立試験研究機関等

漂 芸芸孟妄ランT~ 〕

究

寡

平成11年度政府予算 案 10倍 円 (新 規 )

とによ り､その企業化開発を促進 し､併せて研究開発型ベ ンチ
ャー活動を振興することによ り､新規事業の創出を促 し､経済
の活性化に貢献する｡

2.平成11年度事業計画

本事業を発足させ､プランの募集､選考を行 い､10課題 につ
いて成果活用研究を行 う｡

直享撃頭 重鉦 ) 研究開発型ベンチャー企業

係省庁､自治のへ■ンチャー支援

===コ



サイエンス･チャンネル試験伝送システム囲

開局前(モニタ HID/10 H10ノ1ー H10′12 H11′1以降

S.Gを放送する島(すべての番組を放送する烏と一部の番組を放送する馬) 30 64 94 110 131

SiCを放送する局のうち一部番組を放送する局 22 55 55 ■76

ヒデオテープ

平均視塩辛 :'0.14%

1日の平均視聴率の最高 :. 0.25% (11月1日)
瞬間最高視聴率 ･･∴ 0･44% (12月12巳･TheMAKING)

(参考)同時恥のCNNの平均視聴率 : -0.18%

遠 海緒星



地域科学技術振興方策研究特別部会

趣旨
これまで講じてきた地域科学技術施策について総合的な視点からの評価を行いつつ､今

後の地域科学技術振興方策のあり方等をまとめる｡

中間報告

1.早期に取り組んでいくべき課題

(1)地域における科学技術振興のための自律的取り組み (自己責任性)

辛 (2)大学の研究機能の強化とその研究成果の活用 .実用化
(3)中小 ･中堅企業の技術開発力の強化

(4)科学技術関係行政の効率化

(5)地域における研究交流の円滑化

(6)政府調達における新技術採用

2.継続的に取り組んでいくべき課題

(1)次代を担う人材の育成

(2)政府系研究機関の配置のあり方



関係省庁からの講演2

｢地域プラットフォームの整備について｣

通商産業省 大臣官房審議官

羽 山 正 孝

【羽山】 ただいまご紹介いただきました通産省

の環境立地局担当の審議官の羽山でございます｡

きょうお集まりの地方公共団体の皆様方には､

私ども通産省の地域産業政策ですとか､また､産

業技術政策について､日ごろから大変なご理解と

ご協力を賜っていることに対して､まず御礼を申

し上げたいと思います｡

きょうはこういう場を設けていただきまして､

私どもがこれから進めようとしております地域に

おけるプラットフォーム整備といったような考え

方についてご紹介をさせていただきたいと思うわけでございますけれども､この地域のプ

ラットフォーム整備というものにつきましては､この前の臨時国会で新事業創出促進法と

いうのを私ども国会に提出をして､成立をさせていただいております｡ご案内のとおり､

今の日本経済､2年間続けてマイナス成長､またさらには失業率が昨年の11月に4.4%

ということで､これが高どまりをしているとか､非自発的な失業者が100万人を超えて

いたりとか､倒産も引き続き高い件数になっているといったようなことで､戦後未曾有の

不況という状況にあるわけでございまして､こういった中で､今後日本を安定成長軌道に

乗せていくためにはどうしたらいいかということの一つの方策として､これから新しい事

業を創出していく必要があるだろうという考え方でこの法律がつくられたわけでございま

す｡

中が大きく3つに分かれておりまして､1つは､新規創業､個人の新規創業をどういう

ふうに支援していくかという､直接支援策というのが1つございます｡2つ目の核として､

中小企業者の新技術を利用した事業活動への支援｡私ども日本版のSBIR､アメリカの
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スモール ･ビジネス ･イノベーション･リサーチという制度がございますけれども,それ

の日本版を導入する｡3つ目の柱として､地域における地域産業資源を活用した新規産業

を立ち上げるためにはどうしたらいいかということについて地域におけるプラットフォー

ムの整備ということで位置づけをしているわけでございます｡

この地域におけるプラットフォーム整備を考える､こういうことをやらなきゃいけない

という前提といたしましては､今の日本の状況をどう見ているかということがあるわけで

ございますけれども､私ども今回の不況というものにつきまして､過去の不況局面とはか

なり違った側面を持っているのではないかという考えています｡不良債権の問題をどう

やって処理をしていくか､また､その次には､需要拡大をどういうふうに図っていくか｡

そういったような短期的な対応だけではなくて､日本のこれからの成長を考えていく際に

は､潜在成長力をどうやって高めていったらいいかというのが次の間題としてあるだろう

と｡

それで､不良債権問題については､金融再生法といったようなものができたり,それか

ら､需要拡大という面については､財政出動することによってかつてないような大規模な

補正予算を組んだり､また､15カ月予算といったような形での対応をしたわけでござい

まして､その次に来るのは､供給サイ ドの構造改革を含めた形での､潜在成長力軌道に戻

るための対策だと考えたわけでございます｡供給サイドの構造問題と考えたときに､全体

的な日本経済についての構造問題｡これは少子 ･高齢化の問題ですとか､それから､情報

化の問題､国際化の問題､こういったような問題｡それから､さらには過剰資本ですとか､

過剰労働力といったようなものを抱えた個別企業の問題をどうするか0

こういったような構造問題に対応しつつ､供給サイドの成長力を高めていくためには､

1つは競争力を強化をするということが必要だろうと考えました｡それで､その競争力を

考える場合には､労働力の増加と資本の増加､それからまた生産性の向上という3つの要

素があるわけでございますけれども､先ほどの少子 ･高齢化といったような状況のもとで､

労働力の増加というのもなかなか難しい｡それから､資本の増加というものについても､

これも先ほどの過剰資本といったような状況で､むしろ企業サイドの側での構造問題への

取り組みが必要になってくるといったような状況下においては､これもなかなか難しい｡

そうなってくると､3番目の生産性をどうしたら向上できるかといったような問題｡

それから､2つ目の問題としては､新規事業をどうやって立ち上げていったらいいかと

いうことの問題｡これはアメリカの最近の状況を見てみますと､これは94年の数字でご

- 78-



ざいますけれども､開業率が 13.8%､それに対して､日本は94年から96年まで開業

率が3.7%ということで､開業率が非常に低くなってきている｡それから､廃業率を見て

みますと､アメリカの場合は 11.4%､それに対して､日本は3.8%ということで､アメ

リカは開業率も高ければ廃業率は開業率よりも低い｡日本はそれに対して､開業率は低く

て､かつ廃業率のほうが高いという状況をみると､新規事業をどういうふうにやって､新

規事業を立ち上げていくための方策をとるということが､これからの日本の経済､その潜

在成長力を高めるためには必要があるのではないかOこういったような競争力の強化と､

それから､新規事業の創出Oこれをどういう形で､もう一度日本経済の中にビルドインし

ていくかといったような問題意識があったわけでございます｡

それで､こういうことをやるためには､当然､国全体としての構造改革への取り組みと

いうことも必要ですし､それから､官だけではだめで､当然民間の力も活用しなければな

らない｡さらには､地域経済と国全体の産業政策をどのようにして組み合わせていったら

いいのかということが問題意識にあったわけでございます｡

私ども､従来から地域の経済の底上げを図ることを目的に､テクノポリス法ですとか頭

脳立地法､こういったような立法に基づいて､高度の技術を持った産業ですとか､それか

らソフトウエアといったような第 3次産業を中心としたような産業の地方への立地､その

集積の促進というものを図ってきたわけでございますけれども､ただ､テクノポリスにつ

いては26地域､頭脳立地についても26地域という形で進められてきておりまして､そ

れなりの成果が出てきておりますし､また､地域においては､かなりの集積が見られる｡

これはただ単に産業の集積という点だけではなくて､研究という観点から見ても､研究所

の集積､また研究機能の集積といったようなことも見られているわけでございまして､こ

ういった集積を今後どういうふうにやって活用していくかということが､国全体の産業振

興と合わせて､地域における産業振興を図る 仁で重要である｡この集積を活用するという

ことが 1つのポイントではないのかなと考えたわけでございます｡

さらに､この集積をいろいろ活性化させるための､いわゆる産業支援機関といったよう

なものをみますと､例えばテクノポリス財団ですとか､ベンチャー財団ですとか､頭脳 3

セクですとか､さらには､各県における工業技術センターですとか､また､中小企業振興

公社といったような､いろいろな形での産業支援機関というものも､それなりに整備はさ

れてきているということがあるわけですけれども､ただ､いろいろな方からお聞きするこ

とによると､そういう個々の機能はそれなりに整備はされてきたけれども､それがネット
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ワークとして十分活用されているという観点から見ると必ずしもそうではないとか､それ

から､どこかに行って､例えば企業の方が何か新規事業を興したいと考えたときに､具体

的に何がしかの支援を受けたいときに､そのニーズとそれぞれの機関が持っている機能と

いうものがミスマッチを生ずる例が結構ある｡これは､いわばワンストップサービスとい

うことをやることによって､それは解決できるのではないかと我々は考えたわけでござい

ます｡それなりにできてきている集積を苗床として､それをさらに飛躍させるためにとい

うことで､このプラットフォームの整備ということを立案したわけでございます｡

それと､こういった計画をつくって､プラットフォームの整備といったような事業を進

めていく際に､これは地方分権をいかに進めていくかといったような要請も一方にござい

まして､従来の地域振興立法というのは､ともすると基本方針を国が策定をして､それに

基づいて個別の出てきた計画について､国が承認を与えるといったようなプロセスがとら

れてきたわけでございますけれども､私どもとしては､それぞれの地域が､これからはそ

れぞれの集積をもとにして､いかに自主的､独創的な計画をつくれるかといったようなこ

とが必要なのではないかと｡よく言われますとおり､メガコンペティションの時代という

ことで､日本の経済自体､各国といろいろな形で競争しなければいけない状況でございま

すし､それは地域経済にとっても同じではないかと｡むしろ､その地域経済というものが､

これから国を飛び越えて､国境を越えて､世界を目指していろいろな競争､そういった中

での位置づけを自分でしっかりととらまえて競争していく必要があるだろう｡これからは

地域間競争の時代ではないかといったような考え方から､ここの基本構想というものにつ

いては､これは政令指定都市も含みますけれども､都道府県が独自に重点分野などを設定

していただく｡これについて国は基本方針というのはお示しをいたしますけれども､この

構想自体は､それぞれの県でおつくりをいただくといったような形にしたわけでございま

す｡

さらに基本構想の中に､いろいろメニューを幾つか設定しているわけでございまして､

それは34ページと35ページを参照しながら見ていただきたいわけでございますが､1

つの大きな柱としては､先ほど申し上げました産業支援機関のネットワーク体制をどうす

るかというネットワ-クづくりがございます｡これは､いわゆる研究開発段階のシーズと

ニーズのマッチングから､その研究開発をどういうふうにやって進めるかOまたさらには､

その事業化をどうするか｡それから､それのマーケテイングをどうするか､販売網をどう

するか｡私ども8つほど､こういう新規事業を立ち上げるための機能というものを分類を
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いたしまして､これは36ページの1番目から8番目まで書いてございますけれども､こ

ういったような機能をネットワーク化したようなものをまずつくっていただくということ｡

それからさらには､そういったネットワークを活用して､今ある産業の集積を活用する

ような地域というものをお決めいただく県についてはお決めいただく｡それからもう一つ

は､研究機能というものの集積を活用するといったようなこと｡こういう3つの考え方が

大きな柱になっているわけでございますけれども､それぞれについては､それぞれの県の

お考えに基づいて､それは選択できるような形にさせていただいております｡

それから､35ページの一番下に組み合わせバリエーションと書いてございますとおり､

基本構想自体はなきゃいけないわけですけれども､基本構想にプラスして､産業支援機関

だけ､産業支援体制のネットワークづくりだけでもいいですし､それに加えて産業集積地

域というもので､その県の中で特別にそういった集積を活用した形での産業振興を図りた

いといったような地域を決めることもできますし､さらには､研究集積を活用した形での

産業支援といったようなことも選択可能という形にしておりまして､この辺はいかにそれ

ぞれの各地域がそれぞれお持ちの産業資源というものを活用して､新しいコンセプトをど

うやってつくっていくかという､まさに一つの地域間競争を示す構想にしていただきたい

ということで､こういう形にしたわけでございます｡

それから､プラットフォームにつきましては､先ほどお話し申し上げましたとおり､こ

の8つの機能をいかにネットワークをするか｡それから､その中でその中JL,となるような

ワンストップサービスができるようなところを中核的支援機関ということでお決めいただ

く形にしております｡この中核的支援機関をどこにするかということについては､これは

各県の独自のご判断に委ねるという形になっておりますけれども､ただ､この中核的支援

機関の場合は､いろいろな財政的な支援ですとか､税制上の支援といったようなこともあ

るものですから､これについては国との間で協議をしていただく同意付き協議ということ

で､これを決めさせていただくという形にしております｡

それから､これでまた新しい組織を何かつくるとかいったようなことは想定をしており

ませんで､むしろ今まで設立をされたさまざまな産業支援機関というものをいかに有効に

活用していくか｡さらには､従来あるようなものについて統合するようなことも可能な形

にしておりまして､例えば中小企業振興公社といったようなものについては､これは県か

らの 100%出資であったものが､こういったような形で統合する場合には2分の1でも

いいような､そういった規制緩和みたいなことも盛り込んでおります｡
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それで､そこのところでやりますプラットフォームの機能に対する支援措置としては､

むしろソフト的な機能の強化をこの産業支援機関にお願いをしたいと考えておるわけでご

ざいまして､そのためには､従来からございますいろいろな中小企業関係の予算とか､特

許関係の予算､それから､各原局が持っております例えば情報関係の予算ですとか､そう

いったようなものをここに集中的に投入するということで､ 11年度としては､合計では

100億円程度の補助金を通産省全体で措置しております｡

それから､自治省さんともいろいろ話をしておりまして､自治省さんとしても､こう

いった新規産業を地域から立ち上げることが必要であるといったようなことで､交付税な

どにおいても十分な配慮をしていただいていると理解をしておりますので､この辺もぜひ

各県におかれてはよろしくお願いをしたいと思っておりますC

それから､産業支援機関にプラスをして､従来の産業集積というものを活用するケース

については､高度技術産業集積地域というものを指定していただくということになるわけ

ですが､ここに立地をする企業については､従来のテクノポリス税制ですとか､そういっ

たようなことが適用されますので､高度技術産業集積地域というものについても同意付き

協議の対象になっているということでございますし､また､この地域については､地域公

団による貸し工場の整備ですとか､産業基盤整備基金の債務保証による支援といったよう

なものも可能になるような形にしております｡

それから､3つ目として､高度研究機能集積地域でございますけれども､これについて

は､各地域に集積をしてくる研究機能をいかに活用して､しかも､国際的視点からも最高

水準にあるような研究をどんどん進めていただこうということで､そういったような研究

機能ですとか､またさらには､2以上の研究機関が存在するようなところで､さらに研究

集積を高めていただくといったようなことを念頭に置いて､計画をつくっていただくとい

うことを考えております｡これについても､そこに立地をするインキュベータに対する支

援ですとか､貸し工場に対する支援といったようなことも用意をさせていただいておりま

す｡

それから､こういった地域振興を図る際に､先ほど競争力の強化ということを申し上げ

ましたけれども､競争力の強化の中で一番重要なことは､やはり技術ということではない

か｡それはただ単に技術開発をしただけでは不十分でありまして､それをいかに事業化に

結びつけていくかが重要ではないかといったような観点から､いかに技術開発を地域の資

源を活用しながら進めていくかといったようなことが 1つ｡2つ目としては､従来､必ず
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Lも使われていない地域にある技術について､どういうふうにそれを活用するための環境

を整備していくかということがあるわけです｡前者としては､産学官での連携を進めるた

めの地域コンソーシアム事業といったようなこと､それから､情事酎ヒというのは､これか

ら地域においても非常に発展の可能性のある事業であろうと思っているわけでございます

けれども､地域に着目した情報化に対する支援といったようなものも10年度からいろい

ろな形で進めております｡

2つ目の既存の事業､既存の技術の活用ということについては､これは私ども調べてみ

ましたところ､保有されている特許のうち､6割 ぐらいは休眠特許だといったようなデー

タも出てきておりまして､これは持っている人にとっては､自分の事業を中心にして考え

るものですから､なかなか活用のしょうがないのですけれども､ちょっと見方を変えてみ

ると､意外とほかの事業分野では活用できる特許が眠っているといったようなことも聞く

ものですから､その休眠特許をいかに活用するか｡そのためには､当然のことながら､ど

ういう特許がありますよということについてのデータベースの整備ですとか､だれがどう

いう形でそれを紹介していくかOまたさらに､そういったニーズとシーズをマッチングさ

せるようなシステムが必要になってくるわけですから､そのために､例えば特許のコー

ディネータ-ですとか､特許流通のアドバイザーですとか､特許についてのマーケットの

整備ですとか､そういったようなことも合わせて整備を進めているところでございます｡

冒頭申し上げましたとおり､各地域がそれぞれの持っている技術､人材､歴史､また､

それぞれの持っている大学ですとか､そういったようなものをいかにうまく活用していく

か｡活用した上で､それぞれの地域が独自性を発揮して､地域間競争にどうやって打ち

勝っていくかということが､これから日本経済全体の活力､潜在成長力を高めていくため

に必要だと私ども考えておりますので､そういった面から､ぜひ地域プラットフォームの

整備関連施策というものについてもご活用をいただいた上で､それぞれの地域の独自性を

発揮していただければと思っている次第でございます｡

以上､非常に雑駁な説明でございましたけれども､また今後ともよろしくお願いをいた

したいと思います｡以上で私の説明とさせていただきます｡どうもありがとうございまし

た｡ (拍手)
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(通商産業省 羽山審議官講演資料)

地域プラッ トフォーム整備につ いて

平 成 11 年 3 月

通 商 産 業 省

環 境 立 地 局
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◇新事業創出促進法 第四章の構造

(第一章)

く施策メニュー〉

(ソフト支援)

本 構 ‥･･都道府県等が作成

(1戸条)〔…言霊孟完 芸ル

事業創出支援体制

(18条 2項)

くメニュー細目〉

①ヰ麹鰭岬鴫定イ19A)

･統合の榊 (21射

場郡は人材育成(22条)

･東金の鵬 (36条)

(◇地金の義金‡人の棚)

(18条 2項)

に基づいた

(18条2項 )

◇基本構想方式の要点 :開発計画 ･集積促進計画との違い

新法では,基本構想方式を採用し､①構想における業種限定をなくし､各自治体に重

点分野を採用させる方式とし､②各地方自治体が必要なメニューを基本構想に取り入れ

るアラカル ト方式に変更 して各メニュー毎に必要に応じ国が関与することとし､③手続

き面においても撤退ルールを明示することとしている｡
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Ⅱ.基本 想につい

1.基本感触 爵芽の/7F/ニ′i

基本構想とは､国が定めた新たな事業を創出するための基本方針をベースとし

て､都道府県等が地域産業資源を活用した事業環境の整備に関して定めるもの｡

主なポイントは以下のとおり

(1)地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義に関する事項

･都道府県等の自主性を発揮した､発想力､構想力を重要視｡

･既存の地域産業資源を再評価して､今後の発展可能性の高い重点分野を設定する

こと (業種限定､指定業種ともになし)｡

･海外を含めた他の地域との.広域的な協力による相互補完によって地域産業の発展

可能性を高めること｡

2.赤彦麻欝等の鼻音症による多棚 倉せ 〔7ラカルF方式)参考財

(法第18条第2項各号の関係)

基本構想においては､次に掲げる第1号から第4号までを都道府県が必要に応じて

多様に組み合わせて (アラカル ト方式)定めることが出来る｡

第1号 ･･･地域産業資源を活用した新たな事業の創出の意義

第2号 ･･･新事業創出支援体制の整備に関し､新事業支援機関､中核的支援

梯関及びこれら相互の提携又は連絡に関する事項

第3号 ･.･高度技術産業集積地域の活用に関する事項

第4号 ･- 高度研究機能集積地区の位置及び区域並びにその活用に関する事項

↓

<軸合せバリエーション>

･第1号+第2号+第3号+第4号

･第1号+第2号十第3号

･第1号+第2号+第4号

･第1号+第3号+第4号

･第1号+第2号

･第1号+第3号

･第1号+第4号
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業 制の整 につい

プラットフォームとは､都道府県等の区域内の地域において新事業創出を行

うため､事業者の活動を支援する産業支援機関の連携を図ることにより､研究

開発からその研究成果を活用した事業展開に至るまでの各段階において､新事

業創出に寄与する事業者を支援する総合的支援体制のことをいう｡

1.プラツFフォームイメージ@

:<各段階に応じた研究開発､資金､人材､コーディネート支援> :
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2.プラツFフ才--ムii頓弊 す石搬 紺

ド.-ノー′-,-′-.-′-,-,-,-,-,-,-′-.-.… ノー′-,i,-,-,-,-,-,-I-I
i①技術開発支援機離 日 ･産業化に直結する効率的な研究活動支援 i

主監 豊 器 整 ≡ :;‡≡…≡≡≡喜蓋…重-;至芸;芸芸術移転支援 …

重器 … ≡ ≡ ≡ ≡ 二.･華 替 臥 楓 投資事業組合等' 童

蔓⑦ リ エ ゾ ン 機 能 ∴ 雷̀諾 慧芸･.謹 責芸マ苦をング支援 ,蔓
さ (技術 ･人材 ･市場 .情報提供等) 隻

‡⑧人 材 育 成 梯 能 ･- イシターンシップ等によるベンチャー人材育成支援 ミL-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-I-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

3.プラツFフォームの/FJンF卿 reつの##)

○上記の①～⑧までの機能を有し､自治体の主体的な判断の下､基本構想に位置づけら

れると想定される機関は､例えば次のようなものが挙げられる｡

①公益法人 (財団 ･社団)､株式会社 (含 第三セクター方式)､公設試験研究機関､

中小企業関連団体 等

ex.テクノポリス財団､頭脳3セク､中小企業振興公社､_ベンチャー財団､

工業技術センター､商工会議所､商工会､TLO､中小企業地域情報

センター､人材育成機関､地域tJフトウェ7センター､下請企業振興協会､中小

企業団体中央会､商工組合､oA3セク､地場産業振興センター､

テクノマート､発明協会各支部､民活法1号施設 (リサーチコア)､民活法3号施設

(情報処理関係)､都道府県貿易協会､各銀行系キャピタルリサーチ､L雇用促進

センター､中小企業大学校､貿易情報セント､中小企業金融公庫､国民金融

公庫､沖縄振興金融公庫､(都道府県独自の)産業支援枚関､VEC､

日本開発銀行､工業技術院研究所等の国の研究機関､

*地域共同研究センター､等 '

★新事業支援機関の連携境関

- 88 -

②基本構想の中に位置づけるもの

･新事業支援機関の支援事業の概要



地域につい

高度技術産業集積地域とは､技術革新の進展に即応した高度な産業技術

(高度技術)開発を行い､又はこれを製品もしくは役務の開発､生産､販売

もしくは役務の提供に利用する企業の集積 (高度技術産業集積)が存在する

地域をいう｡

7.高度窟航豪募集芹線材の'7tV>F

①高度技術産業集積地域の要件

自然的経済的社会的条件から見た一体性

面積はおおむね 13万ヘクタール (3万-14万ヘクタール)

高度技術に立脚 した企業が相当程度集積

高度技術に係る研究を行う大学その他研究機関の存在

高度技術の開発又は利用に必要な知識又は技術を有する人材の確保の可能性

高速輸送に係る施設及び情報提供施設の利用の容易性

2.高殿 戒棚 夢#舟#@@'7YfンF
①目標の設定に関する事項

･地域特性を踏まえた上で､中長期的な展望から適切な目標年次を設定

･地域資源を活用した新たな事業の創出の意義を十分勘案

地区につい

高度研究機能集積地区とは､国際的な技術水準の向上に貢献する高度技術

に関する研究棟関が存在し､又は高度技術研究開発に関し企業と連携する研

究機関が相当数存在 しており､当該研究機関と企業との相互の交流を通じ当

該研究機関が有する高度技術と企業が有する技術に関するそれぞれの知識の

融合が図られることにより､新たな事業の創出が相当数促進されることが

見込まれる地区をいう｡

1.棚 '7tVンF

(1)集積地区の要件

①メ ッ カ 型 :国際的観点からも最高水準にある高度技術に関する研究機関が存在

すること

②産学連携型 :高度技術に関する産学連携に取り組む大学その他の2以上の研究棟

関が存在すること
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(2)面積要件

･おおむね500ヘクタール以下の区画にメッカ型又は産学連携型の機能が集積し

ていること

(3)集積の位置

･高度技術産業集積地域等の産業が集積している地域か･ら既存の交通施設によって

おおむね 1時間以内に到達できること

(4)施設整備

･新事業支援施設 (インキュベータ)､賃貸型事業場等の施設整備に際しては､高度

研究棟能集積地区における研究機関の特色を踏まえたものであること
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第 3章 科学技術政策研究所からの報告

(1) ｢開会挨拶｣

科学技術政策研究所 総務研究官 園谷実

(2) ｢地域における科学技術振興に関する調査研究 (第4回調査)｣

科学技術政策研究所 第 3調査研究グループ 客員総括研究官 権田金治

上席研究官 中田哲也

特別研究員 田中誠徳

(3) ｢我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究｣

科学技術政策研究所 第 3調査研究グループ 特別研究員 休井正人

(4) ｢地域科学技術指標策定に関する調査｣

科学技術政策研究所 第 3調査研究グループ 上席研究官 中田哲也



科学技術政策研究所からの報告 1

｢開会挨拶｣

【圃谷】 皆様おはようございます｡政策研の

総務研究官の圃谷と申します｡お忙しい中を平成

10年度の地域科学技術政策研究会にご参加いただ

きまして､大変ありがとうございます｡本来であ

れば､所長がごあいさつ申し上げるべきところで

すが､大臣の国際会議が急速ございまして､代理

ということで､今イタリアのほうに出かけており

ますので､かわって私があいさつさせていただき

ます｡どうぞよろしくお願いいたします｡

本研究会は､都道府県､それから政令指定都市

科学技術政策研究所

総務研究官 圃谷 実

の科学技術振興政策を担当されている皆様にお集まりいただきまして､地域における科学

技術振興政策の展開に関するいろいろな課題や問題点についてお互い考えていただく場と

してもうけられまして､地方公共団体の活動等をご紹介いただきながら､忌博のないご議

論をいただき､これからの科学技術振興活動のあり方について検討していただく､という

ことを目的として開いている会議でございます｡

また､私どもの科学技術政策研究所の諸活動に対しましても､日ごろ皆様方の貴重な意

見をお伺いする場であると考えております｡今後の調査活動の質の向上のため､ぜひとも

ご意見をいただければというふうにも考えております｡

この研究会につきましては､皆様既にご存知のとおり､平成7年度に第 1回の会合が開

かれまして､今年で4回目でございます｡今年は､お手もとのプログラムにもございます

ように､ ｢科学技術を活用して地域再生に如何に取組むか｣というテーマのもとに､きょ

う1日とあした午前中､合わせまして1日半の日程でご議論いただきたい､こういうふう

に企画しております｡

まず､本日の第 1日目は､富山国際大学学長でいらっしゃいます石坂誠一先生から､ ｢地

域科学技術振興と地域に展開する大学の役割｣というテーマで基調講演をいただくことに

なっております｡大変示唆に富んだ有益なお話が伺えるだろうと期待しております｡

またその後､科学技術庁の木阪官房審議官､それから通産省の羽山官房審議官お二方に

おいでいただきまして､地域の科学技術政策に関連したご講演をいただくことになってお

ります.大所高所からそれぞれの掌に当たるポス トの方から有意義なお話がお伺いできる

だろうと期待しております｡
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当政策研究所からの報告では､既に皆様方いろいろお世話になりました地域における科

学技術振興に関する調査研究､これの第4回目がまとまりましたO非常に精度の高いデー

タを集めることができまして､この場をかりて御礼申し上げますとともに,きょうまたご

報告させていただきたいと思っております｡

第 1日目の最後は､地方公共団体からのご報告といたしまして､北海道､山形県､そし

て広島県から､それぞれ科学技術活動に取り組まれていらっしゃる状況をご報告いただく

ということになっております｡ご報告いただきます山本主査､阿部主査､河野課長のお三

方にもご協力いただくということでありがとうございます｡

また､明日の第2日目は､当研究所の客員総括研究官である権田金治東海大教授により

ます ｢地方公共団体は科学技術の活用により地域再生にいかに挑むべきか｣というテーマ

の講演を伺ったあと､最後に､ここにご出席の皆様全員による自由討議を予定しておりま

す｡この自由討議を通して､皆様方の相互のコミュニケーションが深まり､日ごろいだい

ていらっしゃいます問題が共通の課題として有意義に議論されるということを願っており

ます｡また､この研究会全体を通しまして､今後皆様方が科学技術振興政策をご検討され

る際の参考に資する議論､あるいは知識の獲得にお役に立てればというふうに願っていま

す｡

なお､最後になりますが､昨年は当科学技術政策研究所が創立されましてちょうど10

周年に当たりました｡記念式典､あるいは記念の国際コンファレンス､もろもろのイベン

トを開催するほか､外部有識者による機関評価を受けて､これからの政策研のあり方など

のご意見をちょうだいしまして､その意味で非常に節目の年でありました｡今年は､当研

究所にとって次の新たな 10年の最初の年であるということにもなりますし､科学技術政

策の新しい枠組みが次第に明確にされていく年であろうと思います｡我々も､機関評価委

員会からのご提言なども踏まえまして､関係機関との連帯の強化拡充を図りまして､新し

い10年の大きな飛躍を目指したいというふうに考えております｡地方公共団体関係者の

皆様から温かいご支援やご鞭漣をお願いいたします｡

以上簡単ではございますが､ごあいさつとさせていただきます｡では､どうぞよろしく

お願いいたします｡
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科学技術政策研究所からの報告 2

｢地域における科学技術振興に関する調査研究 (第4回調査)｣

科学技術政策研究所

客員総括研究官 権田金治

第3調査研究グループ 上席研究官 中田哲也

第3調査研究グループ 特別研究員 田中誠徳

科学技術政策研究所の中田でございます｡

私､中田と田中の方から､ ｢地域における

科学技術振興に関する調査研究｣第4回調査

の概要を説明させていただきます｡

今回が第4回調査ということでございまし

て､構成としましては､目的と背景､方法､

それから経費の内容ということで､それぞれ

書いてございます｡あと､まとめと今後の課

題､こういったものでございます｡

｢調査研究の目的と背景｣につきましては､地域における科学技術振興の意義というこ

とから説き起こしております｡地域といいますのは ｢region｣でございます｡木阪審議官

のお話でもちょっとあったんですけれども､従来､地域科学技術振興というと､いわば中

央に対する地方の科学技術振興であって､条件が不利な地域を何とか支援していこうとい

うイメージがあったんですけれども､私どもが考えておるのはそうではなくて､あくまで

一定のまとまり､あるいは空間なり､場という概念の中で､どういうふうに科学技術振興

を行っていくかという考えが基本的にございます｡

その中で地域における科学技術振興､意義というのはそこに書いてございますけれども､

その地域における科学技術振興の最も重要な担い手は何であるかといいますと､地域とい

うことですから､国も民間も入っておるわけですけれども､一番重要な担い手としては都

道府県及び政令指定都市ではないかということでございまして､ここにおいでの皆様方の

ご協力を得ながらアンケー ト調査という形で取りまとめまして､この3月､つい最近です

けれども､公表させていただいたところでございます｡
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本調査の目的ということでございますけれども､基本的には各地方公共団体における今

後の施策の策定推進に資する､そのための調査であると位置づけをしておりまして､それ

だけではなくて､私ども国といたしましても､国の段階でのいろいろな施策策定 ･推進の

面においても適宜反映をしていきたいと考えております｡お手元の資料には要旨だけをつ

けてございます｡あと､報告書本体は別途お送りさせていただいておりますけれども､そ

れもまた見ていただければと考えております｡

それで､科学技術施策､特に今回は経費ということで把握しているわけですけれども､

ご案内のように､科学技術関係の施策なり､経費といいましても､非常に幅広いものがあ

るだろうと｡私どもも､実は今回の調査研究を実施するに当たって､過去 3回の蓄積はあ

るわけでございますけれども､改めて科学技術に関係する施策というのはどういうものが

あるのかというのを再度洗い直しといいますか､頭の整理を行いました｡

国の関係経費､これとは内容は大分異なるわけですけれども､その考え方も参考にしな

がら､今回､ここにあります①から⑫の､性格と私ども呼んでいますが､12の性格に分

けて把握をするということにいたしました｡この性格ごとに今回の調査をご担当していた

だいた方はよくご存じだと思いますけれども､総括表という形で､とにかくそれぞれの都

道府県なり､政令市の中でやっておられる､この①から⑫の関係する施策をすべて挙げて

ください｡なおかつ､上にあります 1番の総合的推進､2番目の公設試､3番目の教育機

関､4番目の医療機関､5番目の財団法人､第3セクター等､これにつきましてはさらに

詳しい､総括表だけではなくて､それのもとになります個別表もつくっていただくという

こととしました｡私どもが､どうしてこういうことをやったかといいますと､1つには精

度の向上｡今までの3回の調査を見ますと､なかなか全部把握し切れていない部分がある

のではないかという問題意識がありまして､何とか全部､極力把握したいということで､

漏れがないように精度を向上させようというのが 1つです｡

もう1つは､こういうふうに性格別に分けて把握することによりまして､かなり事務的

な労力の軽減にもつながるのではないかというもくろみで始めたわけなんですけれども､

精度向上の方はともかくといたしまして､労力軽減の方につきましては､私どもは別にい

たしまして､都道府県の､特に取りまとめの窓口担当のみなさんには､相当ご負担をおか

けしたのではないかと考えておるわけです｡しかしながら､この調査は今後も継続的に､

できれば隔年で継続していきたいと考えておりますので､調査の方法なり､あるいは今回､

ご担当していただいた方からは､質疑や夕方の意見交換の中で､率直なお考えなり､ある
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いはご注文なり聞かせていただければと考えておりますので､どうぞよろしくお願いしま

す｡

前置きは以上のようなことなのですが､今回の私どもの調査においては､実はそういう

ことで精度がある程度向上したのかなと考えておりますし､その内容につきましても､い

ろいろ特徴的な事実が明らかになってきましたので､非常に興味深い結果を､おかげさま

で取りまとめることができたものと考えております｡

まず､全体の額でございますけれども､8,623億円ということでございまして､前

回調査､これは2年前の調査でございますが､これに比べまして､約 21%の伸びという

ことになっております｡この約2割の伸びというものがどれぐらいなのか｡正直申し上げ

て､各団体とも財政状況等が厳しいと聞いておるのですが､その中においてこれだけの伸

びを示したというのは､ 1つは､調査の精度向上で今まで漏れていたものを拾ったという

面もあるかと思いますけれども､かなり順調に伸びているという結果が出ておるわけでご

ざいます｡

この状況を国の経費と比較したものがこのグラフでございまして､午前中に木板審議官

からご紹介をいただいたのですけれども､国の経費がかなり伸びている｡それに対して､

地域の経費は､前回と比べまして､7年度から9年度の間に約 2割の伸びを示しておりま

す｡これは､国とほぼ同じ伸びを示しているという状況でございます｡国の経費に対する

地域の割合を見ましても､過去4回の調査があるわけでございますが､約3割弱というこ

とで､ほぼ一定で推移をしているという状況でございます｡

次に､これを地方公共団体別に見させてもらったものがこのグラフでございまして､7

年度と9年度の比較ということになっておりますO今回の調査結果におきましては､最も

支出額が多かったのは岩手県さんの約600億円ということになってございます｡その次

が東京都､北海道さん､大阪市ということなってございまして､岩手県につきましては岩

手県立大学が関学になったということ､それから､公設試であります農業研究センターの

整備､この2つのいわば大規模なハー ド整備があったもので､これだけ金額が大きくなっ

ている｡逆に､例えば大阪府は､前回調査におきましては､公設試の再編整備というのが

ありまして､今回はなかったので､額としてはかなり落ちているということで､科学技術

関係経費というものを見る場合には､大規模な施設の整備があったかどうかによって､か

なり動向は変わってくるという特徴がございます｡ですから､今後､過去との数字の比較

とか､長期的に見ようとした場合には､そういった施設整備を除いた､いわば経常的な経
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費といったもので比較をする｡前回調査でもちょっと試みたわけですけれども､そういっ

た検討が必要と考えております｡

次が､歳出の規模と科学技術関係経費の割合というものを､都道府県､政令市ごとに見

たものでございまして､横軸が当該都道府県なりの財政の規模で､縦軸が科学技術関係経

費の割合です｡これを見ていただきますと､全体的に見て右上がりになっているとも見え

なくもない｡東京都さんは例外かもしれませんけれども､しかも､その中で大きく見ると､

岩手県は端的な例かもしれませんが､岩手県､福島県､宮崎県､高知県､こういった財政

の規模はそれほど大きくないのだけれども､かなりの規模の科学技術関係施策を実施して

おられる団体というのがある｡その一方で､Bグループのように､比較的財政規模は大き

いわけですけれども､その中で着実に科学技術関係経費の割合を高めておるような団体｡

大きく分けると､この2つのグループがあるのではないか｡

地域の実情によりまして､言ってみれば､特に熱心に取り組んでおられるところ､ある

いは着実にやっておられるところという2つのグル-プがあるわけでございまして､それ

以外の､わりと原点に近い団体さん､こういったところが大多数なわけですが､こういっ

た方々がAグループの方へこれから行くのか､あるいはBグループの方へ行くのかoそう

いったところが注目されるわけですけれども､実際に先進的な取り組みをやっておられる

県で､どういうふうな取り組みをされておるのかということをまた後で､あるいは意見交

換の場でいろいろ聞いていただければと考えております｡

次に､科学技術関係経費- 科学技術関係経費という名称も､国の用語と同じですが内

容は大分違うわけで､名称がよくないのかもしれませんけれども､その経費の内容を性格

別に見たものでございます｡地域の科学技術関係の事業なり､経費といいますと､従来は

公設試が中心だったわけでございます｡今回も､前回に比べて､2年前に比べて約3%ほ

ど増加してきているわけですけれども､下のほうが総額に対する割合ですね｡実は今回､

公設試の割合が初めて 5割を切ったということになってございます｡その要因は何かと見

てみますと､理科系の高等教育機関に係る経費の割合が､前回の約1.6倍と非常に大きく

増えてきております｡その関係で構成比も増えてきておりまして､総額は約2割の増加と

いうことで､関係経費そのものは順調に伸びてきておるわけですけれども､その内容はか

なり変化をしてきている､あるいは多様化をしてきているということが､これからも1つ

言えるのではないか｡あとは､経費はあまり大きくありませんが､例えば教育 ･普及PR､

これは博物館の整備等が含まれていますけれども､あと､ベンチャー企業などの支援､研
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究交流､これについては額はあまり多くありませんが､これらに係る経費も非常に増えて

きているということでございます｡

それで､今の公設試と教育機関について見たものがこのグラフでございまして､公設試

と教育機関で合計して関係経費の大体8割を占めるわけなんですけれども､過去からずっ

とそういうことなんですが､その内容を見ますと､棒グラフが経費ですね｡過去4年間の

調査でございます｡公設試も､まあ､伸びてきておるのですけれども､それは緩やかでご

ざいまして､逆に理科系高等教育機関は非常に大きく伸びてきておる｡

その構成割合を見ましても､公設試はかなり減ってきておりまして､理科系教育機関は

増えてきておるということでございまして､特にそれを地域ごとに見たのが下のグラフで

ございます｡横軸が公設試に係る経費の割合､縦軸が教育機関に係る経費の割合でござい

まして､見ていただきますと､例えば宮城県､大分県､鳥取県､鹿児島県と名前を入れさ

せていただいていますけれども､こういったところにつきましては､従来どおりといいま

すか､公設試が地域の科学技術振興の一番重要な担い手になっているところであろうと｡

ところが､逆に大阪市､高知県､奈良県､福島県､こういったところは､例えば県立大学､

公立大学などもございますし､こういった地域においては,経費から見る限りでは､今は

教育機関のほうが地域の科学技術振興の中心になっていると言えるのかもしれません｡そ

ういうことで､大分多様化が進んできておるということでございます0

同じように､関係経費の内容の多様化が進んでいるのを､もう一つの見方として所管部

局別に見たものがこれでございまして､過去4年間の調査でございますけれども､要は商

工系ですね,それと農林水産系｡こういった､いわば従来型と言うとちょっと語弊がある

かもしれませんが､いわゆる産業系の経費が従来は中心であったわけですが､これらは一

貫して割合が減ってきております｡そのかわり増えてきておりますのが､環境衛生系ある

いは教育系ということでございまして､所管部局別に見てもこういった経費が増えてきて

おるという多様化の状況が見られるということでございます｡

以上が大体総論でございまして､ここから各論に入るわけですけれども､科学技術施策

の総合的推進に係る経費ということで トータルで3億 6,000万円ほどで金額としては

あまり大きくありません｡しかしながら､2年前に比べて非常に大きく伸びております｡

見ていただきますと､例えば今回調査でいいますと､岐阜県さんは､科学技術振興セン

ターの整備をされたわけですけれども､そういったことで､こういった経費が非常に増え

てきておるという状況でございます｡
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実際に体制整備の状況､科学技術関係の施策というのは非常に幅広いもので､いろいろ

な部局にまたがるものですから､総合的な推進体制というのを整備していく必要があるだ

ろうというのが基本的な考えであるわけですが､これが2年前の調査です｡時点としては

1年ぐらいしか変わらないのですが､それと､こちらが今回調査の結果でございます｡こ

れは都道府県さんだけで､政令市さんは入っていないのですが､専任部署が設置されてい

るかどうか､それから､外部の専門家による審議会が設置されているかどうか､それから､

大綱なり､基本計画､基本指針､そういったものが策定されているか｡この3つのうちど

れだけが措置されているかというものを､3､2､ 1､0とポイント化して表示したもの

でございます｡見ていただくとおり､色が濃いところ､体制整備を進められている都道府

県がだいぶ増えてきておるということでございます｡

そういうことで､体制整備というものがある程度進んできているのかなと考えておるわ

けでございます｡しかしながら､これは木阪審議官からも先ほどお話があったところです

が､大綱とか､基本計画は既に38団体で策定されているんですけれども､それに対して､

これは一番下が専任部署の設置や内部の協議会の設置ということ､いわば基本計画等で示

した理想を具体的に施策として地道に推進していくための体制整備というのは､これで見

る限りは後回しになっているのではないか､あるいは後追い的になっているのではないか

と私どもは考えたわけでございます｡いや､そうではないというお話があれば､その実態

についてお話を聞かせていただければと考えています｡

以上までが前半です｡後半は田中特別研究員が説明いたします｡

【田中】 政策研の田中と申します｡よろしくお願いします｡

私が担当する後半部分ですが､まずは公設試験研究機関に関する内容から御説明させて

いただきます｡お手持ちの資料に､公設議の概要が記載されておりますので御覧ください｡

まず､機関数ですが､都道府県と政令指定都市を合わせて575となりました｡これは前

回調査の数字から比べると､15機関ほどの減少ということになります｡減少したというこ

とで､前回調査よりもさらに再編整備が進んでいるのではなかろうかということがうかが

えます｡

公設試に関する科学技術関係経費につきましては､先ほど中田上席研究官のほうから申

し上げましたように､約3%程度の増加となりましたOこの中には再編整備の経費が600

億円ほど含まれています｡職員数では､総数が約 2万4千人｡うち研究職員数が 1万

5,792人となりました｡研究職員数は､前回調査では1万5,732人だったので微増です｡
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1機関あたりにしますと､経費は､約6億円､職員数については､1機関あたり40人程

度です｡

今回､博士号取得者と建物の延床面積を設問に加えました｡博士号については､取得者

の数で公設議のレベルを推し量る目安になるのではないかと考え､調査対象といたしまし

たO今後の参考データとしていただきたいと思います｡結果としては､1機関あたり約

2.7人､研究職員に対する割合は､1割程度しかいないということが判明いたしました｡

延床面積につきましては､特段の分析しておりませんが､今後､国研との比較や､再編整

備前後での比較をするなどして分析していきたいと思っております｡

科学技術関係経費総額で各団体の比較すると､今回は､岩手県が最も多くなりましたが､

これは岩手県立大学の整備と農業研究センターの再編整備に要した金額が非常に多かった

ためです｡前回の数値では､大阪府が最も多く,これは産業技術総合研究所の整備により､

金額が飛躍的に増加したためであって､それが終了したので､今回は約4分の 1の額に減

少しました｡このように､大規模な施設整備をすると､多大な費用がかかり､その年度の

経費が大幅に増加しますので､より正確な経年的な経費の把握のために､今後さらに調査

を重ねることにより対応したいと思います｡

公設試機関数の詳細につきまして､今回調査で､新たに設問に入れたのが支所の数です｡

その結果､本所と支所とをあわせた総数が914でした｡今まで公設試というのは600足らず

程度の数だと把握 していましたが､支所を含めると900以上あるということがわかり､今

後の調査で､支所の増減について把握することにより､公設議の整理統合等の再編整備の

内容が､より詳細に分析できると思います｡

次に､公設試を事業分野別に分けまして､商工系､農林水産系､環境衛生系､その他と

いう形ですが､まず､機関数を比較しました｡機関数では､農林水産系が一番多く約6割､

支所数を含めて比較すると､さらに農林水産系の割合は多くなります｡なお､分野別の構

成比は従前とあまり変わっておりません｡

公設試職員の構成を各事業分野別に見ますと､環境衛生系の公設試では博士号取得者の

割合が非常に多いことがわかります｡逆に農林水産系は少ないようです｡

次に､公設試験研究機関への財政支出額､運営経費を､支出の目的別に見ますと､約6

割が人件費です｡公設試の主たる機能である調査研究経費については､内部で使った調査

研究費と外部に支出した研究費､合わせて11%程度ありました｡また､意外に多いのが､

研究機関を運営していくための維持運営費です｡
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過去3回では調査していなかったのですが､運営経費につきましてその財源を聞きまし

た｡その結果､一般財源がほとんどであることがわかりましたo我々は､国庫支出金とか､

公設試の収入源である使用料とか手数料､こうしたものがもっと多いと思っていたのです

が､その割合をグラフにすると､ほとんど線になってしまうくらい少ないことがわかりま

したO特許料等収入につきましてもほとんどありません｡今後の公設試のエージェンシー

化等を考えたときに､こうした収入源では､独立行政法人化は難しいとは思います｡今回

初めての設問ですので､増減の傾向の分析はできませんが､この数値は割合として非常に

小さいものであるということがわかりました｡

再度､事業分野別に戻りまして運営経費を見ますと､支出総額としては､商工系,農林

系､環境衛生系､それぞれ 1機関あたりの規模はあまり変わりません｡目的別の構成割合

もさほど変化に富むものではありませんでした｡

次に､再編整備の有無別に見た状況ですが､運営経費について過去2年間で再編整備を

行った､あるいは新設したという機関と､それ以外の機関を単純に合計して平均しました｡

そうしますと､再編した結果､1機関あたりの規模は大きくなっています｡研究職員の構

成比は､再編前後でもあまり変わっておりません｡また､調査研究費についても､同様で

あまり差が見られませんでした｡これらは､単純に平均しただけの結果ですのでこうなり

ましたが､各機関毎の過去からのデータを利用して再編前後で比較してみると,興味深い

結果が出ると思いますが､これは今後の課題とさせていただきたいと思います｡公設試は

以上です｡

続きまして､理科系高等教育機関に係る経費です｡今回､皆様にかなり､お手数ををお

かけして､細かいところまで調査していただきました｡団体別に見ますと､金額からいえ

ば最も多いのは大阪市ですOこれは大阪市立大学医学部の学舎整備の経費が非常に大き

かったということです｡次いで多い岩手県では､岩手県立大学新設の経費が含まれており

ます｡

最近の設立傾向は､中身を見ますと､看護､医療､福祉関係といったところが増えてき

ています｡これについては,人材的に需要があるということが大きな理由の一つであると

思います｡介護保険法の施行であるとか､そうした社会情勢の結果､看護系の設立が多い

のではなかろうかと思います｡

次は､医療関係機関についてです｡東京都の支出額が目立ちますが､東京都は､医療系

の財団を4つ持っておりまして､その金額が大部分を占めます｡今回､医療機関に関しま
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しては､各県立病院の研究に係る経費を教えていただきたいとお願いしたため､皆さんに

はかなり御迷惑をおかけしました｡しかし結果的には､思ったよりも,データとしてあま

り良いものにならなかったかもしれませんが､医療関係機関にあってもかなりの研究を

行っているという実態が明らかになったと思います｡

次に財団法人 ･第3セクター関係の経費ですOこれについては､前回調査では東京都が

最も多かったのですが､今回,医療系の財団法人に関する経費については分類替えをしま

して､医療関係機関の経費に算入しましたので､その分減少しています｡財団等への支出

金額については､過去の数字と比べてあまり差はありません｡なお最近は､財団の新設は

あまり行われず､1990年をピ-クとして､徐々に減ってきていますO財団についても､お

そらく再編整備等が行われていると思うのですが､我々のデータではそこまでは把握しき

れておりません｡新設は少ないということだけが明らかになっております｡財団の内容を

数字で申しますと､今回､科学技術関係の財団だということで把握した数字が186機関で

す｡その中には1機関あたり､研究者が約7.5人いるということになりました｡

続きまして､研究交流に係る経費の推移ですC今回､広島県が非常に多いのですが､こ

の中身のほとんどは産業科学技術研究所整備の経費です｡ほかにも､三重県や岐阜県にお

いて､研究交流に係る経費が多いのですが､両県は､科学技術振興センターを設立し､セ

ンターで交流を図るためのハー ド整備の経費が入っているため､金額が増えておりますO

次に､研究機関や企業の支援に係る経費の推移です｡今回､多かったのは埼玉県なので

すが､埼玉県はベンチャー関係の経費が非常に多かったようです｡前回多かったのは岐阜

県ですけれども､これはソフトピアジャパン整備のための支出があったためです｡岐阜県

は今回も多いのですが､これもソフトピアジャパンの関連経費です｡熊本県はテクノパー

クの整備をされており､同様に多いのが名古屋市ですけれども､これもサイエンスパーク

の建設の経費です｡

科学技術に関連する情報の整備､普及に係る経費では､一番多い岩手県の場合､農業系

の情報システムの整備をしています｡我々は､JOISとか､PATOLIS等の知的所有権関係の

経費が､多くあることを想定していましたが､回答はあまりありませんでした｡今回の調

査では把握 しきれなかった可能性があります｡

次は人材育成の経費ですが､前回と比べてかなり減少しました｡これは労働省の交付

金･職業訓練の経費を今回は対象外としたためで､東京都や大阪府の大都市圏では､かな

り減っております｡回答のあった事業の中身を見ますと､公設試職員の研修の経費とか､
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国際派遣とか､様々な経費が含まれていて､たいへん興味深いのですが､金額だけで比較

しますと､あまり良い分析にはなりませんので､できましたら､皆様には､レポー トの資

料編を見ていただいて､参考にしていただきたいと思います｡

続きまして､教育 ･普及PRに係る経費です｡これは博物館等の経費が多いのですが､

前回は滋賀県が突出しており､これは琵琶湖博物館建設に関する経費のためでした｡今回

も山梨県を始め､いくつかの県で科学館等を整備しており､総額が増えております｡博物

館については､今回は内容を詳しく調査しませんでしたが､総数は増加傾向にあることが

わかります｡

次は国際交流に係る経費です｡前回は広島県の広島国際協力センターとか､神戸市のW

HO神戸センターとか,ハー ド整備の事業がかなり入っていたため､金額的には多くなっ

ていました｡今回,総額は大きく減少していますが､先ほどのハー ドの経費を除いて比較

すれば､約4割の増加となり､様々な事業が実施されていることがわかります｡

性格別の経費の最後､その他の経費ですが､前回までの設問で､もれている経費がある

のではなかろうかと考え､例えば環境関係､防災関係とか､そうした経費について今回新

たに設問した結果､環境モニタリング調査､断層の調査研究､エネルギ-関連の事業が

あったりと､今までの調査にはない回答がありました｡

各論については以上です｡

まとめにつきましては､我々を御指導いただいている権田先生に執筆していただいてお

ります｡ごく簡単にまとめに書いてある内容を申し上げますと､まず､都道府県と政令指

定都市の科学技術関係経費の総額は､国の科学技術関係経費の約3割に相当する額である

ということで､これは､過去3回の調査と同様の結果であり､その額は､国の伸びと同様

に地域も順調に伸びていること｡経費を性格別に見ると､公設議に係る割合が減ってきて､

理科系高等教育機関に係る割合が増えているということ｡現在はまだ公設試験研究機関が

地域の科学技術基盤の中心ですが､理科系高等教育機関に係る経費が一貫して増えてきて

おることから､今後についてはさらに継続的な調査と分析が必要であると考えます｡また､

総合的推進体制については､指針等をつくってはいるけれども専任部署は少ないこと､大

綱や基本計画については､最近の大綱等には､研究評価が項目として大きく設けられてい

るのが注目すべき点の一つであるいうこと｡財団法人については､今後地域における新た

な中核的機関としていくことが期待されていること｡医療関係機関については､今回詳し

く調査いたしまして､これからの動向を見たいと思います｡また､教育 ･普及関係では博
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物館が増えてきていることが注目されます｡

非常に簡単ですが､私からは以上ですOどうもありがとうございましたO

【中田】 それでは､非常にかいつまんだ説明でございましたけれども､私ども担当し

た者としましては､今回の調査は､あくまで基礎資料の収集という段階にとどまっており

ますけれども､さらに深い分析とか､内容をどういうふうに見ていくかというのはこれか

らの課題のわけですけれども､とりあえずは､現状について非常に膨大なデータを取りま

とめて､わりと短い期間で発表できたということは､狭い世界ですけれども､評価もいた

だいておりますし､また､午前中の木阪審議官の講演でも､早速資料も使っていただいた

りしまして､それなりのものができたのかなと思っておりますけれども､これにつきまし

ては､すべて都道府県さん､政令市さんの皆様方､担当者の方々のご協力の賜物でござい

ますので､改めてこの場をかりて感謝を申し上げたいと思います｡どうもありがとうござ

いました｡

【権田】 科学技術政策研究所の客員総括

研究官の権田でございます｡

今回の調査は､今まで3年に1回でやって

いたのが 2年に1回ということで､前年度に

出したのがまた今年度に出たような､2回続

けて出たような感じがするんですが､中身的

には､こういう調査の場合､定量性の問題が

ございますし､数字そのものがひとり歩きす

るということがあって､今回の8,600億円と

いう数値に関しても大蔵省から問い合わせが

あったくらいですから､多分､相当の関心を各省庁が持っておられると思います｡それだ

けに内容を精査するということで､数字の集計に際しては､各都道府県の皆様方にかなり

ご苦労をかけてしまったようで､この場をお借りしてお礼申しとげます｡それらのデータ

については資料編という形で後ろにまとめて載せてございまので､そこをごらんになって

いただければと思います｡

やはり調査の結果を見て感じることは､理科系高等教育機関へのお金が非常に増えてき

ているということです｡新聞等で皆さんもご存じのとおり､今後､国は2,001年から､国
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例外を除いて､ほぼ国は持たない｡こういう中で､地方公設試験研究機関に係る経費は総

額約3,900億円にものぼります､これは大変な額です｡また､今回初めて公設試験研究機

関の支所の数も調べさせていただいたのですが､支所も含めると九百幾つという想像を絶

する数の公設試験研究機関がある｡

私､今までの調査で､公設試験研究機関の再編整備がかなり進んできたと見ていたので

すが､組織上の改編が起きても､公設試を閉めちゃうというわけになかなかいかないんで

すね｡この辺は各都道府県､かなり悩んでいる点があるようで､公設試の数は6つと言っ

ている県も､実は支所を含めると15カ所あったりというように､組織上は､例えば何々

県工業技術センターとなっていますが,その下に何とか支所､何とか支所というのが5つ､

6つぶら下がっていたりする｡農業系にそういうのが多いようですが｡公設試の占める割

合が､全地方公共団体の科学技術関係費の中で45%に下がっていますが､それでも､い

ぜんとして額的には圧倒的に大きいわけです｡

これが要るか要らないかも含めて､実は幾つかの県で､既に公設試験研究機関のあり方

についての議論を始めている都道府県もございますが､では県で議論したときに､公設試

験研究機関がなくなったらだれか困る人がいるんだろうかという議論をスター トポイント

にして､公設議のあり方というのを考える時期に来ているのかなと思います｡おそらく､

国がそういう形で試験研究機関を独立行政法人にするという動きに対して､今後､地方公

共団体では公設試験研究機関をどうするかが問題になるだろうと｡公設試験研究機関は､

地方公共団体における科学技術主体の一番大きな主体であるわけですが､その主体が今後､

どういう形でその地域の科学技術というものを担っていくのか｡もちろん公設試験研究機

関の持っている役割､これは重要であります｡それはまた変わるとは思いません｡しかし､

今のような形での公設試験研究機関があり得るかどうか｡

実は2週間ぐらい前ですか､シャピアさんという､ジョージア ･テックの先生､彼は

ジョージア ･テックに行く前にワシントンの技術評価局におられた方なんですが､この方

と話をする機会がありましたO彼が言うには､クリントンは大統街になってから､アメリ

カは公設試という言葉を使って､英語であえて公設試と言っていますが､170カ所を全

米につくるんだとクリントンは宣言したんですね｡この170の意味は日本における工業

技術試験場の数なのです｡実はDOC (商務省)の人たちが私のところに何度も来まして､

どういう構想であって､どういうことがあり得るか､という話をしました｡この際､私は､

｢日本の公設試というのは100年の歴史があるんですよ｡だから､企業が出入りして､

- 106-



ほんとうのことを相談に来るには,そういうものをつくれば来るというものじゃないし､

相互信頼関係がなければ､そう簡単に機能しないんじゃないですかね｡｣と商務省の方に

言っておいたんですが､案の定と言うべきか､実はMTCと言われる､マニュファクチャ

リング ･テクノロジー ･センターという形でスター トしたアメリカ版公設試は7カ所でス

トップしちゃったんです｡

なぜ7カ所でとまったかというと､日本の公設議と同じように､研究機能とサービス機

能をいろいろ持っていたわけですねO研究機関､ハードの設備を持っていた｡それで､そ

ういう研究機関で開発したものを民間に技術移転しよう､あるいは州政府なり､大学の

持っている技術をMTCを通じて技術移転しよう｡こう言ったのですが､地元の中小企業

からすると､そんな高い技術は要らない｡自分たちはもっと困っていることがたくさんあ

るだ､ということで､MTCはス トップしてしまったのですね｡

その後出てきたのがMEP､これはマニュファクチャリング ･エクステンション･パー

トナーシップと言っているんですが､これが大成功しまして､現在､アメリカの50の州

に75カ所あるんです｡これは何かというと､まさに中小企業のモダナイゼ-ション (近

代化)ですね｡中小企業の技術をいかに近代化するかというプラン｡これをマニュファク

チャリング ･エクステンション ･パートナーシップという形でスター トして､全米にパー

トナーシップの数だけ､約3,000のパー トナーシップがあるんですねOこれが 1990

年以降､アメリカの経済が非常に強くなってきた最大の理由だと言われているわけですね｡

今回のテーマ､地域産業の再生を考えようというのは､私はあえてハイテクという言葉

ではなくて､先端技術ではなくて､今､ほんとうに困っているのは地域にあってだれなん

だろうかということを考えるべきだと思うんですね｡確かにへそ曲がりといえばへそ曲が

りなんですが､各省庁一斉に､新産業創造とか,TLO- 難しいテクノロジー ･ライセ

ンシング ･オフィスとか､いろいろなことを言って産学共同をやっているんですが､果た

して､あれはうまくいくんだろうかというのが今回のテーマです｡

あしたの午前中､私の講演の際に､その点をお話ししたいと思うんが､実はこの公設試

の問題は､今後､地方公共団体が科学技術振興をする上で､とても重要ではないかと思い

ます｡もしかすると､穴のあいたバケツに水を入れているような状況なのかもしれないん

ですね｡入れても入れても成果が出てこないかもしれない｡今後､これら47都道府県と

12政令都市の全部で59の団体で､果たして科学技術振興というものはほんとうに地域

の住民のためになるかどうかということをこの2日間の中でご議論いただきたいんですね｡
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なせ地方公共団体が､財政状況が非常に厳しい中で､税金を使って科学技術の振興をやら

なきやいかんのかということが原点だと思うのです｡

例えば工業試験場で､一番古いのが福井と浜松の繊維試験場､これらの試験場は､たし

か 120年以上の歴史があるはずです｡このように長いものでは100年以上もの歴史が

あって､この間日本の近代化に役立ってきた日本の公設試｡ちなみに､このように100

年以上もの間､ずっと同じ機能のまま､全然リス トラされずに来た研究機関は世界にはな

いんですね｡これはとても不思議なことなんです｡何で今まで公設試験研究機関というの

はずっと同じ機能であり得たかということ｡今､地方行政の中で行政改革が進められてい

るOその中で公設議も改革の対象の一つになっているんですが､問われるべきは､公設試

が機能しているかどうかではなくて､行政そのものが100年間も公設試に手をつけない

で､放ってきたということなのではないか｡こちらのほうがはるかに責任は重いかもしれ

ないんですね｡そういう議論もまじめにそろそろやるべき時期に来ているのかなと思いま

す｡

そして､今回の調査で､地域の科学技術関係経費の35%が理科系の高等教育機関に係

るものだと分かりました｡今､例の介護保険法の問題がございまして､この4月だけでも

5つの県立大学ができておりますね｡ほとんどが保健､看護､衛生系｡これは､明らかに

介護保険法が背景にあることは事実ですし､いわゆる理学療法士であるとか､ケアマネー

ジャーの育成ということは緊急課題になっている｡ですから､財政上は厳しくてもやらざ

るを得ない｡

そういう意味で言えば､今回の35%が理科系高等教育機関というのは､来年以降は下

がると思うんですね｡また､ある意味では､その比率から言うと､公設試が 5割ぐらいま

で戻ってくる可能性があるんですね｡そうなると､もう一一度注目されるのが公設議の役割

ということになると思うんです｡決して公設議の役割がなくなっているわけではない｡し

かし､財政負担は非常に大きいということでありますので､再び問題になってくると思う

んです｡

特に公設試は､今､応用的な研究からかなり基礎研究に､ 川上に上る傾向がありますね｡

でも､果たして､指導とか､研修とか､依頼試験とかやりながら､基礎研究までやってい

けるのかどうかということです｡これは我々から見てもあまりに負担が大き過ぎる､公設

試の方々にとってみてもですね｡それを全部やれということは無理かもしれない｡だとす

れば､もう一度公設議のやり方を考えなきゃいかん｡公設試の最大の役割は､やはり現実
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に困っている県内の方へのサービスでしょう｡その県にいる農業なり､工業なりをしてい

るお客さんに対して､サービスを提供するという重大な機能があるOまずは､それをやっ

ていかなきゃいけない｡だけど､研究もやらないかんとなると､これはかなり難しい問題

があるわけです｡

地方公共団体が､科学技術振興に､特に基礎研究に対してどんどんお金を使うように

なってきたのはある意味でいいんです｡でも､科学技術って一体何なのかという議論を､

もう少しまともにやらなきゃいけない時期に来ているかなという気が私にはします｡それ

は､まさに科学技術が公共財なのかどうかという問題につながりますO公共財という意味

は2つありまして､1つは､公共財自体が排除不可能性と言っているんですが､それを受

益する人を排除することができないもの､これが 1つです｡もう1つは､非競合性｡要す

るに競合の論理､競争の論理が成り立たないもの｡この2つを兼ね備えているものを公共

財と称すると言っているわけであります｡

例えば灯台のランプをつけている｡あのランプを使うのは､だれでもそこを通った人は

みんな使うわけですから､利用者は排除できないわけですねOあるいは幹線道路のような

やつですね｡だれが通ってもこれは排除できない｡そういうものは公共財｡しかも､それ

を何度使ったからといって減るわけじゃないわけですね｡灯台のランプをみんなが見たか

らといって減るわけじゃないOそういう意味で言うと､競争の論理は成り立たないわけで

すね､非競合性｡この2つを持っているものを公共財と｡

そのときに,その受益者が特定の地域に限られた場合のみ､それを地方公共財と呼ぶQ

これが地方公共財の意味ですね｡元来､地方公共財､例えば道路でも､町中の道路という

のは､特定のその地域の住民しか使わないから､それは地方公共団体が整備してください､

それが地方公共団体の役割です､けれども､メーン幹線は､何もその地域の人だけが使う

わけじゃないから､整備は国がやってください｡こういうふうな論理になっているのです｡

では､果たして科学技術というのは地方公共財かというと､これは難しい議論になりま

す｡ある特定地域の公共団体が開発した科学技術が､その地域の人だけに利益をもたらす

ことは､特殊な場合を除いてあり得ないわけです｡特殊な風土病とか､特殊な火山現象で

あるとか､あるいは特殊な土石流が発生する地域とかには､あり得るかもしれませんが｡

つまり､一般には､科学技術というものは公共財なのであって､特殊な特定地域に利益を

もたらす地方公共財だということはまずあり得ないんです｡

そういう意味で言えば､国との連携､科学技術を今後振興していく上で､仮に公共財と
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いう性質が認められるというようになれば､国との相互の連携､つまり､財政的な支援と

いうことを国がやらなければならないのかもしれません｡もちろん､その執行を地方公共

団体がやるということは考えられます｡これは､教育費の場合も同じなわけです｡子供の

教育費は国が出しているんですが､実際にそれをやるのは地方公共団体ですよね｡

私の言葉で言えば､これは科学技術庁のスタンスじゃなくて､私のスタンスと言わせて

いただきたいんですが､科学技術の地方分権ということが果たして起こり得るかどうか､

そして､将来において起こっていくべきなのかどうか｡先ほど木阪さんがおっしゃってい

るのが事実とすれば､我が国の科学技術の基盤を上げるという責務が地方公共団体にあ卑

ことになります｡その地域だけのためではなくて､我が国の科学技術の基盤を上げるとい

うための役割も地方公共団体が持っているとすれば､そのための財政負担は当然ながら国

と分担するべきであって､地方公共団体だけが独自のポケットマネーでやるというのはお

かしな話ではないかという議論になるわけですね｡その辺の政策の枠組みがまだできてな

いわけであります｡

先ほどの木阪さんの表にもあったとおり､要するに補正予算でものすごいお金が､1兆

数千億円ついたわけです｡あの金で､RSP事業で 1県に多いところで 1億円は行ったと

思います｡しかし､あれはRSP事業を受けている県だけですから､受けてない県には

行ってないですね｡つまり､1兆 2,000億か 3,000億円のうちの科学技術庁関係が

6,000億円で､地方公共団体にはほとんど流れていないんですね､補正予算からは｡だ

から､その辺のことも少し考えて議論する必要があるのではないかなと､あえて問題を提

起させていただくと､その辺に問題があるのかなと｡

そういう意味で､今後もこの調査を皆さんの協力を得ながらやると同時に､いろいろな

ディスカッションをして､どうあるべきかという政策のあり方を､木阪さんがおっしゃる

とおり､お互いに同じ目線で議論できるように､そんな仕組みをつくっていきたいと思っ

ています｡どうもありがとうございました｡
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NISTEPREPORTNo.59

地域における科学技術振興に関する調査研究 (第4回調査)

-都道府県及び政令指定都市における科学技術政策の現状と課題-

(要旨)

平成 11年3月

科学技術政策研究所

Ⅰ 調査研究の目的と背景

1 科学技術の振興に当たっては､｢地域｣が重要な役割を担っている｡国においても､

地域における科学技術振興の重要性についての認識が高まっている｡

2 本調査は､過去3回の調査に引き続き､地域における科学技術振興の最も重要な担

い手である都道府県及び政令指定都市における科学技術振興施策の実態を把握し､こ

れら地方公共団体における今後の科学技術施策推進に資するとともに､国の段階にお

ける施策策定 ･推進に適宜反映させていくことを目的に実施したものである｡

Ⅱ 調査研究の方法

1 都道府県及び政令指定都市の科学技術政策担当者を対象としたアンケー ト調査で､

全ての地方公共団体 (47都道府県､12政令指定都市)から回答を得られた｡

2 調査対象は平成9 (1997)年度決算ベース (過去 3回の調査は,それぞれ平成2(90)

年度､4(92)年度及び7(95)年度が対象)である｡

3 過去3回の調査との連続性に配慮しつつ､地域の科学技術振興施策を12の性格に

別けて把握すること等により調査精度の向上に努めた｡

○ 質問票の構成

1 総括表 (12の性格別に把握)

(9 科学技術行政の総合的推進

③ 理科系高等教育機関

② 公設試験研究機関

④ 医療関係機関

⑤ 財団法人､第 3セクター､基金等 ⑥ 研究交流の推進

⑦ 研究 ･技術開発型企業等に対する支援 ⑧ 科学技術関連情報の整備､普及等

(勤 人材育成 ⑩ 科学技術分野における教育 ･普及PR

⑫ 科学技術の分野における国際交流 ⑫ その他

2 個別表 (上記①～⑤について詳細に把握)
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Ⅲ 地域における科学技術振興政策の推進及び科学技術関係経費の状況

1 地域における科学技術関係経費の概観

(1)平成9(1997)年度に､都道府県及び政令指定都市から支出された科学技術関係経

費は約 8,623億円で､2年前の前回調査時に比べ約 21%の増加となった｡これは､同

期間における国の科学技術関係経費とほぼ同じ伸びである｡

また,地域の科学技術関係経費の国のそれに対する割合は､過去 3回の調査結果と

同様､約3割と横ばいで推移している｡

表1 地域の科学技術関係経費の総額(概観)

(単位:百万円､%)

年 度 47都道府県 12政令指定都市 合 計

平成7(95) 科学技術関係経費 657,762 55,960 713,7231団体当たり平均 13,995 4.663 12.097

(構 成 比) 92.2% 7.8% 100.0%

平成9(97) 科学技術関係経費 749.115 113,145 862.2591団体当たり平均 15ー939 9,429 14,615

(構 成 比) 86.9% 13.1% 100.0%

図2 科学技術関係経費の総額の推移(国及び地域)

60(85) 61(86) 62(87) 63(88) 元(89) 2(90) 3(91) 4(92) 5(93) 6(94) 7(95) 8(96) 9(97) 10(98)
年度
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(2)地方公共団体別にみて､支出額が最も大きかったのは岩手県の約602億円で､次い

で東京都の約 519億円､北海道の約 505億円､大阪市の約 501億円となっている｡

岩手県及び大阪市については､大学や公設試験研究機関の施設整備に係る経費が大

きな部分を占めている｡

図3 科学技術関係経費の推移(総額)
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(3)地域の科学技術関係経費を性格別にみると､公設試験研究機関に係る経費は2年前

より約3%増加したものの､総額に占める割合は46%と､今回､初めて50%を割り

込んだ｡

一方､理科系高等教育機関に係る経費が2年前の 1.6倍へと大きく増加し､総額に

対する割合も26%から35%へと高まった｡

また､医療関係機関､企業等の支援､教育 ･普及PRに係る経費も大幅に増加した｡

図4科学技術関係経費の性格別にみた動向
(1)実数 (塘 円)

0 500 1,000 1,500 2,000 2.500 3.000 3.500 4.000

総合的推進

公設試族研究也馳

理 科系高等教育機関

医療也関

財団法人等

研究交流の推進
企業等の支援

情報の整備 ･普及

人材育成

教育､普及PR

国際交涜

その他

総合的推進

公設試鞍研究機関

理 科系高等教育棟関

医療親閲

財団法人等

研究交流の推進
企業等の支援

情報の整備 ･普及

人材育成

教育､普及PR

国際交流

その他

(2) 総額に占める割合

0 10 20 30 40 50
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(4)公設試験研究機関及び理科系高等教育機関に係る経費 (この両者で総額の8割を占

める｡)の推移をみると､一貫して後者の割合が増加してきている｡

さらに､支出額でみる限り､既に､理科系高等教育機関が地域の科学技術振興の中

核となっているとみられる地域もある｡

図5公設書鵡奏研究機関及び理科系高等教育機関に係る経費の推移
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図6 公設試験研究機関及び教育機関に係る経費
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注.円の大きさは､科学技術関係経費の稔音の大きさを表している｡
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2 科学技術施策の総合的推進

(1)総合的推進に係る経費は､額は小さいものの､2年前に比べ約 2.4倍へと大きく増

加した｡

(2)総合的推進のための体制整備の状況 (計画 ･検討中を含む｡)をみると､全 59団体

中､専任部署を設置している団体が 18､内部調整のための協議会等を設置している団

体が21､外部の有識者等からなる審議会等を設置している団体が29､大綱 ･基本計

画等を策定している団体が38となっているなど､科学技術施策を総合的に推進する

ための体制整備は着実に進展している｡

図7 総合的推進体制の整備状況

てア

:I-

二･∫

くフ
8

d7'

注:都道府県について､専任部署の設置､審議会等の設置.大輔･基本指針等の策定のうち､

実施済みの事項の数を図示したものである(括弧内は団体数)｡

(3)ただし､大網 ･基本計画の策定団体数に比べ専任部署や協議会を設置している団体

は少なく､地道な体制整備は後追い的となっている.

図 8 科学技術の総合的推進に係る体制整備の進捗状況

EZ]件数

40

30

20

10

0

専任部手の設五･･---協喜暮会等の殴置I-事粗金等の設ZL･･大輔･基本計画等の策定=専任部署の設置L協議会等の設置-○-蕃議会等の設置-{}-大桶･基本計画等の策定

.a-･---ロ･･一･･□ '_. 0 `

ら-I.I.'_'_-_'0㌧一一一.一･一〇

元(89)前 2(90) 3(91) 4(92) 5(93) 6(94) 7(95) 8(96) 9(97) 10(98) ll(99)年度

注.･1)紹樺は当該 年度において整備された団休致(大網･基 本計画等は改訂を含む｡)､折れ線は整備済みの
団体数の累計である｡

2) 計画･検討 中のものを含む｡
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3 公設試験研究機関

(1)公設試験研究機関に係る経費は約3,952億円と､前回に比べ約3%増加したが､総

額に占める割合は約54%から約 46%へと低下した｡

(2)全国の公設試験研究機関の数は575機関で､2年前に比べ 15機関の減少を示した｡

ただし､支所の数を含めると延べ 914か所となる｡

また､公設試験研究機関における研究職員の数は約 1万6千人で､これは､国立の

自然科学系試験研究機関における研究職員数の約 1.7倍に相当する｡

表9 公設試験研究機関に係る経費等の概要(平成9(1997)年度)

~都道府県 政令指定都市 ∠ゝ.⊂コ 十

実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比

全体 機 関 数 543 32 575

関係経費(百万円) 376,005 100.0 19,.145 100.0 395,150 100.0

運営経費 311.475 82.8 19.145 100.0 330.620 83.7

再編整備軽費 61.561 16.4 0 0.0 61.56l 15.6

その他経費 2,970 0.8 0 0,0 2.970 0.8

常勤職員数(人) 23,204 100.0 1,333 100.0 24.537 100.0

研究職員数 14.921 64.3 871 65.3 15,792 64.4
博 士号取得者 1.351 5.8 180 13.5 1,531 6.2

注:1)｢運営経費｣とは､個々の公設試演研究機関の運営経費として支出されている額である｡

2)r再編整備経費｣とは､事業名等から明らかに再編整備に係るとみられる経費である｡

3)｢その他経費｣とは､以上のいずれにも当たらない共通経費等である｡

(3)公設試験研究機関の運営経費の約62%は人件費で､調査研究費は約 11%である｡

財源については､約90%が都道府県等からの一般財源であり､依頼検査手数料､機

器使用料､特許料等収入は､合わせて約 1.5%程度に過ぎない｡

図10 公設試験研究機関に係る財政支出額及び財源
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(4)公設試験研究機関の再編が進んでいるが､近年､新設又は再編が行われた機関はそ

れ以外の機関に比べ､経費や職員の規模は1-2割程度大きくなっているが,運営経

費に占める調査研究費の割合はほとんど変わっていない｡

図11 再編の有無による1機関当たり運営経費の比較
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4 理科系高等教育機関

(1)理科系高等教育機関に係る経費は約2,988億円で,2年前の 1.6倍へと大きく増加

し､総額に占める割合も約26%から約 35%へと大きく増大した｡

地方公共団体別にみると､大阪市､岩手県､福島県等で多くなっている｡

(2)公立の理科系高等教育機関の数は全国で254である｡

近年､公立の理科系高等教育機関の設立が相次いでいるが､福祉 ･看護系の機関が

多いのが特徴である｡

表12 最近における理科系高等教育機関の設立状況

設立(予定)年月 団体名 他 聞 名 備 考(理科系の学部等)

平成9(1997)年4月 宮城県 宮城大学 香 学部､事業構想学部

三重県 県立看護大学 香一学部

宮崎県 県立看護大学 香 学部

高知県 高知工科大学(公設民営) 工 部

山形県 保健医療短期大学

岩手県 産業技術短期大学校

愛媛県 伊予三島看護専門学校

宮城県 高等水産研修所(改組) 本科､専攻科

平成10(1998)年4月 岩手県 県立大学 育ソ護学部､社会福祉学部､フトウエア情報学部

岩手県 県立大学盛岡短期大学部 生舌科学科､保育学科

大分県 看護科学大学 香 学部
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5 医療関係機関

(1)医療関係機関に係る経費(研究費)は約 204億円で､2年前に比べ約 22%増加した｡

地方公共団体別にみると､医療関係の研究財団である4機関を有する東京都におけ

る支出額が約 85億円と､抜きん出て多くなっている｡

(2)研究費の支出がある公立の医療関係機関の数は､全国で 278機関となっている｡

6 財団法人､第 3セクター､基金等

(1)これら財団等に係る経費として支出された額は約 383億円となっている｡

(2)地域において､科学技術の振興を目的として設立されている財団法人等の数は186

(うち国の制度関連の機関が 79､地方公共団体単独の機関が 107)となっている｡

図 13 財団法人等の設立推移(設立年別)

1980 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
年 以前

■■l■国 の制度 関連 ⊂ここ:コ地方公 共団体単独 一一●一 累積件 数

累

積
設
立

件
数

0

0

0

(3)これら財団法人等の事業内容は極めて多様であるが､1機関当たり平均の常勤職員

数は約 20人で､うち､研究者は約 7人である｡

また､事業費の約 23%が研究費となっている｡

表14 財団法人等の概要(1機関当たり平均)

(D 機関数､常勤職員数､事業費

機関数 常勤職員数(人) 事業費 計 (千円)研究費
研究者数 外部支出

実数 ー86 ー9.2 7.5 726,059 ー65,ー64 24,783

② 財政支出額

財政支出額 計(千円)

基金造成･資本金 捕助企 委託費 その他

実 数 206.126 25.137 77,544 56ー788 46ー405
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7 その他

(1)研究交流の推進に係る経費は約 99億円で,2年前に比べ約 49%と大幅に増加した｡

中核的研究開発拠点の整備のほか､産学官共同研究への助成､民間企業の研究員の

受入れなど､多彩な取組みがみられる｡

(2)研究開発型企業等に対する支援に係る経費は約460億円と､2年前に比べ約22%

増加した｡

ベンチャー財団を通じた支援策が充実されたほか､サイエンスパ-クの建設等もみ

られる｡

(3)科学技術関連情報の整備､普及等に係る経費は約 24億円で､2年前の約 2.3倍へ

と大きく増加した｡

これは､多くの地域において知的所有権センターの整備が行われたほか､農業情報

に係るネットワークシステムの構築等が行われたためである｡

(4)人材育成に係る経費は約23億円で､2年前の約 1割の水準へと大幅に減少してい

るが､これは､職業訓練に係る交付金を対象から除外したためであるo

地方公共団体内部の人材育成に係る事業､民間の技術者等を対象とした事業など､

多様な施策が実施されている｡

(5)教育 ･普及PRに係る経費は約 534億円で､2年前に比べ約 39%増加した｡

これは主として､地域におけるニーズの高い博物館､科学館等の整備が行われた結

果であるが､この他にも､科学体験セミナー､親子科学フォーラムなど､多彩な事業

が実施されている｡

(6)科学技術分野における国際交流に係る経費は約 16億円で､2年前の約4割の水準

に留まった｡これは､2年前のような大規模な施設整備が行われなかったためである｡

海外の研究者等の受入れ､国際共同研究の実施､国際シンポジウムの開催等の事業

が行われている｡

(7)これらの他にも､地域においては､湖沼の水質保全など環境に関連する事業､活断

層の調査など防災に関連する事業など､地域の特色を反映した多彩な事業が実施され

ている｡
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Ⅳ まとめと今後の課題

(1)科学技術関係経費

地域における科学技術関係経費は､その構造を大きく変化させており､一層多様化

している｡国と地方公共団体との間での一層の連携強化と役割分担の明確化が求めら

れている｡

(2)総合的推進体制

地方公共団体における科学技術施策の総合的推進のための体制は一層充実 ･強化さ

れているが､今後､国との連携や地域間連携も視野に入れた体制整備が必要となろう｡

また､研究評価の適切な実施が､今後､一層重要となると考えられる｡

(3)科学技術基盤整備

理科系高等教育機関に係る経費の割合が一貫して上昇しているなど､地域における

科学技術基盤のあり方は大きく変化している｡

公設試験研究機関､教育機関､医療関係機関､財団法人等の役割分担を明確にしつ

つ､地域における研究 ･技術開発を体系的 ･総合的に支援する基盤を充実させていく

必要がある｡

(4)科学技術振興施策

企業に対する支援事業が伸びているが､新産業の創造を目指した中小企業への支援

など､域内開発型の政策が中心となってきている｡

また､研究交流に係る経費も大幅に伸びているが､今後､コーディネータの役割が

益々重要になってくると予想される｡

(5)教育 ･普及PRと科学技術人材の育成

博物館など教育 ･普及PRに係る事業については都道府県行政と市町村行政の連携

が､人材育成については研究者の社会的モビリティの向上を促進させるための政策対

応が､それぞれ重要な課題になってくることが予測される｡
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科学技術政策研究所からの報告 3

｢我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究｣

科学技術政策研究所

第 3調査研究グループ 特別研究員 休井正人

【休井】 政策研の休井と申します｡

よろしくお願いします｡

本日報告させていただきますテーマは､

｢我が国製造業の空間移動と地域産業の構

造変化に関する研究｣です.これは科学技

術と地域経済との関連についての研究分野

に属しますが､これを理論的に研究したの

は今まであまりありません.これは今お話しされました権田先生が確立された理論なので

すけれども､これを我が国製造業の立地動態を空間移動特性としてとらえ､そのダイナ

ミックスと地域経済の構造変化について解析する､そういう研究でございます｡

まず,これの研究の枠組みでございますが､通商産業省発行の工業統計表 (産業編)の

1980年から1994年までの15年間のデータを使っております｡これはデータベースとして､

各都道府県ごとの細かなデータも全部含まれておりますので､それを使うことによりまし

て､4つのいわゆる産業状況変数､事業所数と従業者数､製品出荷額､付加価値生産額を

分析します｡あとの2つについては1990年のデフレーターで出荷された数値を使っており

ます｡

その区分けは47都道府県ごと､業種は産業の中分類､2桁分類の23業種別､実際には22

業種プラスその他業種という･区分で集計しています｡

それから､事業所の規模につきましては､一応300人未満と300人以上､この2つに分け

まして,そのおのおのの規模､それと､両方合わせた全規模｡これらの規模について集計

を行っております｡

まず､産業の立地特性に関してですが､この資料にありますように､産業立地特性指数､

IIL､これはインデックス ･オブ ･インダストリアル ･ロケーションの略でございます
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が､このような指数を使っております｡これはこういう式であらわされ､業種ごとに求ま

る数字なんですけれども､ある特定の業種､ここではrとありますけれども､47の都道府

県ごとの産業状況変数､例えば事業所数あるいは従業者数､それの構成比を各都道府県ご

とにプロットし､それと､全業種一括した各都道府県ごとの構成比とこの間の格差の値を

集計した値がこの ⅠILという数字になります｡

これは変数のレンジとしては0から1の間をとりますけれども､一番極端な1という値

は､ある業種はあるが､一つの都道府県だけに集中した場合にあたります｡逆にこれが0

になる場合､全業種の分布とその業種の分布が完全に一致した場合にあたります｡ⅠIL

はそういうファクターであります｡

そして､これを時系列的に､先ほど申し上げましたように1980年から1994年までのデー

タを使っておりますけれども､その15年間でどういうふう変化していくかということを

とってみます｡すると､ここに挙げましたように､ⅠILが増加するか､あるいは減少す

るか､そして､産業状況変数､事業所数あるいは従業者数あるいは出荷額､付加価値が増

加するか減少するかによって､個々の産業の､いわゆる成長あるいは衰退のパターンが幾

つかに分けられます｡すなわち ⅠILが減少するということは､その立地が全国的に分散

化するという方向になりますので､そういう状態でこの産業状況変数が増加した場合､こ

れは分散成長型というパターンになります｡

逆に､この ⅠILが増加ということは､これはある特定の都道府県に集中するという場

合ですが､そういう状態で成長していくというような場合は､集積しつつ成長するという

ことで集積成長型というパターンになります｡

逆に､この産業状況変数が減るような場合､これはいわゆる衰退と呼んでおりますけれ

ども､この ⅠILも減少するような場合は､分散しつつ衰退していくという分散衰退型､

それから､ⅠILが増加する場合は､集積しつつ衰退していくという集積衰退型というパ

ターンに分けられます｡

その中間的な値として､IILが変わらずに､成長､増加､減少するような場合は､一

律成長型､一律衰退型となります｡

それから､産業状況変数が変わらない｡つまり､その事業所数あるいは従業員数が増加

も減少もしないという場合は成熟型ということで､分散成熟型､集積成熟型というパター

ンに産業が特徴づけられるということが､ ⅠILの解析によってわかります｡

その例でございますが､まず､分散立地型の産業としては､先ほど申し上げましたよう

- 124-



に､ⅠiLが減少する産業ですが､その代表例としまして､ここに挙げました電気機器製

造業が挙げられます｡ここに挙げたグラフは､事業所数に関します ⅠiLとその事業所数

の時系列的なグラフなんですけれども､1980年から1991年ぐらいにかけて､このⅠILが

減少しつつ事業所数が増加している､すなわち成長しているということで､この部分に関

しては､いわゆる分散成長型のパターンとなります｡1991年以降は下がってきております

けれども､依然として ⅠILは減少を続けており､電気機器製造業に関しては､分散立地

型の産業ということになります｡これは具体的には､日本全国場所を選ばず均一的に立地

が進んでいる産業になります｡

次に､集積立地型の産業ですが､これは ⅠILが増加するというパターンになります｡

この代表は､衣服繊維関係の製造業､いわゆるアパレル産業ですけれども､これの従業者

数に関しましては､ここに挙げましたように増加しており､ⅠILも増加の傾向を保って

いるということで､特定の地域に集中的に立地することによって成長を続けている産業と

いう特徴が挙げられます｡

先ほどの電気機器製造業の事業所数分布､具体的にⅠILの値として､変化としてどう

いうことがあらわれてくるかということをここで示したいと思いますが､これは47の都道

府県､北海道から沖縄まで横軸で､縦軸が事業所数の構成比をとってあります｡ここに挙

げましたように､緑の線が電気機器製造業の都道府県別の構成比なんですけれども､これ

がここにプロットされます｡それから､赤の線は全産業､今回挙げました23業種全部を

ひっくるめた事業所数の各都道府県の構成比ということで､その値は具体的な都道府県の

規模によって､ある程度決まってきますけれども､それと､電気機器製造業との構成比の

格差がどの程度離れているかによって､先ほど申し上げました ⅠILの大きさが決まって

くる｡

これは具体的には各都道府県ごとに､緑の線と赤の線との間の線の長さを全部足し合わ

せていって､それを2で割った値ということがⅠILとなります｡これは1980年のグラフ

ですけれども､これがその後､どういうふうに変わってくるかということ,縁の線がどう

いうふうに下がってくるかということです｡これは色が薄いのでよくわからないかと思う

んですけれども､全体的に見まして､緑の線と赤の線との差がだんだんと縮まってきてい

る､すなわちこの ⅠiLの値が減少しているということになります｡これが電気機器製造

業の特徴ということになります｡

1980年に戻りますと､ここは東京都のラインなんですが､この時点では､東京都の電気
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機器製造業の構成比が非常に高かったが､その後､これがだんだんと下がってきていると

いうことがおわかりかと思います｡従来､構成比が高かった地域が構成比を下げ､それ以

外の地域が上がってくる､基本的には構成比ですから､全都道府県の合計は1.0になりま

すので､あるところが下がればほかが上がるという形になりますけれども､15年前は構成

比が高かった東京都が下がって､その分､ほかの地域が上がってきている｡そして､その

結果､全産業との平均的なそういう分布との差が小さくなって､ⅠILの値は小さくなっ

たという特徴を示しております｡

次に､先ほど集積成長型の産業ということで､いわゆるアパレル産業の従業者数分布の

話をしましたけれども､これについて見てみますと､1980年の時点では､緑の線がこの時

期は特に目立ったところはないんですけれども､東京都､北陸地方が若干高いはずですが､

こういう感じで､特に飛び出たところはないけれども､これがその後115年間でどう変

わってきたかということは､幾つかの都道府県で縁の線が上がってきているのがおわかり

かと思います｡こういう形で地域的にある程度偏在してくる､地域的に集積が高まってく

るという､そういう特徴がアパレル産業というのは持っております｡その結果､先ほど申

し上げました ⅠILが時系列的に増加しているということがおわかりかと思います｡

このように産業につきまして､今回､代表としてこの2つの産業を挙げましたが､いわ

ゆる集積立地する産業､集積しつつも成長する産業あるいは衰退する産業､それから､分

散立地しつつ成長する産業､衰退する産業｡産業によってそういうパターンがいろいろ異

なってくるということが､今回の ⅠILの研究によって明らかにされました｡

次に､都道府県の産業構造の分析には､ここに挙げましたとおり､地域産業構造転換指

数 (ICRIS- インデックス ･フォー ･コンバージョン･オブ ･リ-ジョナル ･イン

ダストリアル ･ス トラクチャー)と呼びますが､こういうパラメーターを使います｡これ､

先ほどの ⅠILと似たような式ですけれども､IILとは逆に,横軸に23業種の業種番号

をとります｡そして､縦軸に､その産業状況変数の構成比､これは各都道府県ごとに求ま

る数値であって､ある都道府県の業種ごとの構成比の分布です｡それと､全国の23業種の

構成比の分布｡これとの格差に相当する値がこの ICRISになります｡これも0と1の

間の値をとりますが,一番大きな1になるような場合は､ある都道府県の産業が一つの業

種だけしかないような場合で､その都道府県に対するICRISが 1になります｡逆に､

0 (ゼロ)になりますのは､その都道府県の産業の構成比が全国平均の構成比と全く同じ

ようになる場合､この ICRISは0になります｡
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そして､このICRISにつきましても､時系列的な変化を追っていきますと､その都

道府県の産業構造の変遷ということが明らかになります｡ここに挙げましたように､いわ

ゆる産業状況変数が増加している都道府県というのは成長している都道府県ということに

なりますけれども､その都道府県の中でも､ICRISが減少しているか､あるいは増加

しているかということによって､その都道府県の産業構造のタイプが違ってくるというこ

とです｡

具体的にはICRISが減少しているような都道府県というのは､その産業構造が非常

にバラエティーに富んでいる､新しい産業が次々と起こってきているという都道府県にな

るかと思います｡そして､これは新規産業の参入型あるいは誘致型という都道府県になり

ます｡

逆に､ICRISが増加しつつ成長しているという都道府県の場合ですが､これは特定

の産業に特化している､あるいはある産業のいわゆる新産地を形成している都道府県とい

う都道府県になるかと思います｡

そして､今度は産業状況変数が減少している都道府県については､衰退というのは言葉

がよくないんですけれども､一応衰退型と呼ばせていただきますけれども､iCRISが

減少しつつ産業状況変数が減っているような都道府県は特定産業あるいは産地が衰退して

いる都道府県ななります｡逆にICRISが増加しつつ産業状況変数が減少している都道

府県｡これは特化衰退あるいは新産地形成型という都道府県､そういう呼び方をさせてい

ただきます｡

そして､今回､具体的に都道府県を幾つか挙げさせていただきましたが､まず最初の新

規参入または誘致成長型､これはICRISが減少しつつ産業状況変数が増加している地

域ということになりますけれども､この典型的な例としまして､佐賀県の従業所数にそう

いう傾向が見られます｡ここにありますようにICRISの値､これは1980年から1994年

とありますけれども､これが減少している｡そして､減少しつつ事業所数は増加している

- 済みません､これは従業者数ですね.佐賀県の場合は事業所数も従業者数も同じよう

なパターンなので､それは共通しているのですけれども､これは事業所数に関する算定で

すねOこれがこういうパターンになっておる.これはICRISが減少しつつ産業状況変

数が増加している地域ということです｡

次に､特定産業特化または新産地形成地域｡これは ICRISが増加しつつ産業状況変

数が増加している地域ですが､この典型的な地域としまして愛知県があげられます｡これ
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は製品出荷額についてのグラフですけれども､愛知県にこういう典型的な例を見出すこと

ができます｡

そして､先ほど申し上げました佐賀県の従業者数分布ですけれども､これも先ほど挙げ

ましたように､今回は食料品から武器､その他に至るまで23業種を横軸にとっておりま

すけれども､その構成比､これはグリーンのラインが佐賀県の従業者数の各産業との構成

比､赤のラインが全国の構成比ということになるんですけれども､これがその後､1980年

からどういうふうに変遷しているかということですが､ここにありますように､赤のライ

ンとブルーのラインとの格差ですね｡これは塗りつぶしておけばよくわかるんですけれど

も､面積はだんだんと狭くなっていくという傾向にあります｡すなわち ICRISの値は

減少している､そういう地域です｡

次に､先はどの愛知県の場合ですが､1980年から､ここにありますのは輸送用機器､具

体的にはこれは自動車産業になりますけれども､愛知県の構成比が年を追うごとに上がっ

てきている｡つまり､特定産業に非常に特化されつつ成長している｡その結果､ICRI

Sの値が増加するという特徴が出ております｡

続きまして､衰退､いわゆる産業状況変数が減少している地域ということなんです｡ま

ず､ICRISが減少しつつ産業状況変数が減少している地域ですが､その例としまして､

石川県が挙げられます｡ここにありますように､明らかにICRISの値は減少しつつ事

業所数も減少しています｡

次に､ICRISが減少から増加に転じつつ産業状況変数が減少している地域､これは

特定産業衰退 ･新産地形成型地域ということになりますけれども､この代表例としまして

東京都が挙げられます｡ここに挙げましたように､1980年から1985-6年ぐらいまでの間

は､ICRISが減少しつつ従業者数も減少している｡ところが､その後､ICRISは

増加に転じております｡これはすなわち､この時点では特定産業が衰退しておりますけれ

ども､その後､新しい産業が形成されることによって ICRISが増加していくというこ

とです｡ただ､全体としては､依然として従業者数は減っておりますけれども､そういう

産業構造がある程度転換されているという現象をあらわしているかと思います｡

そして､先ほどと同じく具体的に15年間の変遷を見てみますと､石川県の場合でござい

ますが､繊維産業の構成比が年を追うごとに下がってきており､その一方では､電気機器

製造業が若干上がってきておるという形になっております｡この結果､石川県は､その産

業分布が全国平均との格差がだんだんと小さくなってきた結果､ICRiSが減少してい
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くという形になります｡

東京都も､この15年間の変遷というものを見ていきますと､ここにありますように､電

気機器､輸送用機器､一般機械､これらのいわゆる重厚長大タイプの製造業がだんだんと

下がってきている一方で､出版 ･印刷がこの15年間､伸びてきている｡従来の基幹産業が

衰退する一方で､出版 ･印刷という､従来から比較的強かった産業ですが､それがますま

す強くなっている｡そういうことによって､先ほど申し上げましたように､ ICRISが

-一たん下がってまた増加するというパターンが､この産業構造の変化に出ているかと思い

ます｡

以上申し上げましたように､まず､最初に挙げました産業立地特性が､この分析からい

ろいろなことがわかるかと思います｡まず､産業は業種によって固有の立地特性を持つ｡

それを大別しますと､空間的に集積立地する産業あるいは分散立地する産業､この2つに

分けることができます｡さらに､その産業というものは､成長過程にのみ集積あるいは分

散するのではなくて､衰退過程においても集積分散するというパターンが出てきておりま

して､その結果､分散成長あるいは分散衰退､集積成長､集積衰退､そういういろいろな

パターンが出てくるということです｡

次に､技術の普及とか､拡散効果ですね｡これは必ずしも産業の集積立地の主要因子と

はならない｡これはいわゆる伝統的な地場産業のみならず､いわゆる先端技術産業と呼ば

れる産業でも､そういう集積立地した産業も出てきております｡逆に､分散立地する産業

もあるということで､先ほどの ⅠILの解析によって､そういう産業の持ついろいろな移

動特性が､かなり細かなところまではっきりと見えてきたというのが今回の研究の成果で

す｡

次に､地域ごとの産業構造の変化です｡これは地域産業構造転換指数､ICRISの分

析によって明らかにされておりますが､いわゆる製造業が成長している地域では､その成

長過程にいろいろなパターンがある｡先ほど申し上げましたように､新たな産業がその地

域内に継続的に参入する､あるいは誘致させられることによって成長している地域｡それ

から､逆に､特定産業への集積が一層推進されて､その結果､新たな産業がその地域内に

参入または地域内で誕生する､そういうことによって成長している地域｡さらには､新た

な産業が域内に参入､または域内で誕生することによりその域内産業が活性していく地域｡

さらに､域内の基幹産業が成長しながら､関連産業集積の程度を一層増しながら成長して

いく地域｡こうしたいろいろな成長パターンが見られるということで､今回紹介しました
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のは4つの都道府県ですけれども､47都道府県でいろいろなそういう特徴があります｡

これの詳しい研究結果は近々発行する予定でありますけれども､それには47都道府県23

業種､すべての詳細なデータが載っておりますので､各都道府県の産業施策のいろいろな

参考になるかと思いますので､ぜひごらんになっていただきたいと思います｡

以上でございます｡
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我が国製造業の空間移動と地域産業の構造変化に関する研究

NISTEPREPORTNO.60(公表は平成 11年4月)

平成 11年3月

科学技術政策研究所

休井 正人,柿崎 文彦,権田 金治

1.研究の背景と日的

地域科学技術政策に関する研究の中で､近年最も重要な政策研究分野の一つとして注目

され始めているものには科学技術と地域経済との関連についての研究がある1｡しかしな

がら､地域経済と科学技術との関係が地域経済開発論の立場から理論的に論じられてきた

ことはこれまでなかった｡

本研究の目的は､こうした背景をもとに､我が国製造業の立地動態を空間移動特性とし

てとらえ､そのダイナミックスと地域産業の構造変化について､過去 15年間の推移を解

析 し､地域科学技術政策研究のための新しい方法論 (｢産業立地特性指数｣､｢地域産業構

造転換指数｣､及び ｢地域産業集積係数係数｣)を提供することと､これらの手法により得

られた詳細なデータを示し､地域において科学技術の振興施策を検討する際の基礎的な情

報を提供することにある｡

2.研究の枠組み

○ 工業統計表 (産業編)の利用

0 4つの ｢産業状況変数｣(事業所数､従業者数､製品出荷額､付加価値生産額)

○ 日本標準産業分類の中分類 (2桁)23業種別 (食料､飲料､繊維､衣服､木材､

家具､紙パルプ､出版･印刷､化学､石油･石炭､プラスチック､ゴム､なめし革､窯

業 ･土石､鉄鋼､非鉄金属､金属製晶､一般機械､電気機械､輸送用機械､武

器､その他製造業)

○ 都道府県別

○ 事業所規模別 (原則として､徒業者数 300人未満､300人以上､全規模の3つ)

0 1980年～1994年 (15年間)

○ 解析手法 :変動係数､労働生産性､産業立地特性指数､地域産業構造転換指数､

地域産業集積係数

1 "scienceandTeclmologyforRegionalInnovationandDevelopmentinEurope,"
ReporttothecommunityProgrammeSDivision,DGXII,OfrlCeOfO氏cialPublicationof
EC(1988).
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3.変動係数から見た我が国製造業の特徴

○ 我が国製造業の立地は 1980年以降一貫して地方分散しているように見える (変

動係数が減少している)が､産業立地特性指数からみる限り集積立地している産業が

ある｡

○ 従業者数及び事業所数は共に 90年代以降急激に減少しており､その過程で産業

間の調整が進み両者共に特定産業に集中する (変動係数が増加している)傾向が観測

され､製品出荷額及び付加価値生産額もそれにつれて特定産業に集中している｡

㌧Ⅰ∵
監 T

U 空 車 敢 ◆ 輔的恥 ~一 瓶/i
l廿

lⅦ

l℡

l廿

仰

叩

仰

仰

仰

卸

町

艶

m

欝

12 4ZP5
10 仰

～ ★

坦淑

Eヨ柵 ◆ 拡馳 - 兼ly

叫

仰

叩

叩

点
溢
3F
*

さ
ぜ

Vt4

8

加

仙
S?

∝l 仰

富 ま 冨 富 ま 岩 買 Q,S 冨 冨 富 ま .,Sl富 ま 害意三言芸誓言.,S言霊冨3;I冨富ま- - ▼-▼-▼■-- ▼-■■-- - ▼■-▼-■▼■~●■~-

図3.1事業所数にみる変動係数の推移 (全規模) 図 3.2従業者数にみる変動係数の推移 (全規模)

巨互正二
)EE二

【:コI脚 .+ 恥 ー #暮y

仰

切

Ⅷ

町

e
q

悪

藍

賢
モ

O ●一N P)- V) や ト CO 0)○ ▼-Nrllr
cE) q 0) tOCO CO q⊃ q O a)く■の O(力C)
か q OI Q)qI0) くけ O) ○) 0)010)のd707

点

せ

q[X

叫

は

Ⅶ

B

S
叫
g

瓜

却

却

丑

f3

℡

Ⅶ

63
0

野
覧

謎

if

寸
打
の
u

q6
6
L

N
6
6
L

16
6
I

O
6
6
L

Vq
V

L

署
6L

LIB
6
L9961

S
¢
6
L

r:hVJ

C
trG
-

N
137J

tf)6
t

O
8
6
1

さ
せ
qt
触

9

9

00

00

伽

g

図 3.3製品出荷額にみる変動係数の推移 (全規模) 図3.4付加価値生産額にみる変動係数の推移 (全規模)

- 132-



4.労働生産性の推移

○ 対製品出荷額生産性は 1980年以降地方分散が進み､特に 90年代以降では事業

所規模が大きくなるほど地方分散している (変動係数が減少している)c

O 対付加価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほど特定地域に集中する傾

向がみられる (変動係数が増加している)0

○ 都道府県別には､対製品出荷額生産性がここ 15年間で著しく減少している地域

もみられるが､対付加価値生産性でみるとすべての地域で増加している｡
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図4.3出荷額生産性と製品出荷額の伸び (全規模)(1994年と1980年の比較)
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5.我が国製造業の産業立地特性

○ 産業は業種によってそれぞれ固有の立地特性を持つ｡それらは大別すると空間的に

｢集積立地する産業｣と｢分散立地する産業｣とに分けることができる｡

○ 産業は成長過程にのみ集積立地したり分散立地するのではなく､衰退過程においても

集積立地したり分散立地する｡これは､産業立地特性指数が成長型産業の集積(産地形成)

のダイナミックスだけではなく､衰退型産業の産地形成過程に関する解析を可能としている｡

○分散成長型産業の例
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図5.1電気税枕器具製造業 (事業所数､全規模)

図5.3電気機械器具袈造業 (付加価値生産額､全規模)

○分散衰退型産業の例
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図5.7精密機械器具救造美 (従業者数､全規模)

○集積成長型産業の例
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図5.2衣服その他依椎袈品穀造業 (従業者数､全規模)
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図5.4衣服その他擬維製品 (袈晶出荷餅､全規模)

○集積衰退型産業の例
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6.都道府県別にみた産業構造の推移

都道府県別の産業状況変数と産業構造転換指数の関係の経年変化は極めて複雑で多様で

ある｡また､同じ地域でも産業状況変数によっては異なるパターンを示すような場合もある｡特徴

のあるパターンは次の五つの地域として類型化できる｡

G)新規産業参入または誘致成長型地域
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図6.1佐賀県 (従業者数､全規模)

②特定産業特化または新産地形成型地域
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③特定産業または産地衰退型地域
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④特定産業衰退･新産地形成型地域
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⑤一律衰退.新産地形成型地域
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7.都道府県別にみた産業集積の推移とその比故優位

○ 地域産業の競争力は当該地域における雇用や事業所数の増減だけでは評価できす､

地域産業集積係数と実数の増減との併用によって評価が可能である｡

○ 当該産業の従業員数や事業所数が伸びている地域でも､その産業の地域産業集積係

数が 1.0以下の地域では当該産業の競争力は必ずしも強いとはいえない｡逆に､当該産業

の従業員数や事業所数の実数が減少していても､地域産業集積係数が 1.0以上に維持さ

れている地域では当該産業の競争力は維持されていると解釈できる｡

①新規産業参入または誘致成長型地域

匹≡≡ヨ増強辛 + 1994年CRIC +1980年CRIC

図7.1佐賀県(従業者数､全規模)

②特定産業特化または新産地形成型地域

匹;:;冠】樽漉串 - 1994年CRIC -■トー1980年CRlC

Ol∝D

q

0

3

0

図7.2愛知県(製品出荷額､全規模)
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③特定産業または産地衰退型地域

伝≡≡:国 増減事 + 1994年CRIC -■〉-1980年cRJC

∴ 萱1:'Afー｢ /(+i

く戸ー() (.:だ ■井 _/

芸 ぎ 警 諾 野 望* * *些 -筆 立 ■ 4 1 + Ed td Ed td E4H 宜 H 耳 耳 甘 呼耳等 …聖 孝 吉 岩 岳 等+ It 8 8■ ■ ■始 8l喝 墓 誌 盲 誌 困 苦38 # ま せ 小暮 ■ ■ ■

Nl

図7.3石川県(事業所数､全規模)

⑥特定産業衰退･新産地形成地域

旺 ヨ増強串 + 1994年cRJC -く- 1980年CRIC

図7.4東京都(事業所数､全規模)

⑤一律衰退･新産地形成地域

匹空ヨ増光事 + 1994年cRIC 一一ト.･1980年CRlC

図7.5大阪府(事業所数､全規模)
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8.産業の立地特性と空間移動

○ 産業は業種によりそれぞれ産業固有の立地特性を持ち､大きく分散立地型産業と集

積立地型産業とに分けられることがわかった｡

○ 時系列解析を行 うと､成長産業や衰退産業にはそれぞれ分散型と集積型があるため､

それらを類型化すれば両者の組合せに対応じて､分散成長型､集積成長型､分散衰退

型､および集積衰退型産業の4類型に分類される｡

○ 事業所数に対する産業立地特性指数と従業者数に対する産業立地特性指数は同一産

業でも数値は異なり､変動の傾向も異なっている産業もみられる｡また､事業所規模

によって指数の値､変動傾向が異なっている｡

○ 横軸に事業所数に対する産業立地特性指数 (ⅠⅠⅠJNOF)､縦軸に従業者数に対する産

業立地特性指数 (ⅠILJNOE)を取り､従業者数 300人未満､同以上､及び全規模の

3つのグループに対する値を年度毎(1980-1994)にプロットして､事業所規模別の

産業の空間移動特性を評価した｡

(1)電気機器製造業

一般に大事業所は集積立地し､中小事業所ほど分散立地する傾向が強いが､電気機

械器具製造業ではこれとは逆の傾向を示している｡図8.1にも示すように､事業所

数でみる限り大事業所の方が中小事業所よりは分散立地している｡
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図8.1電気機械器具製造業 (分類番号30)
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(2)出版 ･印刷業

図8.2に示すおり出版 ･印刷業では､大規模事業所の従業員の集積が都市圏で進

んでいるが､中小事業所では従業員も事業所の全国に均一に分散立地している｡

脚

脚

(点
渡

せ食卓頼書棚
や
+

夜
目義

仲#せ)
u

O
N
n
H

0200 0.350 0500

lJL/Nor(暮兼帯klこ対する産兼立地特性指数)

図8.2出版 ･印刷業 (分類番号:19)

0.850

(3)輸送用機械器具製造業

輸送用機械器具製造業では大規模事業所の方が中小事業所よりも集積立地している

が､中小規模事業所は他の産業の中小事業所に比べ集積立地している｡
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図8.3.3輸送機械器具製造業 (分類番号:31)
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注目すべきことは相互に接近していることと､中小事業所でも他の産業に比べると集

積立地している点である｡しかも､それらの事業所は80年以降一貫して集積立地の

方向に空間移動していることである｡電機機械器具製造業が分散立地傾向を一段と強

めているのと対象的である｡

(4)衣服 ･その他の繊維製品製造業

この産業は集積型産業であるが､図8.4から見る限り､従業者 300人以上の大

規模事業所に集積傾向が一段と強くでている｡
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図8.4衣服 ･その他の繊維製品製造業 (分類番号:15)

このように事業所の規模別に立地特性を観測し､それを業種間で比較すると極めて

興味あることが解る｡すなわち､大規模事業所の立地動態と中小事業所の立地動態を

比較すると､一般に大規模事業所の方が集積立地する傾向を示す｡つまり中小規模の

事業所は全国どこにでも立地できるが､事業所の規模が増大すると立地制約が生まれ

てくることになる｡唯一の例外は電機機械器具製造業である｡この図から言えるいま

一つ重要なことは､両者の距離である｡企業間の事業関係が希薄な産業ほどそれぞれ

が独立した立地動態を示すのにくらべ､相互の関係が緊密な産業ほど相互の立地動態

が類似する傾向を示していることである｡地域産業政策を実施する際に､極めて示唆

的な情報が捷供されている｡
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9.我が国地域産業の構造転換

○ 地域産業の構造変化の過程は都道府県によって多様である｡

○ 特に成長が著しい地域は大都市圏の周辺地域であった｡これらの地域での成長パター

ンには大きく分けて､集積特化型成長地域と平準化型成長地域の2つのグループに類型化

できた｡

集積特化型成長地域はさらに2つの異なった成長形態をとり､

(1)域内で特定産業-の集積が一層促進され､その後､新たな産業が域内に参入または域内

で誕生することにより成長している地域｡

(2)域内の基幹産業が成卑しながら､関連産業の集積を一層促進しながら成長している地域｡

また､平準化型成長地域にも､2つの異なった成長形態があり､

(1)新たな産業が域内に継続的に参入することにより成長を持続している地域o

(2)新たな産業が域内に参入または域内で誕生することにより､域内産業が活性化し､その後

特定産業-の集積が促進されることにより成長している地域｡

一方､製造業の減少が著しい地域は大都市圏に多く､そのパターンは大きく分けると3つに類

型化される｡

(1)当該地域の全ての製造業が一律に減少している地域｡

(2)それまで当該地域の主要産業であった基幹産業が減少している地域

(3)特定産業に集積を促進し､新たな産地を形成しながら産業が減少している地域｡
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10.まとめ

○ 変動係数からみる限りわが国製造業の立地は 1980年以降一貫して地方分散して

いるように見えるが､産業立地特性指数からみる限り集積立地している産業がある｡

一方､従業者数及び事業所数は共に 90年代以降急激に減少しており､その過程で産

業間の調整が進み両者共に特定産業に集中する傾向が観測され､製品出荷額及び付加

価値生産額もそれにつれて特定産業に集中している｡

○ 対製品出荷額生産性は事業所規模が大きくなるほど地方分散が進んでいるが､対付加

価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほど特定地域に集中する傾向がある｡都道府

県別では対製品出荷額生産性を低下させている地域も見られるが､これを対付加価値生産

性でみる限りすべての地域で増加している｡

○ 労働生産性のうち対製品出荷額生産性は 90年代以降事業所規模が大きくなるほ

ど地方分散が進んでいるが､対付加価値生産性では事業所規模規模が大きくなるほど

特定地域に集中する傾向がある｡都道府県別では対製品出荷額生産性をここ 15年間

で著しく低下させている地域も見られるが､これを対付加価値生産性でみる限りすべ

ての地域で増加している｡

○ 産業立地特性指数を用いたわが国産業の空間移動特性に関する解析結果をまと

めると以下のように特筆できる｡

1)産業は業種によってそれぞれ固有の立地特性を持つ｡それらは大別すると空間

的に ｢集積立地する産業｣と ｢分散立地する産業｣とに分けることができる｡

2)産業の立地特性は業種のみならず事業所規模によっても大きく異なる｡しかも､

特定産業における事業所規模別に観測される空間移動特性はその産業の業態を

直接反映している｡このことは産業の立地特性は従来からの立地論で単純に説

明出来るものではなく､産業の成長過程に依存したダイナッミクな立地論の構

築が求められていることを意味している｡

3)産業は成長過程にのみ集積立地したり分散立地するのではなく､衰退過程にお

いても集積立地したり分散立地する｡このことは､産業立地特性指数は成長産

業の集積 (産地形成)のダイナミックスだけではなく､衰退産業の産地形成過

程に関する解析を可能としている｡

4)技術の波及 ･拡散効果は必ずしも産業の集積立地の主要要因とはならない｡伝

統地場産業のみならず､いわゆる先端技術産業とよばれる産業にも集積立地す

る産業もあれば､逆に分散立地する産業もある｡これらの事実は産業の立地要
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因は個々の産業の生産技術の特性や業態によって異なることを推測させる｡そ

のためには､技術の外部経済性利益の作用メカニズムの解明が必要となる｡

5)産業の空間移動特性の変化は産業立地特性指数によって定量的に計測可能であ

る｡わが国の工業統計は極めて精微なデータを長期間に渡って集積して居 り､

数理解析に充分耐えられるだけの内容となっている｡しかしながら､一般に公

表されているデータは限られており､今後より正確な解析を進めるためには産

業分類3桁で市町村単位のデータが必要となる｡個々の産業の空間移動特性を

正確に計測するには産業分類2桁ではあまりにも粗い分類であり､産業別によ

り精赦な議論をするためには計測精度を一段と向上させる必要がある｡また､

空間単位も産業活動の経済的なテリトリーを計測しようとすると都道府県単位

よりも､より精度の高い市町村別データが必要になって来る｡さらに､これら

のデータが毎年入手可能であれば､本研究で開発した手法は地域ごとでの産業

の空間的構造変化や構造転換の推移を正確に計測でき､都道府県の行政ニーズ

にあった解析が可能となる｡

○ 地域ごとの産業構造の変化の解析とそれらの評価のためには地域産業転換指数

が有効である｡解析の結果をまとめると以下のようになる｡

1)製造業が成長している地域では､その成長過程に大きくわけて4つの異なった

成長パターンが観測された｡第 1は､新たな産業が域内に継続的に参入するこ

とにより成長を持続している地域､第2は域内で特定産業-の集積が一層促進

され､その後､新たな産業が域内に参入または域内で誕生することにより成長

している地域である｡第3は､新たな産業が域内に参入または域内で誕生する

ことにより､域内産業が活性化し､その後特定産業-の集積が促進されること

により成長している地域､第4の例は域内の基幹産業が成長しながら関連産業

集積の集積を一層促進しながら成長している地域である｡

2)製造業が衰退している地域では､その衰退過程には大きく分けると3つの異な

ったパターンが見られた｡それらは､当該地域の全ての製造業が均一に衰退し

ている地域､これまで当該地域の主要産業であった基幹産業が衰退している地

域､逆に特定産業に雇用を集積しながら新たな産地を形成しながら衰退して地

域である｡

○ 地域産業の競争力は当該地域における雇用や事業所数の増減だけでは評価でき

す､地域産業集積係数と実数の増減と併用によって評価が可能となる｡

1)当該産業の従業員数や事業所数が伸びている地域でも､その産業の地域産業集積

係数が 1.0以下の地域では当該産業の競争力は必ずしも強いとはいえない｡逆

に､当該産業の従業員数や事業所数の実数が減少していても､地域産業集積係数
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が 1.0以上に維持されている地域では当該産業の競争力は維持されていると解

釈できる｡

2)大都市圏では製造業の減少は全般的に著しいが､一般に地域産業集積係数は 1.0

以上に推持されている地域が多い｡また､大都市圏では特定産業-の集積が進ん

でいる地域があり､それらの産業では実数の増加に加え､地域産業集積係数も1.0

を大幅に上回っており､立地の比較優位を生んでいる｡
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科学技術政策研究所からの報告 4

｢地域科学技術指標策定に関する調査｣

科学技術政策研究所

第 3調査研究グループ 上席研究官 中田哲也

【中田】 政策研の中田です｡続きまして､

｢地域科学技術指標策定に関する調査｣につ

いて私の方から報告いたします｡お手元の資

料では66ページ以降でございます｡実はこれ

につきましては､まだ途中経過といいますか､

現在､こういうことでやっていますという話

だけでございますので､あまり時間はとらず

に､簡潔に説明したいと思います｡

平成9年3月の平成8年度に実施した､昨年のこの会議に出ていただいた方はご存じだ

と思いますけれども､地域科学技術指標策定に関する調査というのを私どもの方では実施

しております｡これで､いろいろと興味深いことがわかったわけでございますけれども､

例えばそのときには､こういった幾つかのデータをとりまして､要は何がやりたかったか

といいますと､これも基本的に都道府県ごとのデータなんですけれども､都道府県ごとに

見まして､地域と言った場合､都道府県という範囲がいいのかどうかという議論はもちろ

んあるんですけれども､統計上の制約等の面から都道府県単位でやっておるわけですけれ

ども､都道府県ごとの科学技術あるいは研究開発あるいは技術開発の現状がどうなってい

るか､さらには､それだけではなくてポテンシャル､潜在的な能力はどの程度あるかとい

うものを計測する指標づくりというものが必要であろうということで､これは前回やった

成果ですけれども､このときは､こういったデータをとりまして､幾つかの指標､社会基

盤､科学技術基盤､研究開発資源等々でございますけれども､こういうふうな分け方をし

まして､把握できるデータをとにかくとってみましょう｡あくまで試みということで実施

してみたわけでございます｡

こういったデータをすべての都道府県についてとりまして,その結果の分析をいたしま
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した｡いわゆるクラスターー分析というのをやってみましたところ,全体で5つぐらいのク

ラスターに分かれる｡まず東京が 1つ｡ここはどうしても､社会基盤､住環境みたいなと

ころを除いては､平均よりもずっと大きくなっている｡これは偏差値みたいな考えなんで

す｡2番目のクラスターとして茨城県､こちらは研究開発資源､研究者が多い｡茨城県に

はつくば研究学園都市がありますので､いわば当然なんですけれども､そういう特徴があ

る｡3番目が宮城県でございまして､ここは研究開発活動というものが全国平均に比べて

飛び出ておりまして､これは東北大学における官民の共同プロジェクトや共同研究､こう

いったものが非常に盛んであることを反映しているものと思われます｡4番目としまして

大阪府等で､第5クラスターがそれ以外の都道府県ということで､とりあえず分類してみ

ると､こういった5つぐらいのクラスターに分かれるというところまでが明らかになった

わけでございます｡

この結果はこのとおりで､要は試みとして実施してみたわけですけれども､どうもこれ

だけでは足らない｡例えばデータを先ほどお示ししたようなものをとってみたんですけれ

ども､データの相互間の因果関係は全く不明である｡そこまで検討が行われていなかった

いっていなかった｡それから､すべてのデータを平均してあるわけでございますから､ウ

エー トづけがなされていない｡こういった意味で当該都道府県の本当の研究開発､技術開

発のポテンシャルを十分説明できる指標にはなっていないだろうという問題点､限界が

あったわけでございます｡

これを何とか､もう少しより精練なものに､ ｢精練化を図る｣と書いていますけれども､

なかなか難しいのでちょっと苦しんでおるんですけれども､何とかそういったことをやろ

うということで,平成 10年度から11年度にかけまして､2年計画で新しい指標づくり

に向けての調査研究を実施しているというところでございます｡

結論は何もまだ出てないのですけれども､実施している内容としまして､まず､先はど

のウエー トづけを何とかしたいということがあります｡この点については､苦肉の策では

あるんですけれども､とりあえず､研究開発型中小企業､いわゆるベンチャーといったイ

メージなんですけれども､そういった企業に焦点を当てました｡中小企業というのは地域

における科学技術活動､技術開発等の活動の重要な担い手であろう｡そういった企業が､

どういった条件を求めて立地しているのか､あるいは現状がどうなっているのか､あるい

は将来､移転しようとする場合､どういった地域に移転したいのか｡そういったものであ

りますとか､あるいは研究技術開発をやっていることとその地域とのかかわり｡そういっ
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たものについて何か分析が行えないのか｡

それを受けて､特に重要度の高い科学技術資源はどんなものであるか｡例えば大学が大

事なのか､公設議が大事なのか､それとも､人材の雇用Lやすさのほうが大事なのか､い

ろいろなものがあるかと思うのですけれども､そういったものを何とか明らかにしようと

いうことで､権田先生を座長としました研究会を10年度に設置しまして､4回ぐらい開

催をし､検討を進めております｡

この一環で､製造業及びソフトウエア業の中小企業を対象に､アンケ- ト調査を現在実

施しております｡5,000件の企業が対象で､今週一杯ぐらいで回収することになってい

るんですが､現在のところ､2割ぐらいは回収できております｡これと並行して､ケース

スタディも幾つかの都道府県にお邪魔して実施させていただいております｡11年度は､

このアンケー トと現地調査の結果を踏まえまして､新たな指標の作成ということに進めた

いと考えておるわけでございます｡

それで､アンケート調査の内容ですが､例えば､これは間の-一つですけれども､仮にお

たくの会社が移転しようとした場合に､特に重要と考える要素はどんなものですか､重視

する程度- ｢無関係｣ ｢あまり重視しない｣ ｢どちらともいえない｣ ｢重視する｣ ｢非

常に重視する｣とランクづけをしていただくわけです｡例えば､取引先とか市場との距離

が重要なのか､あるいは資材の調達､機械 ･設備の調達､あるいは試作とか外注を依頼で

きる企業､これは集積ですね､そういったものがどうか｡2番目としまして､これも集積

ですけれども､例えば同業種の企業が多く立地して情報交換をやりやすいかとか､あるい

は提携や取引がやりやすいかとか､あと､労働力､研究技術開発､社会インフラ｡これは

人の移動と物の物流と分けて聞いています｡これで､全部ではありませんで､これらは例

示なんですが､こういったことでウエー トづけをしてもらって､どういった要素が特に重

要なのかということがわからないかなと｡結果はまだ全然出ていませんのでどうなるかわ

かりませんけれども､実施しているところです｡

それからもう一つは､地域とのかかわりみたいなところですけれども､経営上必要な技

術情報､技能､ノウハウの入手先､どういったところから入手していますか｡例えば従業

員を新規に雇ったり､中途採用することによって､そういうノウハウを得る｡あるいは販

売先なり顧客から得る｡機械 ･設備の調達元｡どういったところから､主としてそういっ

た技術面での情報とかノウハウを入手していますか｡その重要度をつけてもらって､さら

に､それぞれについて例えば販売先なり顧客ということですと､それは地域内なのか｡地
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域というのは､おおむね都道府県内または隣接する都道府県の区域内なのか､あるいはそ

うじゃなくて全国的に見ているのか､あるいは海外みたいなところも視野に入れているの

か､それぞれのウエー トの大きさというものを聞こうとしております0

これで何を聞こうとしているかというと､要はそういった技術情報の入手みたいな話で

すと､特にノウハウみたいなものは､先ほどの地域の研究でも同じなんですけれども､な

かなか論文とか､あるいはインターネットとかいろいろ通信手段は発達しているんですけ

れども､紙に書かれた媒体だけでは十分入手ができないのではないか｡例えば人と人とが

直接､一つの場所､空間なり､時間なりを共有することによって､初めて入手できるよう

な情報もあるのではないか,あるいは知識というものがあるのではないか｡そういったも

のがひょっとしたら研究開発､技術開発みたいな面においては重要なのではないか｡とす

れば､それはいくら情報機器なり､交通網が発達したといっても､全国どこにいても入手

できるということではなくて､ある程度空間的な集積みたいなものが重要になってくるの

ではないか｡とすれば､その地域地域において､研究技術開発を実施していく意味という

ものが出てくるのではないかという考えが根本にはあるわけです｡この調査によって､こ

のようなことが果たして証明できるかどうか全くわかりませんけれども､そういったこと

に向けて研究を進めかけているところでございます｡

その辺の理論的な背景については私も十分説明できませんけれども､明日､多分､権田

先生からもその辺のお話もあるかと思います｡調査結果がまとまれば､また､もしこうい

う機会が持てれば､ご報告をさせていただきたいと思っております｡

簡単でございますが､以上でございます｡
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(平成 10年度地域科学技術政策研究会 資料)

｢地域における科学技術資源指標策定に関する調査｣について (実施状況)

1 調査の背景､日的

(1)当研究所においては､平成8年度に,｢地域科学技術指標策定に関する調査｣(平成

9年3月､NISTEPREPORTNo.51)を実施した｡本調査においては､都道府県毎の

科学技術資源に係るデータを収集し､分析を行った結果､

① 科学技術資源には製造資源以上の偏在が観察されること､

② 科学技術活動は容易に拡散しない性質を持つこと､

③ 各都道府県は5つのグループに類型化されること

等の事情が明らかとなった｡ -- 別紙 1

(2)しかしながら､本調査では､データ相互間の因果関係が明らかにされておらず､ま

た､ウェイト付けがなされていない等の問題点､限界があった｡

(3)現在実施している標記調査は､2年計画 (平成 10-11年度)で､このような限界

を補い､精練化を図り､｢地域の科学技術資源｣を計測するためのより適切な指標の

策定を目的としている｡

2 スケジュール 平成 10-11年度

3 調査内容

(1)研究開発型中小企業の立地条件等に関する検討

平成 10年度においては､地域における科学技術活動の重要な担い手である ｢研究

開発型中小企業｣に焦点を当て､その立地を規定する要因､研究 ･技術開発と地域と

の関わり等について調査 ･分析を行うこと等を通じ､特に重要度の高い科学技術資源

は何であるか等について明らかにする｡

① 学識経験者等からなる研究会を設置 (座長 :権田金治客員総括研究官)

② アンケート調査 別紙 2

(塾 現地実態調査 : 平成 11年2月に実施済み

(青森県下､岩手県下､大阪府下､兵庫県下､熊本県下)

(2)｢地域における科学技術資源指標｣の策定

11年度においては､①の結果をも踏まえ､他のデータの収集 ･更新を行い､｢地域

科学技術指標｣の策定を目指す｡
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別紙 1

地域科学技術指標策定に関する調査 一地域技術革新のための科学技術資源計測の試み-

(97年 3月､NISTEPREPORTNo.51)

1 日的

経済活動のグローバ リゼーションが進行 し地域産業の空洞化が懸念されるなか､地域に

おける研究 ･技術開発資源による域内経済開発の潜在的可能性を計測するための ｢地域科

学技術指標｣の策定が必要であるとの認識の下､地域における研究 ･技術開発資源の現状

を定量的に把握 しようとしたもの｡

2 採用 した指標

指 標 指標を構成する項 目 (データ)

社会基盤 (住環境 .文化) 住宅延べ床面積､都市公園面積､総合病院数､福祉施設

数､衛星放送普及率､カルチャーセンター等施設数､ホテル客室数

〟 (経済) 県内総生産､地方財政歳出額､労働力人口､事業所数､

製品出荷額

科学技術基盤 (社会) 公共図書館数､科学館数､書籍等年間販売額､八〇ソコン普

及率

〟 (教育) 学生数､大学等立地数､大学進学率

〟 (研究開発支援) 情報サービス業事業所数､研究開発支援検査分析業事業所

数､サイエンス八〇一ク立地数､弁理士数

研究開発資源 (人材) 科学研究者数

〟 (設備) 汎用コンピュータ導入数､先端的設備設置数

研究開発機関 .㌔ ,研究機関数 (国公立､民間､公益系)

研究開発活動 国立大学共同研究70ロジエクト数､公募型研究採択数

成 果 特許出願数､県民分配所得実質伸び率､製品出荷額実質伸び率､粗付加価値生産額実質伸び率､へ'ンチャ-ビシ◆ネス企

3 調査結果の概要

(1)これ らデータを分析した結果､研究 ･技術開発資源には､製造 し元以上の偏在がみ

られることが明らかとなった｡

科学技術の成果は､公共財としての性格を強く有 しているとされてきたが､研究 ･

技術開発資源に偏在が観察されるということは､科学技術活動は､容易に広く拡散 し

ないという性格を有 していることを示している｡

(2)類型化 を試みると､都道府県は､大きく以下の 5つのクラスターに分類された｡

第 1クラスター :東京都

第 2 〝 :神奈川県､茨城県

第 3 〝 :宮城県

第 4 〝 :京都府､大阪府､愛知県

第 5 〝 :その他の 40道県

- 152-



国 クラスター別の "指数によるレーダーチャーL"

第 1クラスター

第 3クラスター
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別紙 2

研究開発型中小企業の立地条件等に関する調査 アンケー ト調査の実施状況

1 調査の目的

｢産業の空洞化｣が懸念されるなかで､地域における科学技術資源の賦存 ･集積の状況

を把握するとともに､これら資源の望ましい整備の方向を検討していくことが必要である｡

このような観点から､研究開発型中小企業を対象に､その立地条件 (当該地域に立地した

要因､現在の課題 ･問題点､仮に移転する場合に重視する要因)等について把握するため

に実施するものである｡

2 調査方法 郵送法によるアンケ- ト調査

3 調査対象企業

(D 調査対象数 :5千件

② 調査対象企業 :民間のリサーチ会社のデータベースを活用し､以下の通り抽出

ア 資本金 :1億円未満 (中小企業)

イ 業 種 :製造業及びソフトウェア業

り 地 域 :なるべく全国に分布するように抽出

3 調査票 (抄) 別添

4 スケジュール

(1)調査票の発送

(2)回答締切り

(3)第 1次集計

平成 11年 3月3日 (水)

3月 17日 (水)

4月中旬 目途
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調査票(抄)

問9 御社が移転する場合に､重要と考える事項についてお伺いします｡

それぞれの項目毎に､重視する程度について該当する番号1つに○をつけて下さい｡

(当面ー移転するお考えがないM {ト移車云するとした場合を想定して回答して下さいO)

重 視 す る 程 度(該当する番号1つに○)

[庵点者自身の車庸二宜藩面
1創業者の出身地､居住地等であることo 1 2 3 4 5

2創業者の出身大学等の所在地であること○ 1 2 3 4 5

3以前の勤務先の所在地 の近隣であることo 1 2 3 4 5

4住環境､生活環境に優れていることo 1 2 3 4 5

5取引先､顧客(市場)との距離 く近いことO 1 2 3 4 5

6機械.設備や資材の調達等の面で有利であることo 1 2 3 4 5

7試作や外注を依頼できる企業が近隣に多くあることo 1 2 3 4 5

+[企 業 の

8同業種の企業が多く立地し情報交換等が行いやすいこと○ 1 2 3 4 5

9同業種の企業が多く立地し提携や取引が進めやすいことo 1 2 3 4 5

10関連業種の企業が多く立地し仕事がやりやすいこと○ 1 2 3 4 5

11異業種の企業が多く立地し情報交換等が行いやすいこと○ 1 2 3 4 5

12新卒者等の若い人材を確保しやすいことo 1 2 3 4 5

13地元大学や高専の卒業生を確保しやすいことo 1 2 3 4 5

14地元への∪ターン人材を確保しやすいことo 1 2 3 4 5

15他社の従業員等を中途採用しやすいことo 1 2 3 4 5

16賃金水準が適当である(高くない)ことo 1 2 3 4 5
ウblL IT

17大学や高専からの指導.支援を受けやすいことO 1 2 3 4 5

18公設試験研究機関からの指導.支援を受けやすいことo 1 2 3 4 5

19民間の試験研究機関からの指導,支援を受けやすいことO 1 2 3 4 5

20産学官による研究交流が行いやすいことo 1 2 3 4 5

パ社会的インフラ p■

21交通(人の移動)の利便性に優れていること○ 1 2 3 4 5

22輸送(物流)の利便性に優れていることo 1 2 3 4 5

･.[資本 制度的インフラ十

23金融機関の支援が得られやすいことo 1 2 3 4 5

24地元自治体の熱意が高く､優遇策が充実していること○ 1 2 3 4 5
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問10 御社における､経営上必要な技術情報､技能､ノウハウ等の入手先についてお伺いします｡

(1)以下の項目毎に､入手先(方法)としての重要さの程度について､1-5に○をつけて下さいO

(2)次に､重要さの程度に関わらず､入手先の範囲を地域内､その他の国内､海外に分けた場合､

どこからのもののウェイトが大きいですか｡

それぞれの区分毎に､ウェイト無､小､大のいずれかに○をつけて下さい｡

(注:｢地域内｣とは､おおむね都道府県内又は隣接する都道府県の区域内を指します｡)

(記入例)

｢1採用｣は重要｡採用は地域内からがほとんどで国内から少し､海外は無し｡

｢2取引先｣はあまり重要でないが､主たる取引先は地域内とその他国内が同程度､海外はあまりない｡

項 目 (1)重 要 さ の 程 度 (2)ウエイトの大きさ

(該当する番号1つに○) (それぞれ該当する文字1つに○)

1従業員(新規.中途 採 用 ) 1 2 3 4 5 蘇 小 大 無 小 大 無 小 大

2販売先､顧客(市場 ) 1 2 3 4 5 無 小 大 無 小 大 無 小 大

3機械.設備の調達 元 1 2 3 4 5 無 小 大 蘇 小 大 無 小 大

4その他資材等の調 達 元 1 2 3 4 5 蘇 小 大 無 小 大 蘇 小 大

5特許供与元 1 2 3 4 5 蘇 小 大 蘇 小 大 無 小 大

6 協力.提携相手(同業種) 1 2 3 4 5 蘇 小 大 蘇 小 大 無 小 大

7 協 力.提携相手(異業種) 1 2 3 4 5 蘇 小 大 無 小 大 無 小 大

8 業 界団体､組合等 1 2 3 4 5 無 小 大 無 小 大 無 小 大

9 大 学､高等専門学校等 1 2 -3 4 5 無 小 大 無 小 大 蘇 小 大

10公 設試験研究機 関 1 2 3 4 5 釈 小 大 蘇 小 大 無 小 大

11コンサルタント 1 2 3 4 5 無 小 大 無 小 大 無 小 大

12見本市､技術交 流プラザ 1 2 3 4 5 無 小 大 無 小 大 無 小 大
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第4章 地方公共団体からの報告

① ｢北海道経済の構造改革と研究開発力 ･技術力｣

北海道総合企画部経済企画室 主査 山本雄二郎

② ｢山形県の科学技術振興施策について｣

山形県企画調整部企画調整課 企画主査 阿部茂夫

(参 ｢広島県産業科学技術研究所の活動について｣

広島県産業科学技術研究所 総務担当課長 河野康則



地方公共団体からの報告 1

｢北海道経済の構造改革 と研究開発力 ･技術力｣

北海道総合企画部経済企画室

主 査 山本 雄二郎

【山本】 ただいまご紹介いただきました

北海道庁の山本でございます｡

私は経済企画室というところに所属してお

ります｡皆さんの中には､ ｢あれっ､何で経

済企画室の人が-｡｣とお思いの方もいらっ

しゃるかと思いますが､実は私どものところ

では 『経済白書』というものをつくっており

まして､これは昭和26年から取り組んでおり

ます｡聞いたところでは､全国でも都道府県

レベルで 『経済白書』のようなものをつくっ

'I+i:

ノ■■

ているのは北海道だけと伺っているんですが､昭和26年から時々の経済を分析 した甲で､

北海道の政策に反映したいということで毎年､刊行 しております｡

その中で､実は今年度は技術について取り上げました｡過去､昭和26年までの間をさ

かのぼってみますと､昭和46年から､今年度を合わせて5回ほど､明確に表層の上に

｢技術｣あるいは ｢研究｣､そういうような表題をつけたものを扱っておりましたが､今

年度につきましては､ ｢産業構造の高度化にかかわる研究開発力 ･技術力｣ということで

扱っております｡

これからお話するところは､事前に皆さんに北海道の置かれている状況のイメージを

作っていただいてからと思 うのですが､北海道の経済状況はどういうふ うになっているか｡

まず､昭和 58年-58年といいますと極めて中途な年度なんですが､それと平成8年､

大体 15年間位の開きがございます｡58年というのは前々回に白書で技術について大き

く扱った年ということで､ちょっと中途なんですが､総生産について昭和58年と平成 8

年を比較しておりまして､全国と北海道を比べてみますと､全般に言えることですが､1
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次産業がかなり落ちています｡2次産業については､地域内の総生産に占めるシェアなん

ですが､なぜか北海道はあまり落ちていません｡そして3次産業がどんどん膨れ上がって

きています｡特に1次産業などを見ていただきます と､みなさんの資料の方をみていただ

くと､このスライ ドより余計細かく分かりますが､全国的には3%近くだったものが平成

8年には既に半減 しています｡北海道について､皆さんからは食料供給基地だとか言われ

ていますが､半減までいかないのですが､6.3%あったものが3.5%まで落ちてし

まっています｡総生産からみますとこのような状況でございます｡

今回の 『経済白書』の中で､これは後々のお話にも全部係ることなんですが､北海道と

いうのは人口も多い､面積も広い､当然､総生産もそれなりにある｡そういう中で果たし

て科学技術に対してどれだけ投資といいますか､力を注いでいるのか｡単純に他府県さん

と比較するのもどうかなと思いまして､できるだけ同じ規模なり何なりになるようにとい

うことで､ブロックごとに分けて扱っております｡その中で第2表 地域ごとの主要経済

指標 (2)全国のシェアの北海道を見ていただくとおわかりになるかと思いますが､全

国シェア的に見ますと､人口では4.5%､面積だけが突出していまして､全国の22%

も占めている｡総生産で見ますと､全国の4%｡これをさらにちょっと違う視点から､事

業所の数で見ますと2.5%､それと一番後ろの欄ですが､都道府県の歳出額でみますと

6%近くも占めています｡果たしてこういうところの研究機関というのはどうあるべきな

んだろうということも､これは後ほどのお話で説明させていただきます｡

それともうーっ､経済的な面からということで､第 1図 地域別の域際収支の構成比状

況でございますけれど､これは先ほどのブロック分けと若干違っておりますが､北海道は

12.5%のマイナスと､一番いい例が食糧材料ですか｡そういうものはどんどん提供す

るんけれども､技術も含めて生産物をどんどん入れてこなければならない地域だと､そう

いうところでございます｡

次ですが､第2図の地域別固定資本形成の構成比ということで､先ほど北海道は全国の

歳出の6%近くを占めていると説明いたしましたが､それで一体何をやっているのかとい

うことですが､例えば公的資本ということで､あれだけ面積が広くて､人口はそれほどで

もない､要するに人口密度が低い中ですが､道路はまだまだ整備 しなければならない､橋

も架けなければならないということで､全国的にも最も多いレベルの15%ほど公的資本

形成のほうに投資している､このような状況でございます｡

そこで今年度､なぜ技術を扱ったかということですが､皆さん先刻ご承知のことと思い
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ますが､例えば都市銀行の中で北海道拓殖銀行が経営破綻したり､それが直接的な原因で

はないのでしょうが､例えば失業が増えてしまう､倒産が増える｡そういうことで､従来

ある北海道の経済の特徴であります､例えば2次産業があまり集積していないとかという

ことでありますが､生産構造が脆弱であるですとか､公的需要に依存している｡域際収支

が赤字である､こういう背景と､最近の情勢ですけれども､先ほどご説明しましたように､

倒産が多いとか何とか｡こういうものが重なって経済が低迷しているわけですが､これら

に対して緊急対策的には雇用の安定化ですとか､公共事業を確保したり､そういうことを

やっているのですが､根本的に直していくには､やはりこの経済の構造を改革していかな

ければならないのではないだろうか｡そしてその方向ですが､先ほどご説明したようなこ

とがあるものですから､いわゆる公共投資依存型から自立型-｡そのためには､では､何

をやったらいいのか｡この第3図の緑色のところにある改革の方向ですが､競争力を高め

たり､新しい産業を起こしたり､優位性を生かして何か新しいことをやってみたり､そし

てその競争力を高める中に､研究開発力を上げていって新しいことができないだろうか｡

このようなことから､今年度､技術について 『経済白書』の中で扱うことになったわけで

す｡

問題はその技術というものをどのように把握すればいいのだろうか､ということですが､

実は第4図は昭和58年に､当方の 『経済白書』で大きく技術を扱ったときの技術の把握

の仕方ですが､企業の技術力と､いわゆる技術環境集積度､こういう2つの大きい項目に

分けて､全部で12点､それらの要素をつかんで技術を把握しました｡技術の世界で15

年も前の話となりますと､当然これは､果たして今年度扱うのにこれでいいのかというこ

とだったものですから､いろいろ悩んでおりましたら､科学技術政策研究所さんのほうで､

カスケー ド型科学技術指標体系､こういうものをつくられているということを伺ったもの

ですから､早速これに飛びついたわけです｡

このカスケー ド型科学技術指標体系の説明は省かせて頂きますが､具体的に何を見たか

ですが､第3表 技術力指標の体系の一番上からみますと､住環境 ･文化環境などのいわ

ゆる社会的基盤から､最後は特許取得などが関係します研究開発成果まで､項目的には全

部で43項目､そしてそのほかのものも加えた中で､直接利用させて頂くのは非常に失礼

ですし､いろいろ考えまして､データをできる限り直近のものに置き換えて､なおかつ道

独自の要素を組み込んで､先ほど申しました43項目と､あと何件かの項目の把握をして

みました｡
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今日､ご説明するのは限られた時間なものですから､この第3表のスライ ドの中では赤

く丸のついている6点ほどの項目について､北海道の特徴的な傾向がでたものですからご

紹介いたします｡

まず一つは第6図の公設研究機関の状況ですが､先ほど北海道は全国の22%もの面積

を占めているということをご説明しましたけれども､それだけ広いものですから､当然公

設機関もこれだけたくさん置かなければならない｡ (1)は国の機関も入っております｡

また (2)の方は市町村なり第3セクターの研究機関ですが､やはりこれだけたくさん数

があります｡

次の第4表は､これらの一覧表ですが､先ほど科学技術政策研究所さんのお話で､これ

までの調査では､機関数については､支所などの数が十分把握されていなかった､という

ご説明がありましたけれども､道立の機関をみてみますと､一番多いのは水産照化場とい

うところがありますが､支場だけで6つございます｡これらのことを大体要約しますと､

第7図で､これはあくまでも一つの見方でありますが､例えば研究者の数､これを就業者

10万人当たりで見たらどうなるのか､あるいは研究所の機関数､官公庁事業所について

は､このグラフでは100事業所当たりの数で見ています｡あと､民間事業所につきまし

ては1万カ所当たりの数で見ていますが､北海道は､一番上の欄になりますが､かなり少

ないという感 じが出ております｡多いのは関東周辺ですとか､あるいは北陸地域さんが結

構多いのかな､あと､近畿も多いことが分かりました｡

もう一つは第8図の人材の確保 ･育成の関係ですが､北海道には北海道大学という非常

にいいサンプルがあります｡といいますのも､いわゆる総合大学としてあらゆる分野の人

が入ってきているということと､全国的に人が集まってくるということです｡そこで入学

者の出身地と卒業後の就職先を調べてみました｡例えば入学者は下の方の部分になるので

すが､北海道が一番多く､全体の45%ぐらいですか､人数的には多いんですが､いざ就

職ということになりますと､これは上の方の部分になりますが､かなり関東の方に流れい

ています｡これを理工農学系ということで今回は扱ったのですが､それだけに限ってみま

すと､このスライ ドの中では赤い色で示していますが､さらに関東周辺-の集中度が増し

ている｡こういうことが分かりました｡

次に､第9図の製造業における機械の装備状況ということで調べてみましたが､北海道

の場合､輸送用機械器具ですとかパルプ ･紙 ･紙加工品､こういうものを除いて､特に食

料品製造業などは､本来は北海道は食料品製造業が多く重要ですが､投資が少なくなって
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いる｡こういうような結果でした｡

それと､さらに特徴的なのが､第 10図にありますが､近年の特許の出願件数の推移を

ひろってみましたけれども､全国的にはこの10年間ぐらいで大体14%ぐらい件数が増

えていますが､北海道は170%ぐらいということで､70%増で､この数字はかなりい

いのではないかと恩いましたが､例えばこのグラフでみますと､一番上の三重県さんはそ

れこそ4倍､5倍にも増えている､こういうような状況です｡なおかつ､只今のは特許の

出願状況でしたが､第 11図になりますが､実際に取得したものの内容の分野をみてみま

すと､これもまた北海道特有の傾向が出てきました｡全国的には電気であったり､物理で

あったり､そういうものが件数的には多いのですが､北海道は生活用品であったり､建設

が極めて多くなっていますOこの建設というのが一番特徴的かと思いましたが､北海道と

いうのは最初の方でご説明いたしましたが､公的需要に極めて強く依存しているというこ

とで､建設業が盛んといいますか､多いわけなんですが､それでこの特許取得件数も多い

のかと思っています｡

次は第 12図にあります国際規格ISO9000シリーズ規格の取得率｡これを見ましても､

北海道は先ほど建設のお話をしましたが､建設が比較的高い､そして一番上の ｢その他輸

送装置｣､これも少々高い｡これは調べてみましたら､いろいろ事情があるようでして､

その他のものを見ますといずれも低い｡このような状況にありました0

次は第 13図にあります付加価値の生産性､太い方が北海道のラインですが､ ｢パル

プ ･紙 ･紙加品製造業｣､これを除きますとすべて低くなっており､伸び率を見てもやは

り低くなっています｡ ｢パルプ ･紙 ･紙加工｣というのは強いて言いますと､北海道は全

国的にも唯一､いわゆる大企業というのですか､大々的に工場をもってやっているもので

すから､それが効いているのかなと思っております｡

以上､極めて大ざっばに特徴的なものを説明したんですが､先ほどの四十何項目､全部

整理しましてグラフチャー トを作ってみましたら､北海道は第 14図のような状況でした｡

一番上の社会基盤､住環境ですとか文化環境､こういうものは全国的に見ても60%近く､

これはあくまでも全国平均を50で見た場合の数値なのですけれども､かなりいい線いっ

ているんですが､他はかなり低いのでないだろうか､特に先ほどからご説明しています､

いろいろな研究活動の成果でもあります ｢研究開発の成果｣､ちょうどこの左上のライン

になるのですが､これが全地域中一番低いという結果になりましたO

以上で､技術開発に係る説明をひとまず終わらせて頂きまして､このような北海道です
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が､産業をどんどん振興していかなければならないということで､皆さん､どこの地域も

同じかと思いますが､いわゆる新規成長分野産業の育成､北海道の場合は第15図にあり

ます､この6分野について今､伸ばそうとしております｡

例えば先ほど来お話していますが､食料供給基地ということで､これからの健康食ブー

ム､あるいは医療の関係も含んで､食材関連産業をまだまだ発展させていかなければなら

ないのではないかということで､そういうものも含んで6分野について今､取り組んでお

ります｡

その他に､皆さん､初めて聞く方も多いかと思いますが､産業クラスターというものを

展開しようとしておりますoこれは何かといいますと､産業の一つ一つの核になるものを

中心に､それぞれの分野で集団というのですか､いわゆるクラスターを造っていこうじや

ないかということで､この表示の場合は例えばのお話として､イカゴロという､イカの好

きな方はご存じかと思いますが､それこそ液晶等の材料にもなったものですが､北海道の

函館は全国的に一番イカの加工業が盛んで､そこから出されるイカゴロをそのままにして

おきますと､産業廃棄物ということで非常に困るわけですが､これを釣 りの餌に使ったら

どうだというので､今､その研究開発が進んでおります｡既に特許もとられているんです

が､このイカゴロを中心としますと､例えばのお話ですが､それの研究を進めることに

よって下水の浄化装置の開発につながったり､あるいはレス トランの事業につながったり

ということで､一つ一つとれば極めて小さいレベルなのですが､そういうものを核として､

産業集団といいますか､クラスターを形成していこう｡今､そういうことにも取り組んで

います｡

そこで､再び研究機関のお話に戻りますが､この第 17図はそれぞれの地域､一番最初

にご説明いたしましたブロックごとの地域の歳出額と公設研究機関の運営費をグラフ化し

たものです｡この斜め線が全国平均ですが､並んでいるというか､離れているというふう

に見れば離れているんですが､まあ､並んでいるのかなと｡

次に見ていただきますのは､これはたまたま農林水産系ということでとったのですが､

第19図にあります､それぞれの地域の総生産額に対して公設機関の運営費がどうなって

いるのかですが､これも先ほどのグラフと同様､並んでいると言えば並んでいるのかなと

｡これは当たり前と言えば当たり前なのですが､いわゆる縦割りなり横並びということ

なのかな-､ちょっと言いづらい話なのですが｡

そこで､第 18図にあります北海道の歳入状況を見ていただきたいのですが､下の方が
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北海道で､左の方から地方税､地方譲与税､地方交付税､国庫支出金というふうに並べて

ありますが､なかなか北海道は税収が少なくて､ようやく税収に､例えば交付税ですとか

国の補助金を合わせて､ようやく全国レベルになります｡もちろん当たり前に借金もして

います｡こういう厳しい状況の中で､先ほど見ていただいた公設機関などを運営していか

なければならない｡あれだけ広い面積にたくさん設けなければならないわけですから､な

おさらその維持や運営は厳しいということになるのですが､いわゆる研究者､研究機関も

含めて､予算も含めて､限られた研究資源というのでしょうか､もしそれが現状のままで

あれば､あとは､それらをいかに有効に利用するか､効率的に研究を進めなければならな

いのではないか､そういう答えしかないわけですが､例えば北海道の場合､第20図を見

ていただきますが､実はこの元の図は､科学技術政策研究所さんの方でつくられたものに､

私の方で書き加えさせて頂いたものなのですが､左上がより先端的な部分､それと右下の

方は､いわゆる中小企業や何かのやっている研究ですね｡左側の方は公共的なもの､右側

が営利を目的としたものということで､例えば左上の方には国立の研究機関でありますと

か､あるいは大学の研究所｡右上の方は､いわゆる大企業のそれこそ先端的な研究機関､

これらに対して北海道の公設研究機関等はどうあるべきなのか｡実はこの左下の色を濃く

してあるところが､例えばの話なのですが､公設機関でないのかな-･､ということは､こ

れは右下の部分になりますが､中小企業の研究機関ですが､やはり公設機関というのは中

小企業など地場の産業に密接していなければならないのかなと考えます｡これが1点目で

す｡もう一つ､こういう研究資源を有効に利用して新しいものを造っていくということは､

いかにその先端なり何なりの技術を下の方一下の方と言うと変な言い方になってしまいま

すが､中小企業なり､いわゆる地場の産業に移転するということが大事になるわけですが､

それをいかに効率的にやっていくのかということが問題になります｡例えばこの図の中に

ある一番上の□なんですが､これは皆さんご承知のとおり､国立大学に置かれている ｢共

同研究センター｣ですが､北海道の場合､現在4カ所置かれています｡下の方の口が実は

道なり札幌市なり､それと経済団体が今中心になってやっておりますが､ ｢産学官協働セ

ンター｣､そういうものが今整備されようとしています｡なかなかこれだけでは足りない

のでないかということで､今､道立機関の機能強化も含めまして､これらの間に､ ｢工業

プロモーションセンター｣､そういう構想も今､立ててございます｡

既にこういう組織をお持ちの地域はかなり多いかと思いますが､いずれにしましても､こ

の限られた研究資源をどれだけ有効に使えるか､という事がこれからの技術開発に大事な
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のでないかと考えます｡先ほどの図やグラフに戻りますが､大体全体予算がこうだったら

研究機関の予算もこうだということに-､果たしてそれでいいのかなということですね｡

もしそれでいいのであれば､例えば､研究機関にもっと予算をつけたら､もっと生産が上

がるじゃないだろうか?｡なかなかこれは難しいことなんですが､できれば科学技術庁さ

んあたりが､それこそ午前中のお話でないですけれども､方程式のようなものを造ってい

ただきますと､我々も財政当局と当たりやすいんじゃないかなということなんですが､い

かがでしょうか｡

以上で大体説明を終わりますが､今年度の当方の 『経済白書』の中ではいろいろ提言を

盛 り込みまして､資料の最後のページのロで囲った部分ですが､上の方から3番目ぐらい

までが技術に関係､該当するのですが､一つは各研究機関が効果的な協働体制を整備する

など､総合力を発揮できる試験研究体制の在 り方について検討を進める必要があるのでは

ないだろうか｡もう一つは産学官の連携の強化｡もう一つは先ほどのISOにもありました

ようなグローバリゼーションに対応した国際規格の取得の必要性｡こういうものを一応提

言に盛り込んでおります｡

そして､ちょっと脱線するようですが､私の上司に､どうしても持っていって皆さんに

見ていただきなさいと言われたものですから､ポスターを持ってきたのですが､ r試され

る大地､北海道｣ということで､昨年夏に全国からキャッチフレーズとロゴを募集いたし

ましたら､全国から6万点以上集まりまして､一応こういうものを決定したわけなのです｡

何が試されるのか難しいところですが､とりあえず今現在､私のこの説明が試されている

わけでして､どうなのかなと思いますが､皆さんどうぞ北海道にご声援をお願いいたしま

す｡

最後になりますが､今回､この 『経済白書』をまとめるに当たりまして､科学技術庁科

学技術政策研究所の皆さん､それと資料､あるいは先進県の方-視察に参りましたときお

世話になりました他府県の皆さん､この場をお借 りしまして､心からお礼を申し上げます｡

どうも有り難 うございました｡
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【司会】 どうも大変ありがとうございました｡非常に整理された発表でして､非常に

わかりやすかったと思います｡

せっかくの機会ですので､何かご質問とか､何でも結構ですからございましたらどうぞ｡

--･･.･では､私のほうからちょっと恐縮でございます.

私どもが以前にやりました地域科学技術指標の関係をベースにしていただきまして､非

常にさらに充実されたデータをとられたようなんですけれども､これは北海道さんのデー

タだけを拾われたのか､それとも全国のデータを全部拾われたのか｡

【山本】 全国を15ブロックぐらいに分けまして､全部の都道府県の数字を整理いた

しました｡それで､最初のほうに申し上げましたが､北海道がちょっと面積的にはあまり

にも特例なんですが､例えば人口ですとか､歳出の規模､そういうものが大きいものです

から､単純にほかの県さんと比較するのもどうなのかと思いまして､ブロックごとに合算

して比較いたしました｡

【司会】 どうもありがとうございました｡

恐れ入 ります､A県さん､いらっしゃいますでしょうか｡A県さんのほうでも白書を今

年度っくられると聞いているのですが､もうつくられましたか? もしよければ､簡単に

概要をご説明いただければと思います｡

【A県】 うちのほうで 『科学技術白書』を昨年 10月ぐらいにまとめましたけれども､

基本的なまとめ方としましては､過去10年間の科学技術施策の取りまとめという格好で､

一応今回､平成 10年版ということで出しております.そのとき､基本的には､A県が過

去 10年間にやってきた施策を中心に取りまとめました｡ですから､全国的な調査は一応

やらさせてもらいましたけれども､基本的には､県での動き､第3セクターのことですと

か､人材育成の関係ですとか､事業の高度化の関係､あと再編成､そういうものの関係を

まとめたという状況です｡経済的にどうこうというのは､うちのほうではあまりやってい

ません｡

【司会】 ありがとうございました｡あと､何かございませんでしょうか｡

それでは､北海道の山本主査さん､どうも大変ありがとうございました｡
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追海レLijii
経済の構造改革と

研究開発力･技術力

･北海道経済白書
(北海道経済実相報告書)

これまでの道経済白書における､技術についての扱い

1 昭和46年 ｢新たな発展をリ-ドする科学技術｣
7頁 部分扱い

2 昭和58年 ｢産業構造の高度化と技術発展｣

62頁 第Ⅲ章 全体

3 昭和63年 ｢研究開発機能の強化｣

29頁 部分扱い

4 平成5年 ｢技術開発力をめぐる課題と今後の方向｣他
73頁 第Ⅲ章 全体 他

5 平成10年 ｢産業構造の高度化に係る研究開発力･技術力｣

約80頁 第Ⅲ章 部分扱い
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第1表 総生産にみる産業構造 単位 =億円

区分産業区分 昭和 58 年 平 成 8 年

全 国 北 海 道 全 国 北 海 道

額 構成比鶴 碩 構成比% 書責 構 成比% 額 構成比鶴 全国シェア %

1 次 産 業 87,685 2.9 7.611 6.3 79.070 1.5 7.378 3.5 9.3

･L≡≡ l; 63,727 2.1 4,739 3.9 60,978 1.2 5.390 2.6 8.8
林 業 7.510 0.3 879 0.7 5,508 0.I 449 0.2 8.2
水 産 業 15.167 0.5 1,993 1.6 12,052 0.2 1,539 0.7 12.8

2 次 産 業 1.069.214 35.8 29.629 24.4 1.728,935 32.7 50.810 24.3 2.9

鉱 業 ll,087 0.4 1.150 0.9 ll.043 0.2 586 0.3 5.3
製 造 業 829.651 27.8 14,295 ll.8 1,240,030 23.4 21,882 ー0.5 一.8
建 設 業 228,476 7.6 14,185 ll.7 477.862 9.0 28.342 13.6 5_9

3 次 産 業 1,830,097 61.3 84,015 69.3 3.485.775 65.8 150.777 72.2 4.3

電 気 .ガス .水 道 業 99.934 3.3 3,619 3.0 146.422 2.8 5.093 2.4 3.5
卸 売 り卜荒 業 459,641 15.4 19,557 16.1 708.026 13.4 30,012 14.4 4.2
金 融 .保険 業 152.996 5.1 4.441 3.7 237.313 4.5 7.007 3.4 3.0
不 動 産 業 240,416 8.0 ll,047 9.1 584,230 ll.0 21,976 10.5 3.8
運 輸 .通 信 業 193,154 6.5 9,607 7.9 377.320 7.1 18.082 8.7 4.8
サ ー ビス業 383,891 12.9 17,63l 14.5 920.842 17.4 38,684 18.5 4.2
政府サービス.その 300.064 10.0 18.112 14.9 511.621 9.7 29.923 14.3 5.8

(注) 全国 :｢国民経済計算年報(平成10年版)｣による暦年の確定値｡

道 ･｢道民経済計算(平成8年度)｣による年度値｡

調整項目があるため.内訳の合計と計は一致しない｡

第2表 地域ごとの主要経済指標
(1 )地域 内 産 業 構 造 単 位 %

＼訂夜警三 総 生 産額 割 合 事 業所 数割 合 就 業者 数割 合1次 2次 3次 1次 2次 3次 1次 2次 3次

北 海 道 3.5 24.3 72.2 1.2 15.1 83.8 8.8 24.4 66.8
北 東 北 5.1 29.7 65.3 0.8 ー7,1 82.0 16.2 29.0 54.8
南 東 北 2.8 33.9 63.3 0.5 22.5 77.0 9.4 34.1 56.6
関 東 内 陸 2.2 43.2 54.6 0.4 26.1 73.6 9.5 36.5 54.0
関 東 抜 海 0.4 28.3 71.3 0.1 20.5 79.4 1.8 29.4 68.8
東 海 1.3 42.7 56.1 0.2 25.6 74.2 5.0 37.8 57.2
北 陸 1.5 35.7 62.7 0.3 26.4 73.3 5.7 37.1 57.3
近 畿 内陸 0.9 37.5 61.6 0.2 24.9 74.9 4.3 33.3 62.4
近 畿 臨 海 0.5 30.9 68.6 0.1 20.9 79.0 2.ー 32.3 65.6
山 陰 3.2 31.7 65.i 0,6 20.0 79.3 ー3.3 30.2 56.5
山 陽 一.3 37.2 61.6 0.3 19.6 80.1 6.9 32.9 60.2
四 国 3.6 31.3 65.1 0.5 19.2 80,3 日.7 29.2 59.0
北 九 川 2.1 27.7 70.1 0.3 16.4 83.3 7.2 26,9 65.9

南 九 州 .沖 縄 4.8 24.8 70.5 0,8 ー6.0 83.3 13.3 24.4 62.3

(注) 1 総生産視 :県民経済計算年紐等 一 平成8年

2 事業所数 :｢事業所･企業統計調査報告-平成8年｣ 総務庁

3 就業者数 ;就業地ベース

(2)全国シェア 単位 %

=∵ 人口 育積 総 生 産 工 業 の状 況 l都道府県.市町村.区歳出績一次 2次 3次 合計 事 業所 数 従 業者 数 製造 品出荷額

北 海 道 4.5 22.1 9.3 2.9 4.3 4.0 2.5 2.4 2.0. 5,9
北 東 北 3.3 9.7 8.8 2.3 2.6 2.6 2.6 3.0 1.7 4.2
南 東 北 6.5 ll.4 ll.2 6.2 5.7 6.0 7.1 7.6 5.5 7.0
関 東 内 陸 8.0 9.8 ll.3 10.0 6.3 7.6 10.2 ll.2 ll.7 7.8
関 東 臨 海 25.9 3.6 7.9 26,8 33.5 30.5 20.4 19.8 22.8 21.9
東 海 ll.6 7.8 10.4 16.1 10.5 12.4 17.4 18.0 20,6 10.0
北 陸 2.5 3.3 2,5 2.6 ■ 2.3 2.4 4.0 3.6 2.6 3.0
近 畿 内 陸 4.3 3.3 2.4 4.4 3.6 3.9 4.5 4.4 4.8 4.1
近 畿 臨 海 12.2 4.0 4.5 12.1~ 13.3 12.7 14.8 ー2.4 12.1 12.3
山 陰 1.1 2.7 1.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 0.7 一,7
山 陽 5.1 5.7 4.ー 5.5 4.5 4.8 4.7 5.5 6.2 5.2
四 国 3.3 5.0 6.6 2.6 2.7 2.7 3.4 3.0 2.6 4.1
北 九 川 6.8 4.7 8.2 4.9 6.2 5.9 4.6 5.0 4.5 7.1

南 九 州 .沖 縄 4.9 7.0 ll.0 2.6 3.7 3.5 2.8 2.9 2.0 5.6

(注)1 人ロ ;平成7年度 国勢調査､ 2 面積 : 1990年国土地理院調､ 3総生産 ;｢平成8年度 県民経済計算年軌

4 工業の状況 :｢平成8年 工業統計表｣従業者4人以上の事業所について｡ 5 歳出額 ;｢地方財政統計年報一平成8年度｣

6 地域区分は以下による

北海道=北海道

北東北=青森･岩手･秋田

南東北=宮城･山形･福島･新潟

関東内陸-茨城･栃木･群馬･山梨･長野

関東抜海-埼五･千葉.東京.神奈川

東海=静岡･岐阜･愛知･三重

北陸=富山･石川･福井

近鼓内陸-滋賀･京都･奈良

近鼓鴎海-和歌山･大阪､兵津

山娃=鳥取･島根
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山陽=岡山.広島･山口

四国=徳島･香川･愛嬢･高知

北九州=福岡･佐賀t長崎･大分

南九州･沖縄=熊本･宮崎･鹿児島･沖縄



第1図 地域別域際収支の構成比(平成7年度)
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2 公的固定資本形成の構成比=公的固定資本形成規/県内総支出×100
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第3図 本道経済の構造改革をめざして

(最近)

厳しさを増す本道経済

現

状
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改
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の
方
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･最近の経済動向
･企業経営

･金融情勢

･雇用情勢

(当面)
緊急対策

･地場企業への金融支援

･雇用の安定

･公共事業の確保

+
(中長期的)

｣ユ
経済活力の創出

(以前から)

経済の構造的な課題

･脆弱な産業構造

t公的需要への依存

･域際収支の赤字

時代の潮流
少子･高齢化

環境と調和した社会

グローバル化

高度情報通信社会
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経済の低迷

競争力を高める

･研究開発力､技術力の向上
(科学技術の振興､産学官の連携など)

･人材の育成･確保
(研修の充実.鞄業能力の開発など)

･販売力の強化
(市場開拓の強化､道産品の販路拡大など)

･物流の効率化
(物流のシステム化､物流関連施設の整備など)

新しい産業をおこす

･新規成長 分野産業の育成
(環境･情報関連など)

･産業クラスターの創造
(推進体制の整備など)

優位性を生かす

･北海道らしい農林水産業の展開
(OlJ-ン農業の展開.農業クラスターなど)

･新たな北海道観光の展開
(観光資源の開発､航空運賃の負担軽減など)



第4図 技術力指標の体系(昭和58年 道経済白書)

･ (

技術･製品開発力

企 業 技 術 力

技術環境集積度

機械設備能力

研究開発機能

技術系人材集積度

工業所有権保有企業割合

工業所有権導入使用企業割合

②新製品製造企業割合

③技術改善補助金交付件数

ソフトウェア開発プログラム作成事業所敷
く1,000事業所当たり)

システムエンジニア数(人口1,000人当たり)

⑤金属加工型業種機械装備率

⑥コンピュータ設置台数

⑦(

公営研究機関の人口1,000人当たり研究本務者数

公営研究機関の研究員1人当たり内部研究費

⑧製造業1,000事業所当たり民間試験研究機関

⑨人口1,000人当たり技能工資格取得者数

⑱専門的､技術的職業従事者割合

⑪人口1,000人当たり工学系大学､大学院生定員

⑫理工系大学県内就職率

第5図 カスケード型科学技術指標体系
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第3表 技 術 力指標 の体 系 (研究開発活動や技術力把握に関する各要素の規格化)
技術 力把握 の項 目(指数 化 ) 要 素 内 容 出 典

社 会 基 盤 住 宅 環 境 1世帯住宅当延べ面積 総揖庁統計局｢E]本の住宅｣平成5年住宅統計調査の解脱 (第19表 住宅の延べ面積)

公 園 環 境 人口1人当たり都市公園面積 建設省都市局公園緑地課資料 平成5年

医 療 環 境 人口l人当たり病床数､市町村数当たり病院数地方公営企業経営研究会｢地方公営企業年鑑(病院)｣平成6年現在

(住 環 境 .文 化 環 境 ) 福 祉 環境 人口1人当たり福祉施設数 社会福祉施設調査 平成5年度
情 報 環 境 テレビ受信契約中の衛星放送普及率 日本放送協会｢放送受信契約数統計要覧｣平成8年度 (都道府県別契約数)

文 化 環 境 人口当たりカルチャーセンター等の数 通商産業省r特定サービス産業実態調査報告書-カルチャーセンタ- フィットネスクラブ薬箱｣平成5年

娯 楽 環 境 人口当たりホテル客室数 厚生省衛生業務報告 平成6年度

社 会 基 盤(経 済 環 境 ) 県内総生産状況 人口当たり県内総生産 経済企画庁経済研究所｢県民経済計算年報l平統10年版

地 方財政状況 県民総支出に対する地方財政歳出奴の割合 地方財務tA会r地方財政統計年報 平成9年版｣平成7年度

労働 力事 情 労働力人口の総人口中の割合 総務庁統計局r平成7年 国勢調査報告｣(第3巻 人口の労働力状態､就業者の産業)

労 働 .雇用環境 人口当たりの事業所数 総務庁r事業所,企業統計調査報告｣平成8年

製造業の業績 人口当たL)製品出荷禎 通商産業省｢工業統計表 市町村絹｣-平成8年(都道南県別.産業申分那 IJ統計表)

科 学 技 術 基 盤(社 会 環 境 ) 図書館 の状況 市町村数に対する公共図書館数 日本図書館協会｢図書館年鑑｣1997年版 (3.公立図書館都道府県別集計1996)
′′博物館 の状 況 人口当たり蔵書数 同 上市町村数当たり博物館数 日本博物館協会｢博物館研究｣(都道府県別.博物館法別.設置者別棟物館国数 平成8年度末現在)

書 籍等 の利用 人口当たり書籍等販売書真 通商産業省｢商業枕f+表｣平成6年 く区市部別､商品別の商店数､年間販売緬-書籍.経た小売､新郎JJ､売)

パソコン普 及率 パソコン普及率 原数値(ブロック別再集計) 総持庁｢全国消責実態調査報告書｣(平成6年度)1000世帯抜き取り調査結果について､世帯数を乗じてプE)ツウ別(=再集計

科 学 技 術 基 盤(教 育 環 境 ) 学 生 数 人口当たり大学生.大学院生.高専学生数 文部省｢学校基本調査-平成7年度｣
大学 の整備状況 都道府県.市.区数当たり大学数 文部省｢学校基本調査-平成7年度｣

大学進学 の状 況 大学進学率 文部省｢学校基本調査-平成9年度｣(高等学校卒業後の状況調査)

科 学 技 術 基 盤(研究開発支援体制) 情報 サービス業の様子 事業所数当たり情報サ-ビス業の数 通商産業省｢特定サービス産業実態調査報告書-情報サービス業編｣平成9年
研究 開発支 援産 業の状況〟 事業所当たり検査.分析事業所数 通商産業省r特定サービス産業実態調査報告書-研究開発支援検査分析美堀｣平成7年事業所当たり様相設計事業所数 通商産業省r特定サービス産業実態調査報告書-機械設計薬箱｣平成8年

′′弁理士 の状 況 事業所数当たりサイエンスパーク等立地散 科学技術庁科学技術政策研究所｢地域における科学技術振興に関する調査J平成7年人口当たり弁理士数 弁理士会賃料(平成10年10月末現在)

研究開発資源 科 学研究者 の数 人口当たり科学研究音数 総務庁統計局r平成7年 国勢調査 抽出速報集計結果j(第11表 専門的.技術的職業従事者のうち科学研究者)
人口当たり技術者数 総務庁統計局r平成7年 国勢調査 抽出速報集計結果｣(第11表 専門的.技術的林業従事者のうち技術者)

(ヒト) 人口当たり公設研究犠隣研究者数 総抹庁統計即 科学技術研究調査報告(平成8年)i

人口当たり大学等教員数 文部省｢学校基本調査報告書-1996年度｣

研究開発資源 機械 等装備状況 事業所当たり汎用コンピュータ-導入致 通商産業省｢電子計算機納入調査｣平成5､6.7.8.9年

(モノ) 事業所当たり先端的設備整備数 通商産業省｢特定機械設備統計調査報告書(第a回)｣平成6年1月末現在

研究開発機関 研究 開発機関状況 事業所数当たり公設試験研究機関数 国立 :科学技術庁r科学技術要覧(1995年)､ 公設 :総務庁統計局｢科学技術研究調査報告(平成8年)｣
事業所数当たり民間研究機関数 ラティス社｢全回試験研究機関名鑑(-97--98)｣

研究開発活動 国立 大学 共同研究 1大学当たり共同研究数 文部省 平成5年.-科学技術庁科学技術政策研究所r地域科学技術指操策定に関する調査｣平成9年
公募型研究採択数 科学研究者1000人当たり 戦略的基礎研究推進事業､独創的個人研究育成制度､独創的産業技術開発促進制度の採択

創 造活動促進法適用件数 事業所 1万当たり 適用事業所数 中小企業庁指導部｢中小企業創造活動促進法認定企業数J平成10年4月末

新 規産 業創 造型提案採択件数 科学研究者 1000人当たり 通商産業省誇料(平成8年度-10年度採択分)

研究開発の成果 新技 術等の開発状 況 事業所数 1万当たり特許出願数 特許庁r特許庁年報 1995年｣
′′所 得の伸び 事業所数 1万当たり実用新案出願数 同 上人口当たり県民所得伸び率 経済企画庁経済研究所r県民経済計算年報｣平成10年版

出荷客員の伸び 従業者数当たり製造業出荷嶺伸び率 通商産業省｢工業統計表 市町村編｣-昭和61年.平成8年(都道府県別.産業中分類別統計表)

付加 価値の伸び 従業者数当たり製造業租付加価値税伸び率 同 上

(注) r地域科学技術指棟策定に関する調査｣ 科学技術庁科学技術政策研究所 平成9年3月による手法で､ここでは直近の数値を用いるとともに､各要素について独自のものも用いている｡



第6図 北海道の国･公設研究機関配置図
(1)国立･道立機関

(注)大きな記号は､本場等を示す｡

●‡
◎◎ ◎●
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◎ 農業関連

○ 林業関連

△ 水産関連

■ 食品関連

● 工業関連

∇ 建設･土木関連

◇ 環境･衛生関連

☆ その他



第4表 道内国.公設等試験研究機関の状況
(1)国立､道立機関 平成10年3月現在

‡国 立 道 立

商 工業技術院 北海道工業技術研究所(札幌市) 工業試鼓場(札幌市-江別市)
エ 〝 地質調査所北海道支所(札幌市) 地下資源調査所(札幌市-小稚市)
慕 〝 北海道石炭鉱山技術試壊センター(札幌市) 食品加工研究センター(江別市)

農 農林水産省 北海道農業試鼓壌(札幌市) 中央農業試鹸場(長沼町-岩見沢市)

I/ 家畜衛生試挨甥北海道支所(札幌市) 上川農業試族壌(比布町)
〝 森林総合研究所北海道支所(札幌市) 道南農業試鹸場(大野町)
〝 材木育種センター北海道育種場(江別市) 十勝農業試壊甥(芽室町)
〝 種苗管理センター北海道中央農場(北広島市) 根釧農業試挨壌(中標津町)
〝 種苗管理センター胆振農場(早来町) 北見農業試族場(訓子府町)

〝 種苗管理センター後志原種生産分場(真狩村) 天北農業試境場(浜頓別町)新得畜産試境場(新得町)
〝 種苗管理センター十勝農壌(帯広市)
〝 家畜改良センター新冠牧場(静内町)

柿水産慕 〝 家書改良センター十勝牧場(音更町)水産庁 北海道区水産研究所(釧路市) 滝)I｢畜産試族場(滝川市)植物遺伝資源センター(滝川市)花.野菜技術センター(滝川市)中央水産試族蟻(余市町)函館水産試族壌(函館市-圭肝市)釧路水産試農場(釧路市)網走水産試族壌(網走市一枚別市)稚内水産試鹸場(稚内市)栽培漁業総合センター(鹿部町)水産群化壌(恵庭市-森町.増毛町.えりも町.稚内市.真狩村.熊石町)林業試卓壌(美唄市一面虎市.新得町.中川町)林産試鹸蟻(旭川市)

〝 さけ.ます資源管理センター(札幌市)

重要 北海道開発局開発土木研究所(札幌市) 寒地住宅都市研究所(札幌市) I

〝 建設機械工作所(札幌市) 衛生研究所(札幌市)
厚生省 国立医薬品食品衛生研究所 環境科学研究センター(札幌市-江差町.釧路市)

北海道薬用植物栽培試族壌(名寄市) 原子力環境センター(共和町)

(2)主な市町村立･第3セクター機関
市 町 村 立 第3セクター等

商 旭川市工業技術センター(旭川市) (財)室珊テクノセンター(室珊市)
旭川市工芸指導所(旭川市) (財)道央テクノポリス開発権構(苫小牧市)
北見市工業技術センター(北見市) 恵庭リサーチ.ビジネスパーク(株)(恵庭市)

エ 帯広市産業技術センタ-(帯広市) (樵)旭川市産業高度化センター(旭川市)

系 釧路市水産加工振興センター(釧路市) 工業技術センター(函銀市)オホーツク圏地域食品加工技術センター(北見市)十勝圏地域食品加工技術センターく帯広市)

農 吉良野市ぶどう果樹研究所(吉良野市) (財)動物繁殖研究所白老研究所(白老町)
林 礼文町高山植物培養センター(礼文町) (樵)グリーンバイオ(長沼町)
水 網走市水産科学センター(網走市)
産 池田町ブドウ.ブドウ酒研究所(池田町)
系 根室市水産研究所(根室市)

志望 函館市衛生試倹所(函館市)

函館市水道局水道部水質試族所(函銀市)
札幌市衛生研究所(札幌市)
札幌市水道局工務部水質試壊所(札幌市)
小樽市水道局水貫試巌所(小樽市)

(注) 1 機関名の後の()は設置場所を示す.
2道総合企画部
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第7図 地域別研究者と研究機関数
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第 8図 北大生の出身地一･就職地

-宅]L[訂[訂｣ヒ北 内陸
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州 ニ11
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□その他学部卒業者就職地

亘理工農学系卒業者就職地

□入学者出身地

(注)1 北海ミ1大卒辛 ‡夫射 流料.
2 平成 4年､5年 入牢および平 成 9年 .10年卒美に焦 る学食l生の封】向.

それぞれ2カ年の単純含 1什換価で,批I一状 況は卒 暮年の3月31日現在 のもの.
3 批 Ta地は 就M時 の企美 等の所 在地でA lf.
4 ここでの理工 JL宇 系 とは.理学 部.薬学 部 .工学部 ,農 学1師.■目蓋宇部 .水 産学部

第 9図 製 造 業 にお ける機こ械 装 備 状 況 (設備投資)

輸送用機械器具

電気機械器具

一般機械器具

パルプ･紙･紙加工品

木材 ･木製品

飲料 ･たばこ･飼料

食 料 品

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

(注 )従 業者 30人 以上 の事 業 所における_平成4年 -8年 の 平均 ､従 業者 1人 1年 当た り
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第10図 特許出願件数の推移

600%

500%

400%

300%

200%

look

0%

増加の戒著な8県を抜粋

1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年

(注) 1 1988年の出願件数に対する各年の件数比較(都合)で表示.
2 北海道以外は､いずれも.1997年の割合が250%程度以上の県を抜粋した｡
8 特許庁｢特許庁年報｣による｡

第11図 取得 特 許 分 野 の 状 況

生活用品
7.･l.>'I

8.̀1% 4.8%

電 気
% 4 3.0%

機 械 工 学

(注) 1 平成7年､8年の2カ年合計による割合｡
2 7部門分けは､以下による.

Ⅰ 生活用品⇒①農水産食品 ②先斡関係
Ⅱ 処理増 作･輸送⇒①分姓･混合関係 ②金属加工関係 ③工作碓械･工具関係 ④墾性加工･印刷･事務杜若関係

⑤運輸関係 ⑥容器･包装関係 ⑦物涜機械関係
Ⅲ化学.冶金･維維⇒①無機化学関係 ②有機化学･薬品関係 ③高分子化学関係 ④冶金関係 ⑤1荘維関係
Ⅳ 建設⇒建設関係
V 機械工学→①披掘.ポンプ関係 ②要素･伝動･管路系関係 ③熱機器.武器関係
Ⅵ 物理⇒①計朴 原子核工学関係 ②光学.表示･音響関係 ③制御･計算･自動販売登録･信号関係 ⑥情報記憶関係
Ⅶ 電気⇒①電気部品･照明関係 ②電気葉子･半導体､印刷回路関係 ③電子通信関係 ⑥電力関係

3全国 特許庁r特許行政年次報告書1 1998年版､ 北海道 :(社)発明協会北海道支部r北海道発明･考晃年軌

第12図 lSO9000S規格取得状況

｢
その他輸送装置 旨と瀬Y

電気的･光学的 装置

機械､装置
琴 芝 - = == ==== -

0 10 20 30 40 50

(注)平成10年3月現在｡ JABの菜種分類に対して､総務庁r事業所･企業統計Jのうち
従業者10人以上の該当業種事業所を当てはめた場合の取得千分率｡
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第13図 製造業における付加価値生産性の状況
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第14図 北海道の技術指標

社会基盤(住環境 ･文化)
80-

1

研究開発の成果 ′､ l

研究開発活動 L

研究開発機関

研究開発資源(モノ)i

社会基盤 (経済)

科学技術基盤(社会)

科学技術基盤(教育)

ゝ科学技術基盤(研究開発支援)

研究開発資源(ヒト)

(注)1｢地域科学技術指標策定に関する調査｣科学技術庁科学技術政策研究所 平成9年3月より｡

上記調査では､都道府県ごとに調査されているものを､ここでは地域ごとに再集計してある｡

2上記グラフは､それぞれの項目について､全国平均を50とした偏差値で表示した｡
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第15図 北海道新規成長分野 産業振興ビジョン
｢新規成長分野｣のイメージ国

･tL光･レジャー内1

1'牢 1.昔 :諾 ,イ7.',iIて:)
･文化 ･ZLJEサービス叫1

第16図 産業クラスター展開の例

イカゴロ釣tJ餌および製造プラントの開発プロジェクト
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第17図 地域の歳出額と公設研究機関の運営費
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第20図 試験研究活動の役割分担とその調整

(注) 1 ql地域科学技術指標策定に尉する珊査Jl一科学技術政兼研究所-のr研究朋発活動のターゲット]園に
道における｢産･学･官における共同研究施設の主な役QJ'分担｣を書き加えた｡

2 2つの軸は､規制放和などの制度変化やニーズの変化などの社会.産済の動きによって移動する｡

平成10年度 道経済白書 における

北海道経済の構造改革に対する提言

1 各研究機関が､効果的な協働体制を整備するなど､総合力を発揮
できる試験研究体制のあり方について検討を進める必要性｡

2 産学官の連携強化の必要性｡

3 グローバリゼーションに対応した国際規格等の取得の必要性｡

4新規産業の創出を支援する仕組みづくり｡自立を目指した意識改革の必要性｡
5 産業クラスターの創造の必要性｡
6物流コストの低減の必要性0
7 人材の確保･育成の必要性｡
8 航空運賃などの低減による､人的･物的交流の拡大の必要性｡

試 さ れ る 大 地
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地方公共団体から報告2

｢山形県の科学技術振興施策について｣

山形県企画調整部企画調整課

企画主査 阿部 茂夫

【阿部】 今､ご紹介いただきました山形県

の阿部でございます｡

本日は ｢山形県の科学技術振興施策について｣

ということで､資料を作ってきましたのでごらん

いただきたいと思います｡

まず､本日は､ 1-3ということで､振興施策

について､まず第 1番に科学技術振興に関するこ

れまでの取り組み｡2番目が､昨年 11月､山形

県の科学技術政策大綱を策定しましたので､それについてのご紹介｡最後に､大綱策定を

受けての具体的に取り組みの一つと我が県で位置づけているんですが､科学技術庁の地域

結集型共同研究事業の採択を今年度いただきまして､これから5年間､研究をやっていく

ということで､それのご紹介ということで進めたいと思っております0

86ページに本日言いたいことのポイントを書いてきたつもりなんですけれども､まず､

第 1番､科学技術振興に関するこれまでの取り組みということで､本県はこれまで科学技

術の振興を産業政策の基幹に据えて積極的に展開してきたということが言えると思います｡

振興するに当たって､ライフサポー トテクノロジー､生命 ･生活支援工学というんですが､

このコンセプトを打ち立てまして､戦略的な研究開発を展開してきたということで､しっ

かりしたコンセプ トを持ってこれまでやってきたというのが特徴かなということで考えて

おります｡

その後､大綱策定にいくわけなのですが､その前段として､平成7年の2月に県の新総

合発展計画という全体の計画を定めたんですが､その中で県政推進の3本柱の一つに ｢新

時代を拓く産業革新｣というものを掲げまして､その中で未来を創造する科学の振興と､

科学を振興していきますよということをうたっております｡それを受けまして､なおかつ

科学技術基本法なり､基本計画なり､国の動きもございまして､このたび､科学技術に関
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する今後の基本方針を定めるという位置づけで､科学技術政策大綱を昨年の11月に策定

してございます｡

我が県の大綱は､研究開発の推進によって新たな価値を創出するんだということを基本

的な考えにしております｡それで新たにできた価値を地域活性化につなげていくんだとい

うような考えで策定しております｡その新たな価値を創造していくためには､多彩ないろ

いろな分野の交流が新しいもの､新しい知恵を生み出すと言われておりまして､そのため

に分野を越えた総合的な科学技術の振興が必要であるというようなことをうたっておりま

す｡それがポイントだと思います｡

3番目の地域結集型共同研究事業の推進ということなんですが､その大綱でうたってい

ます分野を越えた総合的な振興ということで､理学､工学､農学という異分野融合研究を

展開するということにしてございます｡これまで工学分野､農学分野､ましてや理学分野

の方が一緒に研究するなんていうのはなかなかなかったと思うんですが､それら異分野間

を融合して研究していきましょうというようなことでやっておりまして､その結果､地域

COEの構築を目指すということにしておるんですが､自立した地域COEの構築を目指

してという､非常に実際は難しいことだと思うんですが､ただ単にCOEをつくるんじゃ

なくて､つくっても､いつまでも県なりの支援を受けながらじゃないとやっていけないと

いうことではなくて､得られた研究成果を特許を得るなり､実際に事業化するなり､いろ

いろな方法があると思うんですが､経済的にも財政的にも自立したCOEを構築していこ

うじゃないか､そういう意気込みで進めております｡

具体的な説明に入りたいんですが､まず 1番目､これまでの取組みということで､87

ページをごらんいただきたいと思うんですが､1.推進組織の整備ということで､本県は

テクノ構想を活用して､これまで産業政策を中心に科学技術を振興してきたということで､

昭和60年度に財団法人山形県テクノポリス財団を設立しております｡

ここの特徴的なことは3.①ライフサポー トテクノロジー振興基金の造成ということで､

財団は74億円の基本財産を持っていまして､これは全国26カ所の財団の中でも1位

だったはずですが､その74億円のうち45億円の県単の基金を積みまして､ライフサ

ポートテクノロジーを振興していきましょうということにしております｡それに伴いまし

て,63年度､ライフサポー トテクノロジー研究開発機構を設立したということで組織的

に進めているということです｡

ライフサポー トテクノロジーとは何ぞやということなんですが､それは88ページをご
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らんいただきたいと思うんですが､近年､21世紀を間近に控えまして､人にやさしい科

学技術とか､環境にやさしい科学技術と言われておると思うんですが､これを昭和60年

ごろから､我が県ではうたっておりまして､人間のための科学技術､人間にやさしい科学

技術を確立していきましょうということで､県民がより安全に､より快適に生活できるよ

うにするための技術､それをコンセプトに推進していきましょうということでやっており

ます｡

ライフサポー トテクノロジー､生命 ･生活支援工学ということで､この図にありますよ

うに､生命支援､生活支援ということに大きく分けておりまして､生命支援のほうはフィ

ジカルサポー ト､ブレーンサポート､サイコサポー ト､ヘルシーサポー トというようなこ

とで､それぞれそれらを支援する科学技術を振興しましょう｡

あと､下のほうが生活支援､食生活やファッションの豊かさ､多様化､個性化｡家庭生

活の技術化､生活空間の創造と安全管理技術､交通 ･通信インフラの高度技術化というよ

うなこと､これら生活を支援するような科学技術を振興しましょうというような考え方で

ございます｡

ライフサポー トテクノロジー研究開発機構なんですが､昭和63年の11月に､それは

任意の集まりでして､産学官､産- 民間企業､あと､学- 地元の山形大学が中心ですo

官ということで工業技術センターが入りまして､組織をつくりまして､いろいろな勉強会

なり､あと､実際の研究開発プロジェクトということで､後ほど説明しますけれども､生

物ラジカル研究所で生物ラジカルの研究と生体光情報研究所で生体光情報の研究をプロ

ジェクト研究としてやっているというようなことです｡

87ページに戻っていただきますと､この2番目なんですが､科学技術振興には人づく

りから､基盤整備からプロジェクトの実施ということで､分かれると思うんですが､まず､

2.高等教育機関の整備 ･拡充ということで､平成4年度に公設民営型の大学なんですが､

東北芸術工科大学というものをつくりました｡あとは､5､6年度に産業技術短大であり

ますとか､山形大学の地域共同センターの建物が竣工したと｡設立自体はもっと早かった

んですが｡8年度には山形大学に生体センシング機能⊥学という大学院の独立専攻ができ

たということで､全国的にも珍しいケ-スだと思うんですが､生物ラジカルとか､生体光

の取り組みを実績として､生体センシングを専ら専攻する独立専攻ができたということが

ございますO9年度は､先ほどの調査でもご紹介がありましたけれども､県立の医療短期

大学が関学したということがございます｡
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3.基盤整備ですが､①は先ほどご説明しましたが､②ということで､山形県高度技術

研究開発センターの整備ということ､これは平成3年から5年までかけてやったんですが､

産学官共同研究開発の中核拠点施設ということで整備しておりまして､レンタルラボです

ね､簡単に言えば｡これは県の施設として整備しておりまして､現在､後で言います 3プ

ロジェクトが入居して研究開発を進めているということでございます｡

あとは､情報化の関連で工業技術センターの中に国際情報サポー トセンター､そして､

知的所有権センターというものを整備したり､今年の6月1日オープンの予定なんですが､

これは資料を間違えて申しわけなかったんですが､⑤の山形県新産業創造支援センター､

この ｢新｣をとっていただきたいと思います｡山形県産業創造支援センターということな

んですが､これは頭脳立地構想の関連の施設なんですが､情報化､デザイン化の強化とか､

あとは､研究開発機能を強化するということで､開放機器室とか､研究開発室､新規創造

室とインキュベ- トルームなんですが､それらを設けたり､各種の情報提供をしていくと

いうようなことを考えております｡

4.プロジェクト研究の実施､産学官連携の推進ということなんですが､先ほどのライ

フサポー トテクノロジーの表にもあったんですが､生物ラジカル研究プロジェクトという

ことで､最近､よくテレビで活性酸素､抗酸化物質が大事だと､ポリフェノールとかいろ

いろ言われているんですが､そういう活性酸素とかフリーラジカルというものをいろいろ､

がんとか老化の原因になっていると言われておるんですが､それらを計測したり､計測の

ための試薬を開発したり､あと､悪さをする機構を解明して､抗酸化剤をつくっていくと

いうようなプロジェクトを現在やっております｡これは7年間ということで､県と企業の

ほうで20億ぐらいの事業規模でやっております｡

生体光情報プロジェクトということで､これは､人の体は､人に限らずなんですが､生

物は微弱な光を発したり､反射したり､いろいろすると言われているんですが､それのメ

カニズム解明をしたり､光を使ったCT､計測装置を開発するというようなことで､これ

は基盤研の出資をいただきまして､平成5年から34億5,000万ぐらいの事業費で､

これはこの3月で研究を終了する予定です｡

あと､マイクロマシンプロジェクト､これも産学官共同研究で､3億5,000万の事

業費でやっております｡

この3つのプロジェクトが先ほど申し上げた3.②の山形県高度技術研究開発センター

の中に入ってやっております｡ちなみに､この施設は県の工業技術センター及び産業技術
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短期大学校と隣接しておりまして､一体的に進めています｡

先ほどの3.⑤産業創造支援センターもその隣接地にできるということで､その辺､今

後とも一体に研究開発､科学技術振興の拠点になってくるんじゃないかということで考え

ております｡

あと､最後ですが､RSP事業につきましても､平成8年度にご採択をいただきまして､

事業をやっております｡

続きまして,科学技術政策大綱の策定､89ページ｡これは一昨年､策定に入る前に､

権田先生とあるところでお会いしまして､ぜひ特徴あるもの､県の名前を変えただけで､

同じようなものをつくらないでくれと言われたのですが､こんなものができ上がったとい

うようなことで見ていただきたいと思うんですが､まず､これは平成10年 11月24日

に策定してございます｡大網策定の趣旨ということで､先ほども申しましたけれども､産

業の高度化とか､高齢化とか､環境問題とか､いろいろなさまざまな課題がある､山積し

ているということで､それらを解決し､地域の活性化を図っていくためには､科学技術を

振興して新しい価値を生み出していくのだということがまず 1番目の考えでございます｡

そのためには､各分野間の施策を総合的に推進するということ､あと､分野にまたがる

部分､業際的なものとか､こういう分野間の連携､これは後ほどの地域結集型につながる

と思うんですが､その辺､総合的に推進していきましょうということでございます｡

午前中にも､29県でつくられたということでしたので､先進的でも何でもなくて､ご

参考になるかどうかと思うのですけれども､大綱本体もお配りしていると思うのですが､

これの22ページから24ページぐらいまで､策定の経緯ということで､大綱策定のため

の委員会を組織しまして､24ページなんですが､15名の先生方に平成9年の11月か

ら約 1年間､いろいろご議論いただきまして､昨年 11月2日に､知事に対して大綱に対

する提言というものをいただきまして､それを参考に11月24日､県で策定したという

ようなことでつくってございます｡

中身なんですが､89ページに戻っていただきますと､2番､大綱の概要ということな

んですが､ ｢人 はばたく ゆとり都 山形｣の実現ということを書いておるんですが､

これが先ほど平成7年2月に新総合発展計画を策定したと申し上げましたが､そのキャッ

チフレーズといいますか､ ｢人 はばたく ゆとり都 山形｣を実現していきましょうと

いうようなことをうたっていまして､そのために､科学技術の振興もそれに積極的に取り

組んでいきますよということでございます｡
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基本目標ということで､ ｢豊かで幸せな県民生活の実現｣ということで､ ｢幸せな｣と

いうのを入れたのがちょっと特徴的かなと考えております｡豊かな生活の実現というのは

よく言われることですが､先ほどのライフサポー トテクノロジーのほうの哲学の中にもあ

りますように､幸せな生活を実現するんだというようなことを入れてございます｡

その基本目標に向かって科学技術を振興していくわけですけれども､その科学技術政策

を展開するに当たっての基本方向というのを､課題の上のところなんですが､この4つを

うたっておりまして､これは本編の9ページをごらんいただきたいんですが､科学技術振

興に当たって､国際性と地域性､科学と実用的技術という2つの軸を想定しますと､ 1-.

4までのような方向が出てくるんじゃないかというようなことを考えまして､この4つ､

人類の英知に貢献する研究開発､青少年への科学教育 ･啓蒙と人材育成,世界をリー ドす

る技術開発､付加価値の高い生産体制の実現ということで､これは大綱の推進期間､平成

11年から17年までということなのですが､それに限らず中長期的にもこの方向かなと

いうことで考えたものでございます｡

そして､その真ん中が､肝心の推進方策と重点研究分野ということなんですが､施策展

開の視点というところなんですが､これは趣旨にもありましたような分野を越えた推進と

か､それに伴います産学官民の連携｡ここでは民です｡普通､産学官と言っているんです

が､産学官民という言い方をしたんですが､県民なりも巻き込んだ連携による推進という

こと｡あと､交流､情報化の推進｡あと､評価です｡科学技術振興に当たっては､研究開

発の適正な評価なくしては,効率的､効果的な振興ができないのではないかというような

ご意見､委員会の委員の先生方からも多数いただきまして､評価というものを前面に打ち

出したということにしてございます｡

推進方策ということで､体制づくり,基盤づくり､ネットワークづくり､人づくりとい

うようなことで､それぞれ掲げてございます｡

あと､重点研究開発分野ということで､主に県民生活の質の向上を目指した分野､環

境 ･エネルギーですとか､医療 ･福祉ですとか､あと､主に経済の活性化ということで､

情報通信なり､製造技術､バイテク､農林水産 ･食品というような分野｡

あとは､全体を通してなんですが､独創的な研究開発分野ということで､業際 ･学際分

野でありますとか､これまでやってきたライフサポー トテクノロジーと､それにつながる

ような基礎的な独創的分野というようなことを掲げてございます｡

このような推進方策を展開していくわけですが､特に重点的に取り組んでいきますよと
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いうようなことで 6点｡科学技術振興の推進体制の強化､評価システムの構築､ネット

ワーク化の推進､公設試験研究機関における研究開発の推進､起業化支援システムの構築､

科学技術教育の充実というようなことを掲げてございます｡

90ページのほうに､その推進方策､破線で囲った部分の細かい内容を書いたんですが､

これは後で本編とともにごらんいただくことにして､特に1番につきまして､体制づくり

ということで､科学技術会議を設置して､なおかつ県でも推進体制を整備するというよう

なことをうたっていますけれども,これは早速来年度から科学技術会議を設置する予定に

しておりまして､あと､県でも､県の科学技術担当セクションを強化するようなことで､

現在､人事当局で検討をしております｡

また,評価システムの構築ということで､これも早速来年度から外部評価を導入して､

県の数ある試験研究機関に共通するような指針のようなものをつくりまして､なおかつそ

れぞれの内容が違いますので､実際に評価をしていくときの要領的なものはそれぞれの部､

それぞれの研究機関で整備してもらって､評価を進めていくというようなことで考えてお

ります｡

最後が地域結集型共同研究事業の概要ということなんですが､事業の中身につきまして

は､科学技術庁の担当者会議での説明とか､いろいろな機会でお知りになっている方は多

いと思うんですが､5年間､我が県の場合は平成 10年9月から5年間､研究テーマとし

て ｢遺伝子工学と生命活動センシングの複合技術による食材と生物材料の創生｣というこ

とで研究を実施いたします｡

これは先ほども理学､工学､農学の異分野融合研究ということで申したんですが､本県

の特産品､果樹ですとか牛肉なんです｡あと､酵母とかですね｡そういった遺伝子工学の

分野と､あと､先ほどからご説明申し上げている生物ラジカルの研究ですとか､生体光の

関係の計測技術､工学的な分野､それを融合した研究を行いまして､実際には､ここに書

いてありますとおり､高タンパクで低脂肪の食肉ですとか､副作用のない止血剤等の医療

用の器材ですとか､香りや味がよい日本酒､低温に強いオウトウ等々､食材を中心とした

生物材料の開発を目指すということにしてございます｡

事業の推進体制ということで､テクノポリス財団が中核機関になりまして､参加予定者

の所属機関ということで､県の公設試から工業技術センター､園芸試験場､農業研究研修

センター畜産研究部というところが参加しまして､地元山形大学から理学部､教育学部､

農学部､工学部､あと大学院工学研究科という幅広い分野の多くの先生に参加いただくと
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いうことにしております｡

あと､民間企業ということで､県内の研究開発型企業も参加しておるということで､先

ほど説明しました県の高度技術研究開発センターの中にコア研究室を整備して､研究を進

めていくことにしてございます｡

あと､92ページ､93ページに概要図をおつけしましたけれども､先ほど説明したよ

うな中身なんですが､こういう生体高分子のグループ､有用微生物のグループ､果樹分子

育種グループ､この3グループに分かれて､生命活動センシンググループと有機的連携を

図りながら研究を進めるということ｡

下のほう､今回､この事業は新技術エージェントというのを配置しまして､新産業創出

を目指すという色合いが濃い事業なんですが､先ほど申しましたけれども､自立したCO

Eの構築を目指してということを考えた場合､やっぱりこの辺は非常に力を入れてやる必

要があるのではないかなということで考えております｡

盛りだくさんでわかりにくい点があったかと思いますが,以上で報告を終わらせていた

だきます｡ (拍手)

【司会】 どうも大変ありがとうございました｡

おっしゃられたとおり､非常に盛りだくさんな内容だったわけですけれども､何かご質

問等ございましたら､よろしくお願いいたしますOせっかくの機会ですので､何でも結構

ですけれども､どうぞ｡

【A県】 実績､成果などがありましたらば教えていただきたいのですが｡

【阿部】 何の成果ですか?

【A県】 今までだいぶ昔からライフサポー トということで一生懸命やられてきたとの

ことなので､何か研究成果があったとか､企業化されたとか､そんな事例がありましたら､

教えていただきたいのですが｡

【阿部】 商品までいったものはいろいろとあるんですが､実用的な成果として目立つ

ものはなかなか無いというのが正直なところでして､このへんをとらえて､先ほど言いま

したように､事業化を念頭に置きながら研究開発を進めていかなければならないんじゃな

いかと言う認識でおりますし､このような振興計画も作成しているところです｡

【司会】 お配りした資料の98ページ以降に皆様からのアンケー トの回答をまとめたも

の､これについては回答者の県名等は載せておりませんが､今､ご説明をいただきました

阿部さんの方からは､98ページの下の日本酒に関する取り組みに関しての回答がありま
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したので,これについてのご説明をお願いしたいと思うのですが｡

【阿部】 これについては､98ページの一番下の方に書いてあるとおりですが､酵母の

開発や醸造の指導については工業技術センターが主に担当し､酒造用米については農業試

験場の方でやりまして､酒造用米の開発ができた段階からは双方が勉強しながらやってき

ました｡

また､醸造指導については工業技術センターがかなり力を入れていまして､本県の酒も

だいぶ評判が良くなってきたかなと思っているのですが､これは今までこのような取り組

みをしてきたことが基礎になっているものと思っています｡

それで､今回の地域結集型共同研究事業については､酵母の関係のグループに工業技術

センターの者が入りまして､香りも味も良い日本酒をさらに新しく開発するのだ､という

ことで取り組んでいます｡

【司会】 どうもありがとうございました｡ほかに何かございませんでしょうか｡

【B県】 B県です｡資料の中に書いてある山形県さんの ｢新産業創造支援センター｣に

ついてですが､これはどのくらいの規模のものをお考えになっているのでしょうか｡

【阿部】 これの規模については､敷地面積が12, 000平米､建物が鉄筋コンクリ-

卜造2階建てで4, 500平米くらいのものです｡

【B県】 そのためのスタッフといいますか､定員は､どのくらいですか｡

【阿部】 中に入るスタッフですか｡

【B県】 はい｡

【阿部】 それはちょっとまだ来年度の人事の内示が今週の金曜日になっていまして､

その辺､ちょっとまだ｡

【B県】 規模の大体､例えば大体30人とか100人とかという､おおよそで結構で

すが｡

【阿部】 そんなには入らないはずですね｡ここも､結局､レンタルの施設と､あと､

さっきも言いましたけど､開放機器室というので機器をお貸ししたり､あと､いろいろな

ホール的なものとか､情報提供､相談窓口なんていうのをつくろうとしているんですが､

そういった内容ですので､そんなに何十人単位の規模にはならないと思います｡

【B県】 どうもありがとうございました｡

【司会】 ほかに何かございませんでしょうか｡

それでは､阿部さん､どうも大変ありがとうございました｡
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山形県の科学技術振興施策について

山形県企画調整部企画調整課

企画主査 阿部茂夫

1.科学技術振興に関するこれまでの取 り組み

○ 科学技術の振興を産業政策の基幹に据え､科学技術振興施策を積極的に展開

○ ライフサポー トテクノロジー (生命 ･生活支援工学)とい うコンセプ トのも

とに戦略的研究開発を展開

2.山形県科学技術政策大綱の策定 (平成 10年 11月)

○ 科学技術の振興､研究開発の推進による新たな価値の創出

○ 分野を越えた総合的な科学技術の振興

3.地域結集型共同研究事業の推進 (平成 10年 9月-､5年間)

○ 理学､工学､農学等の異分野融合研究の展開

○ 自立 した地域COEの構築をめざして
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科学技術振興に関するこれまでの取り組み

1.推進組織の整備

昭和 60年度 :(財)山形県テクノポリス財団の設立

63年度 :山形県ライフサポー トテクノロジー研究開発機構の設立

2.高等教育機関等の整備 ･拡充

平成 4年度 :東北芸術工科大学の関学

5年度 :県立産業技術短期大学校の開校

6年度 :山形大学地域共同研究センター竣工 (設立は平成 4年 4月)

8年度 :山形大学大学院独立専攻 (生体センシング機能工学専攻)の設置

9年度 :県立医療技術短期大学の関学

東北芸術工科大学総合研究センターの設立

3.研究開発基盤の整備

① ライフサポー トテクノロジー振興基金の造成 (平成 3年度～6年度)

ライフサポー トテクノロジー関連研究開発の推進のため､45億円の基金 (県単)

を造成した｡

②山形県高度技術研究開発センターの整備 (平成 3年度～5年度)

産学官共同研究開発の中核拠点施設として､平成 6年 4月開所O現在 3プロジェク

トが入居し､独創的な研究を行 うとともに､研究交流施設 ･分析機器等を開放してい

る｡

③国際情報サポー トセンターの設置

インターネットによる県内企業の情報化を支援する ｢国際情報サポー トセンター｣

を平成 8年 3月に工業技術センター内に設置｡

④山形県知的所有権センターの設置

独創的な製品 ･技術開発､新産業の創出を支援する ｢知的所有権センター｣を平成

10年 1月に開所｡

⑤山形県新産業創造支援センターの整備 (平成 8-11年度)

企業の情報化やデザイン開発力の強化､ソフト分野における新規創業支援の拠点的

機能を有する ｢県新産業創造支援センター｣の整備を図る｡

4.プロジェク ト研究の実施､産学官連携の促進

①生物ラジカル研究プロジェクト

平成 2-4年度 地域流動研究

平成 5年4月 生物ラジカル研究所設置 (研究期間 7年間)

②生体光情報研究プロジェク ト

昭和 61年～平成 3年度 創造科学技術推進事業 ｢稲場生物フォトンプロジェク ト｣

平成 5年 3月 (樵)生体光情報研究所設立 (研究期間 6年 1カ月)

③マイクロマシンプロジェクト (平成 6年 10月～､ 7年間)

④地域研究開発促進拠点支援 (RSP)事業の実施 (平成 8年4月～､4年間)
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山形県ライフサポートテクノロジー研究開発体制

ラ
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生
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①フィジカルサポート(身体)
人工臓器､それに使用される生体適合材料､
福祉システム 医療システム.危険な作業や
極限の作業を支援するためのロボット等の研
究開発｡

②プレーンサポート(知能)
より高度な生活設計､緯宮､オフィスの能軍
イL より専門的な知識の習得などを支援する
ためのコンピューター等の研究開発.

@サイコサポート(こころ)
現代人は､社会の複鮒 ヒ､加速化で不安が増
大し.技術の進展は人間にストレスを与えて
いる.これを解消させるための研究開発.

@ヘルシーサポート(健康)
食生活､住環境､心理環境等をベースにした
健康管理､老化防止などの予防医学.スポー
ツ医学等の研究開発.

①食生活やフ7ツションの豊かさ.多様イヒ個性化
消賢者ニースは､多様イヒ 個性化し､生き生き
と暮らしたいという方向に変ってきている.
衣､食生活への対応.

②家庭生活の技純化
ニューメディアによるニューライフの形成､ホ
ームオートメーション化による象庭生活のサー
ビスの向上等､いわゆる技柿の大衆化への対応.

③生活空間(住宅､桝部若鮎の創造と安全管理技絹
生活行動の全天候化 24時間化､さらに医療､
福祉､娯楽等の社会生活のサービスを向上させ
労働の効率を高め､快適に働き､快適に生活で
きる環境の創造.

④交通･通信インフラの高鮒 耐ヒ
移動距離に見合った交通の高速化.さらに安全
性.乗心地T3:ど操縦性の向上.国際化 地方化

P0S化を進めるための高速､大審丑の通信技
術の開発.

山形県ライフサポートテクノロジー研究開発機構

構成 産:民間企業 学:山形大学 官.･山形県工業技手批 ンクー

事務局 酎仙形県テクノポリス財団

山形県ライフサポートテクノロジー研究開発機構

設 立 昭和63年11月
会 長 山形県副知事
趣 旨 ◇ライフサポートテクノロジーを構築し.新たな産業の創出をめざす.

◇あらゆる分野の産業の参加.波及効果として各産業技術の確立.
◇山形大学､産業界等との融合を基本とし､広域的に研究開発を推進.

事 業 ◇淑査及び研究.

◇技術に傑する講演会､研修会､交流会及び見学会の開催.
◇技榊且談及び技抑旨導の斡旋.
◇梁料の収集と提供等.
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｢山形県科学技術政策大綱｣の策定について

平成10年11月24日
企 画 調 整 部

1 大綱策定の趣旨

○産業の高度化､高齢化､環境問題への対応を図っていくためには､科学技術の振興により新
しい価値を生み出していくことが不可欠C

O 各活動領域の科学技術関連施策を総合的に推進するための指針｡
○業際分野､異分野間の連携など現行活動単位の枠を越えた科学技術振興の推進｡
○ 国は ｢科学技術基本法｣(平成7年11月制定)､ ｢科学技術基本計画｣(平成8年 7月策定)に

基づいて科学技術政策を積極的に推進｡全国26団体で大綱等を策定済｡
(推進期間 :平成 11年度から17年度まで)

2 大綱の概要

科学技術損興の推進方策と重点研究開発分野

〔施賃展開の視点〕 8 墓軍書慧詣 駅 豊訳 書雪質撃琵宗鑑糞の推進
○ 研究交流､研究活動の情報化の推進
○ 適正な評価とフォローアップの実施

◎ 科学技術の推進体制づ くり~ ~~ ｣ 8
◎ 科学技術の基盤づ くり

~~~~~~~ ~一~ 巨

〇
〇
〇
〇

◎ 科学技術のネットワ~クづくり｢ 二二8
◎ 科学技術を担う人づ くり

ー ~~~ ~~~~~t ≡ §

学技術振興の推進体制の整備
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【重点研究聞発分野〕
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○ 独創的な研究開発分野 (業際･学際分野､ライフサボ-けク川ジー､ 基礎的･独創的分野)

〔推進にあたっ●て一重点的な取り組み-】
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○ 科学技術評価システムの構築

科学技術政策の基本方向
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3 科学技術振興の 〔推進方策〕の概要

1.科学技術の推進体制づくり
(1)総合的な科学技術振興体制の強化

○ 山形県科学技術会議 (仮称)設置による各種施策の総合的推進
○県における総合的な科学技術推進体制の整備
○ 科学技術藻興を行う公益法人の一元化等効率的な振興方策の検討

(2)科学技術評価システムの構築
○評価のあり方の指針策定と厳正な評価を行うシステムの構築
○外部評価の導入､効果的な評価方法の検討
○評価結果の反映 (研究者のインセンティブ､テーマ設定､予算配分)及び提供
○ 柔軟な仕組みづくり､評価対象拡大の検討

2.科学技術の基盤づくり
(1)創造的な研究開発の推進

○ 重点的な研究開発 (ライフサポートテクノロジー､業際 ･学際分野､時代や地域住
民のニーズに対応 したテーマ)の推進

○ 研究開発の新たな展開に対応できる体制の整備 (評価や研究機関連携への対応)
○ 新産業創出等の科学技術基盤となる地域 COEの形成促進

(2)情報ネットワークの整備
○ 情報通信 システム等の情報基盤整備の推進
○ 研究開発
○ 研究情報

活動や
データ

情報提供 ･発信のネットワーク化の推進
ベース､人材バンク等の構築及びその情報提供 ･情報発信

(3)公設試巌研究機関の機能充実 ･効率化
○ 社会経済情勢の変化に対応 した公設試験研究機関の役割や組織の見直 し
○ 研究課題等の見直し､重点化 ･効率化の推進
○ 業際分野等新たな課題への取り組みの推進
○ 横断的な研究開発の推進や研究管理 ･評価の実施のための体制整備
○ コーディネー ト機能､情報提供機能の充実

(4)公設試験研究機関研究員の資質向上
○ 派遣研修等の充実､学会等への参加奨励
○ 研究員の交流の促進､研究活動活性化のための諸制度の検討

3.科学技術のネットワークづくり
(1)研究交流の促進

○ 産学官共同研究の積極的な推進
○ 交流会 ･研究会等の各種交流の場の拡大
○ 各種機関におけるコーディネート機能の強化､コーディネータの育成 ･確保
○ 広域的､国際的な科学技術交流の推進

(2)研究成果の活用促進
○ 事業化､起業化に向けた技術移転､資金的支援の推進
○ 起業化システム構築 (既存組織の有機的連携 ･ネットワーク化)の検討
○ 知的所有権の活用促進 (情報提供､指導相談､特許出願のサポート､休眠特許活用)
○ 企業､生活者のニーズが研究開発に生かされる仕組づくりの検討

4.科学技術を担う人づくり
(1)青少年に対する科学技術教育の充実

○ 創造的な人材育成に向けた教育環境の整備
○ 児童 ･生徒に対する体験型学習の充実､社会人を講師とする教育の導入 ･定着
○ 科学技術教育を担う教員の育成､資質向上

(2)研究者 ･技術者の育成､確保
○ 山形大学理工学研究科の設置､大学院の拡充促進
○ 各種研修制度の拡充､インターンシップ制度推進の検討
○ 本県独自の創造的な研究開発プロジェクトの推進
○ 女性研究者の採用 ･育成､高齢者の研究や科学教育への参加促進

(3)科学技術に親 しむ環境づくり
○ 科学技術広報活動の充実
○ 科学技術に親しむ場 ･機会の充実､自然を体験できる取 り組みの推進
○ 研究施設公開･科学技術講座等の開催促進､科学技術イベント･発明創意工夫の奨励
○ 科学ボランティア､マルチメディア技術を利用した博物館 ･科学館整備の検討
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山形県地域結集型共同研究事業の概要

1 .言=;:器 .ニ竿誓 (平成10年9月～平成15年9月)

2.事 業 費 :約 17.5億円 個 費ベース)

3.研究額域 : ｢食｣ ｢健康｣ ｢先端技術基盤｣

4.研究テーマ

｢遺伝子工学と生命活動センシングの複合技術による食材と生物材料の創生｣

5.研究目標

本県の特産物の晶質向上で培ってきた遺伝子工学と､生物の構造や機能等を測定

する本県独自の計測技術を融合して､高タンパク低脂肪の食肉､副作用のない止血

剤等の医療用基材､香 りや味が良い日本酒,低温に強いオウ トウなど､食材を中心

とした生物材料の開発を目指し､遺伝子工学技術 と生体計測技術のお互いの技術を

向上させながら､高齢化社会における健康維持･増進､安全で快適な生活の実現な

ど､生活の質の向上に寄与することを目標とする｡

6.事業推進体制

①事 業 総 括 :(財)山形県テクノポリス財団

②研 究 統 括 :山形県農業研究研修センター

仁

宏

田

田

鎌

原

長

長

事理

総

③事業推進中核機関 :(財)山形県テクノポリス財団

④参加予定研究者の所属機関

公設試験研究機関 (県工業技術センター､園芸試験場､農業研究研修センター畜産

研究部)

山形大学 (理学部､教育学部､農学部､工学部､大学院工学研究科)

東北大学大学院工学研究科

民間研究所･企業 (生物ラジカル研究所､ (秩)高研､ (秩)機能性ペプチ ド研究所､

日東ベス ト(秩)､~千代寿虎屋酒造 (資)､ (秩)トプコン山形等)

事業統括者のコーディネー トの下､研究統括者を中心にした産学官のネッ トワーク

的な連携により､コア研究室 (山形県高度技術研究開発センター内)を中核とした独創

的な研究開発を推進するb

※ 生命活動センシング :生物の構造や機能､生体内反応等の計測

※ 生物材料 :生物に由来する材料
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千

･高齢化社会

･産地間競争の激化

･消費者ニーズの多様化

山形 県

･新総合発展計画 (H7)

･科学技術政策大綱

(HIO予定)

･工業 振興指針 (H8)

･農林水産研究開発

方針 (H8)

l
･ライフサポートテクノロゾーの

推進

･ハ寸イオテクJpゾ-の推進

･業際分野の研究開発

による新産業創出

セ ン シ ン

～新 た なバ イ オ産 業 の萌 芽 を促 す ライ フサ ポー トテ ク ノ ロ ジー ～

事業総括 :鎌田 仁H財)山形県テクノポリス財団理事長)

中核機関 :(財)山形県テクノポリス財団

研究統括 :原田 宏 (山形県農業研究研修センター総長)

コ ア 研 究 室 :山 形 県 高 度 技 術 研 究 開 発

生

COE(センター.オフ〇･ユタセレンス)

優秀な研究者と優れた研究環境を備

え､研究成果が世界から高く評価さ

れるハイレベルの中核機関

域

生体高分子グルー プ

生体高分子の遺伝子制

御による食肉食材の改

良(高タンパク低脂肪

食肉等)

有機的連携

有用微生物 グルー プ

酵母等の微生物機能を

活用 した生物材料開発

(副作用のない止血剤

等の医療用基材､香味

が良い日本酒等)

有機的連携

果樹分子育種グループ

果樹への遺伝子導入に

よる環境耐性の付与

(低温に強いオウ トウ､

日持ちが良い酉洋ナシ)

有機的連携

生命活動セ ンシンググルー プ

生物ラジカル計測､光･超音波計測技術の確立 と生物の機能･構造の計測や

機能性食品素材開発等への応用

企業間連携

新 産 業 創 出

･
新
し
い
生

物材料
と

新
し
い
機
能
性

食
品
の
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地域 産業の括牲化
(食 品産業､農業等)

県民生活の質の向上
(健康維持･増進､安全)
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地方公共団体からの報告 3

｢広島県産業科学技術研究所の活動について｣

広島県産業科学技術研究所

総務担当課長 河野康則

【河野】 広島県産業科学技術研究所の河野で

ございます｡よろしくお願いします｡

本日は､説明資料としてパンフレットを2種類

ほどお配りしておりますので､これに基づいてご

説BiA三千三:;:三≡ご … J:,三芸 芸.f三;こ財団 転＼ Lll.

法人広島県産業技術振興機構と書いています｡私

どもは産業科学技術研究所を略して産科研と呼ん

でおりますが､この財団法人は産科研の運営主体

でございます｡いわゆるテクノポリス財団です｡

もう一つ､黄色いほうが産科研のパンフレットということになっております｡

まず､産科研を設立することになった経緯について簡単にご説明をしておきたいと思い

ます｡平成4年､5年にかけまして､広島県のいわゆる科学技術のビジョンというものを

つくりました｡権田先生にも委員になっていただいたんですが､この中で特にこういうふ

うな産学官の研究を推進する中核となるものが一つ要るという話と､もう一つ､大きく､

いわゆる広島県においては､それまで科学技術庁さんあたりのプロジェクトを広島大学あ

たりの先生がいろいろ産学官でやるというふうなものはされていたんですが､どうしても

県全体でやるときには､やはりそれなりの県の負担が必要になる｡ところが､県の単年度

予算という中では､2年､あるいは3年､こういうふうな継続的なプロジェクトがなかな

か推進できないし､あるいは県としてもなかなか手が挙げれないという話がございました

ので､ひとつそういったものを推進する基金をつくる必要があるというふうな､研究所と

基金というのを大きな2本立てにした提言なんですが､それを平成5年にいただきました｡

それ以降は､それに従って､平成7年に基本構想､8年に基本計画､9年には実施計画
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ということで､昨年4月に開所いたしております｡この研究所の基本となった､例えば公

設民営でするとか､あるいはこういうプロジェクトの方式でやるとか､そういうふうな話

につきましては､実は神奈川県さんの科学技術アカデミーさんとか､いろいろ調査させて

いただきまして､今の形態になりました｡昨年､たしかこの研究会の席上､権田先生が

おっしゃつられたのですが､各県ともよく同じようなどジョンをつくるのだけれども､結

局は担当者の方の熱意だし､想いだと｡そういうものが強く反映するのだというお話が

あったのですが､そういう意味では､ちょうど私は思うのですが､平成4年､5年､6年

と提言をつくり､研究所の基本の骨格をつくったときに､非常にそれに一生懸命になった､

そういう人間がおりまして､彼が非常なかざを握ったんだなと今は思っております｡

結局､7年以降は､そのときの構想を実際に産業界へいろいろ説明したりとかいう形で

具体的になってきたということです｡大体そういうふうな感じなのですが､まずこの運営

財団についてちょっとご説明します｡

まず､なぜ公設民営という形をとったかということなのですが､私どもも実は広島県の

職員なのですが､今､休職して財団へ出向しております｡それで､結局､その議論の過程

であったんですが､やはり公設でやると地方公務員法だとかいろいろ問題があって､制約

がある｡任期つきの研究員だって雇用できないといったようなことを端的な問題としまし

て､とにかく県がやるのだけれども､運営についてはどこか民営でやるしかないというふ

うなのが考えの基礎にございましたOそのときに､テクノポリス財団というものが既にご

ざいましたので､全く別の財団をつくるのではなくてテクノポリス財団を機能強化すると

いう方針をとりました｡

簡単に組織的なものをご説明しますと､この青いパンフレットを開いていただいて､一

番裏になんですが､ここに組織図がございます｡これを見ていただきますと､左半分の青

の部分､これがいわゆるテクノポリス財団の本部組織のほうです｡本部というのは広島市

内にございます｡右側のちょっとピンクのほうが､いわゆる研究所部分でして､これは東

広島市といいまして､広島県の地理的に言いますとはぼ中央部になるんですけれども,広

島大学が統合移転をしました場所のすぐ隣になります｡そういうようなわけで､本部と研

究所は車にして1時間ぐらい離れた距離にあります｡

なぜ東広島市につくったかといいますと､広島大学が統合移転したというのもあります

し､頭脳立地の過程でサイエンスパークというのを県が民間とかいろいろ研究所を集積し

ております｡そこに国税庁の醸造研究所さんとか､民間のフォー ド､松下､中国電力と
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いったものが集積しておりますので､ここは県有地でもございますし､特段の議論もなく､

と言いますか､当然のようにこの場所にということになりました｡広島大学あたりと密接

な連携を図ることができるという意味において､場所的にはここしかなかったなというの

を今実感しております｡

研究所のほうの説明に入らせていただきますと､まず､先ほど公設民営と言いましたけ

れども､建物あるいはハー ド的なものは県がお金を出してつくっております｡建物規模は

約3,000平方メー トルですので､建設費は約 14億というふうに､そんなには金がか

かってないと思っております｡そのほかの､いわゆる各個別のプロジェクトではなくて､

大規模な電子顕微鏡などといったものは県で整備をしておりまして､約 3年間､平成 10

年度から始まって､8億円ほど県が整備をしております｡この研究機器だけは､一般の産

業界の方々にも開放しておりまして､あいている時間があったら､県の条例で規定された

使用料をいただいて使っていただくようになっております｡

その建物は約3,000平方メー トルなんですけれども､基本的には研究所のパンフレッ

トの一番左側なんですけれども､各フロアの図がありますが､1階､2階が各実験室､廊

下を挟んで黄色とグリ-ンの部分で研究室と実験室でワンセットと考えていただければ､

1階､2階で6プロジェクト分ほど運営ができるという形になっております03階は管理

部門というふうな形なので､先ほども言いましたように､そんなに建物自体にはお金をか

けてないということになると思っております｡

運営についてなんですけれども､あと､パンフレットの最後に､ちょっと顔写真が並ん

でおりますけれども､所長とか､顧問とか､これは広島県にゆかりのある方々にご就任を

いただいております｡所長は非常勤ですから､月2回程度の勤務となっております｡です

から､実質的な運営は常勤の副所長が行っているという形になっております｡

左端､これが簡単な役割分担のイメージ図でございます｡先ほどから公設試の問題とかい

ろいろ出てくるんですけれども､産科研というのはとにかく産学官のプロジェクト研究を

推進する､あるいは公設試ではいろいろな制約があってできないことを推進するんだとい

うことが基本にございましたので､分野的に言うと､公設試､いわゆる県立工業技術セン

ターと産科研が行う分野というのは､ペーパーの上では明確に線を引いたつもりだったん

です｡

ところが､何のためにやるかといいますと､やはり地域の県民の方のためでありますし､
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県の産業界のためなのだから､そこで当然ながら､運営成果というものをどういう形で地

域へ展開したらいいのだろうかということが一番の課題になってくる｡そこで､どうして

も人員的にもかなり研究スタッフが多い県立工業技術センターの役割が重要になってきま

すので､産科研と県立工業技術センターの連携をどう図るか､ここに一番の悩みといいま

すか､重点のポイントを置いて運営をする必要があるんじゃなかろうかと認識をして取り

組みを進めたつもりです｡私どもも実際の運営をするに当たって､今もってそうなんです

けれども､工業技術センターとの連携が今も一番の課題ということになっていますO具体

的に言いますと､やはりプロジェクトでありますので､任期付き研究員を採用しますと､

当然ながら､全国からかなり優秀な方々が集まってきます｡しかし､3年とか､5年とか､

そういうプロジェクトの任期が終わってしまいますと､また広島県とは関係ないところへ

移っていくということになっても非常に困る｡それでは､そのときに地域とつなぐ人は誰

なのかということが議論になりまして､それならやはり工業技術センターの研究員の方々

でしょうということで､この研究員の方をプロジェクトのほうへ何とかして関与させると

いいますか､一緒になって将来の地域産業のほうへ移転するための役割を担ってもらうと

いうふうになりました｡

ところが､工業技術センターへ実際に行きますと､研究所は公募型で課題を決めてやり

ますから､それに派遣する専門分野が合う研究員がいるとか､いないとか､すぐそういう

ふうな議論になりまして､なかなか難しいというのが現実なんです｡結局､広島県におい

ても工業技術センターというのをどうしようというのが課題なんですけれども,工業技術

センターの方々から見れば､産科研がある特徴的な､あるいは先進的なことをやっても､

それは自分たちとは直接関係がないよ､産科研の特殊事情でしょうというふうな見方をさ

れているようです｡そうした中で､何とか産科研というものをきっかけにして､工業技術

センターを変革できないかということが一番の課題になっています｡

研究所というのは､では､何をするのだということになるんですけれども､まず､プロ

ジェクトであると｡このプロジェクトというのは､先ほどから言いますように､3年とか､

5年とか任期を限ってやります｡

パンフレットの真ん中を見ていただきますと､研究開発の進め方というふうに書いてお

料エコシステム､③バイオ ･健康 ･ライフという分野を設定しております｡この分野設定

についてなんですが､これは当時､産業界､あるいは学界の方々といろいろ議論をさせて
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いただきまして､広島県というのはご承知のとおり､自動車とか､鉄鋼とか､そういうふ

うな､いわゆる重厚長大な産業に偏っていたものですから､それに変わるものを何とか種

として生み出す必要があるのではなかろうか｡そのために何をやるべきかということで議

論された結果､この3分野が設定されております｡どういうやり方をするんだというとき

なんですけれども､先ほどから言いますように､プロジェクト方式､これは何のためかと

いいますと,その期間､優秀な方々を集めることができる｡あるいはその成果というもの

が出たときに､公設議でやるよりも､成果の帰属であるとか､その後の人材の活用である

とか､大学あるいは企業とも柔軟な連携がとれるし､言いかえますと､非常に有効で柔軟

な運用ができるのではないかという様なことで､こういうプロジェクト方式ということに

なっています｡

研究の方法なんですけれども､大きく分けまして､ ｢プロジェクト研究｣というこれが

一番規模的に大きなプロジェクト｡これは約 1億円ぐらいのプロジェクト規模でやってお

ります｡これは純粋に､先ほど言いました科学技術振興基金であるとか､科学技術振興事

業団の地域結集型共同研究事業､あるいは科学技術庁の地域先導研究事業､こういったも

のを活用しながらプロジェクトを動かしております｡そのほかの ｢先行研究｣､これは工

業技術センターの方々をプロジェクトにいきなり派遣したのでは専門分野も違うとかいろ

いろ課題がありますので､プロジェクトリーダ-の下で半年程度勉強してもらおうという

ための研究でございます｡最後の ｢探索研究｣というのは､いきなりプロジェクト研究に

はならないまでも､将来的に大きく花開く可能性があるであろうというものを選定いたし

まして､研究していただこうというような形のものでして､そこで良い芽が出れば ｢プロ

ジェクト研究｣という大規模のものにしていこうというものでございます｡

個々のプロジェクトについてはその下に4つほど書いておりますが､一番上のサー

フェースカーボンクラスターというのが科学技術振興基金で運営しておりますプロジェク

トです｡ 2番目が地域研究型共同研究事業､ 3番目が､これも科学技術庁さんの地域先導

研究でございます｡一番下の4番目が探索研究という研究種類なんですが､実はこのほか

にも県立の東部工業技術センターでいろいろ応用的な研究とか､そういうふうなものも

やっております｡ところで､広島県では100億円を目指した科学技術振興の基金という

ものを創設しておりますけれども､最初の5年間､50億円創設という目標に対して､現

状では県が36億円程度､民間企業さんからは1億円程度ということでしたし､最近の状

況からして､当然ながら利率のほうも当初に想定したほどのものを生んでおりませんので､
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結局､広島県においては基金でやると言いながらも､科学技術庁の大規模な研究プロジェ

クトとか､そういうものを活用しないことには､大きなプロジェクトを運営することがで

きないというのが非常な問題点といいますか､ネックになっておりまして､国の制度がな

かったら､ここの産科研のプロジェクトも非常に規模の小さい小ぢんまりとしたものにな

らざるを得ないというのは今後の非常な課題であろうと思っております｡

その研究費についてでございますけれども､先ほどの基金のほうは100億円目標です

が､現在のところ全体で37億円ちょっとなんです｡これについては､最初10年間ぐら

いの計画で100億円を創設しようというふうな目標でございましたけれども､現実､最

初の5年間でその程度しか集まってないということもございます｡今後､では,どうしよ

うということなりますけれども､研究費については､やはり国のいろいろな制度を活用せ

ざるを得ない､あるいは理想を言えば研究プロジェクトからいろいろ成果が出て､そこか

らいろいろな特許収入が生じてとか､そういうふうなことを理想的には思っておりますけ

れども､スタートしてから実質 1年ちょっとでございますし､まだまだそこまでのものに

はなっていないというのが現状でございます｡

ただ､研究所のプロジェクトのうち､特に2番目の科学技術振興財団の地域結集研究事

業なのですが､実質的にはスター トしてから1年半ぐらいたっております｡先週も､平成

10年度の研究成果発表会を広島市内で行ったのですけれども､そのときのいわゆる皆さ

んの反応を見ていますと､やっぱり薬品関係であるとか､医学部さんあたりから非常に高

い関心を持たれているということが感じられましたので､今年度､あるいは来年度ぐらい

には良い成果が出るのではなかろうかと期待しております｡

この研究なんですが､ごく簡単に申しますと､今いろいろ話題になっています臓器移植､

あれは他人の方のを移植するわけですね｡ここの研究所で研究しています組織再生は､自

分の良い組織を培養して再生しようというものであって､他人の方の臓器を移植するとい

うことではないので､倫理的にも非常にハードルが低いのではなかろうかというようなこ

とを先週の成果発表会の中でいろいろ医学部の方とかがおっしゃっていましたので､非常

に期待を持って私どもは見ております｡

そのほかのプロジェクトについても､体制が実質昨年末にスタートしたものもございま

すし､まだまだこれからということもありますけれども､私ども産科研を運営するのに一

番よかったと思いますのが､やはり今までにない体制の中でスタートしたということでご

ざいまして､産業界のほうからかなり注目をされているというのもございます｡それは何
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かといいますと､やはり民間企業でも研究というのは当然ながらされるんですけれども､

こういうふうに景気なんかが悪くなると研究開発費がどんどん削減されているわけです｡

そうした中で､自社単独ではなかなかできないというようないろいろ悶々とした中で､産

科研でそういうプロジェクトをスター トさせるのであれば､ひとつ自分たちも参加してみ

ようとか､あるいは自分たちもこれに関連したものをやってみようとか､そういうような

きっかけになったというふうにも思っていますし､今まで広島県においては任期付きの研

究員を雇っていろいろ運営するということもなかったものですから､そういうようなとこ

ろを目の当たりにすることによって､かなり刺激を受けられたというふうなことを各方面

からお伺いしています｡

科学技術基本法が成立して､かなり科研費とか､いろいろな公募提案型の研究制度が増

えてきているというのもございますけれども､広島大学をはじめ､かなり先生方がそうい

うふうなプロジェクトを一緒になって地域の方々とやってみようという様な機運というも

のが随分とここ1年ぐらいの問に大きくなっておりますので､そうした意味でも､産科研

の設立というものがかなり地域にインパクトを与えたのではなかろうかなと感じていると

ころです｡

具体的に言いますと､ちょうどこのパンフレットの黄色いはうなのですけれども､一番

後ろを見ていただくと簡単な写真が載っております｡これが､いわゆる私どもが広島中央

サイエンスパークと呼んでおります研究団地の写真です｡この一角に､まだ2区画ほど空

き地がありますけれども､ここには､いわゆる貸し研究室であるとか､インキュベーター

ルームとか､そういうふうなものも整備されておりますので､こういうところへどんどん

大学から出て､産学官のプロジェクトの研究拠点を探してといいますか､こういうところ

でやりたいということで､特に広島大学さんあたりの研究者の方々の意識が変わりつつあ

るというのはほんとうにうれしく思っております｡

ただ､それが正直なところ､国立大学である広島大学においてはそういうふうな意識と

いうのを先生方がお持ちなので､今後もどんどん加速していくのではなかろうかとは思っ

ているのですけれども､他の公立大学や私立大学ではまだまだそういう意識がないし､体

制もできていないというふうに大学関係者の方もおっしゃっています｡そういうような意

識がどんどん進んで､地域全体で連携を図ることができればなお一層加速していくのでは

ないかなとは感じているところでございます｡

ただ､正直なところ､きょうは皆さんの議論のために問題提起をするということで､あ
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えてこういう言い方をさせていただこうと思っているんですが,これは､ある大学さんの

学長さんがある公式の場でおっしゃっていたので､言っても差し支えないんだろうと思う

んですが､産学共同は悪だという様な意識がまだまだ学内には根強いとおっしゃるんです

ね｡そうした中で何とかとして先生方の意識を変えたい｡そういう意味では､この産科研

というのは一つのきっかけにもなるんだというふうなことをおっしゃっていたんですが､

大学の内部的な努力だけではなかなかそういう意識も進まないので､外部の方からも機会

があるたびにいろいろつっついてくれないだろうかというふうなことをおっしゃっていま

した｡なるほど言われてみれば､私どもも現時点でもそういう体験をいろいろしています｡

今後､そういう動きをどんどん加速させていかなくてはいけないと思いますし､さっき言

いましたように､ほかの大学､あるいは産業界の中ではまだまだそういう様な問題を認識

されてないところも非常に多いですし､特に同じ県の組織の中なんですけれども､公設試

あたりから見れば､産科研というのは特殊な存在､あるいは自分たちとは関係ない別のも

のというような意識をまだまだ持っているようなので､そこをどういう形で意識を改革し､

あるいはほんとうに地域の振興のためにみんなで手をとり合って進むことができるんだろ

うかというのを真剣に今後の課題として考えていかなければならないのではないかと思っ

ています｡

先ほどから問題になっていますけれども､ほんとうに公設議をどういう様に展開して

いったらいいのだろうかと悩んでいます｡私どもが今ちょうど産科研の運営という-セク

ションの立場なのであれなんですけれども､非常に公設試との連携を図らないと産科研で

やっていることが産科研だけのものになってしまいますし､そこでせっかくいい成果が仮

に出たとしても､それが広島県の地域にうまく移転し､展開できない｡結局､どこか広島

県外の地域で成果が活用されていってしまうのではなかろうかなと､ちょっと私の個人的

な危倶なんですが､そういう思いもしております｡

なぜこんなことを言いますかといいますと､以前､この研究所を運営する前に､広島大

学のある先生が産学官のプロジェクトをされたことがありました｡かなり全国的にも注目

されたということで､産業界の方々が参画されたんですけれども､結局のところ､集まっ

た人は近畿や関東にある大企業の研究者の方でして､広島県内の工業技術センターからも

研究者が派遣されたのですけれども､結局､広島地域の研究者は十分な成果も習得できず

に､成果は県外の企業の方々が持って帰ってしまった｡そのときに､産業界の方々から､

なぜあのプロジェクトを広島でやったのか､広島でやった意義が結局ないじゃないかとい
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うように指摘されましたことがございましたので､今回､そういうことだけは避けなけれ

ばいけないという思いが非常に強かったんです｡

そうした中でやはり鍵を握るのは､いわゆる県立工業技術センターであるという様な思

いを非常に強くいたしました｡実際､研究所の基本構想とかいうものを工業技術センター

へも説明にも行ったんですけれども､まだまだ自分たちと関係ないねという様な意識が強

いものですから､そこを払拭して連携体制を構築しないと､先ほどから言っておりますよ

うに､非常にいい成果が出たとしても､結局､広島でなぜ広島県のお金をかけてやったの

にというようなことを将来的に問われるのではなかろうかなということを胸に強く課題と

して持っております｡

そういうようなことを防ぐために何をやるのかといいますと､やはり時間はかかるかも

しれませんけれども､工業技術センターに対していろいろな働きかけとか行動をしなく

ちゃいけないと思っていますし､また､外部の方々のいろいろな､この産科研においては

企画評価委員会という外部の､企画及び評価というものをいただくようなものを設置はし

ておりますけれども､こういうところで十分に､地域の方々にほんとうに自らの課題とし

て議論をしてもらう｡そういうことがないと､結局､産科研だけが浮いた存在になってし

まうという危供をもっております｡ここを解決していかなければいけないと考えておりま

す｡

途中の説明がまごまごして非常に申しわけございませんでした｡最後に私が言いたいの

は､広島県は､提言をつくった上でこういう研究所というものをつくりました｡確かにそ

の形式､ペーパーの上で議論されたものは非常にすぼらしいものです｡むろん､実際やっ

ていることもいろいろと粁余曲折はありますし､ハー ドルも数々あって､それを一つ一つ

乗り越えながらやっているんですが､結局のところ､この研究所ができたのも､あるいは

研究所のプロジェクトとしていろいろな大規模なプロジェクトが運営できるのも､国の通

商産業省で言えばsTZとか､科学技術庁さんとか､科学技術振興事業団とか､こういう

ふうな資金があったからです｡ほんとうに正直なことを申しますと､STZとかなどは､

神風が吹いたというのが正直なところです｡通産省さんのああいう政策の提案がなければ

研究所をつくろうということは実現できなかったかもわかりません｡こんなことをこんな

場で言っていいのかどうかわからないんですが､広島県は､人口が288万人､製造品種

価格はピーク時は10兆円近かったんですが､今は7兆円台ですし､なかなか独自で科学

技術を振興しようというところまではいかないというのが現状でございます｡ほんとうに
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今後ともやはり国の支援なくしては､広島県ぐらいの規模のところは独自の科学技術をや

れと言われてもなかなか難しいのかなというのをあえて言わせていただきたいと思ってお

ります｡

どうも途中で説明が乱雑になりまして､済みませんでした｡もっと整理をしてくればよ

かったのですが､申しわけございません｡ (拍手)

【司会 (中田)】 どうもありがとうございました｡

広島県ぐらいでは独自の振興は困難と言われるも---0

【河野】 個人的な思いですから｡

【司会】 もっと小さな県もたくさんありますので｡

広島県さんの産科研は非常に仕組みもやっておられる内容も先駆的かつユニークでして､

非常に私どもは関心といいますか､注目をしておりまして､それでわざわざ来ていただい

てお話をいただいたんですけれども､実際の運営に当たってはいろいろ問題といいますか､

考えなければいけないこともあるというお話と､もう一つはそれだけにとどまらずに､公

設試のあり方ですとか､あるいは地域における科学技術振興全体についてのお考え､実際

に対応されている内容まで含めまして非常に興味深いお話を聞かせていただいたと思いま

す｡

何かご質問等ございましたら､お願いしたいと思いますが｡

【C県】 ちょっと1点教えていただきたいんですけれども､公設試からこの産科研の

プロジェクトへの参加が進まないという話がありましたけれども､それは公設議の研究者

の個人的な意識の問題が大きいのか､それとも公設試自体の組織のあり方の問題が大きい

のか､そのあたりをちょっと｡

【河野】 なかなかこういう場で正直にお答えするといろいろ差し支えがあるかなと思

うのですが｡

【C県】 小さい声で結構です｡

【河野】 参画が進まないといいましても､実際は各プロジェクトに1名ないし2名参

画はしているんです｡ところが､ちょっとさっき言いましたように､産科研のプロジェク

トというのは公募型でやりますし､国の地域結集事業あたりに乗るとしても,当然ながら､

地域には人が限られていますので､研究リーダーとかプロジェクトが限られてくるんです

ね｡そうすると､そこへ工業技術センターの方を派遣しようと思っても､ちょうどそれに

マッチする分野の方がいない｡これはほんとうに現実的な課題としてあるんですね｡広島
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県には工業技術センターが3つありまして､全体で言うと120名ぐらい研究者はいます｡

といいましても､やはり人材が限られてます｡したがって､その分野の研究者はいないと

いう議論になってしまうのですね｡私ども事務系職員から見れば､ちょっと分野が違って

も､専門性がちょっと違っても､さっき先行研究というので説明しましたように､プロ

ジェクトに行くまでに半年間ぐらい勉強する期間も与えているつもりなので､まあ､何と

かなるのじゃないのと簡単に恩うんですが､研究者の方から見るとどうもそうはいかない

というふうなことを言われるのです｡そういう中でも､特に､若手の人たちは何とかやっ

てみたいと言う人もいるのですが､そうすると､工業技術センターの側で.彼が抜けると

どうなるとか､すぐそういう議論になってしまうんですね｡何も彼個人のためにやるわけ

ではなく､また､産科研のためにやるわけじゃないのですから､そこを組織的に議論をす

るようにして､確固たる対応をとらないとだめだなと思っています｡

逆にお伺いしたいんですが,C県さんの場合は､その辺の連携はどうなっているんです

か｡

【C県】 お恥ずかしい話なんですけれども､ほとんど連携がない状況です｡やはり今

と同じ話で､人材的には行ってもいい人間というのは多分､公設議の中にいるんだと思う

のですけれども｡お互いがお互いを敵視しているというわけではないんでしょうけれども､

かなり意識しているところはやっぱりある｡うちは縦割りの話で､ちょっと恥ずかしい話

なのですが､科学技術系の研究所と､工業系の産業総合技術研究所を持っているセクショ

ンがちょっと違うという状況も若干あるかなというところは感じます｡以上､そんなよう

な形です｡

【司会】 どうもありがとうございました｡

若干時間は過ぎておりますが､もうあと何点か､どうぞ｡

【D県】 D県の者です｡本日は､興味あるお話をありがとうございました｡

私はきょう､お話を聞いただけなんですけれども､広島県の産科研はどちらかというと､

公設試とはかなり遠くて､どちらかというと大学のほうに近いポジションだというふうに

受け取りました｡したがって､公設議との関係は非常に難しい面があろうかと思います｡

苦労されているのもある程度わかるんですが､だけど､やはり公設試と大学との間のちょ

うど中間といいますか,かなり大学寄りのこういうふうな研究所というのは非常に興味が

ある存在だと思います｡したがって､極端な話ですが､公設試とは直接関係は薄くても､

逆に言うと広島県の産業界と産科研の問の関係が密であれば十分いけるのじゃないか､そ
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れが非常に大きい太い線が引けるんじゃないかと思います｡

ただ､そのために､ちょっとお聞きしたいのは､幾つかのプロジェクト研究があります

が､これを支えている企業からどのくらい人が来ているのか｡そっちのほうがはるかに興

味があって､その企業が広島県の企業であれば､サポートであれば､工業試験場との関係

はかなり薄くても､だから､工業試験場は工業試験場で､ちょっと言い方は悪いんですけ

れども､中小 ･零細企業を専ら相手にしなさいと｡広島県の中でもリーダー企業は産科研

と結びついていきますよということで､そして､大学ともより近いところにありますよと

いうポジションは非常にいいポジションだという気がしているのです｡やっていけるかと

どうか､これはまた別の話ですから｡

特に先ほど申し上げた､このプロジェクトに広島県の企業がどれくらい関与をしている

のか､ないしは､さらにそのために企業としてはどのくらい研究費を出してもいいという

気持ちがあるのか,その辺をちょっとお聞きしたいのですけれども｡

【河野】 まず､産科研においてのプロジェクトの意義なんですけれども､先ほど大学

と公設試の中間というふうにおっしゃいましたけれども､まさしく私ども､プロジェクト

をする際に､あるいは科学技術庁の制度に手を挙げる場合に､大学のいわゆる基礎研究と

は違うのであって､必ず地域の産業界へ成果が展開されるような種でないと､私どもは最

初からやる気はなかったんですね｡ですから､そういうことで大学とは違いますよという

のを明確に位置づけはしているつもりです｡

1点､公設試､いわゆる工業技術センターというのはやはり先ほど権田先生のお話にも

ありました技術指導とか､いろいろな面がございますので､ただ､それだけで､そこでは

やはりできない､あるいは地域企業だけではできないというものをやりましょうねと｡か

といって､やはり成果というものが見えるものでないといけない､論文を書いて終わりと

いうのではだめですよというのが前提としてあったわけですね｡

そうした中で､広島県内の企業の参画状況なんですが､具体的に言いますと､このパン

フレットの一番上､これは実質的に昨年公募しまして､昨年暮れに研究体制がスター トし

ていますので､現在､研究機器を入れたりとかいう体制整備をしています｡この4月から

具体の研究がスタートするんですが､それには広島県の企業で言うと- 公表しています

からいいんでしょうけれども- M会社さんとかN会社さん､あるいはそのほか3-4社

ほど県内企業の参加はあります｡そのほか県外の企業さんから参画の声はあります｡その

ほかのボスドクで数名雇ったりします｡あとは工業技術センターから2名ほど派遣で来ま
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すので､総勢 10名ぐらいの体制｡常勤で言うともう少し､6-7名です｡あと､企業さ

んから非常勤的に週に何回かという形で来る人間を合わせると､大学の方を合わせまして

10名ぐらいになるかと思います｡

2番の科学技術振興財団の地域結集型共同研究事業なんですが､これは研究員が全体で

30数名おります｡そのうち､いわゆるボス ドクの雇用研究員が14-15名はどおりま

して､あと､工業技術センターからは1名､大学から4-5名｡広島県内の企業からは､

最初の広島県の産業構造で自動車とか､鉄鋼とか､ああいうふうなのを言いましたが､バ

イオ系の企業が少ないものですから､製薬会社さんの他､現在いろいろ具体的に会社内で

はやってないんだけれども､ちょっと興味があるからという形で派遣される企業もありま

すので､県内からは総勢4社ぐらいです｡そのほかは県外の企業の方々です｡

3番目なんですが､あるいは広島大学とか､工業技術センターの他､あとは県内の企業

で言うと､常勤の研究員を派遣するまでは行っていませんけれども､連携をとりながら

やっているという意味では､広島県内4-5社ぐらいの企業さんがございます｡

何を言いたいかといいますと､大企業さんは確かに研究員を派遣してこられます｡ある

いはこういう状態ですから､常勤の派遣研究者はいないけれども､社内で関連の研究をす

るというような大企業はあります｡ただ､それは大企業だからできるのではないかなと

思っています｡そこになぜ工業技術センターというのを入れるかといいますと､大企業は

独自で､あるいはこの研究プロジェクトの中で一緒にやるわけですから､そのなりのこと

はできるんですけれども､そのほかの中小企業のことも私どもは考えているのです｡プロ

ジェクトに研究員を派遣できない中小企業にどういう形で成果を移転､展開すればいいの

かと考えている｡参加できるところはいいですけれども､参加していないところにも広く

何らかの形で成果の展開をしたい､あるいはこういうことをやっているんだということを

かみ砕いて伝えたいという思いが強いんです､参加していないところに対しても｡そこで､

では､誰がそういう役割を担うのかと言ったときに､工業技術センターしかないと思うの

ですoそういうことで､工業技術センターの研究員というのを重要に考えているんです｡

【司会】 ありがとうございました｡あと､何かありますでしょうか｡

では､河野課長､どうもありがとうございました｡
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(財)広島県産業技術振興横構 (略称:産振横)は､｢広島中央テクノポリス開発構想｣(広島県)及び｢広島県

における産学協同体制の将来案｣(広島産学協同懇談会)に基づき､昭和58年 (1983年)に中核的推進織関

として発足して以来､皆様のご支援ご協力により､広島県産業情報センター､広島起業化センター(愛称:クリエ

イトコア)､広島県先端技術共同センターを改組拡充した広島県産業科学技術研究所 (略称:産科研)の設置な

ど様々な機能を有する機関として現在に至ることができました｡

今後とも､産字冒連携のもとに皆様のご意見をいただき､技術･製品の開発､新たな産業の創出､人材の養成

及び企業経営の開発等の支援を通して皆様のお役に立つよう努めてまいります｡

産振橋の組織図 芸成諾,*OgqR5m8! 一,月2.｡
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(財)広島県産業技術振興機構
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産中 171苛等;下垂 建学7分 ■タクシー

エ鶏群つLlby12(jl'J

広島県産業科学技術研究所
〒739-00∠椅 費広畢市銀Jj310132 広島中発ウイ=ンスノ1;-ク円
TELO82･･与-3ト〇2OO FAXO824･37･020I

●rI=辛,i.夢 に草末字諒射光1号草餅才t:rヤー(

●芯も一大rf感 弟葉芽r:･EF二9-と払建

+LT,.JB蛋+5･＼ -

●f･野脚 B;螺 へ
●7IPlト･

●≠毒-巧へ
●窃LJデ5人

賛助会員募集のご案内

当封琵の様々な議動は､Jf助会見のこ協力によって支えらf?iています.

当窮民の番割､舞笹を蛮化充実するFtめ.書取会員を襲芦募集しており

ます｡雄大していただきますと.

◇呑セミナー.研究会の案内送付

◇各セミナー,研究会の受戒事号音汚I

eJ助成金募集茶内の送付

垂てtつ5分

事で章730分

ー撃でやま〇分

_奉できつ4C分

く/鼻アトバイtf-の紹介.素話

/膚 煮叫NEWSの転句

等いたしておhJますので､是非,こ積的ください｡

より活発な地域技範.建鷲鼻葦の爵興を放っていくために､旨枝のこ賛

同を心よりお辞い申し上げます｡

l会 則 1ロ 15_OOO巧

運営団体･お問い合せ先

財団法人広島県産業技術振興機構
〒730-0052 広島市中区千EB町3丁自7･47 広島柴橋壕プラザ3F

7fuL78～)24～-7741W lDe～)34～-86～7
ホームページアドレス hEtP.･//www.hivI軌 ,-EDrJp
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広島県産業科学技術研究所
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産業科学技術研究所を中心とするネットワーク型
地域COE(中核的研究開発拠点)のイメージ図
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鯛.支讃ゝ

＼

企業ニーズの把纏･反映

◆
研究開発の推進

◆
産科研を核にしたネットワーク型地域COEの形成

ご頭脳の集積

○良好な研究環境の確保

国研究所 民間研究所

(国税庁改造研究所) (中電､フォ-ド等)

参画･支援

広島中央
サイエンスパーク

絹 .支フ l

応用･実用化

研究開発

nlL ● ● 各 /41 希 書 ●

■ -
′ lヽ
'-:llP'r"".''lI~17=･ A
㌔ . _≡,_=∴ く′.1

広島大学

~＼

■

地域共同研究センタ- i
-

▼
J-▼≠ Yこ′

広島テクノプラザ 広島起業化センター

研究開発支援 起業化支漂

=●t+3+●●●●一■↓一八一●●●●●●●●■●●■● ● ■

√- 成果の朋 JT
既存産業の高度化 次世代産業の創出

(新分野開拓など) (ベンチャー企業など)

◆ ◆
多 彩 で 力 強 い 産 業 構 造 の 形 成
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自然に意まれた研究噂壕と.充実した交通アクセスのもと.
SAnKAK∈nは地域産業のさらなる発展を支援します｡

義研究開発の進め方

轢顎:熊発分野

終戦汗に笈{j耗i)Sff荒諾̀発L/-.'努ま言(1＼鴻頼 光.妻琵′誓え12iu.ニコン7 7ム<zjh警f､3)バイオ 袋要撃 -イブ分幣こ3

･=Y･迄の吾早発開発を遜bI､るに_ilAc:-て'話 こ護る7‡}'広蘇J:字紋範渋irヂ研究'L7ノJyy ry,昌rFLjる∴-.こ:してい草す

養f･Y貫の ′tibZE)カ

妾･Y･Jy野間栄誉成しr=/＼壬巧J,顎L,îJAJ'首′荒や績?進4るト>J,,芽 白として津字xiA,',t't毒鞘にuC芯 Y.7 i-/､'J卜捕第:方式-L}-恵･r･芋 チ -ムこ◆)メ:日 がる汗完n,'h簸,i"〉r

iL;丁:rii_!GLrr,叫･lL_t

- ;/l l::_-

プロジェクト
研究

プロジェクトリ-タ一夜中心とした慶字音共同研究(県立=寮技術

センタ-研究韓を含む)染

原男ijとして.研究所での集中研究男だにより実施する,.

プiqジェット研究を効果的に行うため､これに先駆Wで汚･5研究く

先行研究 プロジ3̂クト｣-タ岬のもとに､鼎立て凄根瞬センター研究抱を燕

遺し､予餓知識脊髄碍するだともに､詫確ご研究賢i醗 等に萄たるゎ

探索研究 将来プuジェクト研究の候補となる‡;j縫性1ぴある萌芽的研究

■由醸 ≠軸 『■ 順 E a 朗

3-5荘

士ヰI_i.Pit

トーrr)荘

研究激壷は､

年輪で無印以朽

研究蔚食妻蒜､

3CX3,5m以巧

研究貿食言凄､

句琵琶3cc-万汚以内

公 努

プロジ=クト研究に先立っ
(二't:汰

}ロジ3-/}卜野天応弟テ
-マや研究苧スタ､,･フが
発芽したデ マ,t;'ら選考

徽研究開発フnジェクト

餅賢所が望臆深旅<3る研究粥発プCジニクーギ諒,')､のこおりて｡眉

今後も､孝三字技蘇転儲畢竜巻源治も,する公紫フLジェク-ゝや､域の研究炉食等 ーよる告yJ采粥発ブコシェクトを昌一熟,粥tご策旅 L/frL.iきまri｡

研 究 代 表 広島大学工学諸費汚 rl単 勝臣

研 究 内 容 濁t,1議性と赦コ-キング轄f琵帯の析出の抑制汚 有する触媒の開発.構造好j鄭だれた好索材料の開発で

そ の 他 研究均金:琴1億円以内. 研究時間二平成10年仲平感を5年

研 究 代 表

研 究 内 争

そ の 他

研 究 代 表

研 究 内 容

そ の 他

研 究 代 表

研 究 内 容

そ の 他

広盛大挙浮軍務教控 吉淫 窮i,

人r窮策や毛髪の再生蔑絹の解明などむ､ら新しし犠 綴用人二巌叢等の鰐栄誉ざ′ す ､!

研究餅金:年4億円襟泉.研究鞠鞠て平成9年-平成14草

㌫輿大字3:撃落教授 讃,W 帯言

軒洛敵 機などを利鞘した義時槻舷性物馬の東岸技術の鞄発をのど官や

研究摂食年1億円硬変 重罪究期琴Y学BEl!0母度～平成12年鑑

局数太字工寧知教授 幣 宗謀､

努邦可能な安定性の凝るセラミックスや金属の好き経材弼sJV厳敷Y

研驚漁意､轡3C30万㌢E3以内.済発期曙､早成盲u碍濠J-轡成H 琴髪
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■施設の概欝
､ニ竣物規模 RC3特津.廷床面蟻約3.Obし.十-, ～

二ノ施設内容 実演雪6(96-14･4平方メートルi.弼才.'号6C､う･･96平方メ-トル).

共弼甲 子'均:･ゝ盲 ..,･i男交;-,%室.涜粟噴羊蔓宴等

ど)警備 祭 的;)Styt-,つけ､･9年定)

7ントランス/7;-JLl

■共用研究機器

蹄究軒ぐは､次の巧用を斧宍硬岩を企策､

大字等の餅実名の方?に句tiでこ刈

伺いたたけ諜Ig

･jR･二号'!錦に当たっICは､あら7,-LしめtI甥
も…前許でに)研究孫へ?‡.用申絹を行っ

こいただきます,,

なお､今虚b汐'発無芸の繋健を澄め

ることにしていま13

野 毛:JEM･3000F

t子牡:*tl!放射製
鹿まt毘:淋 V

分JMt:0.1Orml格子t)､o_21Tm (牧子tl

起 毛:JS… F

t手枕:冷B積t界故地

娘蓬tE.淋 V

分Kk:1､2rlmi加速t庄15kV時1

型 名:JNM･LA500
枚兼用-&鼓:5ccNHz(lH)

分 群 集:02Hl(1日)

型 名:ESCALA蜘 -XL

蕃 溌:1.0(札 OOOcps叩､6eV:FWHMl

型 名:RINT25a)VHF

定格出力:18kW

尊 名:LSM5lO

Zh食事た:伽
A大方兼鼓:2… x2048ii兼

型 名:NRS･2100
レーサー:AT.300mW
漣鼓せJit席:23,000cmI-10.5OOcm1
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王 l/J ､ .(

■ ‡ ▲

繋 ぎ与㌔ご

本絹'g,荊IJ 広島県.二あける中L藁的幸男究

開発拠点とJて､21世妃:二向け7J--鯉城援

兵の曹長をつ兎展を丈娃しこいき悪す 地域

の養挙官の削 美方のスクラムのもと 親許

荒技の研芸者,9集まI,世辞FJ'にも:妄Elさ

1tる汐究帝と+A.Lるようr'､んはって雷いります

所 長水 野 博之
松 下常務産束攻･
スタンフ!-ド̂ 甘娘開教 授

こJtからJ)始･dJ)発展にとってぎー輩i支第g,嬉

割;=とてt'大切てT 私ともは,A/トワーク型

の地域COE～･ii′､(いただi:さfう吉研究所

をE樺しています 民間仝養 文字 策公給統

･Jitとの簿蒐な皐月罪人キ才を集会乾し､世界飢レヘ

ルの研究絹妻戸を発情L/')つ､趨織の慮液搬輿

､こ様々も戸手で摂鮎で尊菰i:つ繁,tJL{終-はす

副所長塩沢 孝之
fry.遠璃座尭名工集結慮鷲甲蛋r輿賓顕析て燕長

基等研究t}開発研究も､壌象を徽藍的.こ茶

寮して蔀愚倉を好くと去う立場からiま罪なる

点はありません 相賀博が昇なるだけです そ

れを一律化するのか席料折の役割と考えます

それに払 拭3Eを担当 ㌻るもG')とー遷宮を担当

tるものとの水ruもらさ冶繋密Ts法力が■可よI･

ru大･..7てあると思っていま㌻

嗣井口洋犬
僻 )採取名簿研究南都弟長 束苧東野名誉働汚

水研究燕 e･iA､沖熊を昏1号 た祈張や度肝彰

3)もJiどを､本巣箭姫.絶級が請 っている再生

能を活発化させて健/(,qT患`̀究極の溢蘇りを

巨指した研究t>行われると笥い て才'Pは7-瓜

あら､さ空生かし,/IL◆地域雷藩型ライフサイエ

ンスのJ/カ●'となるよっ左岸鴇Lrおり霊す

巌鰯桐山 華雄
l鰍 半里ライ7十イエシス原罪さて琵増車左

入板大学名ま放搾 荻島県名誉県民

和雄.1､縛られるところ3ちとこからてrJJいく-

いうのか最近の及考rSろう そうとは轟え そ

れ将おL自力で掛 .出､ていないと遅れをこ蓋し

ゆき違い･亡､井のいいもf)-3人手か繁しい.I

L拷問そjlと､!′番手Iを遜る心貫も去る そうい

う意韓で 二g,号音広島､二段けらiT_,'=度発り
亨1圭t',･巧完熟こl附をし勤でもVていきた､Lt

呈串琵 中 山 勝矢
払タコ串七草怒号考摺事 故椎

骨渡言･与iモネr古賀買錬,17強rる広 轟中 谷ヤ1

ニノノバーク,i広最大や.こ腎蜂～濠=ty缶C;多

扱グ辞常春か狂i禿て急告ETも亨潜の呼tt.,t壷T

'k頚浅L3,-～ヰ●ヾ恥.称 :r大きくこ篤綜tか7l

房;絶吾羊が ('おり3Lす 黙許完済てこは:怒号責′糞1

1と′の止けま練絹とレ(太い',る開講那還ってZ>り

私ら凱放泡蒋tir'+毒J;′A:.'T)謂淡を菟謹製,ごをiI蓑㌻

綿珊HJ野 IE懇
iyrt怒開発領虜三三榔 問 7Cu空事互譲3AT車才筆/X常

評

El
一

r

★

j

E

⊥ ｣

○広島県は､これまで中国･四国地方の中枢県として発展を続

けてきましたが､それを支えてきたのは製造業を中心とした

産業の集積です｡

弓,経済活動がグローバル化する中で､アジア地域の急速な経済

発展と欧米諸国の競争力の回復などにより､日本の産業界は

本格的な大成争時代に突入しており､すべての企業が世界を

相手に競争しなければならない時代となっていますO

また､今後ますます地域間の競争が激しくなる中で､本県の中

枢性と活力を維持していくためには､製造薫を中心とする地

域産業を創造的に発展させ､新たな成最産業を育成すること

が必要です｡

○県内企業が成長若輩に参入し､発展を遂げるためには.他に

まねのできない麹自性と新規性のある製品開発が求められ

ており､基礎的な部分までさかのぼった研究開発の菜づけが

不可欠です｡

○こうした研究には､多額の研究要や多くの研究者･技術者の結

集が必要なうえ､大きなリスクを伴うため､単独の企業や県立

=業技術センタ1.=よる取組みには限界があります｡

ここのため､県では産業科学技縮研究所を整備するとともに､

安定的で自由な研究資金として､平成7年度から科学技術振

興基金の造成を行っています｡

､広島県産業科学技術研究所は､碁会の栄実や国の研究所金

などを有効に利用して.大字等の頭脳を活用した共同研究

体制で､産業界の要縞 に応える基礎的.先導的な研究開発に

取り組む中核的研究棒閑です
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rJ広 廃大学 .広島大学放射光科挙研究センターへ

-＼広廃大学地域黄同研究センタ-と範経

二広 島空港へ

)新幹線東広島駅へ

広島市へ -

~呉絹へ

福山市へ

寮で約 5分

釜で約30分
車で約10分

棄て約40分
車で約40分

車で約50分

広島県産業科学技術研究所
〒739･00d6 東広島市韻ii｣三T巨∃Irj-32_.Fi累積蛍ウイエンスパークを7rj

TELO82か3ト0200 FAX0824-3ト0201

ホームぺ-ジアドレス WWVV,sankaken.gr.jp

【財団本部】

(財)広島県産業技術振興機構
〒730･0052 広烏市中区干Ei3酢三丁目7-47広襲享繋碍韓プラザ3隔

T[L082-242-7741 FA_XC)82-242･8627
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第5章 講演

｢地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何に挑むべきか｣

科学技術政策研究所 客員総括研究官 (東海大学教授) 権田金治



講 演 者 田各歴 (敬 称 田各)

科学技術庁 科学技術政策研究所 客員総括研究官 権田 金治

(東海大学国際政策科学研究センター センター長)

昭和48. 3 東京大学大学院農学系研究科農芸化学専攻課程博士課程 修了

48. 4 共立女子大学講師

51.12 東京電気大学工学部助教授

56.10 東京電気大学理工学部教授

平成 3.10 科学技術庁科学技術政策研究所総括主任研究官

7.10 東海大学開発技術研究所教授

9. 4 東海大学国際政策科学研究センター センター長
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講演

｢地方公共団体は科学技術の活用により地域再生に如何に挑むべきか｣

科学技術政策研究所

客員総括研究官 権田金治

【権田】 おはようございます｡2日目で､

かなり人数が減るのかなと思っていたら減らな

いのでありがたく思います｡

きょうの話しにおいては､ ｢産業の再生｣と

いう言葉をあえて使います｡どうも､このとこ

ろ､各省庁が新産業創出という話ばかりに走っ

ていますが､そんな簡単にできるのならどこか

やってみてほしいと思っているのですが､まだ

新産業は出てこないのですね｡

アメリカではインターネットのアマゾンコム

という会社､ご存じのとおり､創立してからま

だ5､6年ですが､そこの若い社長さんは世界で9番目の資産家になったのですね｡

日本では､ここ数年見て､そんな会社は全然ない｡数年どころか､おそらく戦後を見て

も､日本の産業なり､社会のパラダイムを変えるようなイノベーションは起こっていない

のではないでしょうか｡日本では､産業再生とか､新産業創造とか､いろいろなことを

言っているのですが起こらない｡その原因はどこにあるのだろうか｡

その1つとして､仮説ですが､どうも技術革新の仕組みが､90年代以降､川上から川

下へ向かっているのではなくて､川下から川上へ向かっている｡つまり､ダウンストリ-

ムからアップス トリーム､つまり､市場側から上にのぼっていく｡どうも､そちらに原因

があるのではないかということ､これがまず 1つ目の問題提起であります｡

2番目が､先ほど､司会者のほうからも話がありましたけれども､株価が 1万 ドルとい

う話､これは産業のサービス化を象徴した話なのですね｡つまり､ものを売るのではなく

て､ものにことをつけるということですね｡ことがものになったり､ものがことになるこ
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とをイノベーションといいます｡わかりますでしょうか｡例えば､ワープロのおかげで､

｢書く｣ということが ｢打つ｣ということに変わりましたよね｡それは､ことが変わった｡

そして､新しいものになった｡

そういう意味で言いますと､私は､ものづくりとか､ものを売るという考え方の時代は

もう終わったと見ています｡それにことをくっつけないと売れない｡今､この景気が悪い

中で､空前の利益を上げている会社がありますね｡ほとんどが､何を売っているかという

と､サービスを売っているのですね｡ものではなくて､ことを売るわけです｡

じゃあ一体､サービス化って何かということなのです｡これが､ある意味できょうの

テーマなのですね｡

昨日､石坂先生からお話がありましたとおり､既存の産業の中でも､地域の産業の中で

も儲けている会社はあるのです｡私もそのような会社にいくつか行ってみましたが､儲け

ている会社には共通点があるのです｡

その共通点は､1つ目は､マ-ケットのニーズに対して早くこたえているということで

す｡クイツク ･レスポンス ･トウ一 ･ザ ･マーケット･ニーズ｡つまり､市場というのは､

今非常に早く新製品を求めてきている.その市場の新製品を求めている要求に､早くこた

えられるかどうかということで､競争力が決まるわけですね｡市場の要求に対して早くこ

たえるのは､これはまさにサービスです｡レストランといったサービス産業というのは一

番いい例です｡レストランに入ったときに､注文してから30分たって料理が出てきたら､

絶対皆さん､これはサービス悪いと言いますね｡逆に､入って､すぐ出てくると､非常に

サービスがいいお店だと､こう言います｡この場合のサービスとは､リアルタイムという

ことです｡キーはリアルタイム.

つまり､マ-ケットニーズに対してリアルタイムにこたえられるかどうか､これがかざ

になります｡リアルタイム性というのは何かというと､産業のサービス化ということです｡

まさに､製造業の景気が悪い現在においても､空前の利益を上げているところはありま

す｡それは､ものにことをつけて売っている会社ですね｡もう一つは､クイツク ･レスポ

ンス､サービス化ということに対してこたえることができるかどうか｡この2つにこたえ

ている企業は､中小企業でも､ものすごく今儲かっています｡相変わらず日本型のものづ

くりをやっているところは全然､ものは､ものだけでは売れなくなっているということな

のですね｡そこのところを考えていく必要があると思います｡

そういう意味でいいますと､既存の産業の中から､そういうイノベーションが起こって
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くるかということです｡きょうのテ-マは､きのう政策研究所から一部報告がありました

けれども､産業の空間移動の議論です｡つまり､産業には､集積立地する産業と分散立地

する産業があるOこれは､我々のデータではっきりわかってきたことで､来月の初めごろ

には政策研から 『NISTEP REPORT､No.60』になると思いますが､産業の空

間移動に関するレポー トを出します.

これには,47都道府県の過去15年間の空間的な産業構造変化をすべて解析したデータが

載せてあります｡今まで､このデータは国が公表していなかったデータでありまして､そ

れを通産省にお願いして公表していただいて､それを我々が開発した数学的なモデルを

使って解析したものです｡その結果として､集積立地型と分散立地型がある｡

なぜ､産業は集積するかという問題があります｡なぜ集積立地するか｡もっと言えば､

人はなぜまちに集まるか､そういう論理かもしれないですね｡なぜ田舎に一人で住めなく

て､どこかに集まってきて住むのかということなのです｡それは､人間というものが､知

的な活動ということをいつもやるからなんですね｡知的な活動をやるためには､一人では

やっていけないのです｡必ず複数の人たちが集まって､知的生産をする｡それが､どうも

クラスターと言われているものの原因らしいんです｡

マイケル ･ポーターというハーバー ド大学の､今や世界を引っ張っている経済学者がい

ます｡彼が書いた論文の中に､クラスタ-と言葉が出ていますOその中で､ア ･ニュー ･

エコノミック ･コンペテイブビジネス､つまり､新しい経済競争力は何で決まるかという

とクラスターだと｡とうとうマイケル ･ポーターはそこまで言い出したのですO

ポ-タ-の理論で重要なことは､クラスターの中で何が起こっているかが一つ､もう一

つが､クラスターとクラスターとの間の相互作用がどういうメカニズムになっているか｡

結論から言いますと､ボーターの論文では､最もイノベーションが起こるのは､クラス

ターの潮目であるとされています｡つまり､クラスターとクラスターが接触している部分

で新しいイノベーション､つまりそれは､異文化とか､異なった産業というものがクラス

ターを形成して､そのクラスターとクラスターが接触した部分でイノベーションが起こる

のだと､こう言っているわけですね｡そういう異質なものとの出会いが重要だという主張

であります｡

じゃあなぜ､クラスターの中でそういうことが起こるかということであります｡それが､

きょうのテーマでありますO

地域において産業が集積しているわけでありますOその集積している中で何が起こって
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いるかということを考えてみる必要があるわけです｡

これは､東京都における産業､これ産業分類でいいますと､121番からとっていますか

ら､3けたで349番までoいわゆる製造業の一部､サービス業はこっちに入ってしまいま

すけれども｡分類 3｡

民間企業における研究者の分布を見ています｡東京都を見ていますと､これは本社が東

京に所属しているということがありまして､東京には研究者の数が集中して見えるんです

すが､実態をこれは余り反映していないと思うのです｡ある程度は実態を反映しているけ

れども｡

大阪はどうか｡どういう知的な資源が､どのくらい､どんな分野で､どう集積している

かというのは､これを見るとよくわかるわけです｡

実は､このデータも公表されていなかったわけでありまして､総務庁に言って､地域別

に研究者が産業分類3けたで､どういう研究者がどこにいるかというデータを初めて出し

てもらいました｡国の機関はこういうデータを持っているのですが､なかなかいろいろな

理由があって公表してくれないのです.我々にとって欲しいのは､こういうデータなので

すね｡

例えば､これで今､スケールが違いますけれども､これは愛知県なのですね｡ただ､ス

ケールが全然､縦軸が違うんです｡これは大阪の場合です｡1けた違いますね｡スケール

を合わせた場合で､例えば､これは愛知県に対して神奈川県､これは同じスケールでとっ

てあります｡かなり違いがわかるわけです｡

これを見ると,愛知と神奈川でどういう知的資源が､どういうふうに分布しているかの

違いが一目瞭然とわかるわけですね｡我々が今研究したいのは､こういう,これらも一種

のクラスターなのですが､なぜこういうことが起こって､その中で何が起こっているかと

いうことを研究してみよう､こういうことであります｡

その幾つかの仮説としては､一番有名なアルフレッド･マーシャルという人が､いわゆ

る産業立地論というのを出していますCこれは､マーシャルの結論であります｡なぜ集積

立地するかについてですね｡彼は､3つ理由があると主張します｡

1番目は､これは1920年の彼の論文に出ているのですが､特殊技能労働市場の形成であ

る｡つまり､一番重要なことは､産業クラスターができるのは､そこに労働市場､ある特

定の技能を持った労働者が集まってくる｡それが供給できるOあるいは､それが採用でき

る､企業側から見るとですね｡そのときの範囲というのは､ここに書いてあるとおり､転
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居を伴わず転職できる範囲が非常に重要だoクラスターですねOスペ-シャルな,空間的

な集まり｡

2番目､中間投入財｡つまり､非貿易財の購入が容易である｡これは非常に重要ですね｡

備品､中間財等Oつまり､財サービスの流通が容易にできる､需要できる範囲､これは物

理的にですよ｡調達するのに3日かかったのでは意味ないのですね､注文してから｡今特

に､市場に対してクイツク ･レスポンスするとなると､いかにして､この前,テレビで

やっていましたけれども､金型で､朝頼むと夕方できる､こういうところですね｡こうい

うところはものすごく儲かる｡これは､どんなところでも､今､製造業でもそうなんですO

これが2番目です｡

3番目､これがきょうのテーマであります｡今の2つは､かなり古典的な経済学の論理

であります0 3番目は､技術の拡散｡つまり､テクノロジーのディフュージョン､テクノ

ロジカル ･ディフュージョン､あるいはテクノロジー ･トランプア一､技術移転｡非常に

おもしろいことは､ここで言っている､アルフレッド･マーシャルは,人的な接触が頻繁

になされ得る範囲と､こう言ったのです｡これも非常に重要なのです｡人的な接触がです｡

電話ではだめなのですOコンピュータネットでもだめO

そこで､これは専門的な言葉で言いますと､こういう技術の需要性､あるいは技術移転､

移転の可能性ということの意味は､これは専門語で言いますと､科学技術､あるいは研究

技術開発の外部経済性効果､あるいは外部経済性利益｡つまり､企業がそこに集まると､

そこで技術拡散が起こって､そこに外部経済が生まれる｡つまり､研究開発活動なり､技

術開発活動なりというものに対して､外部経済性利益が生まれるから､そこに集まってく

る｡その利益を享受しようと思って集まってくるのですね｡こういうことなのです｡それ

が､ここで言った3番目なのです｡

これに対して､ご存じかと思いますが､ボール ･クルッグマンという方がMITにいま

す｡クルッグマンは､それに対してこう言っているのです｡最近､クルッグマンが91年

に出した 『ジオグラフィ ･アンド･トレー ド』｡これは､日本語の本で 『脱国境の経済

学』という本で出ております｡クルッグマンは､今やこういうジオグラフィカルエコノ

ミー､地理経済学､あるいは経済地理学といわれる分野で世界をリードしている人ですね｡

日本にもかなり厳しいことをいろいろ言っている人であります｡

彼は､1番目に言っていることは､産業集積と技術拡散､つまり､波及効果との間に必

ずしも必然性はない､こう言っているのです｡これははんとうかどうかわかりません｡そ
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の理由として､技術の外部経済性利益がそれほど重要でない理由として､ 1番目として､

技術の外部経済性利益が作用しているとは考えにくい伝統地場産業のほうが､むしろ集積

効果が高いからだ､集積立地だと｡これは､クルッグマンはミスしていると､僕は思いま

す｡製造プロセスというものが､実は知的な活動であるということにクルッグマンは気づ

いていないのだと思うのです｡

確かに伝統地場産業のほうが､ハイテク産業に比べるとクラスターの密度が高いのです｡

これは日本でも同じなのです｡これはもう福井県の鯖江がいい例であります｡あるいは､

新潟の三条燕地域もそうです｡クラスターが非常にきれいに見えているわけですね｡です

から､それは技術の外部経済性利益がないというのは言い過ぎだと思うのです｡

2番目､技術拡散は定量的に測定できないので外部経済性評価ができない｡これは､ク

ルッグマンが言っているのですが､我々は､その外部経済性効果をはかろうと思っている

のです｡定量的にはかろうというので､はかる手段を開発したわけです｡

それから3番目､そういう意味で､彼は技術拡散というのは重要な要素ではあるが､集

中化が起こる典型的な理由にはならないと､こう結論化しているのですが､どうもそうで

はない｡

これは2つ仮説があって､分散立地か集積立地で全然条件は違うと思います｡

2番目に､この地域ジニ係数､一般には分散か集積かはかるのはジニ係数､要するに

ローレンツ曲線というのをとりますね｡分散か集積かの度合いをはかる｡

我々が開発したのは､きのう申し上げた､地域産業立地特性指数というやつです｡これ

はジニ係数とは違うパラメーターをつくっているのです｡集積をはかる度合いとしてです｡

ジニ係数ではかると幾つか問題があるのです｡ここに書いてあるとおりです｡特にアメリ

カでは､まず､産業分類自体が実態を反映していないとか､それから､アメリカの場合に

は､地理学的というか､空間的に産業の集積度合いがすべてオープンになっていない｡軍

事機密の問題がございまして､例えば､ワシントン州というのは､アメリカの航空機産業

の集中しているところです｡したがって､あの地域では､空間的にどういう産業がどう集

積しているかは公表されていないのです｡同じことが､コダックの立地しているところ｡

あそこも詳しいデータは公表しない.こういうことがあってできない｡

だから､クルッグマンは業を煮やして､ ｢重大な欠陥がある｡つまり､一部産業が公表

されていないじゃないか｡｣というようなことを言っているわけです｡彼も産業3けたで､

ジニ係数を使って､アメリカでの産業立地の集積､分散の状況を調べた本が出しておりま
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すが,あまり正確なデータは出ていない｡日本の我々のデータのほうが､はるかに精練で

ありますO

それから､立地特性指数のほうが､ジニ係数よりも集積､分散ははかりやすいというこ

とであります｡

あと､ここにいろいろ書いてありますが､特に注目すべきなのは､ハイテク産業の集積

理由としては､地域の指導者のリーダーシップに依存している部分が非常に大きいと言っ

ていることなのです｡集積の条件として､最初に核みたいなのが幾つかあって､それから

集積するのでしょうけれども､最初の動機というのは､たまたま論的な議論がかなり多い

です｡そういう意味では､リサーチ ･トライアングルにしても､あるいはシリコンバレー

にしても､あるいはテキサス､オースチンの近くにしても､かなり人為的なリーダーが地

域にいて､その人が意識的に集めるということをやってきたことが原因で､ですから､そ

ういう意味では､人為的ファクターが大きいということを言っています｡

それから､中核的研究機能の活用整備､これが非常に重要だということを言っているの

ですが､それはクルッグマンの言うとおりだと思うのです｡

また､特殊技能者の蓄積､これはマーシャルの理論を使っていまして､ハイテク産業と

いえども､特殊技能者がいないと立地できないということを言っていますが､これはおっ

しゃるとおりだと思います｡特にスキル､熟練工といった者がいないとハイテク産業立地

はできない｡これは正解であります｡

4番目として､地域集積過程のダイナミックスで､集積の原因というのは時間的に変わ

ると言っているのです｡これについて､我々は､産業というのは集積,成長過程だけでは

なくて､衰退過程でも集積立地したり､分散立地すると考えておりますが､この辺はク

ルッグマンが触れていない部分であります｡これは､マーシャルも同じで､成長過程の議

論だけで､衰退過程の議論はされていないのですね｡我々は､今度､定量的にその両方が

はかれるように､モデルをつくったということです｡

最後 5番目､これは重要なことなのですが､サービス産業の集積｡一般に製造業に比べ

ると､サービス業のほうがはるかに集積立地するわけです｡これは､一般には立地特性が

強いというのですが､それはそうですよね､床屋さんとか､レストランとか｡床屋さんに

行くのに新幹線に乗って行く人はいないですよね､大阪まで行くとか｡つまり､非常にド

メスティックなのです､サービス業というのは｡ ドメスティックであるだけに､空間特性

がなかなか動きにくい｡だから､あるところに集積立地する性質が強いのですね｡そうい
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うことがサービス業の特色であります｡

しかし重要なことは､サービス業は製造業より立地集積するのですが､今問題なのは､

最初に申し上げたとおり､製造業のサービス化が起こっているということです｡つまり､

製造業のサービス化が起こるということは､まさに製造業そのものが集積立地する､そう

いう方向に動き始めている｡つまり､ 2次産業の2.5次化が起こっているわけです｡ 2次

産業の2.5次化が起これば起こるほど､つまり､ 3次産業に向かえば向かうほど､立地が

非常に重要なファクターになってくるということであります｡どこに立地するかというこ

とが重要になってくるわけです｡

現に､我が国の産業を見ていても､そういうサービス型に指向している産業ほど立地が

厳しくなって､最近､田舎に立地した産業が首都圏のエッジ､周縁､へりの近くに戻って

きています｡だから､田舎に立地すればよい､土地が安くて､広い工業団地があって,安

い労働力があれば､という論理は､ある一部の産業ではもはや通じなくなって､それらは

再び首都圏､あるいは大都市圏に戻ってきているのですねOこれはまさに､製造業のサー

ビス化ということが原因で､そういうことが起こっているということがわかってきていま

す｡

このことからすれば､従来のようなイノベーションのモデルでは無理だろうということ

になります｡それは､かなり古いモデルなのです｡これは､ある国際会議で出した資料で

恐縮なのですが､ここではエゴセントリックモデル ･オブ･イノベーション､つまり､自

分を中心にしてモデルがつくられているのですね｡市場を眺めるとか､自己中心的にです｡

そうしますと､研究開発主体というのは､市場から離れたところにいるのです｡これが研

究開発です｡何やっているかというと､市場の情報と､ここにはローカル ･インフォメー

ションと書いてありますね｡お得意さんがいて､ここでのやりとりを想像しながらマーケ

テイングをやったりして､新しい製品開発をする､こういうモデル｡これは市場と自分が

切れてしまっているのですね｡こういうのが自他分離型というか､市場というものを外か

ら眺めて情報をとっているO

ローカル ･インフォメ-ションという意味は､後で申し上げますが､実は市場というの

はローカル ･インフォメーションだけでは決まらなくて､むしろグローバル ･インフォ

メーションなのです｡こういうタイプで研究開発やって､製品をつくっていると､市場に

ついていけないわけです.ローカル ･インフォメーションしか入ってこないわけです｡そ

こで､このモデルでは不完全であるだろうということは言えるわけです｡
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従来のイノベーションモデルをずっと洗ってみますと､歴史的に見ても､いろいろなモ

デルができております｡イノベーションモデルには､非常にマクロなスケールのモデルか

ら､非常にミクロなモデルまで､いろいろなモデルがあります｡こういう戦略モデルとか､

マネジメントモデルであるとか､解析モデルであるとか､これは特に研究開発のマネジメ

ントをやるときの資源､例えば人なのか､金なのか､いろいろな情報なのか､そういう意

味での解析をやるときの解析型という､つまり､ラティスモデルだとか､スぺ-シャルモ

デルとか､リニアモデルであるとか､いろいろなモデルがある｡これは非常に古いという

か､ある意味ではテクノロジーマネジメントですOあるいは､マネジメント･オブ ･テク

ノロジー (MOT)の分野で議論をする｡あるいは､最近では､ノリッジ ･マネジメント

と言われている､いわゆるKMと言われているのですね｡日経新聞で最近しきりに言われ

ていますが､その辺は.この辺のモデルです｡もっと大きなモデルとしては､こういうグ

ローバル､例えば､シュンペーターの言っているような､イノベーションサイクルモデル

だとか､いろいろなモデルがある｡しかし､いずれも､これはエゴセントリックで､市場

というものを切ってしまっているのですね｡外から市場を眺めているモデルであって､非

常にクラシカルなモデルです｡

次に出てきたのが､そうじゃなくて市場だと言ったわけですね｡市場中心だということ

で､マーケットセントリックなモデルが出てきた｡市場中心型モデルOですから､これは

研究開発主体が市場の中に突っ込んできています｡そして､市場の情報を取りながら､市

場中心型で研究開発､技術開発をやっていこう､こういうモデルが出てきたわけでありま

すO研究開発をやっている主体は､幾つかの主体と連絡しながら､自分のある概念を持ち

ながら､あるいは戟略を立てながら､市場に向けで情報発信し､また､情報を吸収しなが

ら新製品の開発をやる､こういうモデルがマーケットセントリックなモデルで､市場中心

主義と言われているようなモデルである｡

ところが,最近はそうじゃなくなっているのです｡市場中心だけではだめなのですね｡

これが､最も新しい､私が出しているモデル､これはこの前､リサーチ トライアングルで

議論しまして､これに基づいて,今度､国際的に新しいワーキンググループをつくって､

科学技術庁の政策研が主催してきた地域の科学技術政策の国際会議で議論することになっ

ていますOこの国際会議は,第 1回が岩手県で開催させていただいて､2回目が兵庫県で

やる予定だったのですが､大地震があってできなくて､神奈川県にお願いしました｡そし

て､3年前にEUのブリュッセルで,第3回会議を開きました｡第4回会議を去年の11月､
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アメリカのリサーチトライアングルで開催しましたO3極持回りで原則やるということで､

2000年は日本で､2002年はヨーロッパで行うことが決まっておりますO

この会議での最大の課題は､クラスター,あるいは､スペ-シャルアキュームレーショ

ン､空間集積｡こういう研究開発主体というのが集まってきて､何をやっているかという

ことですね｡この仕組み､ここでのノリッジダイナミックス､知の生産のメカニズムとい

うものを解析しようということで､この研究に関する､各国にワーキングチームをつくっ

てスター トしよう｡2000年に日本でこの国際会議を開催する際に結論を持ち寄よう､とい

うことになっています｡

この場合重要なことは､市場の中にどっぷり入ってしまっているのです｡これ全体が市

場です｡重要なことは､カスタマーがここにいますから､ここでのやりとりがあります｡

こういうのをローカル ･インフォメーション､お客さんとの間のやりとり｡

もう一つは､ここにグローバルモデル｡市場と決めているものがありますね｡これ､グ

ローバルモデル､インフォメーションOどういうことかというと､わかりやすくいいます

と､囲碁が一番いい例だと思いますO囲碁の場合には､ロ-カルルーールとして定石という

ものがありますO白と黒の石を置くときの置き方､ある局地的な戦いの際に自分が有利に

なるための方法があるのですOでも､そこでのルールだけを知っていれば囲碁で勝てるか

といえば､勝てませんね｡碁で勝てる名人というのは､必ず大局観というのを持っていま

す｡つまり､囲碁のプロの話では､全体が円になって見える､大局観ですね｡それをグ

ローバル ･インフォメーションと言っています｡

技術革新で重要なことは､こういうローカル ･インフォメーションだけで製品ができる

ということはあり得ないわけでありますOグローバル ･インフォメーション､つまり､大

局観が持っているか､持てるか持てないか｡日本語で言いますと大局観ですが､英語であ

えて言いますと､コンテキストOつまり､文脈というか､流れというか､そのコンテキス

トが読めない人は､新製品開発ができないですね｡非常に重要なことは､製品開発をやる

ときには､概念の設定で決まると言われております､製品のですね｡

例えば､神奈川のKSPに入っているインキュベーダ-の中に入っているニュー ･ス

タータップ ･ビジネスの企業の中で､成功している企業のほとんどは､その開発した技術

の種がアメリカで開発されたものなのです｡残念ながら､日本国内の大学等で開発された

技術を活用して成功した例は1例もないんです｡少なくともKSPでは｡

その原因は何かというと､その技術なり製品なりの概念設計がよく練られていないんで
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すね｡アメリカやヨーロッパの人は､コンセプトの設計が非常にうまいのです､概念の設

計O概念設計というものは､ローカル ･インフォメーションだけではできないのです｡非

常に重要なことは､グローバルなインフォメーション､つまり､コンテキストを読むとい

うことができないと､実は概念の設計はできないということですね｡これは､まさに囲碁

で言えば大局観です｡

現に､中小企業の成功している人に行って聞いてみると､必ず彼らは大局観､これを

持っています｡ローカル ･インフォメーション､これはだれでも持っているのです｡製造

業をやっていれば当たり前で､だれでもお客さんがいるわけですから｡だけど､そこから

出る情報だけではだめなのです｡しかもそれは､クラスターの中で実はこれを読む｡これ

が読めるかどうかは､クラスターの中でないと読めないのです｡重要なことです｡その中

で､実はある種の情報を彼らは読めるoつまり､グローバルな情報を読もうという作業を､

どうもやっているらしいということが､少しずつわかってきているわけであります｡

クラスター理論は､後でまた｡

もう一つが､変化が起こっているのは､こういった製造業自体の2.5次化という問題で

あります｡つまり､今までの製造業というのは､市場､これは流通業というのがあって､

サービス業というのは市場のほうに偏っていたわけですね｡市場では今どうなっているか

というと､製造業とサービス業がオーバーラップしているわけです｡完全に混じってきて

います｡ですから､自分は製造業ですよ､あとは流通に任せましたよでは済まなくなって

きているのです｡という形で､注目すべきことは､製造業は､今の市場内製造業の業態そ

のものが非常に急速に変わってきているということ､これがもう一つのポイントなのです

ね｡

このかざは､ここに書いてあるとおり､サービス化すればするはどリアルタイムである

こと､これが要求されてくる｡まさに､今の企業の中で､中小企業を見ていても､元気な

ところは市場ニーズに早くこたえるということができるところなのです｡私もヒアリング

をやって､その仮説を実証しようと思っているのです｡例えば､大阪の泉州には繊維産業

が集まっていますね｡タオルとか､毛布とか､じゅうたんであります｡泉州の繊維産業と

いうのはいまや典型的な繊維産業です｡ところが､あそこにも非常に元気な会社が幾つか

あるのです｡それを調べてきたのですが､ニットがメインですが､ニットの場合､新製品

のライフサイクルが3週間です､マーケットに対するライフサイクルです｡3週間で新製

品をどんどん供給できる体制でないとついていけないというのですね｡しかし､それがで
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きるのであれば､台湾､香港に負けるはずはないのだと言います｡向こうまで行って帰っ

てきたら､3週間で製品が出てこない｡

そのために,市場が今何を求めているか｡どういうファッションなのか､色､柄､いろ

いろな感じから､そういうものを全部､それこそ末端の織りから始めて､色から決めて､

アパレルで製品にしてつくるまで3週間で新製品に置きかえるということ､そういう仕組

みをつくっている｡それはまさに､リアルタイムなのです｡まるで､そば屋の出前のよう

なのです｡お客さんから電話で､ ｢天魅羅そばを持ってきて｡ ｣と言われたら､すぐにつ

くって持っていく｡そういうふうに製造業がものすごく変化を起こしているということで

す｡それに気づいている企業は､業績をどんどん伸ばしているわけです｡これが 1つ｡

もう一つが､さきほども触れたクラスターに関する議論です｡

クラスターの中に､分散立地と集積立地があると言ったのは､こういう理由なのですねO

これは､集積立地型､私はムーブ ･イン型と､どこからか移動してきて入り込む､ムー

ブ ･イン型インダストリーとムーブ ･アウト型､出ていく産業ですねOこっちがムーブ ･

アウト型なのです｡これは､スペ-シャルなマイグレーション､マイグレーティングです.

つまり､分散立地して成長していく産業と集積立地する産業｡

キーは､グレーのゾーン､核の部分｡これは卵みたいなものですが､黄身と白身みたい

なものですが､このグレーの部分､これが何かというと､インプレシーとここに書いてあ

ります｡つまり､明示化されない知に依存して､ものをつくっている産業と､この明示化

された知､エキシプリシットな知だけで生産できる産業に分かれる｡

例えば､ハイテクでもエレクトロニクスのような､あるいはセミコンダクターのような

産業というのは､製造プロセスがすべてマニュアル化されているわけです｡したがって､

そういうのはいくらハイテクであっても､安いレーバーがあって､そして資本が調達でき

れば､どこでも立地できるのですね｡

こういう産業は､生産性を上げるために､より安い労働と資本を求めて､非常に早く､

それこそ世界をまたをかけて移動しているんです｡そうでないと､製品の競争力がなく

なってしまうからなんです｡非常に理由は単純ですね｡

しかも､ここであるエキシプリシットな知というのは､これはコンピュータネットワー

クで世界は全部つながりますので､獲得するために人が移動する必要は全くない｡全部

ネットワークの中で情報交換ができるOそれがエキシプリシットレスポンス､明示化され

た知ですから､コンピュータに乗るのです｡
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ところが､我々が頭の中に入っているタ-シットナリッジというか､インプリシットな

ナリッジというものは､これは明示化されていない､ある意味で暗黙知というやつです｡

あるいは､エンボディッドされたナリッジ､身体的知といういわれている｡身体知｡こう

いうものというのは､コンピュータに乗らなかったのですね｡乗せようがないわけです｡

ですから､直接会って話すしかないのです｡

例えば､ニットの流行色といった色ですね､これからはやるだろうと思われる色が幾つ

かあったとしても､あの色を定量化しろというと､これがなかなかできないのですね｡そ

れから､若い世代の人たちがニットでも､例えば､こういうのが今年はやるかなというと

きのデザイン｡このカッコイイのをちょっとあらわそう､としても､それがうまくあらわ

せないんですね｡同じようなことが車のデザインについても言えます｡車も非常に晴好品

的な部分が多くて､最近はご存じのように､部品とかシャーシーはかなり共通化されてい

ますね｡乗っかっている上側だけ違うのですねoあれは単なるファッションにすぎないの

です｡ちょうど､ビールと同じ｡ビールも,最近はいろいろな缶ビールがどんどん出てい

ますね､冬季限定だとか､夏向きだとか｡また地域別にもいろいろなのがある｡でも､そ

の中身は余り変わっていないんじゃないか､などと言うとメーカーに怒られますが､実は

自動車もそうなっているのですね｡基本的なことはかわっていない｡

重要なことは､お客さんの要求です｡例えば車であれば､ワンボックスカーがはやる､

カッコイィ､すごくあれいい｡そういうものというのは､明示化されていない､明示化で

きないのです｡そういう知です｡

同じことがコンピュータソフトなのですね.コンピュータソフトは､カスタマ-と直接

議論しないとイメージが出てこないのです､どういうようなソフトをつくっていいかとい

うのは｡

同じことが､今､東京で起こっているのです｡東大の人工物工学センターに馬場先生と

いう方のがおられます｡わたしが彼らと一緒にやった研究でもわかっているのですが､東

京が今シリコンバレーになりつつあると言われているのです.特にデジタルコンテンツを

やっている､コンピュータソフトなのですが､これが東京に集中してきているのです｡非

常におもしろいことに､同じデジタルコンテンツをやっているソフト屋さんでも､新宿､

あるいは原宿あたりが潮目になっていまして,そこから上､北に行くと､やっているデジ

タルコンテンツは､全部オフィス､ビジネス用のソフトウェア｡逆にそこから下､南の方､

目黒に向けては､ほとんどがビジュアル系なんですC何かというと､もともとあそこから
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南というのはファッション街なのです｡ですから､それをサポー トするソフトで出てきて

いるのが､ビジュアル系の連中が下に来ていて､申し上げたようにビジネス系が上に行っ

ている｡それから､アニメ系､例えば ｢もののけ姫｣をつくったグループ､あれは三鷹を

中心にしているのです｡中央線の三鷹のあたりに集まってきている｡クラスタリングです｡

それが重要なことは､コンピュータソフトとかは､全部こっち､このタイプです.シリ

コンバレーもこのタイプです｡ですから､集積しないと仕事にならないということが実験

的にもわかってきているというわけであります｡

こういったモデルで､今幾つか政策的にどういう対応をしようかということで議論､ど

ういう研究をやるべきかということでありますOこれは､ローカルルールとグローバル

ルールがどう決まっているかということを知りたいのですね､我々は｡つまり､いい例が､

市場というのはこちらで市場的な価値をつくっているのです｡これが､どういうふうにつ

ながっているかo従来は､こういうモデルで､非常にクラシカルなモデルで､グローバル

なルールというのを､解析､分析するのが要素還元論で､そしてローカルルールが､グ

ローバルルールの確立過程､これ非常にクラシカルなモデルですが､こちらがいわゆる確

立論｡この2つが､このグローバルルールとローカルルールをつなぐ理論だったわけです｡

あるいは､それを解析するテクニックです｡

果たして､こういうルールでできるかというと､どうもだめらしいということがわかっ

てきたのです｡これができて､解析してできるのならば苦労がないわけです｡要素還元論

的に問題を解いてですね｡それは､どうも人間の知の生成のメカニズムと非常に関係して

おりまして､こういうふうに自分と他というか､グローバルと分けてしまう考え方という

のが､もともと問題を､解ける問題を解けなくしている原因だった｡それはまさに､人間

が知を生産する仕組みというものを考えざるを得ないわけです｡新しいものをどうやって

創造するか｡

我々がつくり上げた､これは総合研究で､振興調整費で5年間やった成果としてわかっ

てきたのは､これはプレ-ンサイエンテス ト､脳の研究をやっているグループと組みまし

て､人間の脳の中での知の生産のメカニズムというのを研究した｡そしてわかってきたの

は､この2つの仕組みであります｡

2中心モデルと言っているのですね｡ここに書いてあるように､エゴセントリック､こ

れ自己中心的軸と言っているのですね｡これは､非常に知的なことをやるわけでありまし

て､外部との間で､空間との相互作用で考えておりますoスペースとの間では､リフレク
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ショナルコミュニケーション､つまり悟性に基づく｡悟性というのは,知的な経験なり､

そういうものを自分たちがいろいろ勉強したこととか､そういうことに基づいてコミュニ

ケーションをする｡

ここで何を得ているかというと､ローカル ･インフォメーションを得ているのです｡そ

の過程はまさにレフアレンシャルプロセス､編集機能ですね｡レファレンスラボですから､

自分の持っている知識をベースに戻って､そして外を見てきて､またそれを自分の知識と

比較しながらやっていく､こういうやり方C学習効果みたいなものですね,こういうやり

方｡

こういうアプローチの仕方､これは自分と周辺を切っていますので､自他分離型と言っ

ているのですね｡あるいはもっと言えば､カーテジアン､デカル ト的二元論.カーテジア

ンスペースと書いてあります｡デカル ト的空間.つまり､自分はいつも空間の外にいて､

対象を客観的に眺めている､そういう考え方であります｡

しかし､我々がここで得られる情報は､あくまでもローカルなインフォメーションで

あって､大局的なものは得られないのです｡世界はどうなる､歴史はどうなっているのだ

と｡

実は､この仕組みというのは､もう一つの自分があるというのは､脳の中をのぞいてみ

るとわかるのです｡これは､脳を簡単にしたモデルですが､こちら側の新皮質というのは､

要するに高等動物が持っている大脳ですね｡ここに旧脳というか､小脳がありまして､こ

の中に古い部分で海馬というところ､この辺が大脳辺縁系と言われている部分でありまし

て､情動系を司っているのはこの辺です､海馬体であるとか､あるいは扇桃下部といった

ようなものであります｡ここに扇桃下部がありますが､これが扇桃下部です｡もちろん､

扇桃下部って何をやっているかというと､情動に意味をつけているのですね｡

例えば､怖いと感じるのですね｡しかし,なぜ怖いの､どう怖いかと意味づけするのが

ここなのです｡人間の脳に対する刺激というのは､刺激がまず入るのは､ここに入ってく

るのですが､入った刺激は前頭野､前頭前野､こちらに流れる情報と､同時に体に流れる

情報｡というのは､入ってきた情報が､例えば､逃げろという情事臥 例えばヘビを見たと

しますね｡とにかく､そのヘビが何かと考えている間にヘビにかまれたのでは話にならん

わけで､とにかく体のほうに情報が入って､まず逃げるという｡それで､あ､それはヘビ

ではなかったとか､それまで数秒の誤差があります､時間的に｡ここで脳の前頭前野で判

断して戻るまでに時間がある､誤差があるのですね｡だから､必ず身体系に流れる｡
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身体知と言っているのは､身体的知と言っているのは､まさにここから出てくる信号で

す｡この情動系というのは何かというと､まさに周辺とのやりとりの中でしかアクション

を起こさないのです｡反応を起こさない｡いつも周辺とくっついて､いろいろなことを

やっている｡

脳の特色というのは､無限定性､つまり､あらかじめ予測されないことに対して､必ず

答えが出せるということなのですね｡そういう無限定性という意味であれば､今言った､

このもう一つの自己､これもホリスティックというか､場所中心的という｡場を中心にし

て､こういう中で自分を見る｡こういうのを自己の確立とよく言いますが､周辺の中で自

分との関係を持てる人｡つまり､我々というのは､自分を見るときに,自分自身が中心に

して他を見る場合と､人との人間関係の中で自分を見る､もう一つの自分があるのですねO

これを､自我とか言っていますが､この世界というのは､つまり､エゴセンティツクな自

分しかない人を精神分裂症と言うのですね｡これは､神戸のああいう不幸な事件がありま

したけれども､あの子は典型的な精神分裂症で､人との関係が持てないのです｡関係の中

で自分を見る自己というのはここにあるのです｡つまり､こういう中でしか自分が自分を

見られない､周辺との関係が持てない人を､精神分裂症というのです｡

まさに､ここのエゴテントリックで何をやっているか､ホリスティックというのは全体

的自己､つまり､その場の中で自分を見る､そういう自己なのですが､それは何をやって

いるかといったら､バーバル ･コミュニケーション､非常にバーバルな､野蛮というか､

本能的なコミュニケーションですOロジックではないO

ここで何をやっているかというと､まさに我々はグローバル ･インフォメーションを

とっているのですoインテユイション､直観で､グローバル ･インフォメーションを得て

いる｡そのプロセスは､自己言及的だということなのですね｡あちらはレフアレンシャル

ですが､こちらはセルフレフアレンシャルなのです｡

研究技術開発というのはこれなのです｡レフアレンシャルプロセスであります｡決して

自己言及である必要はないのです｡自己言及の最大の､ここでやっているプロセスで重要

なことは､リアルタイムでやっているということです｡人間の脳というのは非常にうまく

できていて､リアルタイムに反応できるのですね｡先はど言ったコンテキス トもそうなん

ですが､このバーバル ･コミュニケーションで､グローバル ･インフォメーションを我々

はとっているのですが､これはリアルタイムでやっているのです｡

リアルタイムというのはどういうことかというと､インプロビゼーションってご存じだ
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と思うのですが､即興劇｡今､だれが､相手が起こるかわからないけれども､合わせた状

況､変わった状況に合わせて自分を演じることができることを即興劇と言うのですね｡イ

ンプロビゼーション｡

サービス業って何かというと､まさにインプロビゼーションなのです､サービスという

のは｡いわゆるサービス業というのは､お客さんがだれが入ってくるかわからないですね｡

突然いろいろなお客さんが入ってくる｡そのお客さんに毎回合わせてシナリオが書けるか

どうかでサービスが決まるわけです.それはインプロビゼーションですoそれはまさに､

人間の脳のこの部分でやっているのです｡もう一つの､つまり旧皮質というか､脳の中の

海馬であるとか､扇桃下部の情動系を司っているところが､それを支配しているというこ

とがわかってきております｡

時間がありませんので､脳の話ばかりしてもしょうがないので､このへんにしましょう｡

今､我々がやろうとしているのは､ちょっと専門的過ぎて恐縮なのですが､このナリッ

ジダイナミックスを今スター トしようということでして､そのためにいろいろな仕組みを

考えておりますOコンテキス トというものがどうできるのかとか､アウェア､気づくとか､

インテユイション､こういうものはどうであるとか､いろいろ今､アルゴリズムの解析と

かやっていまして､これで新しいイノベーションの仕組みを考えようということです｡

中間的にわかってきたことだけ申し上げますと､最後の結論ですが､まず､イノベー

ションの時空間理論その 1ということです｡

我々が理解しなきゃならないことは､市場とは何かということであります｡市場の本質｡

3つある｡

1番目､市場の自他非分離性｡つまり､市場というのは､自分と切り離してしまったら

見えなくなるのですね｡先日､青森県に行ってみたのですが､青森県に岐阜県からアパレ

ル産業が大挙して移っていって､今､向こうに定住されているのです｡なぜアパレルと

いった伝統産業が､ある地域から別の地域に移動したのか､その原因が何かというので青

森県に行ってきたのです｡その中のあるアパレル屋さんはもともとは東京でやっていた方

でして､ニットの織りは今でも東京でやっているんだそうです｡アパレルは青森｡また､

おもしろかったのは､そこで､どういう製品が一番売れるか一番知っているのは､アパレ

ルを縫っているお嬢さんたちだ､ということでした｡若いお嬢さんたちが､これは売れる

と言うやつは売れるのです｡なぜかというと､彼女たちは､自分自身がカスタマーなので

すね｡自分自身を市場の中に置いたから見えるのです｡これ売れる｡と｡
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今までのやり方はそうじゃないですね｡外から見ていて､これは売れるとか戦略をたて

る｡この前､NHKで､この不況の中で日本は再生できるか､という番組がありました｡

そのNHKの番組の中でも､全く同じことを言っていましたねO今､売れているスーパー

は､パー トのおばさんに権限を移譲しているのですOパートのおばさんというのは､自分

がカスタマーでもあるから､こういう製品は売れるよという提案ができるのだそうです｡

そこで､そのスーパーは､そのパ- 卜のおばさんに権限を移譲したところ､売れ行きが

ぐっと伸びた｡

なぜかというと､市場というのは､ここに書いてある､市場は自他非分離の生成の場｡

それ自身外在化できない｡問題を対象化し､外在化した時点で市場が見えなくなるという

ことなのです｡これが第 1番目｡

ですから､今､科技庁がやっているRSP事業というのがありますねO私は､ニーズと

シーズはマッチングできるのでしょうかということをあえてここで問題提起します.ここ

では問題提起にとどめて､後でディスカッションということにします｡僕は､ニーズと

シーズは分離できないと思います｡そこが重要だと思います｡

2番目､市場というのはリアルタイムなのです｡市場は無限定な条件下で､リアルタイ

ムに価値､ルールをつくっている｡自己生成しては､自己消滅させている自律システムで

ある｡ ビジネスは､そこで演じられる即興劇なのですoインプロビゼーションができな

かったらビジネスはできないと私は思うのです｡

3番目､市場のグローバル秩序性｡市場で自己生成されるルール､経済的価値というの

は､場の中に形成されるグロ-パルな秩序､ある意味､調和的な秩序性を意味する｡

これが､市場の持つ特色であるというのが､私の中間的な結論であるわけであります｡

次に､イノベーションの時空間理論その2であります｡

イノベーションの原理､イノベーションの本質は何かというと､イノベーションという

のは､グローバルルールの新たな生成を意味する｡だから､ローカルにやっても全然だめ

だということですね､イノベーションは｡

イノベーションというのは､重要なことは､未来から現在へ向けてやっていく議論､過

去の延長線上ではないということなのですね｡つまり､悟性による解析｡悟性による解析

というのは､過去から現在に出ているのですね｡皆さん､勉強した知識､読んだ､経験し

たということから現在を見ても､そこから答えは出ないので､未来から現在を見る｡未来

から現在を見るということは何かというと､コンテキス トを読むということなのです｡重
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要なことです｡

ここに書いてあるとおり､市場を未来から現在を見るということは､文脈､コンテキス

トと関係を読む.これは､コンフィグレーションと言っていますが､この2つを読み出せ

ないと新しい製品開発はできそうもないということです｡イノベーションの創出とはそう

いうものだと思います｡

重要なことは､よくグローバルルールの新たな生成というのは､異質なものとの競争､

コクリエーション｡異質なものとの競争を通じて初めて実現する｡これは､マイケル ･

ポーターが後から言って｡これは､私､その前に書いた論文で言っているわけですO異質

なものとの出会いを｡

つまり､同じもの同士のクラスターの中ではイノベーションが起こりにくいのですねO

いかにして異質なものを持ち込むかということが重要で､それをコクリエーションと言っ

ているのです｡今､よく戦略理論､市場戦略とか,研究開発戦略と言うのですが､もう既

に戦略の時代は終わったと言われているのですね｡最近､アメリカで出てきている本で､

『ワン･アメリカ』という本があります｡ホワイ トハウスのインターネットで開けていた

だくと､ 『ワン･アメリカ』というのがありますが､異質な文化のアメリカの中で､なぜ

『ワン ･アメリカ』という本が出るか｡その中のキーは､もはや戦略ではなくて､対話で

あるということが言われております｡

そのことは､ある目標をもう決められない｡みんなの対話の中から､新しい概念が生ま

れてくるのだということを言って､シリコンバレーがまさにその対話の世界なのですね｡

ダイアローグである｡まさに今､アメリカはストラテジーからダイアローグの時代になっ

ている｡

しかし､ダイアローグをやるにしても､空間的集積のないところではダイアローグはで

きないOしかも､それは異質な文化の集積である.出会わないとできないということであ

ります｡これが2番目､イノベーションの原理0

3番目は､イノベーションのマネジメント｡これについては､結論だけ言いますと､概

念設計が重要だということは､先ほど言ったとおりなのですが､研究技術開発過程､研究

技術開発という行為はローカル情報の編集作業にすぎないO研究技術開発は､過去から現

在を見る行為の中にしかないので､それはそうですね｡文献を読んで､いろいろな情報を

集めてやるわけですから､インプロビゼーションではない｡したがって､研究開発技術は

知識､知恵ではなくて知識と情報の蓄積量の多寡によって決まってしまうわけであります｡
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つまり､大企業の圧倒的優位であります｡研究開発についてはです｡おもしろいことに､

市場情報がなくても研究技術開発は可能だということなのですね｡このところを誤解しな

いでくださいということでありますOこれはイノベーションマネジメントですね｡概念設

計の方法論は省きます｡時間がありません｡

どういうふうにイノベーションが創発されるかo創発､これはエマージェンスという意

味ですO創発原理oエマージェンス原理｡イノベーションはどう創発するか｡

まず 1つ言えることは､創発空間､エマージングスペースという概念を私は提案してい

ますが､イノベーションは創発的空間､これは産業クラスターの形成によって加速される..

これ今､きのう､政策研の中田さんから指標の話がありましたけれども､あの研究は非常

に重要な意味がありまして､今中小企業の立地､特に研究開発型企業の立地要因を調べて

いるのは､どういう条件ならば彼らが知的生産ができるかということを考えている｡この

研究は､今､エジンバラ大学､イギリスです､EUの事務総局のお金をもらって､国際比

較を始めているのですね｡このクラスターの中でイノベーションはほんとうに加速される

かどうか｡

最近の論文では､明らかに加速されている｡クラスターの外にいる企業よりか､中にい

る企業のほうがイノベーションが速いということが実験的にわかってきた｡

問題はそのメカニズム｡それは先ほど申し上げたようなメカニズムだろうと､我々は

思っています｡

創発空間というのは､知的コミュニケーションと共時的コミュニケーションを可能にす

る空間｡つまり､コンテキストが共有できるかどうかなのです｡コンテキストが共有でき

ないところと意味は伝わらないわけです｡言語だけでは意味を伝えていないということが

重要なのです｡あくまでも､コンテキストを共有できて､はじめて意味が伝わるのですね｡

これは､落語で皆さんがおかしいと笑うときのことを考えてみれば分かりますよね｡典

型的な落語というのは､まずコンテキストをつくる作業を行います｡そして､皆さんが共

有できたところで落とすから､みんながげらげらと笑うというわけです｡

そこで重要なことは､知覚的､パーセブショナルな､つまり､直観とか､そういうコ

ミュニケーションと､もう一つは共時性｡これは､時間をともにするということが我々に

とって重要なのです｡シェアするということ｡お互いにある時間を共有し合うということ

が､知的生産の中で最も重要だと思うのです｡コンテキストを共有すると同時に､時間も

共有することが大切なのです｡
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ですから､インターネットではだめなのです｡コンピュータネットワークでは､知的生

産はできずに､むしろ､お互いに時間をシェアするということの中で､初めて我々はコン

テキストが共有できるのではないかということ｡それを､創発的空間と呼んでいます｡

産業クラスターは､おそらくこの創発的空間を形成しているだろう｡イノベーションの

創発の原理というのは､イノベーションというのは組織単独では起こり得ないだろう｡新

市場の創発というのは､相互に独立した異質な主体間､これについては量子干渉という言

葉では難しいので使われていないのですが､カンタムインターフェ-レンスという言葉が

最近出ていまして､マクロな秩序形成というのが自律的に生まれてくる仕組みというのが､

徐々にわかりつつあります｡

そういう意味で､イノベーションのメカニズムがだんだん人間の脳というか､人間の知

能､生産というものとかかわってくる｡まさにそれは､今､皆さんの地域にある歴史であ

り､文化なのです､重要なことは｡歴史というのは､ある意味で時間を意味するのです｡

文化というのは空間のことなのです｡空間をシェアするということの意味は､まさに､

我々は文化をシェアする｡そしてもう一つ､地域には歴史がある｡それは時間なのです｡

しかし重要なことは､時間と空間は分離できないということなのですね｡デカル トは､

これを切ってしまったのですね､時空というのを｡今や問われているのは､時空というの

は､ある一つになっている場の中で､まさにクラスターの中で新しい知の生産を行ってい

こうではないかoまさに､地域はその資源を持っている｡皆さんの地域のそれぞれが独自

の空間､文化を持ち､独自な時間､歴史を持っている｡その中で､いかにして知の生産を

するかということです｡そのためには､エマージングスペースをどう設計するか､ここに

かかるOまさにマイケル ･ポーターも､これに気づき始めたわけだと言っていいと思いま

す｡

どうもありがとうございましたO (拍手)
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第 6章 自由討議



アンケート用紙

｢地域における科学技術振興｣に関連し､あなたのお考えに近いのはどちらですか｡
それぞれの項目ごとに､1-5のうち1つにOをつけて下さい｡

項 目 Aの考え 賛 同 の 程 度･-(Aの考えに近い)(Bの考えに近い)- Bの考え

1本来､科学技術とは 科学技術とは､基本的には国全体に 1 2 3 4 5 地域の特性に応じた科学技術の振興わたるものであり､地域における科学 が重要であり､地域における科学技術
技術の振興にはあまり意味がないo 振興の意義は大きいo

2科学技術振興に当たつての地方公共団体の役割について 科学技術の振興は国が中心となって取り組むべきで､地方自治体が果たせる役割は限られている 1 2 3 4 5 科学技術の振興に当たり､地方自治体の役割は重要であるo

3地域における科学技術振興の目的について 地域における科学技術振興の目的 1 2 _3 4 5 地域おける科学技術振興の目的は､
ま､地域経済の活性化や住民の質の 基礎研究等を通じた新たな｢知｣の解
向上であるo 明であるo

4地方自治体の規模について 自前で科学技術を振興できるのは､ある程度規模の大きな地方自治体だけであるo 1 2 3 4 5 規模の小さな自治体でも､それに応じた科学技術の振興が可能であるo

5地域における科学技術振興の成果の範囲について地域において振興する科学技術は､ 1 2 3 4 5 地域において振興する科学技術は､
なるべく､地域振興に寄与するものに 広く､全国又は世界に貢献すべき成果
限定すべきであるo を目指すべきであるo

6今後の科学技術関係経費の見通しについて 今後､財政事情が厳しくなつても､科 1 2 3 4 5 財政事情が厳しくなるなかで､科学技学技術関係の事業は着実に増加して 術関係の事業は今後､縮小して行か
いくだろうo ざるを得ないだろうo

7推進体制について 科学技術施策の総合的推進のためには､専任部署の設置が重要である○ 1 2 3 4 5 専任部署の設置は屋上屋を架すようなもので､協議会等で調整しつつ､従来の部局ごとの対応を基本とすべきで

8公設試の役割について 公設試の最大の役割は研究開発であるo 1 2 3 4. 5 公設試の最大の役割は､依頼試験など地域のニーズへの対応であるo

9産学官連携について 基本的には､従来通り､産､学､官それぞれの取組みが重要であるo 1 2 3 4 5 従来の産､学､官それぞれの取組みだけでは限界があり､産学官連携が決定的に重要であるo

10科学技術振興に当たって 主として､施設整備等の補助.助成策 1 2 3 4 5 主として､科学技術振興策策定のノウ
国に期待する支援は を期待する○ ハウ等のソフト面の支援を期待するo



項 目 Aの考え 1ー 平均 ー5 Bの考え ｢1｣と回答した出席者の数 ｢2｣と回答した出席者の数 ｢3｣と回答 した出席者の数 ｢4｣と回答した出席者の数 ｢5｣と回答 した出席者の数

本来､科学技術とは 科学技術とは､基本的には国全体にわたるものであり､地域における科学 4.0地域の特性に応じた科学技術の振興が重要であり､地域における科学技術振興の意義は 0 3 ll 15 15技術の振興にはあまり意味がない. 大きいo

科学技術振興に当たつ科学技術の振興は国が中心となって 3.7科学技術の振興に当たり､地方自治体の役割 2 3 12 17 9ての地方公共団休の役割について 取り組むべきで､地方自治体が果たせる役割は限られている は重要であるo

地域における科学技術 地域における科学技術振興の目的 1.7地域おける科学技術振興の目的は､基礎研 21 15 6 0 0振興の目的について は､地域経済の活性化や住民の質の向上である○ 究等を通じた新たな｢知｣の解明である｡

地方自治体の規模に 自前で科学技術を振興できるのは､ 3.4規模の小さな自治体でも､それに応じた科学 2 8 8 16 7ついて ある程度規模の大きな地方自治体だけであるo 技術の振興が可能である○

地域における科学技術 地域において振興する科学技術は､ 2.9地域において振興する科学技術は､広く､全 4 7 19 9 1
振興の成果の範囲に なるべく､地域振興に寄与するものに 国又は世界に貢献すべき成果を目指すべきで
ついて 限定すべきであるo あるo

今後の科学技術関係 今後､財政事情が厳しくなつても､科 2.9財政事情が厳しくなるなかで､科学技術関係 1 ll 21 8 0経費の見通しについて 学技術関係の事業は着実に増加して .の事業は今後､縮小して行かざるを得ないだ
いくだろう○ ろう.

推進体制について 科学技術施策の総合的推進のため 1.9専任部署の設置は屋上屋を架すようなもの 13 21 5 2 0には､専任部署の設置が重要であるo で､協議会等で調整しつつ､従来の部局ごとの対応を基本とすべきであるo

公設試の役割につい 公設試の最大の役割は研究開発で 3.4公設試の最大の役割は､依頼試験など地域 1 5 18 13 5
て ある○ のニーズへの対応である○

産学官連携について 基本的には､従来通り､産､学､官そ 4.2従来の産､学､官それぞれの取組みだけでは 0 1 4 22 15れぞれの取組みが重要であるo 限界があり､産学官連携が決定的に重要であるo

科学技術振興に当たつ主として､施設整備等の補助.助成策 2.7主として､科学技術振興策策定のノウハウ等 9 10 10 10 3
て国に期待する支援は を期待するo のソフト面の支援を期待する○

研究評価について 研究評価は重要であり､積極的に取 2.4研究評価については､ノウハウの蓄積がない 10 14 8 8 2
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自由討議

3月17日

【司会 (中田)】 それでは､自由討議に入りたいと思います｡

特に資料やシナリオはございませんで､皆様方の､それこそ自由な意見､本音を聞かせ

ていただければと考えております｡なお､お配りした資料の中に､この会議が始まります

前に皆様方からいただきましたアンケ- 卜の結果を集計したものがございますので､これ

についてまずご紹介をさせていただきます｡

まずは､アンケート用紙にて､地域における科学技術に関連いたしまして､1から11

までの項目について,私どものほうで質問させていただきまして､両極端と考えられます､

AとBの考えのどちらに近いお考えをお持ちなのかをお聞きしたものです｡

集計結果の表ですが､真ん中に各項目に関する皆様の回答結果の平均ポイントを ｢平

均｣として記載いたしました｡この集計結果から見た限りでは､例えば3番目､ ｢地域に

おける科学技術振興の目的｣というのは､やはり地域経済の活性化とか､地域住民の生活

の質の向上であるという意見のほうが､新たな知の解明､そういったものよりもかなり多

くなっています｡

ところが､その2つ下の5番目を見ますと､その成果の範囲､それはその地域振興に寄

与するものに限定するのか､あるいはもっと広く､全国または世界に貢献すべき成果を目

指すのか､ということについては相半ばする状況でございます｡昨日､先生からお話があ

りました ｢地域における科学技術｣というものが､いわゆる公共財にあたるものか否かと

いう議論にも関係してくるのではないかなと考えております｡その他では､ 7番の推進体

制についてで､総合的推進のためには専任部署の設置が重要であるというご意見がかなり

多かったということや､ 9番目の産学官連携について､これは決定的に重要であろうとい

うご意見の方が非常に多かったということが目に付く点かと思われます｡

また､ ｢自由討議用質問票｣という形で､皆様にこちらからお願いをしていろいろと書

いていただきました｡まずは､特徴的な科学技術資源を活用して､地域の振興や活性化に

具体的につながった事例についてのご紹介をお願いいたしました｡いずれも担当者レベル

の話､ご回答ではございますけれども､いろいろ書いていただいております｡その一方で､

特にない､あるいは現時点ではない､これから期待をしたいというふうなご回答もかなり
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ございました｡

2番目に､産学官の連携を通じて､具体的な成果はどういうのが挙がっているかという

ことをお聞きしたわけでございますけれども､こちらにつきましても同様でございまして､

いろいろ出ていると書いてきていただいた団体がかなり多いわけですけれども､その一方

で､具体的な効果はこれからであるというようなご意見も散見されますO

3番目に､国に対してどのような支援を期待しますかということをお聞きしたわけです

が､ハー ドですか,ソフトですかと単純に聞いておるのですけれども､最初のアンケ- ト

では､これはやや相半ばしておりまして､どちらかといえばハー ドのほうが強いご希望が

あったようですけれども､自由記入欄を見させていただきますと､いろいろなソフト的な

取り組み､そういったものが具体的に挙げられてきておると考えております.例えばコー

ディネー ト機能､そういったものも重視されているようでございます｡

4番目､最後は､研究開発評価についてでございます｡私ども､今回の第4回の調査を

通じまして､実は都道府県の段階では､まだまだ研究評価というのが緒についたばかりと

いいますか､まだまだこれからではないかなと実は考えておったわけですけれども､この

回答を見せていただきますと､かなりの都道府県､政令市におきまして､かなり具体的な

準備が進められてきておるというふうな状況がわかりました次第でございます｡

以上､あくまでご参考ということでございまして､これにとらわれず､自由な意見交換

を進めていただければと思っております｡

全体討論のほうの進行は､私ども科学技術政策研究所の渡辺総括上席研究官のほうにお

願いしたいと思いますので､それではどうぞよろしくお願いします｡

【渡辺】 第3調査研究グループ総括をしています渡辺です｡よろしくお願いします.

きょうは､主にアンケー トでいろいろ話題になったところをカテゴライズしまして､そ

れに基づいてちょっとご議論をしていただければと思います｡座ってしゃべらせていただ

きます｡

具体的な内容のところの質問でお答えになっている1番､2番､3番､4番､4項目ご

ざいますけれども､1番､2番については､実際に活性化で成功している事例について､

いろいろご回答をお願いしたわけですけれども､その中で､やはりきのうもA県さんから

の問題提起がございましたけれども､財団と公設試の関係というのが､やはり産学官の共

同研究を進める中で,非常に重要になってくる｡その一方で､重要にもかかわらず､公設

議の役割と､それからそれをCOE的に､中心的にまとめる財団なり､そこにコアとなる
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機関との関係というのが､非常に一方で難しいということがございます｡

公設試の役割というのは､このアンケー トでも､研究開発の機能なのか､あるいは依頼

試験､検査等の地元へのサービスの機能なのかというところで半々の意見が出されており

ますけれども､個別の 1番､2番の活性化の主体となるご回答を見ますと､公設試がかな

りその役割を果たしている部分がございます｡これは明らかに研究開発の､公設試が開発

された部分､そこの部分を企業化していくということで成功されている｡それは､公設試

の場合は､地元の産業のニーズにこたえるような研究開発というのが主たる目的なわけで

すね｡一方で､どうしてもやらなければならない依頼試験等の業務をもう一方で抱えてい

る｡そのときに､要するに研究開発を主にするとすれば､依頼試験のほうの機能を､例え

ば民営化するというか民間機関に委託する､そういうふうな形がとれないのだろうかとい

うことも出てきます｡
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それから､きのうのA県の議論の中で､せっかく研究開発をしても､それが地元に残ら

ない｡ほかの県にその成果が持っていかれてしまうということが一つあるわけです｡これ

はどこの県もそういうふうなことが問題になっていると思いますけれども｡これは､後で

議論していただきたいのですが､公益連携ということを考えていくときに､やはりこの間

題が起こるのではないかという気がするのです｡そういうときにどういうふうに対処して

いったらいいかということがあると思います｡

それから､先はど冒頭で言いましたような産科研の問題と､工業技術センターの関係と

いうことから見れば､地域のCOEを進めていく中でも､こういう問題が起こってくるの

ではないかという気がします｡その辺の議論もしていただきたいと思います｡

まず､ご回答いただきました活性化の具体的な事例について､ちょっといろいろ実際の

状況を､もし出していただければ非常に議論がしやすいんじゃないかと思います｡一応幾

つかのパターンがあると思うのですが､上からずっといきますと､1つは地域の農産物を

資源にして､それを活用して地域の特性を出すということがあります｡それに関連して､

例えばその地域に農産物はなくても､例えば､きのう石坂先生のほうから､富山県の

チューリップの生産が､新潟県に次いで非常に多く､今､取り組んでいる｡そういうふう

なことで､このご回答の中でも､新品種開発によって､その地域の特産物という形で､活

性化につながっていくというふうな事例も出されております｡それから､あとは大学を中

心にして､大学の技術力を企業に反映していくという部分､大学､公設試､企業の産官学

の連携によって活性化していく例というのが､大体大きなところです｡それから､地場産

業の展開ですね｡地場産業を展開していって､それが活性化に結びついていくという例も

2つほど出されております｡それから､2番目のほうの､特にコーディネーターの部分で

すが､これは科技庁が出しておりますRSP事業､そこがかなりコアになって､その役割

は公設試なり財団が中心になりますけれども､そこから発展していく｡もう一つ､テクノ

ポリスの機能を活用して､そこから活性化をしている例もございます｡

そういうことで､実際に皆さんのほうでどのように活性化されているかということを､

もしお話ししていただければ議論が進みやすいと思いますので､どなたでも結構ですので､

よろしくお願いいたします｡

昨日､B県さんのほうから､海産物関係でいろいろやられている｡産業クラスターとい

うような形でやられているということがございましたが､そういう農産物関係で､非常に

活性化に成功しているという県がございましたら､ちょっとお話ししていただきたいので
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すけれども｡

どなたか｡C県さんのほうで何か｡

【C県】 関連かどうかはわかりませんが､うちのほうの農業試験場というところで､

とちおとめというイチゴを開発しまして､現在それがかなり普及していまして､従来女峰

というのが主な生産している品種だったのですけれども､現在はそれが逆転しまして､と

ちおとめのほうが量的に増えている｡粒が大きくて甘いということをうたい文句にしてい

るわけで､きょう､D県さんがいらっしゃるかどうか- いらっしゃっていますかね｡多

分､D県さんと､イチゴの出荷額､あるいは量ということでは､我がほうとで競争してい

るような状態だとは思うのですけれども､そんなことで､活性化の一助にはなっているの

かもしれませんが｡そんな状況です｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

こういう新品種の改良によって､地元の特産物にするということは､非常にわかりやす

い感じがするのですが､品種改良にはとても時間がかかり､難しい問題があると思います

けれども､そういうことで活性化をしている県がございます｡

それから､話は違いますが､大学の研究ノウハウを利用して､企業化していくという例

は多々あると思うのですが､その辺の部分について､ちょっといろいろご説明いただけれ

ばと思いますが｡

E県さんから､お話をいただけませんでしょうか｡

【E県】 大学の研究を活用して､企業化までですか｡企業化した事例ということで

しょうか｡

【渡辺】 どういう形でも結構です｡大学の｡

【E県】 本県の場合は､まず大学の先生方と企業の方の交流を活発化させようという

ことで､県の高度技術振興協会というところでコーディネーターを平成4年に設置いたし

まして､地元の大学､企業､それから行政などの関係者による交流会を立ち上げて､最初

に人的ネットワ-クをつくりまして､企業が抱える問題などを大学などに敷居を低くして

相談に行くという形で取 り組みを始めまして､その中から､個々の大学の先生の技術を活

用した形で､新たな商品に結びつける研究は進んでおります｡ただし､全く技術を活用し

て､新しい企業が立ち上がったというところの事例までは､今の段階ではまだございませ

ん｡

【渡辺】 その場合､ネットワークをつくるコアとなる人はどういう方､あるいはどう
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いった機関なのでしょうか｡

【E県】 まず､高度振興協会というところに､専任のコーディネーターという方､こ

れは大学の元先生でございます｡それから､あとは地元の大学の地域共同センターの所長

さんなどが中心になって活動しています｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

もし､皆さんのほうで何かコメントがあれば､自由に出していただきたいと思います｡

そのほかで､大学が中心になって活性化につながっていくという県がございましたら､

ご発表をお願いしたいのですが｡

F県さんの方でいかがでしょうか｡

【F県】 本県の場合､一応､産学官といいますか､産学の連携を図ろうということで

いろいろなことをやっていますが､例えばテクノサロンというようなことで､これはテク

ノポリス関係の財団ですね｡産業技術開発機構というところがありますが､例えばテクノ

サロンというのをやって､これは講演をやったり､あるいは懇親会､きのうの話で言えば

意見交換会といったようなことをやって､大学と企業の連携の機運をつくる｡それから､

これは事業ですが､アカデミック･ポテンシャルの関係で､企業の研究開発を､一応大学

の先生がサポー トしていくというようなことと､あるいは産学官の共同研究開発ですね｡

例えば本県の場合はハクバクデバイスの関係､垂直磁気の関係についての研究開発を

やったり､あるいは青色とか､発光ダイオー ドですね｡省エネタイプの照明ということで

発光ダイオー ドの研究をやって､これを今､21世紀の明かりということで,50億円ぐ

らいのプロジェクトに立ち上げたり､あるいは2のほうにも私は書いたのですけれども､

シャワー浴ですね｡恐怖感がなくて､座ったままストレッチャーを入れて､それで体にも

優しいというか,安全性があって､さらに介助者の方が楽に体を洗うことができるような

シャワー｡こういうものというのは､例えばシャワーであれば､その周りをつくる､ある

いはシャワーの水を出したりとかそういう部分に関していろいろな技術があるので､いろ

いろな中小企業がそれぞれの技術をもちよって参加できるというようなことで､こういう

産学官の共同事業というものをいろいろ進めているところです｡

その中で､これは私のほうで書いていますのは､100ページのところですけれども､

県内の国立大学の先生が緑化技術ということで､これは菌根菌というのは､昔レンゲに根

粒菌がついていると｡それで､それが周りの土の養分を非常に効率的に窒素とかにかえる

というようなのを､小学校､中学校の理科で習ったりしましたけど､それと同じような働
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きをするようなものみたいですけど｡これ､ちょっと違いますね｡菌根菌､菌に根ですね｡

そういうものを利用して緑化ができる｡これは例えば､岩ではないですけれども､Lhの高

いところの非常に荒れ地というようなところでも､例えば航空機で種をまくことによって

できるというようなもののようなんですが､そういう非常に緑化に対して厳しい条件に強

い種類､そういうものを利用して､民間企業が企業組合をつくって､その技術を生かした

企業の立ち上げをしたというものです｡

内容としては､のり面を緑化するというときに､昔はコンクリートでやっていたわけで

すが､それを最近は､環境に優しいものをということで種子の吹きつけをやっているとい

うことなのです｡ところが､これは実際在来種ではなくて､外国の種類なのかを使うとい

うことで､なかなか土地になじみにくいということなのです｡そこで､この会社は不織布､

よくカーペットなのかにあるような､まあ､不織布ですね､綿布みたいな感じですね､見

た感じは､この薄くて良いカーペットのような状況のものの間に種子を挟んで､それをの

り面にずっとひいていく｡そういうことによって､種子が発芽すればその不織布を破って

伸びていく｡この種子は厳しい環境の中でも大丈夫なものだから､のり面でも定若しやす

いということで､こういった緑化が容易にできるというような技術を開発したということ

です｡

この会社は始まって 5年ぐらいたっているのですが､最近では年間で70%ぐらい売り

上げがアップしているということです｡これは､もともとは大学の先生の研究成果を利用

して､非常に着実に業績を上げている例なのですが､本県の土木事務所においても､非常

に環境と調和したのり面保護ができるという高い評価を受けていると聞いています｡

ちょっと長くなりましたが､以上です｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

その企業は､ベンチャー企業なのですか｡あるいは､既存の企業なのでしょうか｡

【F県】 先ほど言いましたが､新しく企業を立ち上げたということです｡

【渡辺】 わかりました｡そういうことを進める中で､問題点みたいなものは何かござ

いますか｡

【F県】 産学官協同といいますから､大学のほうからはその後もいろいろな援助を受

けて進めているので,そういう関係では特に問題ないんですが､実際困っているのは､

やっぱり新しく立ち上げるということになれば､いろいろ資本の問題､土地の問題とか､

そういう問題がどうしても出てくるということと､それからやはりマーケテイングの問題
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として､土木関係というのは､建設会社とか､そういうところとのつながりがそういう業

界は強いので､技術的には良いものとわかっていても､なかなか使ってもらえないという

ところがあるそうです｡したがって､先はどのように公共事業､そういう関係からだんだ

ん入っていって､売り上げを伸ばしていっているということです｡土木業者の中に入 り込

んでいくというところはなかなか難しい､販売面で難しいということがあるようです｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

今度は公設試で､いろいろ企業化で成功している県の事例をいただければと思いますけ

れども｡

【G県】 G県なのですけれども､本県には県工業技術センターというところがありま

して､そこで開発しましたノイズファインダーという装置がありまして､それはちまたで

よく話題に上っているノイズ､電磁波を､当然これは目に見えないものですので､それを

視覚化するOコンピューターグラフィックス上で､主な電磁波の発生源であるプリント基

板をカメラで撮 りまして､その上に天気予報のアメダスのイメージで､ノイズの分布を

スーパーインポーズで一緒に映すというようなものなんですけれども､ノイズがどこから

一番強く出ているかとか､そういう特定までできるようないろいろな機能はあるんですが､

そのようなものを開発しまして､残念ながら昨日のA県の話とちょっと似ているんですけ

れども､県内の企業ではちょっと技術移転をするところがありませんで､結果的に大企業

を含め3社に技術移転をしまして､特に川崎のノイズ研究所というところにかなり大々的

に売っていただきまして､県のほうにかなりの額の歳入が上がっているという好例はあり

ます｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

ほかには｡

【Ii県】 H県でRSPのコーディネーターをやっております｡

権田先生のお話の中で､ニーズとシーズは分離できないというお話がありまして､私も

そのとおりだろうと思っておりまして､ちょっと考えをご披露させていただきますと､ま

ず､ニーズというのが､だれかが持っているニーズを探す､それからシ-ズをまた探すと

いうのではなくて､やはりコーディネーターという人が両方ともわからなければいかんだ

ろうと思うのですが､まず､シーズがわからないとニーズが見えないOどういうことかと

いうと､例えは島のように空を飛べれはいいなというニーズはあるのですけど､それはま

だニーズ- 200年前だったら､それはニーズとは言わないで､夢なわけですねOとこ
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ろが､流体力学とか､材料工学とか､そういうものがだんだん発達してくると､そういう

技術がわかると､ある時点で､それがニーズといった形になるんだろうと思うのですねO

それから､シーズのほうも､大学の先生方がいろいろ研究して､成果を上げられるわけ

ですけれども､社会の役にほとんど立たないような研究もありますし､そういうのはほん

とうにシーズと言えるかどうかですし､それもやはりニーズがわかっていないと､それが

シーズだということが言えない｡両方がバランスよくわかっている人間が初めて､これは

シーズ､これはニーズということが言えるのではないかと思います｡

コーディネータ-というのは､そういうことをする役目だろうと思っておりまして､あ

る程度ニーズとシーズ両方わかる人間が必要なのではないかなと思います｡

もう一つ､ニーズとシーズをつなげて一つのプロジェクトにするとしたときに,コー

ディネーター自身が非常に強い意志というか､それをやりたいと｡両方に任せるのではな

くて､自分自身がやりたいという強い意志というか､情熱を持ってやらないと､成功しな

いだろうと｡しかしながら､そういう情熱を傾けますと､今度はたくさんのプロジェクト

をコーディネー トすることができなくなるというジレンマがあるわけです.したがって､

コーディネーターは県に1人とかそういうことではなくて､相当の数のコーディネーター

をつくる必要があるのではないかなと思います｡

それで､そういうことができる人間というのが､私はいつも言っているのですけれども､

産業界の経験を踏んで､特にOBですね｡会社にいて､いろいろな技術の勉強とか､研究

所一一一企業の研究所にいる人が一番いいんですけれども､そこを出てOBになったような

方が､シーズもニーズも両方ある程度見えるのじゃないかと思いまして､そういう人を多

く登用して､コーディネーターをやらせたらいいんではないかなと思っております｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

その場合､コーディネーターの方が非常に重要になってくるわけですけど､同じ地域内

にいらっしゃらないケースもあり得ると思うのですが､その辺はどういうふうに対処すれ

ばいいかという､ご経験で何かお話しいただければと思います｡

【H県】 地域内にいないというのは､どういう意味で言われているのかちょっとわか

らないのですけれども､ある特定の目的で探せば､地域内に誰かいる､もちろんいないと

いうことはあると思うのですが､一般的にどの地域でもその能力を持った方々がたくさん

いるんだろうと思うのですが｡

【渡辺】 シ-ズ､ニーズが明確である場合には､そういうふうな形で特定の方を探す
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ことはできると思うのですが､そういう研究プロジェクトの立ち上がらない前の段階で､

コーディネーターの方をコアにして､これからそのプロジェクトを立ち上げていくという

ような場合も往々にしてあると思うのですけれども､そういう場合には非常に難しい､ま

あ､どういうふうにコンセプトを持つかということが難しいかもしれませんね｡

【I県】 I県でございます｡今のシーズ､ニーズの関係と､それから､きのうから

ちょっと話題になっております工業技術センターの役割といいますか､かなり密接な関係

があるというふうに我々は思っております｡産学官の連携が必要だというのはわかるので

すけれども､その場合に､企業サイ ドから見た場合に､どこに一番最初にアクセスするの

かという場合､私は今はもう卒業したんですが､大学にしばらくおりまして､大学はどう

も敷居が高過ぎて､実際の中小企業の人たちが来るのには敷居が高過ぎて､行きにくいと

いうのが本音でございます｡これはどこでも聞く話でございます｡より行きやすいのは､

工業試験場のほうが行きやすい｡

ちょっと外れますけれども､私は工業のほうなものですから､農業の公設試がそんなに

たくさん残っているとは､残っているという言い方をすると怒られるのかもしれませんが､

あるとは思いませんでしたので､工業のほうの関係でお話をしたいと思います｡

工業関係の産業界の人たちがアクセスするのに一番行きやすいのは､工業技術センター

だというお話がございます｡さらに､もう少し細かな話になりますと､例えばある県､こ

こではJ県といっておきますけど､この県では研究所という形で新しく施設整備をされた

のですが､そうすると今度は､地元であるK市の産業界の人たちにとっては､あそこはき

れいになりすぎて､敷居が高過ぎて行きにくい｡そうすると､K市で実際の零細企業とア

クセスするポイントが欲しいということで､K市の方で産業支援機構をおつくりのようで

ございます｡そんな形で､大学にはいきなり行きにくい｡業界の人たちにとっては工業技

術センターならば行きやすいということがあるものですから､私どもⅠ県では､工業技術

センターというのは､産学官連携の中でも一番はじめ､いわゆる受付の窓口として非常に

大きいウエー トを置いて評価をしております｡

そこで､工業技術センターに来られて､工業技術センターの判断で､ ｢これは=業技術

センターで考えましょう｣という話になる場合もありますし､もちろん大学との連携は

ずっとできておりまして､これは､例えばL工業大学の何先生のところに行ったほうがい

いでしょうというふうなアレンジをお互い連携を持ってするというところで､非常に大き

いファクターを持っています｡

- 264 -



例えがいいか悪いかは別なのですけれども､そういった意味では､我々の産学官の連携

では､工業技術センターというのは､いわゆる開業医といいますか､町医者のポジション

で､何科に行ったらいいかわからない人もそこへ来る｡そこで処置できるものはそこで処

置するし､専門医が必要な場合には､大学病院等の適当な専門医に紹介する｡もちろんそ

んなことで新しいプロジェクトを起こしたいとすると､いわゆるそれから先がほんとうの

プロジェクトですね｡だから､コーディネーターを選ぶポジションというのは､工業セン

ターは非常に大きい､我々としては大事なポイントだというふうに思っております｡きの

う､きょうの話の中では､工業技術センターが大きな役割をしているというお話はなかっ

たものですから､そこのところは指摘しておきたいというふうに思っております｡

【渡辺】 I県の場合､RSP事業をされていますねOそこでのコーディネーターとい

う方は､公設試との関係はどういうふうな-･-･｡

【I県】 Ⅰ県のコーディネータ-は､前の工業試験場の場長なのですね｡だから､そ

の辺は密な連携が可能な人を充てております｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

【A県】 A県なのですけれども､設問2とも関連するのですが､A県の事例としまし

て､産学官連携事業を通じて大学の先生と中小企業の方が知り合いまして､その方が地元

の大企業の末利用特許を活用して､新たな製品開発に取り組んだ｡その間に､大学や公設

議の方と協力支援を得ながら､県の新規創業の補助金､次年度には実用化の補助金を受け

て､最終的には製品化に結びついたという事例がございます｡

また､地元大企業を中心とした勉強会というのが､A県ではいくつもありまして､特に

M地域､ここはベンチャー的な機運の高い地域でして､そこで大企業が研究所を設置した

ことに伴って､その関連の勉強会をしようというのが自然発生的に生まれて､具体的な商

品はまだ出ていないのですけれども､活発に勉強会を行っているという事例もございます｡

【渡辺】 どうもありがとうございました｡

ほかにございますか｡

それでは､今のカテゴリーとちょっと違いますが､地場産業の展開で活性化していると

いうご回答をいただいたところが2件ほどございますけど､その辺でちょっとお話を出し

ていただければと思います｡

N県さんの方で､地場産業に関してアンケー トの中で触れられていらっしゃいますが｡

【N県】 設問の趣旨が､私､もしかすると勘違いして､地域の振興､活性化というふ
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うなもの､私､シチュエーションのほうにちょっと書かせていただいたのですが､書かせ

ていただいたというか､載せていただいたのですけれども､地域というものの切り口､そ

こに重きがあるのかなというふうなことで､無理やりBというふうなことで- A,Bと

いうふうに書いていたものですから､そこら辺を書いたのですが､ちょっと違っていたの

かなと｡

ただ､先ほどの権田先生のお話とかも､先ほど来出ていますけれども､ニーズとシーズ

の分類の問題､そして､暗黙知というふうなこと､物から人へと､産学官連携とか何か､

ブームみたいな言葉ですけど､シーズとニーズのマッチングというよりも人のコーディ

ネーターをできるかどうかOしかも､その前提として､研究開発というのは一つの集積が

必要であるとなりますと｡例えば本県の場合であれば､これも全国的に見れば､それほど

ドラスティックではない集積だとは思うのですけれども､そういうふうなものに関しては

研究所があってもいいかもしれないけれども､それ以外の公設議の役割は､もしかすれば

暗黙知とか何かというふうなものがあまり伴わなくてもいいというか､これもちょっと語

弊があるかもしれませんが､今までのような試験研究というのですか､どちらかというと

そういうふうなレベル､そういうふうに理解すればいいのかなと｡ちょっとそこら辺､教

えていただければ助かります｡

【権田】 きのうから公設試の議論が随分出ていて､私の話ではちょっと公設試に関す

ることについては省いたのですが､とにかく試験研究機関を研究所にしたところが随分多

いわけですね｡看板が ｢何とか試験場｣から ｢何とかセンター｣と横文字になって､建物

もすごくきれいになりましたと｡では､他に何が変わったかというと何もなくて､例えば

建物だけだったりする｡人も同じで､組織も同じ｡そうではなくて､果たして工業試験場

がほんとうに必要かという議論をもっとやってほしかったというのは､きのうも申し上げ

たとおりでして､もちろん県によっては必要かもしれませんし､絶対に必要であるという

県もあると思うのです｡

公設試自体の設立のミッションは､もともと中小企業の近代化だったわけでして､まさ

にそれに尽きるわけですね｡おもしろいことに､アメリカにおける今最大のプロジェクト

は､中小企業の近代化なのです､80年代､90年代以降｡では､日本の中小企業はほん

とうに近代化が終わったのかというと､私はまだ終わっていないと思うのです｡

一番問題なのは､かつては公設試が中小企業に向かって､例えば走り幅跳びで言えば､

1メー トル50センチ跳びなさいという目標をつくったわけです｡跳べたら今度は165
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センチにしましょうねと｡次は､170よと言ってきたわけです｡そして今､中小企業は

みんな跳べるようになったわけです｡そして､ ｢自分たちは次は幾ら跳べればいいんです

か｡｣と聞きに来たわけですよ､公設議に｡ところが､公設議は答えられないわけです｡

中小企業は､ ｢次は2メー トル跳べばいいのか､3メートル跳べばいいのかわからないか

ら､教えてください､そうすれば､あとは自分で跳びます｡｣と言っているわけです｡

もちろん一部の中小企業には､まだ 150センチ跳べないよという人､それはそれでや

らなきやいけない｡しかし､国の政策は僕が見ている限りでは､できる企業だけを対象に

しようという考え方ですね｡もともと中小企業の技術政策というのは､昭和 50年代に

入ってからです､本格的に始まったのは｡もともと中小企業政策は何かといったら､社会

政策だったのですね｡つまり､どういうことかといえば,落ちこぼれを救う政策だったわ

けであります｡

果たして今､中小企業政策というのは､落ちこぼれ政策ではなくて､できる子だけを対

象にするという議論ですね｡つまり､差別化政策｡その差別化政策をやろうという段階に

なっているから､公設議の役割がぼけてきたわけですね｡できる子を対象にした政策と､

言葉は悪いですけど､落ちこぼれでついていけない子をみんなについていけるようにしよ

うという政策とでは､全然違うわけなんですね｡

大概の中小企業は､もう公設試に頼っていたらビジネスができないので､親会社とかを

頼るなり,あるいはいろいろ努力して開発するようになってきている｡そこで起こったこ

とが､公設試の見直しということです｡研究機能と行政機能一 公設議には複数の役割が

ありまして､行政ニーズにこたえることと､お客さんにこたえることと､県民にこたえる

ことと､もう一つが､科学技術で生きようと言われているわけですね.ところが､だんだ

ん科学技術のほうへシフトしたのですが､ほんとうにできるのかなと｡公設議の研究員の

平均年齢は今四十幾つです｡県によっては平均年齢が46､7歳のところもあります｡そ

ういう体制の中で､ほんとうに研究できるのだろうかという問題がある｡

研究機能と開発機能を切ろうという最初の試みをやったのは､たしか長野県だと思うの

ですが､思ったよりうまくいかなかったですね｡その後､静岡県もやり､他の幾つかの県

が続きました｡神奈川県がキャス トをつくったのも､ある意味では公設試験研究機関と研

究機能の分離だったわけです｡一時､幾つかの県でそういう財団､例えば広島県もそうな

んですが､財団法人化することによって､研究機能を分離するということをやったのです

が､思ったほどうまくいかないのです｡なぜかといったら､指導とか研修という日常的な
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業務は､研究をやっていないとできないという考え方があるわけです｡特に九州の福岡県

の方はそういう意見が非常に強くて､私も何度も行きました｡行っていろいろな議論をし

たけど､やはり現場の方たちの意見は､指導をやっていくには､どうしても先端的な研究

をやっていないと指導ができない｡それが現場の意見です｡それも正しい意見だと思うの

ですね｡そこに公設試の難しさがある｡では､自分たちが先端的な研究をやりながら､ほ

んとうに指導をやっていかなきゃいけないのか､できるのかという問題になると､なかな

かできない｡

一番問題なのは､ジョブローテーションができない0-度そこに入ると,ずっとそこに

いる｡その間題をどうにか解決しないと､モビリティーを上げないと､ある年齢になった

ら指導のほうに回るとか､あるいは若いときに指導へ行ったら､また戻すとかというロー

テーションができるような仕組みを考えようということで､例えば神奈川県ではそれをや

ろうとしたんだけど､結局､うまく動かなかった｡

これは国研も実は同じなのです｡一度入ると､永遠にそこにいる｡だから､その仕組み

をどうにか変えないと､公設議に関する問題はそう簡単には解けない｡約 1万5,000人

もの研究者が全国の公設試におられるわけですが､これをどう活用するかというのは､そ

れぞれの自治体の中で考えていかなければいけない問題ですし､公設試の方にビジネスは

わかるかといったら､できないのですね｡

特に問題なのは､研究をやることと試験研究は違うのですね｡研究というのはリスクが

伴うのです｡しかし､地方公共団体はリスクマネージメントの経験がないのですよ｡とい

うことは､どういうことが起こる得るかといえば､お金をどんどん投入しても成果がちっ

とも出ないということが起こり得るわけです｡研究の難しさはそこなのですね｡研究をど

う評価するか｡使ったお金をどういうふうにフィー ドバックするかになると､それはリス

クマネージメントの議論であります｡試験研究とは違うのです｡

それが､ある日､公設試験研究機関から研究所になる｡研究所になるということは､ま

さにそういうリスク評価もやらなきゃいかんということになるわけですけれども､ほんと

うにそれができるのですかというと､まだそこまで行っていないわけですね｡にもかかわ

らず､機能だけはどんどん走ってしまっていて､行政サービス機能と研究機能が分離する

傾向になってきているというのは､ある意味では非常に問題なのかもしれないわけです｡

すなわち､イノベーションを進めるために公設試があったわけではないわけですから｡

さきほど述べたとおり､公設試自体の役割､ミッションそのものがそうではないのです｡
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それなのに､研究開発だ､製品をつくって､商品化してイノベーションやれ､と急に言っ

ても､それは無理なのです｡なぜかといったら､イノベーションにもリスクはつきものな

のですから｡失敗は当たり前なのです｡100発やって 1発当てれば大変いい､そういう

話ですよね｡ほとんど失敗ばかり｡そういうことがなかなか許されない日本社会の中では､

イノベーションも非常に難しい.

特に重要なことは､お金をかければ製品開発はできるのですが､つくっても売れないと

いうことなのです｡つまり､製品が商品になっていない｡問題は､製品をどうして商品に

するかというマーケットの問題です｡そこの部分が一番重要なのにもかかわらず､きょう

の中でも議論が出てこないのですね｡じゃ､果たして地方公共団体はマ-ケティングまで

やるのか､こういう議論になるわけです｡

現に､去年､ヘルシンキである国際会議をやりまして､そこで､ヨーロッパで一番問題

になっていることとして次のような話がでました｡研究開発のリスクに対しては国が補助

金を出してくれるわけです.ところが､中小企業の場合､一般に売り上げに対する研究費

投資､例えば5%､10%投資したときの研究費に対してマーケテイングのコストという

のは､大体倍かかるのですOそうすると､非常に不思議なことに､研究開発には補助金を

出すよと言っているのだけど､一番難しいマーケテイングのところには金を出してくれな

いわけです｡それなのにイノベーションをやれと言う｡本来は､果たしてマーケテイング

へというプロセスに対して公的資金を導入できるかどうという問題が､ヨーロッパでは既

に間是引こなってきている｡

今ここで議論すべき問題は､もう一つの問題としては､一番リスクの高いマーケテイン

グプロセスに公的な資金を使えるかどうか｡ここがキーになると思うのですね｡もしイノ

ベーションを起こそうというのであれば､おそらくそこがかざになるだろうと｡製品開発

まではどうにかできるが､それを商品化するプロセスというのは､もっと複雑でお金もか

かるしリスクも高い｡そのプロセスを今後一体どうやってつくっていくか｡あるいは､直

接やらないにしても､プリマーケットのインフラストラクチャーの整備をどうするかとい

う問題が出たのですが､実は日本ではそのことに関する議論がうんと遅れているのです｡

プリマーケットのインフラス トラクチャーというのは､まさにアントレプレナーのよう

な非常にリスクを背負いながら製品開発をやっている人たちが､実はかぎなのですね｡そ

の人たちは､ぎりぎりのところでやっていますから､うまくいけば浮き上がって表に出る

し､下手すれば沈んでしまうわけです｡そのようなギリギリのところで浮き沈みをやって
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いる人たちが､リスクを担ってくれているわけですOそういう人たちをどうサポー トする

か､そういう仕組みが今のところないのです｡ところが､アメリカにはあるのです｡CD

キャピタルであるとか､あるいはマイクロローンであるとか､そういう仕組みがちゃんと

できていて､企業がゼロからスター トして大人になるまでのプロセスに合わせて､ファイ

ナンシャルなインフラス トラクチャーができている､あるいはマーケットのインフラスト

ラクチャーができている｡ですから､オーバーアカウンターであると､NASDAQに出

す前にファンドエイ ドができるわけです｡つまり､資金の調達が金融市場､マーケットか

らできるような仕組みがあるのですが､残念ながら日本にはそれがないのですね､オー

バーアカウンタ-みたいなものが｡

アメリカの場合には､ペーパーカンパニーでも､パブリックにすればパブリックは6カ

月間､自分の会社のアカウントをオープンにするのですO経理状況をオープンにすればパ

ブリックカンパニーになるOパブリックカンパニーになれば､その時点で市場からお金が

調達できるのですね､これはNASDAQへ行かなくてですよ｡店頭上場しなくて調達で

きる｡そういうインフラストラクチャーができている｡日本ではそういうインフラストラ

クチャーがないのだから､そういう中で製品をつくって売れよと言ったって､そんな簡単

に売れないし､お金もない､というような問題があります｡

だから､地方公共団体もいろいろな意味でマ-ケット･インフラストラクチャーをつく

らなきゃいけないのです｡製品が売れるかどうかの評価は地方公共団体がやることではな

いのです｡そんなことは企業がやればできることであって､大企業に任せれば大企業は大

体わかっている｡しかし､そこに行くまでのインフラ整備は､やはり公的機関の役割なの

かなと思います｡

そういう意味では､まだまだ市場インフラというか､マ-ケット･インフラス トラク

チャーが圧倒的に遅れているわけで､それを今後どう整備するかということがかざになる

と思いますね｡

【渡辺】 今の先生のコメントに関して､何かご質問なりコメントなりある方いらっ

しゃいますでしょうか｡

それでは､時間が少なくなりましたので､1番､2番については以上で終わらせていた

だきます｡

あと､3番､国に対してどういう支援を期待するかというところと､最後の評価につい

て､先生のほうの司会で進めさせていただきたいと思います｡
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【権田】 それでは､司会をバ トンタッチさせていただきまして､国に対してどういう

要請というか､期待というか､そういうものがあるかということでアンケー トさせていた

だいたわけですが､非常に要点の得た質問が突きつけられておりまして､これはかなり厳

しいなというのが私の実感です｡特に一番上の最初の人材の雇用やコーディネー ト事業の

ソフト面に対するモデル的支援事業を期待すると｡これも非常に重要なポイントを指摘し

ているわけで､おそらくノンフィジカルなインフラス トラクチャーと一般に言うのです

が､､物理的な箱物ではなくて､この仕組みが一番難しい｡

これは,テクノポリスをやってきた結論として言えることは､何が欠けているかといっ

たら､この部分が欠けていたということがはっきりわかってきていますね｡そういう意味

で､ソフト面に対するモデル的な支援､これはどういうことをイメージされているのか､

この回答をしていただいた方で､ちょっとコメントいただけるとありがたいのですが｡

【B県】 B県の科学技術振興課の者です｡

イメージしていますのは､産学官連携なり研究開発する中で､さまざまなセクター間を

どう結んでいくかということが､結局､人と人とのつながりをどうするかと｡人と人とを

どうするかという話は､結局､コーディネーター･なりテンションの高い人材､あるいは理

念のある人材を､いかにその地域で獲得するかという話が非常に重要になるなという話が

一つあります｡

それで､その中で､従来､いろいろな地方公共団体で､場所の整備ですとか､機器の整

備が進められてきたわけですけれども､今この段階になっては､多分そういうことではな

くて､そこでどんな人が何をやるか､そういうソフトの話が先なのではないか｡極端な話､

場所がなくても､何かソフトな部分でやれる仕組みをつくることが先なのではないかとい

う話が､思いとしてあったわけです｡

そういう中で､例えば科技庁のRSP事業なんていうのは､ある程度枠そのものが制約

されない中で､コーディネーターがソフトの事業を使って何をやるかという地域の自主的

なプランに対して支援をするという形をとっている｡そのことに対しては､すごい評価さ

れるなというふうに思うわけです｡

きのうの30近い地方自治体においても､まさに地域でいろいろ類似しているものはあ

ると思うのですが､科学技術振興施策が芽生えつつあり､今､進みつつある中で､おそら

く設備なり場所という問題はもちろん大事ですけれども､人をどうやって確保するか｡そ

の中でどうやってモデル的なソフト面の事業を実践していくかという､地域からの発信に
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対して､国として連携できる､国としても協力できる事業がないのかどうか､この辺の協

力関係が大事なのではないかなということで書いたわけです｡

以上です｡

【権田】 ありがとうございます｡

コーディネーターの重要性は前々から指摘されているとおりなのですが､私も､コー

ディネーターはどんな資質があって､どんなバックグラウンドがあればいいのか､常々わ

からない｡特にコーディネー トするということは､先ほどのH県さんのお話であれば､全

部知ってなきゃいかんよと｡全部知っている人というのは､日本の社会ではほとんどいな

いわけですO縦型社会で､しかも､一生一つの職場にいる人が多い社会の中で､横型を歩

いた人というのはあまりいないわけですね｡

そういう意味で､コーディネーターを育てる仕組みというか､まず一番初めに､コー

ディネーターが日本にいるのかいないのか｡それから､今のような社会の仕組みの中で

コーディネーターは育つのだろうかということですOそれがもしだめだとすれば､何かつ

くるしかないのかなと思います｡意識的にコーディネーターを養成するというか､その点

について何かご意見があったらお伺いしたいのですが｡

【0県】 話が飛ぶかもしれませんけど､日本的な特徴といいますか､ソフトウェアに

対しては金を払いたくないというのが基本的にあるためでしょうか､現在､コーディネー

ターの対して十分なペイをしているところがあるのかなと思います｡きのうのお話にあり

ましたA県さんの話でもそうなんですけど､その仕組みができない限りは､どうやって育

てるのか､どうやって人を集めるのかということが､全くどうしようもないですね｡

そうした意味では､私が高く評価しているのは､科学技術庁のRSP事業です｡これぐ

らいなのですね､コーディネーターに対してそれなりのというか､金額のことはよくわか

りませんけれども､とにかく報酬を払う｡ほとんどの場合が､先生がおっしゃったように､

地面とか箱物に対しては金を払うけれども､人件費に対してはほとんど金を払わない｡

コーディネーターを育てる仕組みをつくるんだとすると､それに対する社会的な評価と経

済的な付与という仕組みをつくらないことには､ことは進まないと思っております｡

【権田】 RSP事業､そういう意味では非常におもしろい仕組みで､個人の人件費ま

で出しましょうというものです｡これはこれでいいとして､さらにもう一歩突っ込むと､

まだわからないのは､コーディネーターのインセンティブは何なのか｡つまり､成功報酬

にすべきで､要するに成功したらもっともらえるとか､そういう仕組みをつくらないと､
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一律でお金をもらったからやっているというと､果たしてどうなるのか｡

どのみち評価をやらないといけないのですから､コーディネーターの地域ごとの評価を

やりますけれども､その段階で､果たしてどういうふうな濃淡ができるのかなと､地域に

よって｡国としては､とにかくやり方を決めませんと言っているわけですから,重要なこ

とは､自分たちで仕組みを考えてくださいと言っているわけですね｡ところが､コーディ

ネーターの方は連絡会みたいのをつくって､お互いに情報交換していますから､だんだん

似てきてしまっているのです｡これはやめてほしいな､もっと一匹オオカミであってほし

いなという気がするのですが｡

コーディネータ-になられる方のバックグラウンドは3種類ですolつは民間企業にお

られた方､それから､公設試の所長さんの方､そして大学の先生をやめた方｡この3種類

のバックグラウンドの違う方が､果たしてどういうふうな結論､成果を何年間で出すのか

なというのは､非常に興味があるのですね｡

その場合､一歩突っ込めば､もうちょっとインセンティブをつけてあげる､一生懸命

やって成功したら成功報酬でもらえるよというようなインセンティブがつけられないのだ

ろうか｡

これは､今度の通産省のプラットホームも同じなのですが､プラットホームの場合も

コーディネーターの議論が出てまいります.あそこでワンス トップサービスということを

言っているのですが､要するに駆け込み寺ですね｡ところで､駆け込み寺というのは鎌倉

にもあるのですけど､あのお寺は､夫婦仲が悪かったり､だんなさんにいじめられたりし

て逃げ込むわけですね｡それで､お寺が離婚交渉をやってくれるのですが､そのときに手

数料を取るのですよ｡ただではないのですね､駆け込み寺は｡

ところで､通産省の駆け込み寺はタダなのですよね｡これではまともにいかないのでは

ないかなというので､やはりこれで得たよりも､もう少しインセンティブをつける仕組み

というのが次のステップで､これは例えば､国がまず手をつけたら､それにプラスして県

がエサをつけるのですね｡100万円をプラスするとかやると､もっと一生懸命働いてく

れる｡きょう､この会場にコーディネーターの方が何人かいらっしゃいますが､何かそう

いう仕組みを考えてみるとおもしろいと思うのです.それから､コーディネーター 1人で

はとても無理ですね｡やはり何名か必要です｡科学技術庁でもそのあたりは考えています

が､一番重要なのは､コーディネーターをコーディネー トできる人なのですね.これが一

番重要なのです｡ 1人は無理ですから組み合わせてやって､そのコーディネーターをコ-
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ディネ- トする人が育ってくれるともっとありがたいなという､そんな感じがします｡

ということで､各県それぞれ個性のあるユニークなコーディネー トの仕方というのを考

えて､ぜひインセンティブをつけてほしい､ボーナスをつけていただけると､もっと良い

のではないかなと｡そんな仕組みを何か考えたほうがいいかなという気がします｡

それで､またある県からは､コーディネーターを教育するプログラムの必要性というの

を指摘していただいておりますし､RSP事業そのものの中でも､特に公益､つまり､ク

ロスリージョンで､一県だけではなくて､一県ということはあり得ないわけですから､

オールジャパンなので､あるいは世界かもしれないので､もう少し広域のコーディネー ト

ができるかどうか､そういうことも国は考えてくださいというご指摘もあります｡これは

非常にいいご指摘で､これこそ､ある意味で国がやるべきことで､児単独でできることは

県単だっていいわけですから､県単ではなくて､やはり県をまたがる､より広い領域の

コーディネー トというのが重要になってくる｡科学資源自体はかなり限られていますから､

できるだけそういう新しい仕組みを､むしろ地方公共団体が積極的に国のほうに出してい

ただく｡ ｢今のや り方ではあまりにも狭いよ｡｣と｡県によって､資源の蓄積も市場もう

んと違いますので､何かそういう仕組みもいただきたいというご指摘は非常にいい指摘だ

なという気がします｡

それと､時間がありませんので､この辺で､公立大学の上で機能的な支援云々という問

題とか､国の科学技術関係費､これは次の108ページの真ん中辺ですが､それから､国

の科学技術関係費の都道府県への定常的な移譲等の財政支援､こういうかなり当を得たと

いうか､おもしろい指摘が幾つか出ています｡

時間がありませんから､次は､評価の問題です｡これはいろいろ､4の問題なのですが､

お伺いしたいのですが､これを見ていますと､かなり具体的に進んでいるような県が幾つ

かあるのですが､この日財団の研究開発支援云々,これはどういうふうなやり方でおやり

になっているかお教えいただけるとありがたいんですが｡

【B県】 B県ですけれども､実は､私どもでは産業界と県が出資しまして､平成5年

に財団をつくりました｡それで､評価の関係で言いますと､公設試験研究機関については､

評価制については検討課題だということになっております｡ただ､財団の事業で研究開発

を支援する､そういう公募制の事業がありまして,その中で外部の評価委員､三十数名だ

と思いますけれども､それの審査委員をお願いして､テーマごとに書面で一次審査と､そ

れから､面談でヒアリング調査ということで選考している事例があります｡ただ､今､国
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のほうで議論されています選考に落ちた方に対しての評価も含めて相手側に､その内容を

知らせるというようなところまでは至っていません｡

それから､成果の公表ということですけれども､これは成果集ということで､当然､印

刷物にしまして､成果発表会という形でそれぞれのパー トごとに発表会をして､企業なり

集まって､そういった成果を活用できないかどうか､そういうことになっております｡

フォローアップ調査ということなのですけれども､実際に我々ここの財団で支援した中

身が､実際特許化まで至っているのか､特許化申請中なのか､あるいは研究のどういう段

階にあるのか､産業化のどういう途上にあるのかということをアンケー ト調査方式で､過

去の研究に対して支援したものに対してアンケー ト調査等を実施して､その追跡調査をす

るということになっております｡いずれにしても､まだこの財団でも事後評価､つまり､

終わった後にどういう問題点があるのか､あるいは複数年次の研究開発支援であれば､1

年終わった後にやめるのかやめないのか､こういったものまで含めて事後評価の問題が評

価制の問題では一番難しいなということで､事後評価についてはいろいろ議論があるので

すが､検討課題になっている状況です｡以上です｡

【権田】 ありがとうございます｡続けてもう一つ､これは112ページの一番上で､

研究課題評価の導入や云々で､これは工業技術センターが試験的に実施しているというと

ころが書いてあるのですが､これはどこの- すみません､ちょっと教えていただきたい｡

どんな進捗状況で､どんな問題があるかですね｡

【p県】 p県でございます｡

私ども政策調査室という総合政策の中では全庁的な公設試の研究課題評価について､各

担当課､あるいは代表する研究機関の中からワーキンググループを設置して今検討してい

るところです.公設議の中では､がんセンター研究所と工業技術センターというところで

は､一部実施,あるいは試行的に実施をしております｡がんセンター研究所のほうでは､

まだやり方が定まっておりませんで､2年前は全部外部評価､その前の年は全部内部の委

員の評価､今年度はそれの合体した委員会を設置してということで､まだ試行的です｡工

業技術センターにおきましては､まだ試行的に検討を進めているところなのですが､外部

の人の役割をどういうふうなところに置くのか､アドバイザー的な助言だけをするのか､

それとも評価委員として中心的な役割を担うのか､その辺が今検討途上と聞いておるとこ

ろでございます｡

【権田】 ほかに評価を実施している都道府県の方がおられたら､どういうふうにして
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いる- これを見ていますと､まだこれからやる予定であるというのがかなり多いのです

が､どうぞお願いいたします｡

【A県】 A県でございます｡

昨日､十分この点についてご説明できませんでしたので､説明したいと思います｡私ど

も､きのう､ご説明しましたように､基金でやる独自の公募プロジェクトと国の地域結集

とか､こういうふうなものを活用するものが2種類ございます｡国のほうはそれぞれ共同

研究推進委員会とか､促進会議とか､別に評価する｡あるいは3年たったときには十分な

評価をするというものがありますので､若干､そっちへゆだねた部分もございますけれど

も､独自でやっているプロジェクトについては､まず公募ということですから､公募課題

を設定する際､あるいは公募に対してテーマの応募があります｡また､その応募テーマに

ついて決定する際､こういったときに企画評価委員会という組織を設けていますGこれは

いわゆる地域の産学官ですから､学で言えば､大学の工学部長､理学部長クラス､あるい

は経済団体の代表者､あるいはそれに科学技術庁さんとか､工技院の課長さんクラス､こ

ういう方々にメンバーになっていただいています｡

この委員会というのは､どちらかというと､地域にとって､これがどういうふうな意義

があるとか､こういうふうな成果が出ているなら､今後どういうふうな展開をしたらいい

とか､こういうふうな主に研究の方法論であるとか､中身､研究自体というよりも､そう

いうふうなプロジェクトをやる意義とか､その後の展開について議論をしていただこうと

いうふうなことにしていますOそれとは別に委員会の中に専門部会というのを置いていま

して､要はプロジェクトの研究の中身がわかる方ですね｡これは当然､学会の中から産業

界､あるいは大学の先生方､全く外部の第三者なのですが､そういう方を学2名､産 2名､

トータル4名ぐらい臨時で委嘱をしまして､その研究方法自体が妥当なのかどうなのか｡

これを解明するにはあと半年かかるのか､1年かかるのか｡ここまでできたのなら､来年

もう少しやればもっと良い研究成果が出るのか,そのような専門的評価をしていただくと

いう2段階構造でやっています｡これは大体年2回､中間評価と､また来年度の研究計画

を決める際､年2回運営をしています｡以上です｡

【権田】 どうもありがとうございました｡

評価については､非常に難しい問題がたくさんあって､実はきのう申し上げたアメリカ

のMEp- マニプアクチャリング ･エクステンション ･パー トナーシップという､あれ

に関しては評価制度が入っていますOこの仕組みには､毎年毎年､連邦政府が3分の 1､
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州政府が3分の1､民間が3分の 1お金を出していますが､非常に厳しい評価制度を導入

していまして､1年ごとに評価して､だめならつぶすというものです｡それに関するレ

ポー トをシャビラさんという方が出されたのですが､非常に厚いいいレポ← トです.評価

した後､どういうふうに政策にまた反映するかということ､これが出てきています｡私も

まだ詳しく読んでいないのでわからないのですが､評価方法によっては､評価で非常に重

要なことはミッション､目的がはっきりしていますので､何のための評価かということが

一番キーになります｡それから､結果は必ず公表するということですね｡評価した後の結

果を公表するということも含めて､アメリカは非常にうまくシステムができているわけで

す｡

おそらくこれから地方公共団体の場合も､公設試だけではなくて､プロジェクト研究を

含めて､研究､技術開発に関する評価制度の仕組みというのをつくっていかなきゃいかん

と思うのですね｡それも問題はそれぞれの県が単独で評価を全部されるのもいいでしょう

し､お互い連絡しながらやるのもいいと思うのですが､できることであれば､そういう評

価をどうするかの勉強会みたいのができると非常にいいのではないかなと｡つまり､情報

の収集の問題から､どういう評価法があるのか､また､どういうふうに評価すべきか｡評

価した結果がどういうふうに政策に反映されているか｡特に公設試の評価の場合には､難

しいのは､機関評価の問題が入っていない｡一般の評価には課題評価と機関評価､国のほ

うは分けていますが､機関評価の問題ですね｡この場合は現場のいろいろな協力だけでは

なく､非協力も含めていろいろな反応が現場から出てくると思うのですね｡

その際にネガティブに評価するのではなくて､ポジティブに前に向けて評価できるよう

な仕組みを考えなきゃいかんし､評価の目的として､例えばリストラ狙いでやる場合の評

価と､逆に彼らにやる気を起こさせるために行う評価とでは評価法が全然違いますので､

まず目標をどこに設定するか､どんな評価の手法でやるかということが､これから問題に

なってくると思いますOそういう意味で､何らかの意味での評価をどうするかの勉強会と

いうか､一県だけではちょっと荷が重いのかなという気がしますOエキスパー ト､専門家

が非常に少ないのです｡やる気になると､最初の事前評価と中間評価と事後評価､それぞ

れの評価のステップごとの評価のクライテリアが全部違います｡事前評価の場合と中間評

価の場合と事後評価｡研究のプロジェクトが定常研究なのか､プロジェクト研究かでも違

います｡

それから､そのステップごとに評価のエバリエータ-も､評価者もかわります｡ですか
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ら､事前評価のときと中間評価､中間評価のときにはどういう仕組みでやるか｡これは評

価者自体が事前評価とは違う｡それから､特に定常研究の場合には､どこの段階で内部の

人をいつどう入れるか､この間題が出てきます｡ですから､ものすごく複雑な手続があり

ますので､その都度評価の仕組みというのをうまくつくり上げていっていただきたいと思

います｡我々もまだ勉強中ですけれども､政策研でも一生懸命考えていますので､多分､

何かご連絡いただければ,情報ぐらいは提供できるような仕組みはつくっておきたいと

思っていますO

それとあと､最後のまとめになりますけれども､私としては､先ほどあえて問題を投げ

たのは､シーズとニーズというのはマッチングできるかなというのは､これはかなり難し

い問題で､実は自分自身を市場の中に置かなければ市場は見えないだろうというのは確か

だと思うのですね｡そういう意味での市場を支えるインフラというのを今後どうつくって

いくかということを考えていただきたい｡

2番目としては､リサーチ研究ネットワークという､ネットワークが重要だと｡私は､

研究所間のネットワーク､あるいは研究機能間のネットワークというのは､ほんとうに知

的生産に役立つのかなといつも疑問に思っていまして､これもあえて言わせていただくと､

実は独創的研究というのはかなりアイソレー トされているところが多いのですね｡だから､

あまり仲よくやってしまうと､みんな似たことを考えてしまうのですね｡例えば政策大綱

をつくろうなんて県でして､みんな情報を- 大綱をつくっている県の人が優秀な人だと

みんな情報収集してしまうのです｡すると､どの県もだんだんやっていることが似てきて､

みんな同じで,どこの県でつくったものだかわからないようなやつが出てくる｡こうなる

ので､あまりよその県のものを見ないでやったほうが､ものすごく個性のあるのが出るか

ら､逆に良いものができるかもしれませんね｡そういう意味で､ネットワーキングという

のは落とし穴がある.そこのところをもう少し､つまり独創性というものとネットワーキ

ングというものをどういうふうにバランスを保つか｡これを次の段階で考えていただきた

い｡

3番目､これは非常に重要な問題なのですが､各県ともに研究分野を特定する｡これは

資源が限られている､財政が限られていますから､特定するのはわからないではないです｡

たとえば､うちは5本の柱です､というように特定します｡これに対してもあえて言わせ

てもらうと､特定することがほんとうにいいかどうかですね｡つまり､特定することに

よって､実は潜在的可能性を失っている可能性もあるわけですから｡特定すればいいとは
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限らない､むしろ特定しないほうがいいかもしれないのです｡特にセンターバイ ･エクセ

レンスというのは､人為的にできるかできないかという問題があって､基本的には人為的

にはできないだろうと言われているのです｡むしろ､自然発生的に生まれてくるものであ

ると｡

だとすれば､分野を特定するということは､2つのデメリットがあります｡ 1つは潜在

的可能性を失ってしまうこと｡もう一つは､先ほど言った競争とクリエーション､つまり､

異文化との出会いというのが非常に難しくなってしまうのではないかということです｡だ

から､分野を限るのもいいんですけれども､そうするのならばいかにして異質分子をその

中に取り込んでやるか｡だから､切り出して分野を決めたときに､それに関係ない人を放

り投げるのではなくて､絞ったときに全然違う分野も取り込んでやる仕組みを考えてほし

いなというのが3番目です｡

4番目の問題は､きょうのこの議論を通じて感じたことは､基礎研究成果の問題ですね｡

これは大問題で､これをどういうふうに地元にフィー ドバックするかということです｡き

のうの報告の中にもあったとおりで､一生懸命税金を使ってやったのに研究成果が他県に

逃げてしまったということは､実はどこの地域でも起こっているのです｡アメリカでも同

じことが起こっているのですね｡ミネソタ- ミネアポリスと間違えますね｡あそこはス

リーエムだとか､クレイリサーチというスーパーコンピューターの会社とか､エクセレン

トカンパニー､ハネウェルという制御の会社､そういった非常にいい会社が出てきていま

す｡あそこでは､一生懸命投資したのに結局みんな逃げられてしまったということのない

よう､逃がさない仕組みを一生懸命考えているんです｡

それは､ミネソタ ･テクノロジー ･コーポレーションという会社が､これはノンプロ

フィットの組織なのですが､その中はまさにアンス トップになっていまして､資金調達か

ら､市場から､あらゆることのコンサルティングができる仕組みがあるのですが､その中

にエクイティファンドを持っています｡パブリックファンドでエクイティです｡ですから､

会社に投資する｡会社になったときに､州政府がその株を持つのです｡それによってクレ

ディビリティが上がるわけですね､信用が上がって､しかも､株主ですから出ていけない

ような仕組みをつくるわけです｡これはあくまでも1つの例ですけれども､かなりいろい

ろな地域で苦労していますから､やはり自分のところで投資したものを逃がさない仕組み

というのも考えたほうがいいんではないかと｡逃げられてしまったじゃなくて､逃がさな

い仕組みもつくって､それで逃げたらしようがないとして､たとえば ｢この県が好きだ､

- 279 -



おれはここに一生骨を埋めたいよ｡｣と言ってくれるような仕組みをつくる努力ももう一

方で必要なのかなという気がします｡

以上､4点が私のまとめの結論であります｡どうもありがとうございました0

【司会】 どうもありがとうございました｡

一応､時間も予定した時間が来ておりまして､そろそろ閉会ということにしなければい

けないのですが､ある程度､私どものペースで進めてしまったものですけれども､何か最

後にといいますか､何でも結構ですけれども､この際､東京まで来て何か言わずに帰るわ

けにいかんということがございましたら--｡なければ､申しわけありません｡これで会

議は終わりたいと思います｡

最後に､科学技術政策研究所の総務研究官である圃谷実から､ごあいさつ申し上げます｡

【閲谷】 2日間にわたって､特にきょうは9時半､かなり早い時間からご参加いただ

きまして､ありがとうございます｡新聞を見ると,日本経済もやや胎勤し始めたて､21

世紀へ向かって再生のほんのわずかな動きぐらいは出てきたのではないかという､こうい

う時期ですから､その意味ではタイムリーであったのではないかと思っております｡最後

ですので､特に長いことは申し上げませんけれども､一言中身のある話をすれば､政策研

におきまして､地域科学技術政策を取り上げましたのが､アウトプットとしては平成4年

であったと思います｡これは科学技術庁のほうでも科学技術自書で地域の科学技術を取り

上げました時期でございます｡この時期はまだあらかたの人が､ ｢科学技術は集中にこそ

メリットがある｡分散するのはやむを得ぬ状態であって､ほんとうは集中するのが一番い

いんだ｡｣と考えていました｡それが大体通説だったのですが､当時の政策研の調査､あ

るいは科技庁の調査などでも､むしろ分散の形態が進みつつあり､むしろその分散をより

よくするためには､分散の中での集積溝をどうするか等考えていくべきであるといったよ

うなことをおそらく非常に早い段階から指摘してきておったのではないかと思います｡

この7年間で地域のほうでは､体制の整備も進みましたし､そして､いろいろな指針､

実施主体､あるいは公設議や教育機関の役割､そういった検討も進み､着々と実を上げら

れてこられましたし､国の先端的な研究機関なども一部地域立地が進んできています｡国

の政策のほうで基本計画という非常に根本的な大方針の中で地域間技術が取 り上げられ､

そういうのを実施する行政部局もでき､実施機関も着々と整備されてきた｡この7年間の

変化というのは非常に大きかったのではないかと思っています｡特に､そういう意味では

当初､ともかくお金を増やし､機関を増やせばいいという非常に粗い政策であったものが､
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今回､いろいろディスカッションしていただきましたような内容で､行革とか､基盤のあ

り方とか､あるいはコーディネーターの養成の仕方とか､非常にきめの細かい政策になっ

てきているということは､科学技術政策､まさにその意味から言っても充実してきた内容

になっているのではないかと思っております｡

特に今､地域の再生というのが今回のテーマではありましたけれども､こういう政策が

ある程度わかりやすい目標のもとで議論されるということは非常に重要なことだろうと

思っています｡今年は1999年です｡来年は2000年､21世紀は2001年から始

まるそうですが､切りよく2000年以降の我が国､科学技術のあり方というのを引き続

き検討していきたいと思いますし､地域の科学技術については政策研究所におきましても

重要な課題の1つとして､これからまだまだ地域の皆様にもお世話になりたいと思います

し､あるいは国際的な議論を積極的に巻き起こしていきたいと思っております｡引き続き､

どうぞこれからもご協力､ご支援をお願いいたしますとともに､1日半にわたります非常

に実のあるディスカッションが､それぞれ地域の現場へ持ち帰られましても役に立つこと

を信じております｡どうもご苦労さまでございました｡ありがとうございました｡



付章 自由討議用質問票に対する回答



自由討議用質問票

1 貴団体における特徴的な科学技術資源 (公設試や大学の研究成果､人材､地場産業の

集積等)を活用して､地域の振興や活性化に具体的につながった事例について､ご紹介

下さい｡

2 産学官の連携を通じて､地域の振興や活性化に具体的につながった事例について､ご

紹介下さい (特に､連携に至った経緯､コーディネータの役割等)O

3 貫団体における科学技術振興に関し､国に対し､どのような支援 (ハー ド面及びソフ

ト面)を期待しますか｡

4 研究開発評価 (研究開発の課題 ･機関 ･研究者についての外部機関等による評価､評

価結果の公表､評価結果に即した予算配分等)の実施状況､今後の実施の予定等につい

て､お聞かせ下さい｡
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1 貴団体における特徴的な科学技術資源(公設試や大学の研究成果､人材､地場産業の集積

等)を活用して､地域の振興や活性化に具体的につながった事例について､ご紹介下さい｡

･ 本県は､農林水産資源が豊富であり､これらの資源を活用した研究開発が活発である｡

例えば､平成10年度からスタートした地域結集型共同研究事業(食と健康に関する研究開

発)やサケ､いかゴロ､ホタテうろ､間伐材などの未利用資源の有効活用を図るための研究開発

によって､一次産業､二次産業などの広がりのある産業展開が具体化しつつある｡

t 本県では､(財)県高度技術振興会が平成4年に研究開発センターを設置し､大学等の研究

シーズを企業に結びつけるための研究開発コーディネート業務を始めた｡

県では､この研究開発センターのコーディネーターを中心に､研究シーズ､地域ニーズの把握､

研究シーズの育成､成果の普及､企業化支援などの事業を積極的に展開してきている｡

その結果､コーディネート研究会を通じた密度の濃い交流によって､産学官連携組織(ネット

ワークシステム)がより一層充実強化され､地域課題解決のための関係者からなる部会などが

多数設立され活発に活動を展開している｡

現在は､公設試験研究機関､県内の国立大学､民間企業が連携し､共同研究活動を展開し

ているが､今後は､研究の成果を地域産業化の活性化につながるよう積極的に支援していく｡

･ 実学の伝統がある大学を有しており､大学の研究ポテンシャルを重視して立地している企業

がある｡また､大学等の研究成果を活用して商品化･事業化まで行われている事例は少なくな

い｡

･ ｢振興や活性化｣については､まずは業界単位､技術単位､企業単位というのが支援の主体

であり､｢地域｣という広がりには繋がっていないと考えられる｡ただし､敢えて一例を挙げれば､

県民病とまで言われた脳卒中の減少に大きな役割を果たした｢県立脳血管研究センター｣が該

当するように思われる｡

また､｢地場産業の集結｣という点で言えば､H･Y地域には､大手電機メーカーを頂点に(つま

り､城下町型集積ではあるが)電気電子関連産業の集積が形成されている｡

･ 酒造用米から酵母の開発､さらには醸造指導等の酒造りに関する一貫した研究開発､技術

指導により､本県清酒の品質向上にひいては地域の活性化に大きく貢献している｡

･ 県内企業がハイテクプラザの技術シーズ(姿勢制御技術)を活用し､港湾の荷役コンテナ用

大型クレーンに強風が当った場合でも､つり上げた資材の回転角度を1度単位で制御すること

が可能な装置を開発して､現在､実用機として活用されている｡
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県内企業が､県技術アドバイザーの指導を受け､ウィスカーの発生しない亜鉛メッキ手法の

開発を行い､Niメッキが主流であった電子部品分野にローコストの亜鉛メッキを普及させた｡

本県の農業試験場ではいちごの新品種の研究開発を行っており､昭和 61年及び平成8年に

は試験場で開発された新品種の登録がされた｡本県は､全国有数のいちご生産量を誇るが､､

平成11年度の県内でのいちご作付けは､前述の昭和 61年登録品種が3割､平成8年登録品

種が7割を占めるなど､農業試験場の研究開発の成果が県内農業で大いに活用されている｡ま

た､これらのいちごの品種については､県内だけではなく､他県に生産の許諾をしている｡

･ 科学技術振興財団S研究室及び金属材料技術研究所と連携し､両者が進めている基礎研究

を用いて､県工業技術センターにおいて磁気により金属を浮遊して溶解する技術の研究を実施

している｡特に本県においては県南部に鋳造技術関係の企業が多いことから､今後､産業への

応用が期待できる｡

･ Sテクノポリス地域の中心地であるN市に､レーザー応用関係の研究施設が集積している｡

((秩)｣センター､県工業技術総合研究レーザー応用研究室､N技術科学大学)

この施設群を活用したレーザ-研究の機運が盛り上がっており､地元企業によるレーザー研

究会の設立､地元企業と県研究所による共同研究の実施､研究施設問を光ファイバーで結んで

の高出力化による研究の実施等､レーザー加工基地としての動きを見せ始めている｡

･ 工業技術センターでは炭素繊維束を均一に広げるマルチフィラメントの開織技術を開発し､県

内のベンチャー企業に技術移転した｡今後はこの技術を利用した産業資材の開発等の新事業

が期待される｡

･ 情報通信産業の集積を目指した研究開発拠点｢S･J｣を創設した｡現在70社以上が参加し､

1000人以上が働いている｡

･ 工業系6試験研究機関の技術シーズに基づく｢メロウエイジ(円熟世代)商品｣の開発(-各種

高齢者用晶の開発･商品化)を実施している｡

･ 平成6年度､県工業技術センター(現名称:工業総合研究所)において低アルコール清酒(日

本酒とワインの中間酒)を開発｡県内酒造メーカー4社が製造､販売しており､本県の特産品と

なるよう各社が力を注いでいる｡

･ 本県では､紅麹食品の商品化などがあげられる｡
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･ 大型放射光施設の建設等を通じて設備技術を習得したことで､県内企業に対する放射光施

設関連の発注が増大した｡

･ 県内でおきた地震により粘土瓦のイメージが大幅に低下し､県内の瓦産業界は大きなダメー

ジを受けた｡このため､瓦業界の要望に基づき､県立工業技術センターと瓦産業界が共同し､

地震による被害の教訓を生かした瓦の軽量化に取り組むことになった0

形状･デザインの改良及び軽量化技術の開発により､軽量で耐震性に優れた瓦の開発に成

功し､産業復興を促進した｡

･ 当方では､研究開発活動の支援機関として､資金面での支援､情報面での支援等を行ってい

る｡他の県内振興機関とも連携して活動を行っており､企業の進出が進みつつある｡

･ 県内にある国立大学のM教授の研究成果である緑化技術(菌足菌を利用した緑化等)を利

用して､県内の民間企業が､のり面の土壌侵食防止のために従来行われていた種子吹付工法

に変わり､不織布を使用して種子の定着を図る新しい緑化資材の開発を行い､着実に業績を上

げているとともに､環境と調和したのり面保護として評価を得ている0

･ 本県では､県内の国立大学を中心とした優秀な人材に着目しながら情報関連産業の育成に

積極的に取り組んできた｡その結果､先端系産業団地(Sテクノパーク)を中心に情報関連産業

が集積してきている｡

･ 市立大学の教授(地震波形解析)の研究蓄積が､市長のイニシアチブで地震計ネットワーク

による大地震の震災被害想定システムに結びついた｡

･ 市立工業研究所では､特別研究として環境にやさしい材料･技術の開発を行っている｡その

成果の一つとして､水質汚濁の要因である動植物の廃油脂を微生物の力で効率よく分解する

方法を開発し､企業と共同で製品化に成功したことがあげられる｡

また､経営的に行っている研究の成果を移転する受託研究についても､年間500社程度の

活用があり､技術の振興､高度化に寄与している｡

市立大学では､民間企業から委託を受けて受託研究事業を行っており､平成9年度の実績は

350件である｡こうした取り組みを通じて市立大学が蓄積している技術等を民間企業に移転す

ることにより地域の振興や活性化に寄与している｡

･ 県内の国立大学の協力を得て､システム情報技術研究所を設立した｡同研究所は､本県の

情報産業集積.育成の中核として活動している｡
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2 産学官の連携を通じて､地域の振興や活性化に具体的につながった事例について､ご紹介下

さい(特に､連携に至った経緯､コーディネータの役割等)｡

産学官連携のための活動が活発化している｡たとえば､科学技術振興の中核的組織として設

立されたH財団は､企業ニーズと研究ニーズとの橋渡し機能を担っている｡

特に､平成8年度指定を受け､同財団で実施しているシーズの発掘から共同研究等の企画､

産業化に向けた一連の過程をコーディネートするRSP事業(新技術コーディネ-タ)は､先駆的

役割を果たしている｡本県には4つの国立大学に地域共同研究センターがあるが､これらとネッ

トワークを構築しつつあり､広域な本県の産学官を結び付ける点においてコーディネータは重要

である｡

･ 本県だけではなく近隣の県も含めた地域で産学官が一体となって研究開発を進めていこうと

いう構想を推進中であるが､その構想の中核を担う機関である(樵)l研究機構がコーディネート

役となって､地域に14のR&D会社を立ち上げた｡すでにいくつかの事業化･商品化等が進展

しており､また､各種の研究所等の立地､交流人口の拡大､知的風土の醸成等幅広く地域の活

性化に寄与している｡

･ ライフサポートテクノロジー研究開発機構の取り組みがあげられる0

･ 光重合性含漆塗料の開発があげられる｡

これは､ハイテクプラザ職員がコーディネーターとなり､A 大学､B医科大学､県内企業3社と

光重合性含漆塗料の開発を行い､現在､住宅内装部材及びインテリア製品への応用試作を通

じて､安全性､経済性､快適性などを考慮した環境負担の少ない塗装製品の実用化を行ってい

るものである｡

なお､コーディネーターが､ハイテクプラザの技術シーズ(漆塗装技術)を基に､大学と県内企

業と勉強会を催し産学の橋渡しを行った結果として共同研究に至った｡

･ 県工業技術振興会議を組織し､平成10年度は､工業試験研究機関の16研究部会で25の

研究テーマについて､県内企業325社2組合が参加し､国立研究機関･大学等から33名の特

別委員を招いて､共同研究を行った｡

･ 県製麺業共同組合からの｢低アミロース小麦を用いた新しい麺の開発｣という要望に対応する

ため､県農業試験研究所､県工業技術センター北部研究所及び同共同組合により､小麦づくり

から麺生産まで一貫した研究を実施している｡

･ 研究会活動(科学技術交流財団)を契機としたベンチャー企業の設立
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･ 本県の産学官連携に状況において平成8年12月に実施した調査データ(県内企業260社回

答)によれば､高等教育機関と交流したことにある企業は13.7%､公設試との交流においては

19.5%にすぎず､また､交流･連携を今後希望する企業は46.1%という結果となっている｡

上記データのとおり､本県の産学官連携への取組は今後の科学技術振興等における重要な

課題であり､平成10年4月に設置した｢県科学技術会議｣において､地域振興に結び付く産学官

連携策と仕組みづくり､そして､コーディネート活動の内容等について継続協議している状況で

ある｡

･ 平成10年度から本格的に実施しているRSP事業について､まだ開始されて間もないが､コー

ディネーターの人脈等により､国内外から第一線で活躍しておられる研究者を招いて講演会を

開く等､従来の行政では対応しきれない部分も機動的にコーディネーターに活躍してもらい､活

性化につながっている｡

･ Hマン二ングセンター研究会

･ RSP事業(科学技術交流財団)の可能性試験成果に基づく製品開発

･ 県林業技術センターと民間企業が共同研究で｢ハタケシメジ｣の人工栽培(商業生産)に成功｡

これを受けて､l森林組合が平成10年7月から市場出荷を開始した｡

･ 大型放射光施設の建設を契機として､県が中心となり農水省生物資源研究所､県内国立大

学､県立工業技術センター等で｢生活･地域流動研究｣(平成5-7年度)を実施し､放射光を活

用した蛋白質の構造解明と､X線顕微鏡光学素子の開発を行った｡

その後この研究成果をふまえて､H工業大学理学部や製薬産業界等の参画を得て､産学官

による微小結晶構造解析や放射光によるガン診断技術の開発等のプロジェクト研究を推進して

いる｡

･ 放射光研究の産学リエゾン機能の充実を図っており､産学共同研究プロジェクトを進めている｡

具体的な成果はこれからである｡

ニーズ･シーズ･ジョイント事業

地域企業や社会的ニーズの中から工業技術センターがコーディネート役をつとめながら企業

と大学等の参加を求めて行う事業で､現在､食品廃棄物の堆肥化と染色排水処理について実

施している｡コーディネータとしての工業技術センターは､各機関の調整と研究補助金の調整等

を行っている｡
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･ 高齢者のための入浴介助装置を､県内国立大学､県工業技術センター､企業等が研究会を

作って開発し､安全性､快適性があり､ストレッチャーへの移動がしやすく､介助者の洗体作業

もしやすいシャワー浴装置を試作した｡今後､各種の企業が参加して実用化することにより､地

域の振興や活性化につながると見込まれる｡

･ 具体的につながった事例はまだありませんが､｢提案公募型産学官共同研究開発プロジェク

ト事業｣として以下の3件を採択しており､今後の成果が期待されます｡

1 電動車用クリーンエネルギー源の開発(平成9年度～)

2 弾性変形と熱変形を考慮した高性能歯面修正歯車の設計･加工システムに関する研究

(平成10年度～)

3 超機能性バイオポリフェノールの開発とその産業的利用(平成10年度～)

･ 本県でKテクノポリス計画を推進したことで､産業集積の高度化､拠点地域の形成に貢献し

た｡

･ 市立大学教授の尽力で､理化学研究所のヒトゲノム総合研究センターの誘致と市立大学連

携大学院の設置が決まった｡単なる誘致にとどまらず､大学院の新設も含め地域における総合

的な産学官連携へのプロジェクトとして､市立大と市がプロジェクトチームを組んだ｡

･ 市立工業研究所が中核となり､大学の持つ理論と工業研究所の応用化技術及び企業の製品

化技術の結集による産学官共同研究として､金属基複合材料の省エネ型製造プロセスの開発

を行い､特許化を図った｡

(経 緯)

苦境にある鋳物業界の活性化のため､産学官共同研究による新材料の創製を図るため､市

費単独で企業ニーズである軽量高強度材料としてチタンーアルミニウム合金の製造プロセスの

開発を行った｡

･ 産官の協力のもとに設立された新産業推進研究機構(N旧○)がRSP事業を実施し､地域の

振興や活性化につながっている｡

･ F大のH先生が開発して現在は国の標準仕様になっている埋め立て技術は､市との共同研究

から始まったものです｡
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3 貴団体における科学技術振興に関し､国に対し､どのような支援(ハード面及びソフト面)を期

待しますか(なるべく具体的に)｡

･ ハード整備だけでなく､人材の雇用やコーディネート事業等のソフト面に対するモデル的な支

援事業を期待する｡指針の策定など､地域における科学技術振興施策が確立しつつあり､国と

連携した地域事業の位置づけも可能である｡

t 新しい研究機関を設置する場合の施設建設費補助を期待する｡

･ 研究費補助を期待する｡

･ コーディネート機能に対する支援(人材育成､ノウハウ､スキルの機能を含む)

･ 地域の科学技術振興を国が支援していくと言う姿勢｡

･ 県民の抱える課題.ニーズを科学技術というツ-ルを使っていかに解決し､地域に貢献する

かということが､地域における科学技術を推進する上での第一義的意義であると考えており､一

方､科学技術の成果は､基礎研究から開発研究までの様々な研究段階や地域を越えた学際的

融合の中での多様な組み合わせの中から生まれるものであり､その意味からは､科学技術そ

のものの地域性は薄く､一つの県域レベルの科学技術だけで地域のすべての課題に解決出来

るとはとうてい考えられない｡こうした科学技術の性格上からも､従来の各県それぞれの行政区

域を越えた科学技術振興施策を展開することが､行政投資の効率化の観点からも必要ではな

いかと思われる｡

科学技術庁の地域施策は､その多くが県レベルを対象としているが､全国各地において地域

主体の広域的取り組みを行っている地域があり､このような取り組みを積極的に支援(例えば脆

弱な運営団体に対する資金支援､コーディネーター等の人材派遣など)することで国としても広

域連携を誘導していくべきではないだろうか｡

･ 計測･評価機器等を常に最新のものに更新しておくためのハード支援｡

･ 国際標準取得､並びに知的所有権の利活用に対する養成が急速に高まっており､これらに対

する資金面､人材面等の一層の充実も含めたソフト支援｡

･ 地域の特色を生かした研究開発への助成

･ 惰幸馴ヒ推進に関するソフト面の各種施策
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･ RSP事業の可能性試験のように､産学官が連携して研究開発を行う場合､簡便に利用でき

る事業の創設あるいは増額を期待する｡

･ 財政事情の悪化のために､試験研究機器の整備が計画どおり進まず､研究計画の達成に支

障がでてきているので､ハード整備への助成を厚くしていただきたい0

また､地域の研究シーズや研究資源を活かした研究プロジェクトの組立が出来る人材が見つ

からない状況であり､コーディネーターを育成するプログラムについて､仕組みを構築していただ

きたい｡

･ 各地方公共団体同士の広域的な連携及び公設試同士(各県の)共同研究･補完的研究のた

めのイニシアチブ

･ RSP事業等のように地域の開発研究基盤を強化するソフト事業を期待しているが､科学技術

財団のない県でも事業を実施できるよう､公設試験研究機関でも実施可能な事業としていただ

きたい｡

･ 地域の特性に応じた地方自治体の振興戦略は本来競争的であろうが､研究資源投入の無駄

を省く等のため､国レベルで調整や連携の場を設定してはどうか｡

･ 近い将来における産業界をはじめとする各界において科学技術人材不足は明白であり､次

世代の科学技術を担う人づくりは､各地域の深刻な課題となっている｡人材教育は本来地域の

課題だと捉えてはいるが､青少年の科学技術体験学習の推進については､早急に国をあげて

取り組むべきであり､科学技術振興事業団事業の内容強化t拡充は勿論の事､科学技術庁も

文部省との連携を一層強め､各種地域支援事業を"主体的"に展開すべきと考える｡

･ 生産者主権から消費者主権の時代に代わり､産業界がその基礎研究力を弱めており､時代

は基礎研究の主体を大学に移管することを要求しており､大学の基礎研究を核とした新しい研

究開発体制が求められている｡大学はこれまで担ってきた全般的な基礎研究に加え､産業技術

を創出するための基礎研究力の増強が図られる必要がある｡こうした背景を受けて大学の一層

の意識改革も必要となるが､産業化研究開発については科学技術庁も既存の事業に偏ること

なく幅広く支援を行うとともに､大学の啓発と併せて各種の情報提供を更に徹底すべきと考え

る｡

･ 地方における科学技術振興には人材育成が非常に重要なポイントと考えられる｡このことか

ら､第一線で活躍する研究者を地方の公設試へ積極的に派遣して地方公設試の研究員との交
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流を活発化させる事業があれば望ましい｡

･ 技術移転コーディネーターの養成と地域への派遣

･ 地域における科学技術振興において､助成借置等の直接的な支援には限界があり､今後は､

研究開発等についての情報の一元化と提供が重要となるものと考える｡

そこで､国が主体となって民間を含めた都道府県単位の研究等情報を制作し､それをネットワ

ーク化するようなシステムを構築する｡

･ 大学等の研究者プロフィールデータベースの構築

(各地域単位での機動的な対応を可能とする制度の整備)

･ 公立大学における機動的な対応を可能にする制度の整備

･ 公設試等の施設整備､国立大学等との人材･情報交流の活性化

･ 研究職員の任期付任用に関する法整備

･ 公設試の特許取得を促進し､技術移転機能を強化するため､特許料を免除するとともに､技

術移転強化に関する法整備

･ 科学技術に関する学校教育の充実､博物館･科学館の整備､普及啓発活動の推進

･ 地方の意見を反映させるため､科学技術会議の構成員に地方公共団体関係者を加える

･ 国の科学技術関係責の都道府県への定常的移譲等の財政的支援

･ 本県の大型放射光施設を利用した研究機能の拡充及び効果的な利用の推進

･ 産学協同研究のコーディネーターや特許の専門家を派遣していただけるプログラム｡

･ 地方財政が逼迫している折り､金額補助の委託研究開発事業のさらなる充実

･ ハード面では､各種研究施設､設備のほか､ネットワーク型COEを支援す施設の設備につい

ての支援を期待する｡

ソフト面では､研究開発のノウハウについての情報提供の支援を期待する｡
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･ 地域の科学技術振興における重要な科学技術資源である人材について､研究開発に必要な

人材を流動的に確保できるような支援制度つくりが期待される｡

･ 貸ラボ建設､運営費に対する支援

･ 科学技術振興のためのコーディネーター及びそのコーディネータ-を支えるスタッフが必要と

なりますが､低金利状況の今､当財団では人材費の確保が困難となっております｡国の施策と

して人材(人材責)の支援を期待しますO

･ 地域における実用化を目指した研究･開発が最近少しづつ増えつつある｡この様な背景をも

とにさらなる推進を願っている｡このため､なお一層の国からの研究補助事業の充実を期待す

る｡

また､科学技術教育に対する支援を充実願いたい｡

･ 公設試活性化のためのソフト面での支援

(公設試を関連させた研究事業の拡充)

･ 科学館等､啓発施設の整備に関する補助の拡充

･ 地域における特色ある共同研究推進に向けての研究開発費の助成

･ 事務手続きの簡素化及び研究開発機器や工業所有権の帰属について､公設試験研究機関

にも国立大学と同等の制度拡充を期待する｡

また､公立大学について､｢地域共同センター｣の整備等､国立大学に対する支援に準じた取

り扱いを期待する｡

･ 研究者情報や企業の研究へのニーズなど､地域で科学技術施策を立案する基礎データとな

る情報の収集と提供
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4 研究開発評価(研究開発の課題･機関･研究者についての外部機関等による評価､評価結果

の公表､評価結果に即した予算配分等)の実施状況､今後の実施の予定等について､お聞か

せ下さい｡

･ 本県のH財団の研究開発支援事業においては､外部有職者による審査委員会において課題

を選考するとともに､研究成果の公表､フォローアップ調査を実施しているが､事後評価につい

ては検討課題である｡なお､公設試験研究機関については未実施であり､今後の検討課題と考

えている｡

･ 本県では平成11年度に県内産学等の代表者で構成される｢県産業科学技術会議｣において▲､

本県の重点研究開発分野に係る研究内容について第三者機関による研究開発評価のあり方

(評価基準､公表方法､施策への反映手法等)を検討する予定である｡

･ 研究課題の選定･成果の普及について､審議する組織を設置しシステム化している部局が一

部あるものの､全般的には評価のシステムは､現段階においては整備されておらず､来年度検

討していく予定である｡

･ 平成11年度に､｢産学官連携促進事業｣の一環として｢研究評価システム導入事業｣を実施

することとしている｡

･ 来年度､外部評価を取り入れた県としての各公設試に共通する評価の指針及び各機関ごと

の評価実施要領等を整備する予定｡

･ 研究結果の評価については､｢工業試験研究機関研究管理要領｣を改正し､平成11年度か

ら結果についての評価を整理し､内部の委員による評価に加え､研究管理者(試験研究機関

長)が必要と認めれば外部の委員による評価を行えることとした｡

･ 研究課題評価の導入やそのあり方についてワーキンググループで検討中である｡今後､ワー

キンググループの意見を参考に､内容について正式な組織で検討を進めていく｡なお､がんセ

ンター研究所では研究課題の評価を実施しており､工業技術センターでは試行的に実施してい

る｡

評価システムの整備は本県科学技術大綱において着手･検討すべき事項として明記してお

り､今後システムの研究を進めることとしているが､具体的取組については現時点では未定｡

･ 公設試に関する外部機関による評価を毎年2機関実施｡
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･ 本県における研究評価を行う機関として｢試験研究推進委員会｣が設置されているが､近年

開催されていない状況である｡今後､科学技術会議等で研究評価制度のあり方について検討し

ていきたい｡

･ 平成10年度に､県内の公設試の評価に対する基本的な考え方をまとめた評価ガイドラインを

策定｡平成11年度には､各公設試で実際に外部委員を入れた評価を実施するための細目を

定めた評価実施要領を定めた上で､翌12年度から評価を実施する予定｡また､課題評価を1

-2年思考した上で機関評価を実施する予定｡

なお､評価結果については公開するとともに､改善のための指標とする｡

･ 工業技術センターに関する評価を平成 10年度から実施している｡(参考:平成 11年度の予算

1,950千円)0

工業技術センター(計8名)による研究調整委員と外部の研究評価アドバイザー(計20名)で

構成し､内部･外部から評価する｡

評価は 事前評価(9月)

評価講評･意見交換会(10月)

成果の評価(4月)

研究終了後3年経過した時点で成果等を調査し､研究課題に反映させるとともに普及に努め

る｡

･ 県試験研究機関:各機関の特性に応じて実施｡研究開発課題に係る内部評価が中心となっ

ているが､国立研究機関等の動きを参考にしつつ､公設試験の役割を踏まえ､その在り方につ

いて検討を進めていく予定｡また､一部の機関においては各段階における評価､外部評価を実

施予定｡

また､科学技術交流財団:研究会及び共同研究のテーマ採択の際に､外部評価を実施｡

･ 今年度から公設試のあり方について検討を始めており､平成11年度に外部評価委員による

機関評価･業務評価(研究課題評価を含む)を行い､その結果に基づいて､地域ニーズに即応

できるよう研究.サービス体制の整備を行う｡なお､評価結果は公表する予定である｡

･ 当協会は研究者個人を対象にした研究助成を行っている｡公募して2回の審査段階を経て助

成対象となる研究者を選考するため､事前評価は十分実施していると思う｡また､事後評価とし

ては､研究成果の公表(印刷物の配付やインターネット等による公開)を行っているが､より効果

的かつ効率的な方法がないものか検討中である｡

暮 本年度は､工業技術センタ-の運営全体について2名､各部ごとの技術的指導について4名
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の外部有職者を招いて指導を受けた｡

実施方法は､本年度は個別に行ったが､今後は一同に会して行うことも検討している｡

･ 平成11年度に本県における研究開発推進のあり方について総合的な検討を行う予定｡

･ 工業技術センターの自主評価に加え､工業技術センタ-運営協議会(産学官で構成)を活用

した外部評価について検討を進めたいと考えている｡

なお､基準については､通産省技術評価指針や科学技術庁の実施要領モデルを参考とす

る｡

･ 11年度から実施する予定である｡概要は以下のとおり｡

暮課題評価

種類:事前､中間､事後､追跡

対象:事前は､追跡は､研究機関と評価委員会が協議して決定

･機関評価

13試験研究機関

(産業技術委員会所属11機関+衛生研究所､環境研究センター)

年2-3機関を予定

･評価実施機関

研究評価委員会(保健環境､工業､農林､海洋)

各委員会は､5名の外部委員で構成する予定

･評価結果の公表

県民にわかり易い形での公表を予定

･評価結果と予算配分

直接的には関係しない｡

･ 現在､本県には工業技術センターの他､4つの試験研究機関(保健環境､林業､農業､漁業)

があるが､評価制度は不備である｡今後､外部評価制度の導入に向けて､検討することとして

いるが､具体的年度までは設定していない｡

次の2事業で評価を実施しています｡

･ ｢提案公募型産学官共同研究開発プロジェクト事業｣

審査委員会で1次審査に残った研究テーマについて事業化企業の経営評価を県の方に依頼

しています｡評価結果は2次審査の資料として審査委員へ送付しますが､公表はしていません｡

｢企業家創出支援事業｣

審査委員会で1次審査に残った案件について外部機関へ技術面･市場面の評価を委託して
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います｡評価結果は2次審査の資料として審査委員へ送付しますが､公表はしていません｡当

初予算として確保しています｡

上記2事業とも本年度も同様に実施する予定です｡

平成11年度以降において､｢県科学技術振興会議｣を中心にして導入のあり方について国や

他県の実施例を参考として検討していく｡

市立大学では学内に｢自己評価委員会｣を設置し､教育研究活動等の状況について自己点

検･評価を行っており､その結果を公表している｡

なお､この評価は平成10年度時点では(財)大学基準協会による人材育成という側面も合わ

せ持っているため､研究開発の評価によって予算配分を行うというという仕組みにはなじまない

と考えられる｡
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第 3調査研究グループ

特別研究員 新船洋一

特別研究員 森川晴成

〒100-0014 千代田区永田町 1-ll-39

Tel:03-3581-2419

Fax:03-3581-9089

E-mail:arafune㊥nistep.go.jp
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